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第 １ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（２月15日）(金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ６ 

 １.開  議 ·······································································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ６ 

 １.会期の決定 ····································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ７ 

 １.報告第１号、報告第２号 一括上程 ······························································   ９ 

   報告 

 １.議案第１号 上程 ·························································································  １０ 

   説明、質疑、討論、表決 

 １.議案第２号 上程 ·························································································  １２ 

   説明、質疑、討論、表決 

 １.議案第３号～議案第８号 一括上程 ······························································  １３ 

   説明、質疑 

   議案第３号～議案第５号 総務文教委員会付託 

   議案第６号～議案第８号 産業厚生委員会付託 
 １.議案第９号 上程 ·························································································  １８ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第１０号 上程 ······················································································  ２０ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 
 １.議案第１１号～議案第１７号 一括上程 ·······················································  ２４ 

   説明、質疑、 

   議案第１１号、議案第１２号 総務文教委員会付託 

   議案第１３号～議案第１７号 総務文教委員会付託 

 １.議案第１８号～議案第２８号 一括上程 ·······················································  ２８ 

   説明、質疑、 

 １.国道整備促進特別委員会の委員定数の変更について ······································  ３２ 

 １.桜島火山活動対策特別委員会の委員定数の変更について ·······························  ３２ 

 １.総務文教委員会及び桜島火山活動対策特別委員会の副委員長の選任について  ３２ 

 １.総務文教委員会及び桜島火山活動対策特別委員会の副委員長互選結果報告 ····  ３２ 

 １.陳情第１６号 上程 ······················································································  ３２ 

   総務文教委員会付託 



 

 

－２－ 

 １.日程報告 ·······································································································  ３３ 

 １.散会 ··············································································································  ３３ 

    ────────────────────── 

第２号（２月26日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ３６ 

 １.議案第２９号 上程 ······················································································  ３６ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 

 １.議案第１０号～議案第１７号 一括上程 ·······················································  ３７ 

   報告 

 １. 平成３１年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 ····································  ４０ 

   川越 信男 議員 ·························································································  ４０ 

   １ 市政運営について 

    （１）３期目の思いと取組について 

   ２ 職員採用について 

    （１）職員数の現状について 

    （２）採用試験について 

    （３）土木技術者及び保健師の現状について 

    （４）今後の採用の考えについて 

   ３ 新庁舎整備について 

    （１）現在の進捗状況について 

    （２）市民ワークショップについて 

    （３）市民への周知策について 

   ４ 「青少年海外派遣事業～夢の翼～」について 

    （１）香港での研修内容について 

    （２）事業の成果と課題について 

    （３）今後の事業展望について 

   堀内 貴志 議員 ·························································································  ４８ 

   １ 温泉を活かしたまちづくりについて 

    （１）本市の温泉の実情と普及の在り方について 

        ～観光振興と健康長寿のための必要性 

    （２）温泉事業活性化のために助成金の新設は検討できないか 

    （３）健康長寿温泉プールの新設検討とは 

   ２ 子育て支援について 

    （１）病児・病後児保育制度について 



 

 

－３－ 

    （２）高校生までの医療費の無料化について 

   ３ 歴史文化資料館の必要性について 

    （１）歴史文化資料館建設を求める請願書の採択を受けてからの取組状況 

       について 

    （２）本市に存在する貴重な資料の保存と散逸損失防止のための具体的対 

       策について 

   川畑 三郎 議員 ·························································································  ６０ 

   １ 中山間地域総合整備事業について 

    （１）農道・水路の整備について 

   ２ 漁業振興について 

    （１）両漁協への支援は 

   ３ 公民館主事の待遇改善について 

    （１）地区公民館連絡協議会からの要望について 

   ４  市政運営について 

    （１）３期目の抱負について 

   梅木 勇 議員 ·····························································································  ６６ 

   １ ３期目の抱負について 

    （１）第一次産業の抱負について 

    （２）新たな施策について 

      ア 保育料補助、病児・病後児保育制度 

      イ 高校生までの医療費無料化 

      ウ 温泉入浴券補助、敬老パス補助 

      エ たるみず島津家祭りとお宝展 

   ２ 空き家対策について 

    （１）各種事業の取組・実績について 

    （２）県の空き家改修補助について 

      ア 県居住支援協議会の認識は 

      イ 改修補助を活用すべきでは 

   ３ 猿ヶ城・森の駅たるみずについて 

    （１）４月からの直営について 

    （２）指定管理者が行った運営の継承は 

    （３）来客の誘致対策は 

   森 正勝 議員 ·····························································································  ７６ 

   １ 人口問題について 



 

 

－４－ 

    （１）総務省が３１日公表した２０１８年の人口移動報告によると鹿児島 

       県は転出超過が３，６８０人であった。垂水市の状況はどうであったか 

   ２ 口腔崩壊について 

    （１）垂水市の小・中学生の歯科検診の状況について聞く 

   ３ 垂水市農業の人手不足について 

    （１）垂水市農業の人手不足の状況について聞く 

   ４ 牛根地区の診療所問題について 

    （１）市長のマニフェストによると牛根地区の診療所開設は、実現すべき 

       課題として挑んでいるとのことであるが、市長の見解を 

   北方 貞明 議員 ·························································································  ８１ 

   １ 市長選挙について 

    （１）市長選挙の総括について 

    （２）市長選挙の結果において、改めて新庁舎建設についての考えは 

   ２ 関西かごしまファンデーについて 

    （１）出店業者の選定方法について 

   ３ 未収金について 

    （１）元市長の退職金及び給食費横領に関する返納金の収納状況について 

   持留 良一 議員 ·························································································  ９３ 

   一般質問 

   １ 選挙と結果について 

    （１）選挙と結果 

      ア 選挙の基本原則と問題意識について 

      （ア）選挙の基本原則とは 

      （イ）投票の自由は守られたか 

   （２）新庁舎 

      ア 新庁舎建設予定地 

     ～選挙結果から見えてきた問題と認識 

      （ア）予定地については、「単純数値」の結果から判断すると反対が 

         多数であった。どのように受け止めているか 

      （イ）沖縄県名護市辺野古新基地建設のための埋立ての賛否を問う県 

         民投票についての考えは 

      （ウ）選挙結果から問われているのは、改めて賛否を問うことではな 

         いか（「市民の合意と理解」という手順を本当に踏んでいるの 

         かが問われている） 



 

 

－５－ 

   ２ 公約問題と関連する課題について 

    （１）実現へ向けての方向性 

       ～安心して子育て・生きがいと尊厳を保障するための高齢者支援生活 

        対策を対策を 

       ア 子育て支援 

      （ア）高校卒業まで医療費無料化 

      （イ）保育料の負担の軽減 

      （ウ）病児・病後児保育対策 

      （エ）給食費の負担軽減は～負担軽減を求める陳情採択 

      イ 高齢者対策 

      （ア）温泉入浴券補助 

      （イ）敬老パス補助及び交通弱者対策 

    （２）財源問題 

      ア 「公約実現」のための財源の保障は 

   ３ 児童虐待防止対策について 

    （１）関係機関の情報の共有と連携の在り方など各分野での真剣な取組が 

       急務 

      ア ２０１７年度 鹿児島県８１８件 増加率全国一 

        ～増加の理由、本市の状況と取組上の課題は 

      イ 要保護児童対策地域協議会の開催内容及びそれに基づく取組、さ 

        らに関係者等から「市町村の対応力の底上げが必要」と指摘され 

        ているが、どのように受け止め、取り組んでいるか 

      ウ 個人情報の取扱いと認識の共有は問題ないか（条例） 

      エ 各分野（教育委員会や児相や弁護士等）での取組や連携の在り方 

        は、課題や取組の方向の改善等が必要ではないか。 

   ４ 学童保育の「基準」問題について 

   （１）放課後の安心へ責任を果たすべき 

      ア 職員の配置数や資格を定めた国の基準を事実上、廃止する方針が 

        打ち出された（通常国会で法に基づく省令改正の方針「従うべき 

        基準～国が定める最低基準」を「参酌すべき基準～拘束力のない 

        基準」へ） 

      （ア）安心・安全な場所を保障するためには、専門性をもった指導 

         員の複数配置が不可欠。「『従うべき基準』は堅持すべき」 

         と強く働きかけるべきではないか 
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      （イ）「職員不足」の問題は、低賃金など労働環境の改善が必要で、 

         対策が求められているのではないか。認識と今後の対応（改 

         善の方法の方針はあるか）について見解を 

      （ウ）本市も、放課後の安心への責任を果たすためには、現状の基 

         準を厳守すべきと考えるが見解を 

   予算案質疑 

   １ 国民健康保険特別会計予算案について 

   （１）子育て支援の観点からも、均等割の軽減策が必要 

      ア 「国保対策」（日本共産党の政策提言）についての感想は 

      イ 国保税均等割の負担軽減問題の対策を 

      （ア）子どもが多い世帯に減免制度の検討・導入を 

         ～所得のない子どもまで「重たい国保税」をかけるべきではない 

 １.日程報告 ·······································································································  １０７ 

 １.散会 ··············································································································  １０８ 

    ────────────────────── 

第３号（２月27日）（水曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  １１０ 

 １.平成３１年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 ······································  １１０ 

   感王寺 耕造 議員 ······················································································  １１０ 

   １ 市長選挙結果を顧みて 

    （１）新庁舎建設が今回の大きな争点であったが、結果を受けて計画の見 

       直し、市民アンケートを実施する考えはないのか 

   ２ 市長の公約について 

    （１）健康長寿、温泉プールの必要性を問う 

   ３ 垂水市卸売市場について 

    （１）垂水大同青果への使用料減免措置幅の拡大はできないのか 

    （２）垂水大同青果への補助金の考えは 

    （３）大量出荷農家に対して出荷奨励金の考えは 

   ４ 新規就農者への支援策について 

    （１）市外からの移住・就農を募集する仕組み、現在の状況と今後の対策は 

    （２）新規就農者育成サポート体制についての考えは 

    （３）農の雇用事業について 

    （４）農業経営の第三者継承について 

   ５ 鳥獣被害対策について 



 

 

－７－ 

    （１）過去３か年の実施状況について 

    （２）報奨金における市単独分を引き上げる考えはないのか 

    （３）狩猟者育成の考えは 

    （４）罠作成への補助の考えは 

   ６ 市道・農道法面の除草及び養生について 

    （１）本来、市が実施すべきでは 

    （２）建設機械、除草アタッチメントの市費購入による各地区への貸与又 

       は購入助成措置の考えは 

   ７ 建設残土について 

    （１）建設残土が原因の耕地災害が発生しているが、今後防止するため建 

       設残土に関する条例制定が必要と思うがどう考えるか 

   ８ 垂水市乳児用品等購入助成事業について 

    （１）対象となる乳児用品の拡大の考えは 

    （２）オーガニック由来の商品希望に対しての対策は 

   川㞍 達志 議員 ·························································································  １２３ 

   １ タイムレコーダーの設置場所について 

    （１）各課に設置することでの検討は 

   ２ 人口減に伴う諸課題について 

    （１）各課の今後の対策について 

    （振興会統廃合・庁舎規模・中央地区公民館の在り方等） 

   ３ 資料作成依頼について 

    （１）議員より依頼のあった資料提出についての対応 

   篠原 靜則 議員 ·························································································  １３１ 

   １ 中学校の現状について 

    （１）不登校について 

    （２）いじめ問題について 

    （３）教師について 

   ２ 垂水高校のエアコン設置について 

    （１）普通教室におけるエアコンの設置状況について 

   ３ 中央商店街について 

    （１）外灯設置について 

 １.日程報告 ·······································································································  １４２ 

 １.散会 ··············································································································  １４２ 

    ────────────────────── 
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第４号（３月８日）（金曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  １４４ 

 １.諸般の報告 ····································································································  １４４ 

 １.議案第１号、議案第３号～議案第９号、議案第１８号～議案第２９号・陳情第 

   １６号一括上程 ·····························································································  １４４ 

委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第３０号 上程 ······················································································  １５０ 

説明、質疑、討論、表決 

 １.議案第３１号 上程 ······················································································  １５２ 

説明、質疑、表決 

 １.意見書案第１２号及び意見書案第１３号 一括上程 ······································  １５２ 

説明、質疑、表決 

 １.閉会 ··············································································································  １５４ 
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平 成 ３ １ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

２ ・１５ 金 本会議  
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、 

一部表決、一部委員会付託 

２ ・１６ 土 休 会   

２ ・１７ 日 〃   

２ ・１８ 月 〃   

２ ・１９ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

２ ・２０ 水 〃   

２ ・２１ 木 〃 委員会 産業厚生委員会       （30年度補正予算審査）

２ ・２２ 金 〃 委員会 総務文教委員会       （30年度補正予算審査）

２ ・２３ 土 〃   

２ ・２４ 日 〃   

２ ・２５ 月 〃   

２ ・２６ 火 本会議  

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、 

質疑、討論、表決、 

平成31年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 

２ ・２７ 水 〃  平成31年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 

２ ・２８ 木 休 会 委員会 産業厚生委員会      （31年度予算・条例等審査）

３ ・ １ 金 〃   

３ ・ ２ 土 〃   

３ ・ ３ 日 〃   

３ ・ ４ 月 〃 委員会 総務文教委員会      （31年度予算・条例等審査）

３ ・ ５ 火 〃   

３ ・ ６ 水 〃   

３ ・ ７ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

３ ・ ８ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、表決 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第 １号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

報告第 ２号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

議案第 １号 垂水市道の駅たるみずはまびら本体施設の公共施設等運営権に係る実施方針に
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関する条例 案 

議案第 ２号 垂水市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ３号 垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ４号 行政財産の目的外使用料条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ５号 垂水市税条例等の一部を改正する条例 案 

議案第 ６号 垂水市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ７号 垂水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 案 

議案第 ８号 垂水市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第 ９号 鹿屋市との間において締結した大隅定住自立圏形成協定の変更について 

議案第１０号 平成３０年度垂水市一般会計補正予算（第５号） 案 

議案第１１号 平成３０年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第１２号 平成３０年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１３号 平成３０年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第１４号 平成３０年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１５号 平成３０年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号） 案 

議案第１６号 平成３０年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１７号 平成３０年度垂水市水道事業会計補正予算（第３号） 案 

議案第１８号 平成３１年度垂水市一般会計予算 案 

議案第１９号 平成３１年度垂水市国民健康保険特別会計予算 案 

議案第２０号 平成３１年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算 案 

議案第２１号 平成３１年度垂水市交通災害共済特別会計予算 案 

議案第２２号 平成３１年度垂水市介護保険特別会計予算 案 

議案第２３号 平成３１年度垂水市老人保健施設特別会計予算 案 

議案第２４号 平成３１年度垂水市病院事業会計予算 案 

議案第２５号 平成３１年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算 案 

議案第２６号 平成３１年度垂水市地方卸売市場特別会計予算 案 

議案第２７号 平成３１年度垂水市簡易水道事業特別会計予算 案 

議案第２８号 平成３１年度垂水市水道事業会計予算 案 

議案第２９号 平成３０年度垂水市病院事業会計補正予算（第２号） 案 

議案第３０号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 

議案第３１号 垂水市監査委員の選任について 

意見書案第１２号 ２０１９年１０月からの消費税率１０％への引上げ中止を求める意見書

（案） 

意見書案第１３号 水道施設の耐震化の推進に対する支援の充実・強化等を求める意見書（案） 
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陳 情 

陳情第１６号 消費税増税の中止を求める意見書提出についての陳情書 
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本会議第１号（２月１５日）（金曜） 

  出席議員  １２名 

       ２番  梅 木   勇              ９番  池 山 節 夫 

       ３番  堀 内 貴 志             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  川 越 信 男             １１番  森   正 勝 

       ５番  感王寺 耕 造             １２番  川 菷 達 志 

       ６番  堀 添 國 尚             １３番  篠 原 炳 則 

       ８番  持 留 良 一             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          生活環境課長  髙 田   総 

   副  市  長  長 濱 重 光          農 林 課 長  楠 木 雅 己 

   総 務 課 長  森 山 博 之          併    任          

   併    任                   農業委員会          

   監査事務局長                   事 務 局 長          

   企画政策課長  角 野   毅          水 産 商 工  二 川 隆 志 

   財 政 課 長  和 泉 洋 一          観 光 課 長          

   税 務 課 長  港   裕 幸          土 木 課 長  東   弘 幸 

   市 民 課 長  鹿 屋   勉          水 道 課 長  園 田 昌 幸 

   併    任                   会 計 課 長  萩 原 竹 和 

   選 挙 管 理                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   委 員 会                   教 育 長  坂 元 裕 人 

   事 務 局 長                   教育総務課長  紺 屋 昭 男 

   保 健 課 長  橘   圭一郎          学校教育課長  明 石 浩 久 

   福 祉 課 長  榎 園 雅 司          社会教育課長  野 嶋 正 人 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  田之上   康          書    記  松 尾 智 信 

                            書    記  瀬 脇 恵 寿 
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平成31年２月15日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成31年第１回垂水

市議会定例会を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  これより、本日の会議を

開きます。 

   △市長再任挨拶 

○議長（池山節夫）  ここで、市長再任挨拶の

ための申し出がありますので、これを許可いた

します。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。 

 平成31年の第１回定例市議会に当たり、お許

しをいただきましたので、ご挨拶を申し上げま

す。 

 去る１月の市長選挙におきまして、17代目の

垂水市長として再び市政を担わせていただくこ

とになりました。これまでの２期８年間のまち

づくりへの実績を評価いただき、市民の皆様の

温かいご支援と多くの熱いご支持を賜り、引き

続き市政を担わせていただくことになりました。

まことに光栄なことであり、改めて課せられた

使命の大きさと重責を厳粛に受け止めて、身の

引き締まる思いであります。 

 これまでの２期８年間では、垂水市の発展と

市民の幸福の実現を政治理念に掲げ、元気な垂

水づくりのため、経済・安心・未来への挑戦と

して、６次産業化と観光振興、防災対策などの

安心・安全なまちづくり、健康長寿と子育て支

援などの政策に取り組んでまいりましたが、３

期目であるこれからの４年間では、さらに実り

ある成果を出し、元気な垂水のまちづくりを推

し進めてまいりたいと考えております。そのた

めに、これまで以上に市民の皆様との対話を重

視し、積極的な情報発信と説明責任を果たして

まいります。 

 また、あらゆる場面で率先して行動し、勇気

を持って改革に取り組むとともに、これまで培

った国や県とのパイプを生かした市政運営を推

進してまいります。 

 なお、具体的な施策などにつきましては、次

の定例市議会におきまして、施政運営方針とし

てお示しをしたいと考えておりますので、いま

しばらくの猶予を賜りたいと思います。 

 議員各位におかれましては、今後の市政運営

におきまして、さらなるご支援、ご鞭撻を賜り

ますよう衷心よりお願いを申し上げまして、再

任の挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（池山節夫）  これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（池山節夫）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において堀添國尚議員、持留良一議

員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（池山節夫）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る２月８日、議会運営委員会が開催され、

協議がなされた結果、本定例会の会期をお手元

の会期日程表のとおり、本日から３月８日まで

の22日間とすることに意見の一致を見ておりま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月８日までの22

日間と決定いたしました。 
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   △諸般の報告 

○議長（池山節夫）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 去る12月21日、村山芳秀議員から、一身上の

理由により議員を辞職したい旨の願い出があり

ましたので、地方自治法第126条の規定により、

同日、これを許可いたしましたから、報告をい

たします。 

 次に、監査委員から、平成30年11月分及び12

月分の出納検査結果報告がありましたので、写

しをお手元に配付しておきましたから、ご了承

願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  12月定例議会後の議会に

報告すべき主な事項について報告をいたします。 

 初めに、避難所の看板設置についてご報告い

たします。 

 避難所は、地区公民館など、市内22カ所を指

定しておりますが、地域の方々にこれまで以上

に認識をしていただくために、災害ごとに避難

所が区別されていることや、収容人数、標高、

桜島昭和火口からの距離などを記載し、また、

外国人観光客に対応できるよう英語表記も加え

た看板を新たに設置いたしました。 

 次に、企画政策関係について報告をいたしま

す。 

 本市の地方創生の取組みの一つである垂水市

焼酎輸出拡大支援事業でございますが、去る２

月３日、国や県、鹿児島県酒造組合と連携し、

世界最大のワイン教育機関であり、日本酒ブー

ムの火つけ役になったＷＳＥＴに勤務するアン

トニー・モス氏に本市を訪れていたただきまし

た。 

 なお、当日は、本市で実施する総務省地域力

創造アドバイザーであります平出淑恵氏も同行

し、八千代伝酒造を視察いただきました。焼酎

工場では、原料の芋や蒸留方法を説明しながら

焼酎を試飲し、また芋畑や苗床を見学いただき

ました。これらを通じて焼酎のおいしさやこだ

わりをアントニー氏へもアピールできたものと

考えております。 

 今後も、海外の方々へ鹿児島焼酎を積極的に

売り込んでいくことで、輸出拡大が実現するも

のと期待しているところでございます。引き続

き、国や県、地元酒造メーカーと連携し、事業

推進に取り組んでまいります。 

 次に、地域振興でございますが、国の過疎地

域等集落ネットワーク圏形成支援事業に採択さ

れました新城地区と牛根地区におきまして、実

施計画が着実に進められており、新城地区では、

魅力ある新城交流拡大事業といたしまして、花

見祭りや六月灯などの会場であります新城鉄道

記念公園に舞台屋根の設置や、地区の魅力をＰ

Ｒするイラストマップを作成するなど、地区住

民自らが地区内外との交流を深めて、新城を盛

り上げようとする取組みが進められています。 

 牛根地区では、特産物食育活動といたしまし

て、地区住民と牛根小学校の児童が、特産物で

ありますビワの低木化や剪定などの農作業に取

組んでおり、改修いたしました地区公民館の調

理室を活用し、特産物を生かした調理や地域の

方々への振る舞いを通じて、学びと世代間交流

を深める取組みが進められています。 

 また、本年度、柊原地区と松ヶ崎地区におき

まして、地域振興計画の見直し計画策定作業が

行われておりましたが、柊原地区は11月27日に、

松ヶ崎地区は１月23日に、地区の委員会におい

て承認、決定されました。今後、両地区の計画

に基づき、総務省事業へ応募する予定となって

おり、よりよい地域づくりに向け、計画が実行

されることになります。 

 次に、新庁舎建設関連事業でございますが、

昨年11月14日、28日、12月22日の計３回、新庁

舎建設ワークショップが開催され、延べ85名の
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市民の皆様の参加があり、庁舎機能をはじめ、

庁舎活用策などについて貴重なご意見をいただ

きました。 

 また、12月末からは、各課の業務調査や重機

類調査を行い、現在、設計事業者において市民

ワークショップの結果とあわせて、基本設計案

に反映する作業を行っております。この新庁舎

建設関連事業につきましては、今後とも市民の

皆様にご理解を得ながら取組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、水産商工観光関係について報告をいた

します。 

 11月23日から12月９日にかけて、たるみず千

本イチョウ祭りが開催されました。期間中は、

温泉キャンペーンの実施やメディアを活用した

広報活動の成果もあり、県内外から約５万

6,000人の皆様に垂水市を訪れていただきまし

た。また、昨年から取り組んでおります温泉割

引キャンペーンは、278名の方に利用していた

だきました。 

 12月２日には、旧大野小中学校体育館におき

まして、大野原いきいき祭りが開催され、

1,500名の来場者がありました。会場には、特

産品のつらさげ芋、地元でとれた野菜や手打ち

そばなどに加え、新鮮な魚なども販売をされま

した。また、来場者には無料で豚汁が振る舞わ

れ、大変喜ばれておりました。 

 １月19日から20日には、商工会青年部の主催

により、第25回Ｕ癩10サッカー大会が開催され

ました。大会は、鹿児島実業高校サッカー部の

協力をいただきながら、市内外より32チームが

参加し、たるみずスポーツランドをメーン会場

として熱戦が繰り広げられ、複数のチームには、

市内の施設に宿泊していただき、大変にぎわっ

たところでございます。 

 スポーツ合宿につきましては、12月から１月

の期間におきまして、鹿児島高等学校サッカー

部に加え、新たに開催された遠藤塾杯に、県内

外からのサッカー７団体など、計８団体が、計

21日間の合宿が行われたところでございます。

今後も引き続き、交流人口の増加を目指し、地

域活性化に向けた取組みを積極的に進めてまい

ります。 

 次に、保健関係について、報告をいたします。 

 市民の健康長寿や介護予防、子育て支援を推

進することを目的として、本年度から本格実施

いたしました、たるみず元気プロジェクトによ

る健康チェックの取組み結果でございますが、

昨年７月８日を皮切りとして12月16日までの間

に、全20回に及ぶ健康チェックを実施し、

1,151名の皆さんが参加されました。実施初年

度といたしましてまずまずの参加者数が得られ

たと思います。 

 また、健康チェックに参加された方に実施し

ましたアンケートの調査結果におきまして、

99.4％の方がこの取組みに満足されており、市

民の皆様の取組みについての一定の理解と健康

に対する意識づけにつながったものと考えてい

るところでございます。今後も継続して実施し

ていく取組みでございますので、本年度参加さ

れた皆さんはもちろん、参加いただけなかった

対象となる皆さんへ、改めて参加勧奨してまい

りたいと考えております。 

 次に、農林関係について報告をいたします。 

 本市から推薦しておりました市内の女性農業

者１名が、鹿児島県女性農業経営士として新た

に認定をされ、２月１日に行われた認定証交付

式において、三反園知事より認定証が交付され

ました。女性農業経営士は、地域農業の課題解

決に取り組み、発言力や実践力のある地域の

リーダー的な女性を知事が認定するもので、本

市では、９年ぶり３人目の認定者となります。 

 女性農業経営士になられた方は、新規就農者

等の身近な相談役として、また地域農業推進に

おける中心的な存在として、ますますのご活躍

を期待いたしますとともに、今後も本市の農業



－9－ 

振興やむらづくりなどの取組みを本市と一緒に

なって進めてまいりたいと考えております。 

 次に、学校教育関係について報告をいたしま

す。 

 12月15日土曜日に、キララドームにおきまし

て、第18回青少年のための科学の祭典を開催い

たしました。今回も市内各小中高等学校や関係

機関のご協力のもと、21のブースが出展され、

約520人の参加がありました。実験や観察など

の体験を通じて、子供たちが科学への興味や関

心を高めるよい機会となりました。 

 次に、１月22日から25日の三泊四日の行程で、

新規事業であります青少年海外派遣事業～夢の

翼～を行いました。公募により選ばれた垂水中

央中学校の２年生10人を香港に派遣し、研修１

日目は、現地の中学校で英語による数学や理科

の授業を受けたり、現地の中学生と一緒に学校

近くの史跡等を散策したりといった交流体験を

行いました。 

 また、派遣生徒10人が、現地中学校の約800

人の生徒の前で、垂水市の特産品や観光名所、

垂水中央中学校の特色ある教育活動などを紹介

するプレゼンテーションを堂々と行い、たいへ

ん好評であったとの報告を受けました。 

 さらに、研修２日目は、博物館での歴史学習

や英語による買い物体験、100万ドルと言われ

る夜景の観賞など、香港を五感で味わう体験を

行いました。まさに「鉄は熱いうちに打て」の

ことわざどおり、感性豊かで吸収力のある若い

時期に貴重な経験を積んだ中学生が、将来の垂

水市の担い手として活躍してくれることを期待

しているところでございます。 

 次に、社会教育関係について報告いたします。 

 第５回和田英作・和田香苗記念絵画コンクー

ルの一般部門とジュニア部門の展示が、12月16

日から23日までの期間、市民館と文化会館で行

われました。今回の一般部門は、県内はもとよ

り、遠くは岩手県や福井県から110点、未就学

児・小学校・中学生からなるジュニア部門は、

昨年より約100点増の548点の応募があり、審査

員の先生方からもレベルがすごく向上してきて

いるとの好評をいただきました。 

 なお、今回は、最高賞である和田英作賞に、

この５回のコンクールを通じて初めて、垂水市

民である鶴田公人さんが受賞されました。この

ことは、本コンクールの市の一つである未来に

羽ばたく芸術家の育成がかなえられ、後進の励

みになるものでございます。今後も、和田英

作・香苗両氏のお名前を冠としたこのコンクー

ルがますます充実することを期待したいと思い

ます。 

 次に、１月５日に文化会館におきまして新春

恒例の成人式が行われ、101名の出席のもと厳

粛かつ盛会のうちに終了いたしました。新成人

で構成する実行委員を中心につくり上げた成人

式は、中学校卒業後の写真が一人一人上映され、

亡き友人に思いをはせ涙を浮かべたりなど、こ

としの成人式のテーマである「稀（まれ）～仲

間と歩んできた平成（みち）～」のとおり、よ

い思い出となる成人式となりました。 

 次に、主な出張用務についてでございます。 

 ２月４日は、特別交付税の要望のために上京

し、総務省事務次官を初め、自治財政局、自治

行政局の関係者へ、本市の現状と重要な財源で

ある旨を説明してまいりました。その後、本市

特産品の販路拡大を目的として開催されました、

たるみず応援女子部オフ会、食イベントに出席

をいたしました。本イベントでは、情報発信力

の高い女性に垂水ブランドを食していただき、

ＳＮＳで発信し、幅広い方々への情報拡散する

ことを目的に実施しております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第１号・報告第２号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第４、報告第１号及
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び日程第５、報告第２号の報告２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第１号 損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について 

報告第２号 損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  報告を求めます。 

○財政課長（和泉洋一）  おはようございます。 

 報告第１号損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について、地方自治法第

180条第１項の規定及び市長専決処分事項の規

定によりまして、損害賠償の額を定めることに

ついて専決処分いたしましたので、同条第２項

の規定によりご報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、平成30年11

月19日、午後２時15分ごろ、垂水市市木1175番

地60先、市道城山団地３号線にて、福祉課職員

が出張勤務において現場付近を公用車で走行中、

前方の注意を怠ったことにより、市車両助手席

側車輪前後を無蓋側溝に脱輪させ、相手方敷地

壁及び配水管に衝突し、市車両の前バンパー及

びラジエター並びに左側面部を損傷したもので

ございます。幸い、車両の損傷及び相手方配水

管破損だけで、けがはありませんでした。 

 本件は、前方不注意による一方的過失である

ことから、市が責任割合100％を負担し、相手

方へ損害賠償額３万円を支払うことで示談いた

しました。 

 なお、損害賠償額は、全額、市で加入してお

ります全国市有物件災害共済会の保険金で賄わ

れます。また当事者には、所属長より厳重注意

を行い、車の運転に慎重を期すよう指示をした

ところでございます。 

 続きまして、報告第２号をご報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、平成30年11

月26日、午後４時20分ごろ、土木課環境整備班

職員が城山団地内の道路維持作業中、垂水市市

木942番地26先、市道城山団地13号線にて４ト

ンダンプトラックで後進したところ、後方の注

意を怠ったため、路上に駐車してあった相手方

車両の後部と逆突し、リアバンパー、バックド

ア部を損傷したものでございます。幸い、相手

方車両の損傷だけで、けがはありませんでした。 

 本件は、後方不注意により一方的過失である

ことから、市が責任割合100％を負担し、損害

賠償金として車両修繕費14万7,126円、車両代

車賃借料８万2,000円を支払うことで示談いた

しました。 

 なお、損害賠償額は、全額、市で加入してお

ります全国市有物件災害共済会の保険金で賄わ

れます。当事者には、車の運転に慎重を期すよ

う指示したところでございます。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、報告第１号及び

報告第２号の報告を終わります。 

   △議案第１号上程 

○議長（池山節夫）  日程第６、議案第１号垂

水市道の駅たるみずはまびら本体施設の公共施

設等運営権に係る実施方針に関する条例案につ

いてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。 

 議案第１号垂水市道の駅たるみずはまびら本

体施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関

する条例案について、ご説明申し上げます。 

 今回の議案は、昨年11月23日から供用開始さ

れております、道の駅たるみずはまびらの本体

施設における運営方法等を条例にて整備するも

のでございます。 

 この本体施設は、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、

本体施設の運営権に必要な事項等につきまして、
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今回議会の議決を求めようとするものでござい

ます。 

 条例案の内容でございますが、第１条の趣旨

で、民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律に基づき、本体施設の運

営権に必要な事項を定めるものであることを規

定し、第２条で、本体施設に運営権を設定する

ことができることを規定しております。第３条

は、運営権者は、本体施設を常に良好な状態に

おいて維持管理し、経済的価値を十分に発揮す

るよう運営しなければならないことを規定して

おります。第４条は、運営権者による本体施設

の運営に関する業務を行うことを規定しており

ます。第５条は、利用料金の額は、本体施設の

利用状況等を勘案して、適切な額を運営権者が

定めることを規定しております。第６条は、市

長は、運営権者から運営権の対価を徴収するこ

とができることを規定しております。 

 さきに述べさせていただきましたとおりでご

ざいますが、昨年11月23日からＰＦＩ事業契約

書第57条の収益サービスの規定に基づき、別紙

上の覚書を締結の上、株式会社垂水未来創造商

社による運営業務が行われており、法的に問題

はございませんが、今回、条例による整備を行

わせていただくものでございます。 

 以上、説明を終わらせていただきますが、ご

審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  この検証について、さまざま

この詳細な点については議論をしたというふう

に記憶をしているんですが、若干、気になる点

が２点ほどあったものですから、委員会での議

論もあるかと思いますけれども、総括的な点で、

この点について、２点ちょっと質問させていた

だきたいと思うんですが。 

 １つは、条例で、さっき言ったとおり実施方

針を定めることができるということの中で、こ

の運営権、やはり今水道法の改正には、コンセ

ッション方式ということで、運営権という言葉

が今私たちの認識としても広がってきていると

思うんですが、この運営権へ、公共施設等の運

営権は物件とみなされ、不動産に関する規定が

準用されるというふうに聞いているんですね。

そうすると、その運営権の第三者に譲渡したり、

担保に設定することができるということも言わ

れているんですが、このことが実際どうなのか

ということの確認ですね。 

 それからあと、この運営権の行使等の中で、

例えば、あそこも災害の避難所という設定をさ

れているというふうに思うんですが、そうなる

と、結局そこで１週間、２週間、３週間、営業

をストップしなきゃならないということが出て

くると思うんですが、この損失に対して、この

ことは、市として契約書を謳われたかちょっと

私も未確認なんですが、自分が忘れているもの

ですから、この損失補償をしなきゃならないの

かどうなのか、この２点についてちょっとお聞

きしたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  運営権の件につ

いて、お答えいたします。 

 他への移行ということで権限の移譲というこ

とでございますけれども、このことにつきまし

ては、覚書の中でできないものとして15年間の

運用を行うようにしておりますので、受けられ

たところが降りられない以上は、権限の移譲と

いうことが発生しないということでございます。 

 そのことによりまして、その経営に対する補

償ということにつきましては、本体施設におけ

る受け入れという形ではなくて、マリン施設等

が避難所としての設定を受けることになるとい

うことでございますので、直接的な運営補償と

か営業補償に対する損失補償が発生することは

ないということでございます。 

○議長（池山節夫）  ほかに。 
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○持留良一議員  この運営権についての物件と

みなされるということと、その不動産に関する

規定が準用されるということが謳われているん

ですが、このことは確認できるということでよ

ろしいでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  覚書の中で設定

されておりますので、そのことで法的には担保

されるものでございます。 

○持留良一議員  最後になりますけれども、そ

ういうことは、これを第三者に対して譲渡した

り、担保を設定することもできるということに

つながっていくと思うんですが、それは妥当性

というか、確認できるんでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  覚書の中でそこ

はきちっと謳ってございますので、そのような

形での他者への移譲というものは、現状の中で

認められておりませんので、いわゆる新たな運

営権のその国のほうとは異なる形で、個別にこ

の部分については契約が行われております。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんね。質

疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号については、総務文教委員会に付

託の上、審査したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については、総務文教委

員会に付託の上、審査することに決定いたしま

した。 

   △議案第２号上程 

○議長（池山節夫）  日程第７、議案第２号垂

水市長等の給与に関する条例の一部を改正する

条例案についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○総務課長（森山博之）  おはようございます。 

 それでは、議案第２号垂水市長等の給与に関

する条例の一部を改正する条例案について、ご

説明申し上げます。 

 本議案は、平成31年１月31日付で懲戒処分事

案が発生したことに伴い、市長並びに副市長が、

自らの責任を重く受け止め減給の申し出があり

ましたことから、条例の一部を改正しようとす

るものでございます。 

 現在、市長及び副市長の給与につきましては、

市長が５％、副市長が３％の減額となっており

ますが、今回の事案を受け、さらに市長が20％、

副市長から10％の減給の申し出があり、３月分

の給与を市長が25％、副市長が13％、それぞれ

減額しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほど、

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

てご参集願います。 

     午前10時32分休憩 

 

     午前10時55分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第２号について原案
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のとおり決することにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第２号については原案のとおり可決

されました。 

   △議案第３号～議案第８号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第８、議案第３号か

ら日程第13、議案第８号までの議案６件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第３号 垂水市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第４号 行政財産の目的外使用料条例の一

部を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市税条例等の一部を改正する

条例 案 

議案第６号 垂水市介護給付費準備基金条例の

一部を改正する条例 案 

議案第７号 垂水市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 案 

議案第８号 垂水市水道の布設工事監督者及び

水道技術管理者に関する条例の一部を改

正する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

○総務課長（森山博之）  議案第３号垂水市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例案についてご説明申し上げます。 

 民間労働法制において、長時間労働の是正の

ための措置として時間外労働の上限規則等の導

入を規定した働き方改革を推進するための関係

法令の整備に関する法律、いわゆる働き方改革

関連法案が平成31年４月１日から施行されるこ

ととなっております。国家公務員におきまして

も、昨年８月の人事院の公務員人事管理に関す

る報告では、超過勤務命令を行うことができる

上限を人事院規則で定めるなどの措置を講じる

こととされ、平成31年４月１日から適用すべく

人事院規則の改正がなされております。 

 本議案は、国家公務員の措置等を踏まえ、超

過勤務命令を行うことができる上限を定めるな

ど、所要の措置を講じる必要がありますことか

ら、平成31年４月１日より適用すべく改正しよ

うとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表でご説明申し上げます。 

 第８条第３項は、規則への委任について定め

たもので、平成31年４月１日から施行しようと

するものでございます。 

 なお、正規の勤務時間以外の時間における勤

務に関して必要な事項は、別に規則で定めるこ

ととしております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○財政課長（和泉洋一）  議案第４号行政財産

の目的外使用料条例の一部を改正する条例案に

つきましてご説明申し上げます。 

 本議案は、引用条項の是正と消費税法等改正

の施行に伴い、本条例を一部改正しようとする

ものでございます。 

 添付しております新旧対照表でご説明いたし

ます。 

 まず、第５条第２項及び第３項でございます

が、これまで引用していた電気事業法及び電気

通信事業法施行令の関連条項が改正されている

ことから、その規定を適正に準用するため、一

部改正しようとするものでございます。 

 次に、第７条でございますが、使用料につい

ての規定でございます。これまで消費税相当分

として８％を加算して使用料を決定しておりま

したが、消費税法等の一部改正により、10％の

改正税率適用開始日が平成31年10月１日、改正

税率の基準日が平成31年４月１日となることか

ら、基準日から改正税率適用開始日以前までに
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使用許可をした使用料の中で、改正税率適用開

始日以降も使用する場合、改正税率10％を適用

することとなっております。このことから使用

料に係る消費税相当分を現在の税率と改正税率

の両方に対応できるよう改正しようとするもの

でございます。 

 なお、附則においてこの条例は、消費税法等

一部改正の基準日との整合性を図り、平成31年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○税務課長（港 裕幸）  おはようございます。

議案第５号垂水市税条例等の一部を改正する条

例案につきましてご説明申し上げます。 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付

税法の一部を改正する法律等が改正され、市税

条例につきましても平成29年第１回市議会定例

会に上程いたしましたが、軽自動車税等に関す

る改正は、消費税の増税時期が不透明なことか

ら行っておりませんでしたので、今回、議案と

して上程するものでございます。 

 今回の改正は、平成31年10月１日から消費税

が10％に引き上げられることに伴い、法人市民

税の法人税割の税率の引き下げ、現行の軽自動

車税を種別割に名称変更をする等の規定の整備、

自動車取得税廃止に伴う軽自動車への環境性能

割の導入に伴う規定の整備が主な内容となって

おります。 

 新旧対照表で改正する箇所をアンダーライン

でお示ししておりますが、改正が多岐にわたっ

ておりますので、主なものについて、基本的な

説明とさせていただきますことをご了承いただ

きたいと思います。 

 新旧対照表の１ページをご覧ください。 

 第18条の３は、軽自動車税を種別割に名称変

更する規定の整備。 

 第19条は、納期限後に税金を納付し、または

納入金を納入する場合において、それらに係る

延滞金について第81条の６第１項の申告納付を

追加したもの。 

 ２ページ、第34条の４は、現在市民税の法人

税割を12.1％から8.4％へ引き下げるものでご

ざいます。この減額分につきましては、新たに

創設される法人事業税交付金等で一部補痾され

ることになっております。 

 第80条は、軽自動車税の環境性能割及び種別

割による納税義務者等についての規定の整備で

ございます。 

 第81条は、軽自動車税のみなし課税について

の規定。 

 ３ページ、第81条の２は、日本赤十字社の所

有する軽自動車等に対する非課税の範囲につい

ての規定。 

 第81条の３から４ページ、第81条の８につき

ましては、軽自動車の環境性能割の課税標準、

税率徴収の方法、申告納付、不申告に対する過

料、減免についての規定。 

 第82条から８ページ、第91条につきましては、

現行の軽自動車税を種別割に名称変更すること

等の規定の整備。 

 附則第15条の２から９ページ、附則第15条の

６は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収減免

申告等の特例、徴収取扱費の交付、税率の特例

についての規定。 

 附則第16条は、軽自動車税の環境性能割の導

入に伴う現行の軽自動車税を種別割に名称変更

する規定及び２項から11ページ７項を削除する

規定の整備等でございます。 

 附則第16条の２は、環境性能割の導入に伴う

削除規定でございます。 

 12ページをお開きください。 

 次に、第２条関係としまして、平成26年条例

第13号の改正附則第６条の軽自動車税を種別割

に変更する等の規定の整備。 
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 13ページ、第３条関係としまして、平成27年

条例第18号の改正附則第５条第７項市たばこ税

に関する経過措置の改正規定でございます。 

 次に、改正附則でございますが、議案の最終

ページ、条例の附則をご覧ください。 

 第１条に施行期日を規定しております。第２

条に市民税に関する経過措置を、第３条に軽自

動車税に関する経過措置を規定しております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○保健課長（橘圭一郎）  議案第６号垂水市介

護給付費準備基金条例の一部を改正する条例案

につきましてご説明申し上げます。 

 平成29年度の介護保険法の一部改正に伴い、

保険給付費として実施されておりましたサービ

スが、地域支援事業の一つとして市町村により

実施することとなりました。 

 今回の改正につきましては、保険給付費のみ

に利用可能であった基金を、地域支援事業にも

活用することができるよう基金の活用幅を広げ、

その他の介護保険の財政の均衡を保つため、必

要な財源に基金を充てるために条文を整備する

ものでございます。 

 改正の内容につきましてご説明申し上げます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 まず、第２条第１項及び第２項の積立てにつ

きましては、従来の介護保険特別会計内の余剰

金を積立てることに変わりございませんが、収

入・費用ともに昨今の法改正に対応できるよう

介護保険事業特別会計において生じた余剰金の

範囲内で予算の定める額とすると、改めるもの

でございます。 

 なお、現行の第２項各号の説明につきまして

は、確認できる範囲において、本市のみが規定

しており、他市町村と同様に文言を整備するも

のでございます。 

 第５条の処分につきましては、第１号により

従来の保険給付に加え、地域支援事業に対して

も基金の活用ができる旨を規定し、第２号にお

いてその他介護保険財政の均衡が保てない場合

に財源を充てることができるとする規定でござ

います。 

 なお、附則といたしまして、この条例は交付

の日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○福祉課長（榎園雅司）  議案第７号垂水市家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案についてご

説明申し上げます。 

 本議案は、国の定める家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条

例の一部を改正しようとするものでございます。 

 この家庭的保育事業等とは、原則としてゼロ

歳から３歳未満の児童を対象とし、保育者の居

宅等で少人数を対象に家庭的保育のもと、きめ

細やかな保育を行うものでございますが、その

区分として、家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の４つ

に分類されております。 

 この家庭的保育事業等は、現在のところ、本

市にはございませんが、条例は国の定める基準

に従い定めることと、児童福祉法において規定

されておりますことから、国の基準に合わせて

改正しようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表でご説明いたします。 

 条例第５条第５項は、第６条に第２項及び第

３項を加えたため、参照先を特定するよう次条

第１項第２号と改正するものでございます。 

 次に、第６条でございますが、第６条は、家

庭的保育事業者等は、職員が病気等により保育

を提供することができない場合は、代替保育を

提供する保育所等を、いわゆる保育所、幼稚園、

認定こども園の連携施設を確保しなければなら

ないよう定めているところですが、今回の改正
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により第２項及び第３項において、代替保育を

提供する保育所等の確保が著しく困難であり、

一定の基準を満たす場合は、保育所等の連携施

設にかえて小規模保育事業者及び事業所内保育

事業者を連携施設とすることができることを加

えようとするものです。 

 第16条は、食事の提供の特例を定めた部分で

ございますが、ここに新たに第３号として、保

育所等から調理業務を受託している事業者のう

ち、乳幼児の状態に応じた食事の提供及びアレ

ルギー等への配慮に適切に応じることができる

と市が認める事業者からの食事の外部搬入を可

能とすることを加えようとするものでございま

す。 

 第28条は、小規模保育事業Ａ型を行う事業所

の設備基準について定めたものでございますが、

建築基準法施行令の一部改正に基づき、同条第

７号中の表で定める４階以上の階に保育室等が

ある事業所の避難用階段について改めようとす

るものでございます。 

 第29条は、小規模保育事業所Ａ型の職員配置

基準について定めたものでございますが、算定

方法として第29条第３項において、保健師また

は看護師を１人に限り保育士とみなすことがで

きると定めておりますが、国基準の改正により、

ここに新たに准看護師を加えようとするもので

ございます。 

 第31条は、小規模保育事業所Ｂ型の職員配置

基準について定めたものでございますが、第３

項の改正内容は第29条第３項と同じとなります。 

 第43条は、事業所内保育事業のうち、保育所

型事業所内保育事業の設備基準について定めた

ものでございますが、改正の内容は第28条の内

容と同じになります。 

 第44条は、保育所型事業所内保育事業の職員

について定めたものでございますが、第３項の

改正内容は第29条第３項と同じでございます。 

 第45条は、第６条２第２項及び第３項を新た

に加えたことに伴う文言整備でございます。 

 第47条は、小規模型事業所内保育事業所の職

員について定めたものでございますが、第３項

の改正内容は、第29条第３項と同じとなります。 

 次に、附則の改正でございますが、附則第２

条は、食事の提供の経過措置を定めたものであ

り、本来、乳幼児への食事は事業所内で調理し

て提供する自園調理が原則となっており、条例

の施行日以降に事業者が家庭的保育事業所等の

認可を得た場合においては、施行日から起算し

て５年を経過する日までの間は経過措置を設け、

調理員の配置、調理室及び調理設備の設置を用

しないことを定めております。現状として、調

理設備の確保が困難な実態であることを踏まえ、

第２項として経過措置が適用されている事業所

のうち、家庭的保育事業を家庭的保育者の居宅

において行う場合に限り、自園調理に関する規

定の適用を猶予する経過措置期間を10年と定め

ていることを新たに加えようとするものでござ

います。 

 附則第６条から第９条は、小規模保育事業所

Ａ型及び保育所型事業所内保育事業の保育士の

数について、特例を設けようとするものでござ

います。 

 なお、附則としまして、この条例は交付の日

から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○水道課長（園田昌幸）  議案第８号垂水市水

道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す

る条例の一部を改正する条例案につきましてご

説明申し上げます。 

 今回の議案につきましては、学校教育法の一

部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整理等に関する省令の施行及び技術手法

施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、

水道法及び水道規則に規定する布設工事監督者

及び水道技術管理者の資格要件が変更されるた
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め、本条例の一部改正を行うものでございます。 

 添付しております新旧対照表にてご説明申し

上げます。 

 第３条第１項第３号中、「短期大学」の次に

「同法による専門職大学の前期課程を含む」を

「した後」の次に、「同法による専門職大学の

前期課程にあっては終了した後」を加え、同項

第６号中、「よる」を「基づく」に改め、同項

第８号中「並びに水道環境」を削るものでござ

います。 

 第４条第１項第２号中、「した後」の次に、

「学校教育法による専門職大学の前期課程にあ

っては終了した後」を「同項第３号に規定する

学校を卒業した者」の次に「同法による専門職

大学の前期課程にあっては終了した者」を加え、

２ページにあります同項第４号中、「卒業し

た」の次に、「当該学項目を修めて学校教育法

に基づく専門大学の前期課程、以下この号にお

いて専門大学前期課程」というを終了した場合

を含む」を「同項第３号に規定する学校の卒業

者」の次に、「専門職大学前期課程の終了者を

含む。次号において同じ」を加えるものでござ

います。 

 なお、附則として、この条例は平成31年４月

１日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  議案６号介護給付費準備基金

の一部を改正する条例案、中身としては十分理

解できたというふうに思っているんですが、若

干不安な点が１点ありまして、総合地域支援事

業にまで云々ということで、この間、介護保険

制度から制度そのものから内容的に外されてく

る部分があったりということと、また今後、要

介護１、２の方々の生活援助のほうも外してい

くのではないかということになったときに、国

との関係って財政的な支援があれば、それは問

題ないんでしょうけども、自治体の中でこの事

態を解決するということは、その後の介護保険

事業に影響が出てくる、その後の今度は第８期

になってきたときに保険料がどうなっていくん

だろうって不安があるんですが、そのあたりの

影響はどんなふうに考えていらっしゃるのか、

このことによってどうなるかというのが１点と。 

 あと、議案第７号ですけども、本市にはない

ということがわかったんですが、若干気になる

のが、職員のところで保育士としてみなすと、

看護師等をみなすということがあったんですけ

ども、皆さんが条例を議論する中で、いわゆる

保育の専門的なサービスがどうなっていくんだ

ろうって一抹の不安があるんです。今後、でき

ないとは限らないんですけど、できる可能性も

あると思うんですが、そういうときに果たして

これがきちっと専門性、いわゆる保育の質を確

保できるのかという点がどうしても議論として

出てくるんですが、そのあたりについては、ど

ういう皆さんのところで議論がされたのか、そ

してなぜここに至ったのか、単純に国がそうい

う法改正をしたからということだけでこのこと

を準用されたのか、その点についてお聞きをし

たいと思います。 

○保健課長（橘圭一郎）  今の議員の８期への

影響ということでのご質問でございますが、確

かに８期につきまして第７期で今基準額を

5,600円となっておりますが、８期につきまし

てはどうなるか正直なところわかりません。た

だ、それ以下になることはまずございませんの

で、実際の介護給付費から地域支援事業として、

これはもう予防給付のものでございますので、

そちらのほうをまだ充実させていきたいという

ことが、まずは我々が取り組むべきものだろう

と考えておりますので、ご理解いただければと

思っております。 

○福祉課長（榎園雅司）  持留議員のご質問で
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すが、近年の保育士の人材不足による改正とい

うことで、保育士と同等の知識を持っていらっ

しゃる方をみなすということで問題ないと考え

ております。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

○持留良一議員  今、保健課長が言われたとお

りだと思いますので、その点については、そう

いう対応をしていかないとここの分が十分でき

ないというふうに思いますので、その後の第８

期に大きな影響が与えてくると思いますので、

そこのところの問題だろうと思います。 

 ７号のこの問題ですけども、確保できると、

人を確保できると、じゃ、どこでそれを担保保

証するのかというのが見えてこないんですよ。

というのは、例えば県で二、三日間の研修をや

ったらもう資格とみなすというのが今どうして

も通例としてあるんですが、じゃ、果たして預

ける側がそれだけきちっとそのあたりを保証さ

れるのかというのが不安なんですけども、そこ

のところの議論が先ほどどうだったのかという

ことで見えなかったもんだから、そこのところ

を私たちのほうにも十分知らせてほしいと思う

んですが。 

○福祉課長（榎園雅司）  持留議員の件につき

ましては、今後、そういった研修体制を確保し

ながら、保育士としての資質向上を図っていき

たいと考えております。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

○梅木 勇議員  議案第５号、垂水市税条例等

の一部を改正する施行規則が10月１日というふ

うになっておりますけども、通常はほかの条例

なんかも４月１日からとなっていますけど、10

月１日からという根拠はどういうことなのかお

聞かせください。 

○税務課長（港 裕幸）  梅木議員の質問にお

答えいたします。 

 10月１日というのが、今回、消費税の増税時

期に合わせての改正でございますので、その消

費税の増税に合わせての改正でございます。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  ありませんね。質疑なし

と認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第３号から議案第８

号までの議案６件については、いずれも所管の

各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査したい

と思います。これにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第３号から議案第８号までの議案６

件については、いずれも所管の各常任委員会へ

それぞれ付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

   △議案第９号上程 

○議長（池山節夫）  日程第14、議案第９号鹿

屋市との間において締結した大隅定住自立圏形

成協定の変更についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○企画政策課長（角野 毅）  議案第９号鹿屋

市との間において締結をした大隅定住自立圏形

成協定の変更についての議案についてご説明を

申し上げます。 

 鹿屋市と垂水市を含む周辺市町３市５町の間

で圏域を形成しております大隅定住自立圏にお

きまして、共通する課題解決へ向けて事業を推

進することを目的に鹿屋市とそれぞれの形成市

町が締結をしております大隅定住自立圏形成協

定に関しまして、今回内容変更が生じたため、

垂水市議会の議決すべき事項を定める条例の規

定によりまして、議会の議決を求めようとする

ものでございます。 

 今回の変更は、鹿屋市を甲、垂水市を乙とし

て締結をしております協定の第３条関係の別表

第１及び別表第２に掲げる取組みの内容と双方

の役割分担につきまして、圏域の現状等を踏ま

えた施設名称の変更や現行の役割に新たな文言
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等を追加する変更、垂水市が新たに参入する事

業を追加し、取組みの充実を図ることを目的と

した変更内容でございます。 

 新旧対照表により、主な変更点を説明させて

いただきます。 

 まず、別表第１ウの３産業振興でございます

が、取組み２の６次産業化の推進では、圏域全

体の取組みとするため、甲の役割を乙に追加す

るものでございます。 

 次に、オの教育文化でございますが、本市が

圏域で構築しております図書館ネットワークシ

ステムへ参入する事に伴い追加するものでござ

います。 

 最後に別表第２イの地域内外の住民との交

流・移住促進でございますが、取組み１の圏域

への誘客の促進について、甲・乙の新たな役割

としまして、（１）にマーケティング調査・分

析等による戦略に基づくプロモーションを行う

ことを追加し、取組みの内容の（２）で、地域

の稼ぐ力を引き出し観光地域づくりを実現する

ことを追加するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○感王寺耕造議員  医療から１次産業の振興ま

た道路整備、教育と幅広いわけですけれども、

１点だけ委員会でまた深くやりますけど、質問

をさせていただきますが、３番目の畜産業の振

興、昔から入っているんですが、特に垂水市は

皆様ご承知のとおり、高地で矮小、面積が少な

いわけです、一つ一つの部分が。ほかの地域は

活用できているんですが、本市の活用実績とい

うやつはほとんどないというか、私はゼロだと

考えております。そういった中で、コントラク

ターの部分をどうするのかというここの議論が

担当課のほうできちっとなされたのか、この部

分について経費負担という部分も出てきている

わけですけども、このことについて議論がどう

深められたかという部分について、直接の担当

課長は農林課長がいいのかな、ちょっとその辺

教えてください。 

○農林課長（楠木雅己）  農林行政につきまし

ては、いろいろと問題ありますけれども、広域

で取り組もうということであれば、鹿屋市さん

を通じまして、こういう形で一応協議をしなが

ら取り組んでいるところでございます。 

○感王寺耕造議員  ちょっと答弁になっていな

いですよ。活動実績がないのに、何で経費を払

わなきゃいけないのかということですよ。特に

ひどいのが２番目の酪農の部分なんですよ。酪

農農家が１軒でもありますか、市内に、ないで

しょ。事業面での質問であればそういうことは

きちっと主張して「うちには必要ないですから

申しわけございませんからこの事業からは撤退

させていただきます」という部分でやるのが当

たり前じゃないですか。まあ、と思うんだけど

ね。きちっと答弁くださいよ。 

○企画政策課長（角野 毅）  感王寺議員のご

質問でございます。それぞれの案件につきまし

ては、それぞれの本市の各担当課において十分

協議を行われながら進められております。農業

に関しましても見込み等を含めて推移が行われ

ているのと考えております。今回の図書館につ

きましても、本市に制度がある分については外

していただきますということで、前回まで外さ

せていただきました。今回、本市の契約が切れ

るということで新たに加入するというふうに、

それぞれのメリット・デメリットを考えながら

推進をしていくべき協定になると考えておりま

すので、今後も十分その辺につきましては、各

課で協議をして進めていきたいと思います。 

○感王寺耕造議員  質問じゃないけど、これは

要望です。総務文教委員長を通じてきちっと説

明させていただくために、当日は各担当課も呼

ぶようにお願いします。そうでないと議論が進
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みませんよ、これ。じゃ、それを要望して終わ

ります。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

○川萇達志議員  この問題は各課に及ぶんです

よね。そうしたときに今、酪農事業はないよと

いうことであれば撤退はできるの。ということ

は、垂水市の都合のいい分だけいいとこ取りで

この事業はできるのということをまず聞きたい。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほどご説明を

しましたけれども、それぞれの案件についてそ

れぞれの市町が鹿屋市とそれぞれに個別で協定

を結ぶということでございますので、本市に影

響のないものとか本市にメリットのないものに

ついては、協定を結ばないという考え方は成立

いたします。 

○川萇達志議員  理解をしました。それなら簡

単な話で、ないのは簡単に削りゃあいいんだ。

だから今の質問が出るんだ。だからこれはあな

たたちがこの議案を熟知していない、こういう

質問が出るということは、市長、このことを市

長どう思われる。 

○市長（尾脇雅弥）  一部だけを見るとそうい

うことでありますけども、畜産全体にとっては

いろんな話し合いの中で、まあ、話し合いの現

場に私立ち会っておりませんので、ただ、今言

われる考え方は理解いたしますので、しっかり

とそこは精査して対応してまいりたいと思いま

す。 

○川萇達志議員  ここは、わかりやすくやって

答弁をしないと、関係のないところまで金を出

す必要はないんだから、これ、みんながわかる

ようにちゃんと説明をしなさい。そうしないと

今こういった質問が出てくる、貴重なこの時間

を。今、感王寺議員が言ったこと、私も目が覚

めたんです。こういうことびんびん響いてくだ

さい、みんな。本当にそう思います。 

 以上で終わります。 

○議長（池山節夫）  答弁は要りませんね。 

○川萇達志議員  はい。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  ありませんね。質疑なし

と認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第９号については総

務文教委員会に付託の上、審査いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第９号については総務文教委員会に

付託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第10号上程 

○議長（池山節夫）  日程第15、議案第10号平

成30年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

を議題といたします。説明を求めます。 

○財政課長（和泉洋一）  議案第10号平成30年

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案をご説

明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由でございますが、事業

費の確定に伴う歳入歳出予算の整理や特別会計

への繰出金に係る予算措置等によるものでござ

います。また、新庁舎建設事業に係る継続費の

補正、年度内に事業完了できないため、やむを

得ず繰り越す事業についての繰越明許費の設定、

複数年の支出を見込む事業についての債務負担

行為の補正も同時に行うものでございます。 

 今回の補正は、歳入歳出とも２億970万4,000

円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額は123

億1,831万9,000円となります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は２ページか

ら５ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲

げてあるとおりでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 第２表継続費の補正でございますが、垂水市

新庁舎建設工事基本実施設計業務委託について、

中層免震構造の採用に必要な大臣認定取得のた
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めの詳細な地盤調査が必要なことから、事業費

全体が2,760万円増加し１億3,922万1,000円と

なるものでございます。なお、平成30年度分に

ついては、契約に基づき前払金として全体事業

費の30％を予算化するものでございます。 

 続きまして、７ページの第３表繰越明許費に

ついてご説明いたします。 

 地方自治法第213条第１項の規定により、翌

年度に繰り越して使用できる経費をお示しして

おります。 

 繰越事業の内容でございますが、農林水産業

費の１項農業費の被災農業者向け経営体育成支

援事業は、昨年の台風24号により被害を受けた

農業者が、復旧を目的に施設の修繕等を行う場

合に市の補助を条件に国が助成する制度でござ

いますが、３経営体から申請があったうち、１

者の養豚業者については、畜舎を空にしなけれ

ば修繕ができない状況にあるため、年度内完了

が見込めず繰越事業となるものでございます。 

 土木費の２項道路橋梁費の４事業については、

災害や地権者との協議に時間を要したため、年

度内に事業完了が見込めず平成31年度へ繰り越

すものでございます。 

 ５項都市計画費の垂水中央運動公園都市公園

事業は、垂水中央運動公園整備事業の設計につ

いて繰り越すものでございます。 

 教育費５項社会教育費の市民館耐震補強計画

策定事業は、補強計画に係る判定委員会の実施

等に日数を要したことから繰越となるものでご

ざいます。 

 災害復旧費の１項農林水産施設災害復旧費の

うち、林業用施設現年発生補助災害復旧事業は、

台風24号による林道災害復旧事業が年度内事業

完了を見込めないため、繰り越すものであり、

林業用施設過年発生補助災害復旧事業は、平成

28年の台風16号による災害復旧事業として本年

度発注を行った工事のうち、年度内事業完了を

見込めないものについて繰り越すものでござい

ます。 

 同じく２項公共土木施設災害復旧費のうち、

道路橋梁河川現年発生補助災害復旧事業は、平

成30年梅雨前線豪雨・台風７号及び台風24号に

よる市内６カ所の災害復旧事業でございますが、

国の災害査定を受検してからの発注となるため、

標準工期を確保できないことから繰越事業とす

るものでございます。また、道路橋梁河川過年

発生補助災害復旧事業は、平成28年の台風16号

に伴う中洲橋災害復旧事業でございます。今年

度は橋脚部分の工事を６月から行いましたが、

水量の多い時期は工事ができなかったこともあ

り橋脚工事の完成が遅れ、上部工の工期を確保

できなかったことにより、年度内の完了が困難

となったものでございます。 

 繰越明許費全体としまして、11事業の総額５

億1,016万7,000円でございますが、繰越に要す

る財源は、国県支出金・地方債・一般財源でご

ざいます。 

 債務負担行為にも補正がありましたので、８

ページの第４表債務負担行為の補正をご覧くだ

さい。 

 ＰＦＩ事業運営負担金は、道の駅たるみずは

まびらＢ棟の運営負担金を平成30年度から平成

44年度まで、前期・後期の年２回、合計30回を

支払う予定でございましたが、今年度の支払い

が後期分のみとなったため、最終の支払いが45

年７月にずれ込むこととなりました。そのため、

今年度前期分の負担金を今回の補正予算で減額

するとともに新たに平成45年度分の債務負担行

為を追加するものでございます。 

 その他４事項につきましては、本年度に交付

決定としたものにつきまして、最終年度までの

債務負担行為を追加するものでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、９ページ

及び10ページの第５表地方債の補正をご覧くだ

さい。 

 まず、追加でございますが、砂防整備事業は、
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磯脇川の砂防工事に係る県営事業負担金でござ

います。 

 次に、治山事業は、二川の上之原地区、牛根

麓の大磯地区に係る県営治山事業負担金に対し

て一般単独債を充当しようとするものでござい

ます。 

 10ページの変更でございますが、各事業費の

決算見込みに伴う補正でございます。それぞれ

の事業に伴う起債額を右の欄に示す限度額に変

更し、本年度の起債限度額を合計10億6,667万

5,000円にしようとするものでございます。 

 続いて、歳出の事項別明細で主なものをご説

明申し上げますが、事務事業の決算見込みに伴

う予算整理に係るものは省略させていただきま

す。 

 18ページをお開きください。 

 下のほうになりますが、２款総務費１項総務

管理費８目財産管理費の積立金は、地方財政法

第７条第１項により前年度の実質収支額の２分

の１を財政調整基金に積み立てを行うものと、

新庁舎建設事業に充当予定の市有施設整備基金

への積み立てを行おうとするものでございます。 

 19ページをお開きください。 

 10目企画費の委託料は、継続費の補正でも説

明いたしましたが、垂水市新庁舎建設工事基本

実施設計業務委託について、今年度支払い分の

増額補正でございます。 

 同じく、負担金補助及び交付金のＰＦＩ事業

負担金は債務負担行為のところで説明いたしま

したとおり、道の駅たるみずはまびらＢ棟部分

の運営等に関するＰＦＩ事業負担金の減額でご

ざいます。 

 21ページをお開きください。 

 ３款民生費２目援護費の負担金補助及び交付

金は、鹿児島神社の招魂碑修復事業に係る補助

金でございます。また、これに対する寄附金も

賜りましたので、それもあわせて支出するもの

でございます。 

 同じく６目老人福祉費の負担金補助及び交付

金は、肝属郡医師会運営の訪問看護ステーショ

ン補助金に不足が見込まれるため、増額補正し

ようとするものでございます。 

 次に、11目国民健康保険事業費の繰出金は、

今年度の当該特別会計決算見込みに財源不足が

見込まれるため、財源補痾のために繰り出す法

定外繰出金などでございます。 

 22ページをお開きください。 

 13目介護老人保健施設費の繰出金は、今年度

の当該特別会計決算見込みに財源不足が見込ま

れることから、財源補痾のために繰り出すもの

でございます。 

 次に、４款衛生費４目環境衛生費の負担金補

助及び交付金は、辺田地区と深港地区の集落水

道施設の整備に係る補助金でございます。 

 23ページをお開きください。 

 同じく、３項病院費１目病院費の負担金補助

及び交付金は、病院事業会計への繰出金でござ

います。 

 24ページをお開きください。 

 ６款農林水産業費５目農業振興費の負担金補

助及び交付金の農業次世代人材投資資金は新規

就農者３名に対しての補助金でございます。 

 25ページをお開きください。 

 同じく、被災農業者向け経営体育成支援事業

補助金は、昨年の台風24号により被害を受けた

農業者が復旧を目的に修繕等を行うものに対し

て補助金を支出するものでございます。 

 次に、２項林業費６目治山費の負担金補助及

び交付金は、二川の上之原地区と牛根麓の大磯

地区に係る県営治山事業負担金でございます。 

 28ページをお開きください。 

 ８款土木費３項河川費３目砂防施設整備費の

負担金補助及び交付金は、礒脇川の砂防工事に

係る県営事業負担金でございます。 

 31ページをお開きください。 

 10款教育費５項社会教育費５目公民館費の需
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用費は、各公民館の修繕料でございます。 

 以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は前に戻っていただきまして、

11ページの事項別明細書の総括表及び13ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国県支出金、市債な

どの特定財源と市税・地方交付税などを補正し、

収支の均衡を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  １点だけお願いしたいんです

けども、民生費の援護費、招魂碑修復単独補助

金ということについてお聞きをしたいと思うん

ですが、議員というのはどうしてもさまざまな

角度から疑問を持ちながら予算書とか条例なん

かを見ていくわけなんですけども、そうすると

ある意味本質的な問題が見えたりとか、またそ

うだったのかということに納得する点があると

思うんですが、この点でどうしても気になるの

が、いろんなさまざまな宗教関係だとか遺族関

係とか問題が出てくるんですけども、この場合

はとにかく修復を行うということで、そういう

危惧はないとは思うんですけども、箕面市の裁

判問題があったときに３つの観点でこの問題で

いろいろと最終的な判断をして合憲ということ

が出たんですけど、１つ、この場合忠魂碑なん

ですけども、戦没者祈念的な性格のものである

と、第２に、遺族会は宗教団体ではなく、第３

に、慰霊祭への参列は公職に当たるものの社会

的儀礼として戦没者や遺族に対して弔慰や哀悼

をあらわすために置かれたものであると。 

 こういう観点で基本的には合憲ということに

なったんですけども、この問題について、僕ら

もさまざまな実行委員会から資料もいただいた

りしてみたんですけど、そういう点はないとは

思うんですけども、改めてこれ用の予算措置を

されたときの議論の経過、内容等でそういうと

ころの抵触とかいうことはなかったのかどうな

のか、この点についてはどうだったんでしょう

か。 

○福祉課長（榎園雅司）  持留議員ご質問のこ

れまでの経緯及び議論につきましてご説明いた

します。 

 鹿児島神社の境内にある西南の役・日露戦争

の招魂碑及び日清戦争の忠魂碑について、石碑

が傾き碑文も判読できないほど破損が進んでい

ることから、有志の方々が招魂碑修復事業実行

委員会を結成し、平成30年８月20日、会長以下

数名の方々が市長に挨拶に来られました。その

後、10月３日に実行委員会の方々が来庁され、

協賛金を集めておりますが全額は賄えない見込

みのため、招魂碑修復事業に対して市からの補

助金を市長に要望されたところです。 

 これを受けて、市からの補助金支出の必要性

や正当性を判断するために鹿児島神社内に建立

された経緯及び現状について、また、他市町村

に類似した補助金の事例がないか、さらには、

政教分離の観点から問題がないか、過去の裁判

事例について調査をいたしました。 

 調査の結果、県内の町において、日清戦争か

ら太平洋戦争までの戦没者名を記された老朽化

した慰霊殿を慰霊碑として町費で建てかえた例

があること。政教分離につきましても、平成４

年に忠魂碑等維持管理補助金について高等裁判

所の判決があり、その目的効果が社会福祉にあ

り、宗教的影響は極めて軽微であることなどか

ら、憲法には反しないという判断がなされてい

ること。また、平成５年に忠魂碑移設等につい

て、無効確認を求める最高裁で棄却された例に

おいても、憲法で禁止される宗教的活動には当

たらないとされていることから、政教分離につ

いての問題はないと判断がなされていることが

わかりました。その他、県外にも忠魂碑整備等

に対し補助金を交付している自治体があること
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も判明したところです。 

 これらの調査結果をもとに、副市長及び関係

課長と協議を重ね、補助金支出には問題がない

ことや、招魂碑・忠魂碑については市が主体と

なって建立したものではないが、国のために尊

い命を捧げた郷土の先人たちの御魂を後世に末

永く継承して行くことは、市として理解できま

すことから支援をする方向で結論が得られたと

ころであります。 

 そして、検討結果をもとに市長に伝え、市長

が最終的に決断され、補正予算案を今議会に提

出させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  いいですね。 

○持留良一議員  はい。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案は所管の各常任委員

会に付託の上、審査いたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第10号は所管の各常任委員会に付託

の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第11号～議案第17号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第16、議案第11号か

ら日程第22、議案第17号までの議案７件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第11号 平成30年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第12号 平成30年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第13号 平成30年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第３号） 案 

議案第14号 平成30年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第15号 平成30年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第16号 平成30年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第17号 平成30年度垂水市水道事業会計補

正予算（第３号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  議案第11号平成30年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）案についてご説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも6,611万3,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を21億6,395万1,000円とす

るものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、今後の医療

費の見込みによる保険給付費の補正、平成29年

度療養給付費等負担金の確定に伴う国保支出金

返還金の補正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より歳出から説明いたします。 

 ８ページをお開きください。 

 １款総務費１項総務管理費から５項医療費適

正化特別対策事業費は、歳入の補正に伴い財源

組替えを行うものでございます。 

 ２款１項療養諸費及び２項高額療養費は、11

月までの医療費の実績から今後の所要額を勘案

し補正するものでございます。 

 ９ページをお開きください。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、歳入の補

正に伴い財源組替えを行うものでございます。 

 ８款１項償還金及び還付加算金は、平成29年

度療養給付費等負担金の確定に伴う国庫支出金

返還金の補正でございます。 

 これに対する歳入でございますが、６ページ

からにありますとおり、国民健康保険税・県支
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出金・繰入金などを充てておりますが、財源不

足が予想されるため、その赤字分を補痾するた

めに、その他一般会計繰入金として法定外繰入

を追加計上しております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第12号平成30年度垂水市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案に

ついてご説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも246万5,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を２億1,811万4,000円とす

るものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、後期高齢者

医療広域連合納付金の年間納付額を見込んだ補

正などでございます。 

 それでは、事項別明細書により歳出からご説

明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、

被保険者保険料及び保険基盤安定分担金の年間

の所要額を見込んで補正するものでございます。 

 ２款２項繰出金は、一般会計繰出金の額が確

定したことに伴う補正でございます。 

 これに対する歳入でございますが、６ページ

をお開きください。 

 １款１項の後期高齢者医療保険料は、今後の

収入見込みによる補正でございます。 

 ３款１項一般会計繰入金は、保険基盤安定繰

入金の額の確定に伴う補正でございます。 

 ４款１項繰越金は、前年度の繰越金の確定に

伴う補正でございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○保健課長（橘圭一郎）  議案第13号議案をご

説明申し上げる前に、先ほど議案第６号準備基

金条例の一部改正の条例案の際に、持留議員か

ら質疑をいただいたときに第７期の介護保険料

基準額を5,600円と申し上げておりました。正

しくは、申しわけございません5,700円でござ

います。訂正させていただきたいと存じます。 

 それでは、議案第13号平成30年度垂水市介護

保険特別会計補正予算（第３号）案につきまし

てご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ720万円を

減額し、予算の総額を22億8,045万円とするも

のでございます。 

 今回の補正の理由でございますが、地域支援

事業費に不用額が見込まれるため減額が必要と

なりましたことと、本年度創設の保険者機能強

化推進交付金の内示額が示されたことに伴う財

源組み替えでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出からご説明申

し上げます。 

 ７ページをお開きください。 

 ７ページ上段からあけていただいて８ページ

上段までの２款保険給付費につきましては、先

ほどご説明申し上げた財源組替えでございます。 

 続きまして、３款地域支援事業費１項介護予

防日常生活支援総合事業費１目介護予防日常生

活支援サービス事業費は、利用者数が当初の積

算人数を下回る見込みとなりましたことから減

額補正しようとするものでございます。 

 次に、２項包括的支援事業費・任意事業費は、

財源組替えでございます。 

 続きまして、歳入につきましてご説明申し上

げます。 

 ６ページをお開きください。 

 ３款国庫支出金２項国庫補助金１目調整交付

金及び２目地域支援事業交付金等、４款支払基

金交付金から７款繰入金１項一般会計繰入金ま

では、地域支援事業費の歳出に対する算出基準

に基づきまして、それぞれ減額補正するもので

ございます。 

 ３款国庫支出金２項国庫補助金５目保険者機
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能強化推進交付金は、高齢者の自立支援重度化

防止等に関する取り組みを支援することを目的

として、本年度創設された交付金でございまし

て、内示額を補正するものでございます。 

 最下段の７款繰入金２項基金繰入金１目介護

給付費準備基金繰入金は、地域支援事業費の歳

出減と保険者機能強化推進交付金により減額補

正するものでございます。 

 以上で、介護保険特別会計補正予算案につき

まして説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、議案第14号平成30年度垂水

市老人保健施設特別会計補正予算（第２号）案

につきましてご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ2,500万円

を追加し、予算の総額を６億4,117万6,000円と

するものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、本年度の利

用実績見込みと今後の事業収益の見込みに伴い、

不足が見込まれる指定管理料及び交付金に財源

措置するものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書により

ご説明いたします。 

 歳出からご説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款事業費１項１目老人保健施設事業費は、

委託料としての指定管理料と交付金を増額補正

するものでございます。 

 次に、歳入につきましてご説明いたします。 

 ６ページをご覧ください。 

 １款１項療養費収入１目施設療養費収入は、

本年度の利用実績見込みにより減額補正するも

のでございます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目施設使

用料は、施設個室料の歳入見込みに伴い減額補

正するものでございます。 

 ５款諸収入２項雑入１目実費弁償金は、日常

品費・食費・居住費等に係る利用者の実費負担

分について利用実績見込みにより減額補正する

もので、２目雑入は歳入見込みにより増額する

ものでございます。 

 ６款繰入金は、事業収益の減収に伴う歳入財

源不足の補痾のため、一般会計から繰入れるも

のでございます。 

 以上で、老人保健施設特別会計補正予算案の

説明を終わります。 

 引き続きまして、議案第15号平成30年度垂水

市病院事業会計補正予算（第１号）案につきま

してご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正の理由でございますが、第２条に

おきまして、病院事業収益及び病院事業費用の

増額補正をしようとするものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 実施計画でございます。収益的収入及び支出

につきましてご説明申し上げます。 

 １款病院事業収益２項医業外収益２目他会計

負担金でございますが、4,221万7,000円を増額

し、あわせて支出の１款病院事業費用１項医業

費用１目経費を同額の4,221万7,000円増額する

ものでございます。 

 内容につきましてご説明申し上げます。 

 ４ページをお開きください。 

 収入の１款病院事業収益２項医業外収益２目

他会計負担金の一般会計負担金でございますが、

平成30年度の病院事業に係る交付税措置額が確

定いたしましたことから、当初予算において計

上した額の差額を病院事業収益に計上するもの

でございます。 

 支出につきましてご説明申し上げます。 

 １款病院事業費用１項医業費用１目経費の政

策的医療交付金でございますが、先ほど収入で

申し上げたとおり、平成30年度の病院事業に係

る交付税措置額が確定いたしましたことから、

当初予算において計上した額との差額を肝属郡

医師会への政策的医療交付金に上乗せして交付
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するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○水道課長（園田昌幸）  議案第16号平成30年

度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）案についてご説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み不用額の整理を行うものでございます。 

 １ページをご覧ください。 

 今回の補正額は、歳入歳出それぞれ207万

3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を3,251

万1,000円とするものでございます。 

 それでは、歳出から事項別明細書によりご説

明申し上げます。 

 ７ページをお開きください。 

 １款総務費１項１目一般管理費の３節職員手

当から４節共済費につきましては、不用額を減

額補正するものでございます。 

 27節公課費につきましては、消費税納税額が

確定申告により減額されたものでございます。 

 次に、歳入でございますが、６ページをご覧

ください。 

 １款使用料及び手数料１項１目使用料の１節

簡易水道使用料は、年度中の使用料実績に基づ

く収入見込みにより減額補正をするものでござ

います。 

 ２款繰入金１項１目一般会計繰入金の１節一

般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を歳出

の減額に伴い減額補正をいたしまして収支の均

衡を図っております。 

 ４款諸収入１項１目雑入の１節雑入は、消費

税の確定申告による還付金でございます。 

 続きまして、議案第17号平成30年度垂水市水

道事業会計補正予算（第３号）案についてご説

明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み予算の整理を行うものでございます。 

 それでは、詳細につきまして参考資料により

ご説明いたします。 

 ５ページをお開きください。 

 まず、収益的支出からご説明いたします。 

 １款水道事業費用１項営業費用２目配水及び

給水費の節の給料から３目総係費の法定福利費

引当費繰入金までは、人事異動に伴う人件費を

整理するものでございます。 

 ２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱

諸費の節企業債利息は、利息確定による増額、

借入金利息は、一時借入金がなかったことに伴

い減額するものでございます。 

 １ページにお戻りください。 

 第２条の収益的支出は、水道事業費用の395

万2,000円減額し、２億5,824万8,000円とする

ものでございます。 

 第４条の議会の議決を経なければ流用できな

い経費の職員費用は、373万円減額し、4,276万

6,000円とするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの議案７件につ

いては、いずれも所管の各常任委員会にそれぞ

れ付託の上、審査したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第11号から議案第17号までの議案７

件については、いずれも所管の各常任委員会に

それぞれ付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

 ここで暫時休憩いたします。次は、13時20分

から再開いたします。 

     午後０時２分休憩 
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     午後１時20分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

   △議案第18号～議案第28号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第23、議案第18号か

ら日程第33、議案第28号までの議案11件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第18号 平成31年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第19号 平成31年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第20号 平成31年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第21号 平成31年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第22号 平成31年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第23号 平成31年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第24号 平成31年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第25号 平成31年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第26号 平成31年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第27号 平成31年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第28号 平成31年度垂水市水道事業会計予

算 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  平成31年度一般会計及び

特別会計予算の提案に当たりまして、予算の編

成とその概要についてご説明を申し上げます。 

 平成31年度の一般会計当初予算は、私の市長

就任期間の関係で、義務的経費及び経常的経費

を中心とした骨格予算として編成いたしました。

肉づけ分である政策的予算につきましては、施

政方針とあわせまして、６月補正予算等でお示

しいたします。 

 なお、特別会計は、例年どおり年間予算とし

て編成いたしております。 

 それでは、平成31年度一般会計及び特別会計

予算の提案に当たりまして、予算の編成と、そ

の概要についてご説明を申し上げます。 

 国の平成31年度予算は、財政健全化への着実

な取組みを進める一方、成長志向の財政政策を

組み合わせ、めりはりのきいた予算編成とする

とともに、我が国の厳しい状況を踏まえ、国及

び地方においては、引き続き歳出全般にわたり、

聖域なき徹底した見直しを推進するとされてお

ります。 

 次に、平成31年度の地方財政対策の概要は、

地方が地方創生の推進や防災・減災対策等に取

り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必

要となる一般財源総額について、平成30年度地

方財政計画の水準を下回らないように地方財政

対策を講ずることとし、地方の一般財源総額は、

平成30年度を上回る62兆7,000億円が確保され、

本市の主要財源である地方交付税総額について

も、平成30年度を上回る16兆1,000億円余りが

確保されたところでございます。 

 以上のような国の予算の状況を踏まえ、各事

業の成果に重点を置いて、予算の質を高めるこ

とで財政運営の健全化を図りつつ、振興会要望、

市民の安心・安全にかかわるインフラ整備、平

成32年開催予定の鹿児島国体に関連する事業費

を優先して、本市の平成31年度予算編成を行っ

たところであります。 

 それでは、一般会計からご説明申し上げます。 

 平成31年度の一般会計当初予算は、義務的経

費及び経常的経費を中心とした骨格予算として
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編成したものの、垂水中央運動公園改修事業や

中之平団地建替事業、新庁舎建設事業等の大型

事業が継続事業であったことから、歳入歳出予

算の総額は、前年度に比べ、5.9％減の114億

700万円となっております。 

 まず、歳入からご説明いたします。 

 市税は、個人の市民税、法人税等の増収が見

込まれることから、対前年度比1.5％増の13億

5,105万5,000円を計上しております。本市歳入

の柱である地方交付税は、国の地方財政計画を

参考に1.1％増の37億4,510万円を計上しており

ます。 

 また、借金である市債については、垂水中央

運動公園改修事業、中之平団地建替事業費等の

借入れがあることから、前年度比3.1％増の12

億4,720万円を借り入れる予定でございます。 

 なお、多くの皆様より賜りましたふるさと応

援寄附金については、地域の活性化、教育環境

整備等に有効に活用させていただいております

が、当初予算では、ふるさと応援基金繰入金と

して１億35万7,000円を予算化しております。 

 そのほか、財源につきましては十分検討いた

しましたが、それでもなお不足が生じたことか

ら、財政調整基金から繰入金を１億6,000万円

計上することで、歳入歳出の均衡を図っており

ます。 

 続きまして、歳出の主な事業につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 まず、総務費ですが、新規事業として、庁舎

内のパソコン更新と老朽化した旧教職員住宅の

解体費用を計上いたしております。そのほか、

新庁舎建設に係る基本実施設計事業委託、道の

駅たるみずはまびらのＰＦＩ事業運営負担金、

マリンパークたるみずの指定管理料を計上いた

しております。 

 また、引き続き、ふるさと納税制度事業の周

知を図り、ふるさと応援寄附金の確保を図るた

めの関連経費を計上しております。 

 次に、民生費について申し上げます。 

 市民の健康に係る事業として、健康ポイント

事業や、たるみず元気プロジェクト事業を継続

するほか、高齢者や障害者施設に関する事業費

について、引き続き計上いたしております。 

 また、子育て支援につきましては、乳児用品

等購入助成事業や、中学３年生までの医療費を

助成する子ども医療費助成事業等を計上いたし

ております。 

 次に、衛生費について申し上げます。 

 がん検診推進事業、各種予防接種事業などを

引き続き実施するとともに、垂水中央病院や肝

属郡医師会垂水班との連携による地域医療体制

の充実のために必要な予算を計上しております。 

 次に、生活環境分野につきまして、浄化槽設

置整備事業において、新築時の補助や合併処理

浄化槽へ切りかえた場合の上乗せ補助、また市

内業者が施工した場合の市単独補助金について

も、引き続き実施いたします。 

 次に、農林水産事業について申し上げます。 

 本市の地域特性を生かした農業の展開、発展

を図っていくため、新規就農者及び農業経営体

の育成確保対策や防災営農対策事業などを継続

して実施いたします。 

 また、2022年に鹿児島県で開催予定の全国和

牛能力共進会に向けて技師補給、振興資金貸付

など、畜産業の振興を図ってまいります。 

 水産業の振興につきましては、漁港係留施設

の整備に係る費用として、種子島周辺漁業対策

事業、県営漁港整備事業負担金を引き続き予算

計上しております。 

 次に、土木費について申し上げます。 

 産業及び市民生活を支える社会基盤となる道

路につきましては、社会資本整備総合交付金事

業を活用し、引き続き事業を進めるとともに、

その他の市道や集落道におきましても、緊急度

の高いものから整備を推進してまいります。 

 そのほか、橋梁の長寿命化事業、垂水中央運
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動公園改修事業、空き家解体撤去助成事業など

も引き続き予算を計上しております。 

 次に、消防費について申し上げます。 

 市民の安心・安全を守るための費用として、

水之上地区の消防団の庁舎解体新築工事、防災

無線操作卓の更新費用を新たに計上いたしてお

ります。 

 次に、教育費について申し上げます。 

 新規事業として、学校施設等長寿命化計画策

定事業や教育現場のパソコン更新事業を計上い

たしております。小学校の施設整備につきまし

ては、協和小学校と牛根小学校の消防設備設置

事業を実施いたします。 

 社会教育につきましては、各種文化事業を初

め、公民館運営事業費、2020年に鹿児島県で開

催されます国民体育大会準備費用等の予算を計

上しております。 

 次に、災害復旧費について申し上げます。 

 災害復旧事業につきましては、梅雨豪雨に伴

う土砂災害や台風による風水害等の発生に備え、

所要の予算を計上しております。桜島降灰対策

につきましても、引き続き路面清掃や宅地内の

降灰除去事業等に取り組んでまいります。 

 次に、特別会計につきましてご説明をいたし

ます。 

 初めに、国民健康保険特別会計でございます。 

 我が国の国民皆保険制度の基礎である国保制

度は、平成30年４月から都道府県と市町村が共

同で国保を運営する新たな国保制度がスタート

いたしました。新たな国保制度では、県が安定

的に財政運営など中心的な役割を担い、市民に

身近な業務は引き続き市町村が行うなど、県と

市町村が適切な役割分担のもと、これまで以上

に被保険者の健康増進と利便性の向上を進めて

まいります。 

 平成31年度も引き続き円滑な事業運営に努め

るとともに、効果的な医療費適正化事業の推進

に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は21億1,084万7,000円を

計上しております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計でございます。 

 後期高齢者医療制度につきましては、高齢化

の進展に伴う医療費の増大が見込まれます中、

引き続き円滑な運営に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は２億2,275万7,000円を

計上しております。 

 次に、交通災害共済特別会計でございます。 

 この共済事業は順調に運営されており、今後

も関係機関や各種団体の協力を得て、市民の交

通安全に対する意識の高揚に努めるとともに、

事業の健全運営を図るため、引き続き加入促進

に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は518万4,000円を計上し

ております。 

 次に、介護保険特別会計について申し上げま

す。 

 介護保険制度を含めた社会保障費は増加傾向

であることから、医療制度改革と一体的に地域

包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制

度の持続可能性の確保を図るため、法改正も行

われてきております。本市としましても、この

改正を踏まえて策定した第７期高齢者保健福祉

計画及び介護保険事業計画に基づき、介護保険

制度の安定的な運営に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は21億8,134万7,000円を

計上しております。 

 次に、老人保健施設特別会計について申し上

げます。 

 垂水市介護老人保健施設コスモス苑は、平成

９年の開苑以来22年目を迎えました。近年の施

設運営は厳しい状況が続き、平成22年度以降は、

介護老人保健施設基金から財源を補痾してまい

りましたが、平成26年度からは、一般会計から

繰入れを実施しなければならない状況に至って

おります。 

 今後も肝属郡医師会との協力のもと健全な施
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設運営が行えるよう、できる限りの収入増を図

るとともに、さらなる経費の節減に努め、介護

保険法の理念にのっとり利用者の側に立った

サービス向上に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は６億2,819万6,000円を

計上しております。 

 次に、漁業集落排水処理施設特別会計につい

て申し上げます。 

 今後も、牛根境地区の生活環境の改善と鹿児

島湾奥の水質保全の向上を図るために、引き続

き、加入促進やコスト削減に努め、円滑な施設

の運営管理に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は3,101万2,000円を計上

しております。 

 次に、地方卸売市場特別会計について申し上

げます。 

 近年は、農家の高齢化及び農家減少による生

産現場の衰退や流通形態の多様化により、市場

運営は全国的に厳しい状況にあります。こうし

た課題に対応しながら、市場利用者や市民の

ニーズに応えられるよう適正な管理運営に努め

てまいります。 

 歳入歳出予算の総額は393万1,000円を計上し

ております。 

 次に、簡易水道事業特別会計について申し上

げます。 

 上水道と同様に安全で安心して飲める水道水

を安定的に供給することを使命に、万全な体制

で維持管理に努めますとともに、コストの縮減

等事務事業の効率性の向上に努めます。 

 歳入歳出予算の総額は3,186万3,000円を計上

しております。 

 次に、水道事業会計について申し上げます。 

 本年度は、今後、給水人口の減少等に伴う給

水収益の減少に加え、水道施設の老朽化による

修繕費などの増加で収支状況が一段と厳しくな

り、独立採算性をさらに意識し、公営企業とし

ての経営努力を行い、水道事業の経営安定に努

めてまいることが一層必要となりますことから、

平成40年度を目標年度とした10年計画の新たな

水道事業ビジョンを現在策定をしているところ

でございます。平成31年度からは、この新水道

事業ビジョンの方針に基づき、安定した水道水

の供給のため適正な維持管理に努めてまいりま

す。 

 平成31年度予算の概要についてでありますが、

収益的収支につきましては、事業費用の２億

4,766万1,000円で、対前年度比599万4,000円の

減となっております。 

 最後に、病院事業会計について申し上げます。 

 垂水中央病院は、昭和62年３月の開設以来32

年目を迎えました。これまでの健全な経営の維

持とともに、重大な医療過誤等が発生せず安定

した医療を提供できましたことは、指定管理者

である肝属郡医師会の献身的な取組みと、医師

を派遣していただいている鹿児島大学病院のご

協力によるものと深く感謝を申し上げるもので

す。 

 少子高齢化、人口減少が進行し医療需要も大

きく変化している中、今後の事業運営につきま

しては極めて厳しい状況が予想されるところで

すが、市内唯一の入院可能な医療機関として、

肝属郡医師会との協力のもと経費削減を推進し、

経営健全化、信頼性、安全性の向上に努めてま

いります。 

 平成31年度の業務予定量といたしまして、年

間患者数を入院４万300人、外来６万200人の計

10万500人と設定いたしました。収益的収支に

つきましては、収入総額が２億1,727万1,000円、

支出総額が１億7,896万4,000円であります。 

 以上をもちまして予算案の説明を終わります

が、詳細につきましては、審議の過程におきま

して、それぞれの担当課長からご説明を申し上

げますので、よろしくご審議賜りますようお願

いを申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいま、平成31年度の
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各会計予算案について説明がありましたが、こ

れに対する質疑及び一般質問のための本会議を

２月26日及び27日の午前９時30分から開きます。 

 質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、２月19日の正午までに質疑及び質問

事項を具体的に文書で議会事務局へ提出願いま

す。 

 なお、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内とします。質問回数につい

ては無制限とします。また、いずれも初回の発

言時間を20分以内に制限いたしますので、ご協

力をお願いいたします。 

   △国道整備促進特別委員会の委員定数の

変更について 

○議長（池山節夫）  日程第34、国道整備促進

特別委員会の委員定数の変更についてを議題と

します。 

 議員の辞職により、国道整備促進特別委員会

の委員の人数が１人減になったことに伴い、特

別委員の定数を５人に変更したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、国道整備促進特別委員会の委員定数

を５人に変更することに決定しました。 

   △桜島火山活動対策特別委員会の委員定

数の変更について 

○議長（池山節夫）  日程第35、桜島火山活動

対策特別委員会の委員定数の変更についてを議

題とします。 

 議員の辞職により、桜島火山活動対策特別委

員会の委員の人数が１人減になったことに伴い、

特別委員の定数を６人に変更したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、桜島火山活動対策特別委員会の委員

定数を６人に変更することに決定しました。 

   △総務文教委員会及び桜島火山活動対策

特別委員会の副委員長の選任につい

て 

○議長（池山節夫）  ここで、議員辞職により、

総務文教委員会の副委員長及び桜島火山活動対

策特別委員会の副委員長が欠員となっておりま

すので、各委員会の方々は、次の休憩時間中に

それぞれ委員会を開き、副委員長及び特別委員

会副委員長の互選を行い、その結果をご報告願

います。 

 ここで、暫時休憩します。総務文教委員会の

皆様はこのまま委員会室へご参集ください。そ

の後、桜島火山活動対策特別委員会の委員の方

は委員会室へご参集願います。 

 暫時休憩します。 

     午後１時42分休憩 

 

     午後１時55分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

   △総務文教委員会及び桜島火山活動対策

特別委員会副委員長互選結果報告 

○議長（池山節夫）  総務文教委員会及び桜島

火山活動対策特別委員会における副委員長の互

選の結果についての報告がありましたので、お

知らせいたします。 

 総務文教委員会の副委員長は、堀内貴志議員、

桜島火山活動対策特別委員会の副委員長は、北

方貞明議員、以上でございます。 

   △陳情第16号上程 

○議長（池山節夫）  日程第36、陳情第16号消

費税増税の中止を求める意見書提出についての

陳情書についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの陳情については、総務文教委員会

に付託の上、審査したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情第16号消費税増税の中止を求め

る意見書提出についての陳情書については、総

務文教委員会に付託することに決定いたしまし

た。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  明16日から25日までは、

議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、２月26日及び27日に開きます。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後１時56分散会
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平成31年２月26日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第29号上程 

○議長（池山節夫）  日程第１、議案第29号平

成30年度垂水市病院事業会計補正予算（第２

号）案を議題といたします。説明を求めます。 

○保健課長（橘圭一郎）  お願いいたします。 

 議案第29号平成30年度垂水市病院事業会計補

正予算（第２号）案につきまして、ご説明申し

上げます。 

 １ページをお開きください。 

 追加議案として審議をお願いしております今

回の補正でございますが、第２条におきまして

病院事業費用を5,441万8,000円増額補正しよう

とするものでございます。 

 今回の補正につきましては、本年度３月末ま

での事業収益見込みが現予算額と大幅に相違す

ることが明らかとなり、改めて補正をお願いす

るものでございます。 

 このことは、さきの第１号補正予算案編成時

において、平成30年度事業収益見込みにより肝

属郡医師会への政策的医療交付金を8,917万

3,000円として見込んでいたところでございま

すが、昨年10月、12月及び本年１月の稼働実績

が見込みよりも低調に終わったことにより、今

後の稼働率見込みを改めて見直し、そのことに

より政策的医療交付金を増額しようとするもの

でございます。 

 なお、今回増額を行います病院事業費用でご

ざいますが、一般会計から病院事業会計へ繰り

出す一般会計繰出金を財源とし、政策的医療交

付金に上乗せして交付するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  今、課長のほうから詳しい説

明があったんですけど、若干気になる点があり

まして、その稼働実績見直しということだった

んですが、その根拠たるものがこの数字にあら

われてくると思うんですが、一般的にことしイ

ンフルエンザが流行したとかいろんな要因もあ

ったかと思うんですけど、国保の関係でも医療

費の若干の減少というのがあったんですが、こ

の稼働実績の見直し、何を根拠にしてそういう

数字を組み立てられたのか、この点についてお

聞きしたいと。 

○保健課長（橘圭一郎）  議員のご質問でござ

いますが、ことしの１月の稼働実績が去年の場

合でありますと、去年の１月の稼働実績、約

100％に近い稼働率でございましたが、ことし

の１月が90.5％というような稼働率でございま

す。そのため、年間垂水中央病院の収益を約20

億ほど見込んでおりますけど、そのうちの大体

３カ月分と計算したときには、おおよそで申し

上げておりますが、約３カ月で５億の収益があ

るとしたときの今回の稼働率の減が10％ほど減

になっている。大まかに申し上げれば、その

5,000万という数字は、その10％分と。 

 ただ、実際には、中央病院等と協議を図りま

して、詳細に積み上げた数字でございますので、

今の5,441万という数字をもって、また改めて

補正をお願いしているということでございます。 

 また、12月分につきましては、その稼働実績

等が明らかになりましたが、１月につきまして

もなっておるものですから、それがまた３カ月

分としたときに5,000万ということでございま

す。 

 どうぞよろしくお願いします。 
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○議長（池山節夫）  ほかに質疑はありません

か。 

○感王寺耕造議員  今の議論を聞いておりまし

て、ちょっと質問させていただきますけども、

一応理由、根拠はわかったんです。ただ、１月

の部分の稼働率の部分が前年比90.5％と、その

下がった要因は何なのか、その辺の部分につい

て分析したのか、しての結果なのか、それとも

年々歳々こういう形で稼働率が下がっていく傾

向にあるのかという部分を懸念するんですけど、

その点についてちょっと答弁を。 

○保健課長（橘圭一郎）  一例で申し上げます

と、インフルエンザ等のその部分が、他市町に

おきましてはわかりませんが、前年よりもイン

フルエンザ等は蔓延していなかったのではない

かと、これあくまでも一例です。 

 それと、前年度の部分で収益をもってことし

の30年度の予算を立てておりますので、徳洲会

病院の撤退による部分の影響も多分あるのでは

ないかとは思ってはおります。 

 これにつきましては、詳細に今後分析してま

いりますので、今回上げておる補正額を費用と

して下回るぐらいで、また収益を今後病院のほ

うで臨んでいただければと思っておりますので、

そのような、今後また詳細に分析してまいりま

す。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。あ

りませんね。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案は、所管の産業厚生

委員会に付託の上、審査いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第29号は、所管の産業厚生委員会に

付託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第10号～議案第17号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第２、議案第10号か

ら日程第９、議案第17号までの議案８件を一括

議題といたします。件名の朗読を省略をいたし

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第10号 平成30年度垂水市一般会計補正予

算（第５号） 案 

議案第11号 平成30年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第12号 平成30年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第13号 平成30年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第３号） 案 

議案第14号 平成30年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第15号 平成30年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第16号 平成30年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第17号 平成30年度垂水市水道事業会計補

正予算（第３号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  ここで各委員長の審査報

告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、堀添國尚議員。 

   ［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］ 

○産業厚生委員長（堀添國尚）  おはようござ

います。産業厚生委員会審査結果報告をいたし

ます。 

 去る２月15日の本会議において産業厚生委員

会付託となりました各案件について、２月21日

に委員会を開き審査いたしましたので、その結

果を報告いたします。 

 最初に、議案第10号平成30年度垂水市一般会

計補正予算（第５号）案中の福祉課の所管費目

については、招魂碑修復事業補助金の経緯や全

体事業費に関する質問があり、昨年の９月に実
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行委員会が立ち上がり、10月に市に対して補助

金のお願いがあったが、政教分離の観点や補助

金の正当性、必要性の検証に時間を要したため、

３月議会での提案となった。全体事業費は

1,000万円であるとの答弁がありました。 

 保健課の所管費目については、説明後、特段

質問はありませんでした。 

 次に、生活環境課の所管費目については、環

境センター、清掃センターの電気料の増額補正

に関する質問があり、稼働自体は変わらないが、

九電の電気料単価の上昇によるものであるとの

答弁がありました。 

 その他で、潮彩町排水処理施設使用料の滞納

状況について質問があり、昨年分は若干残って

いるが、それ以前に関しては全件解消している

との答弁がありました。 

 次に、農業委員会の所管費目について説明が

あり、特段質疑はありませんでしたが、その他

で改選後の農業委員会の活動が活性化している

との報告がありました。 

 次に、農林課の所管費目について説明があり

ました。農業振興費の負担金補助及び交付金の

中で、減額補正が多いのはなぜかとの質問があ

り、水田システムの導入に際し、購入ではなく

リースに変更したことに伴う減額や、県の交付

単価の見直しに伴う減額もあるが、要望はあっ

たが申請に至らずに、事業導入がなかったため

の減額もあるとの答弁があり、せっかくの補助

金なので周知などに力を入れて消化する努力を

してほしいとの要望がありました。 

 また、連棟のビニールハウスの灰除去や鳥獣

被害調査の見直しについての要望も出されまし

た。 

 次に、水産商工観光課の所管費目については、

特段質疑はありませんでした。 

 次に、土木課の所管費目について説明があり、

道路橋梁費４カ所が繰越明許費になっているが

その原因は何かとの質問に対し、側溝が用水路

を兼ねていることから稲刈り後の発注となった

ことや、道路が狭いために工期をずらす必要が

あり、調整がうまくいかず適正な工期をとれな

かったことが原因であるとの答弁がありました。 

 また、中洲橋の完成時期についても質問があ

り、ことしの12月までには完成する見込みであ

るとの回答がありました。 

 審議の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号平成30年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第３号）案については、原

案のとおり可決されました。 

 議案第14号平成30年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第２号）案については、

7,200万円の一般会計繰入金について質問があ

り、コスモス苑自体の収益が落ちているわけで

はないが、施設の起債償還額があるため、平成

37年まではこのような状況が続くということで

ご理解いただきたいとの答弁がありました。 

 審議の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 議案第15号平成30年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号）案については、原案のとおり

可決されました。 

 議案第16号平成30年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）案及び議案第17号平

成30年度垂水市水道事業会計補正予算（第３

号）案については、いずれも原案のとおり可決

されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  次に、総務文教委員長、

持留良一議員。 

   ［総務文教委員長持留良一議員登壇］ 

○総務文教委員長（持留良一）  おはようござ

います。 

 去る２月15日の本会議において、総務文教委

員会に付託となりました各案件について、２月

22日に委員会を開き審査いたしましたので、そ



－39－ 

の審査の過程における質疑と結果を報告をいた

します。 

 最初の審査は、議案第10号平成30年度垂水市

一般会計補正予算案（第５号）案中の所管費目

及び歳入全款について審査いたしました。 

 主なものについて、審査の経過と結果につい

て報告をいたします。 

 最初は、財政課所管費目では、質疑は修繕料

が増加していることについての疑問が出され、

回答は所有課の古い特殊車両や突発的な故障へ

の修繕が発生していることへの説明がありまし

た。 

 委員からは、提案として、費用対効果などの

観点から、リース対応を検討する必要があるの

ではないかとありました。担当課は、購入の場

合には修繕料がかさむ傾向があるので、今後

リースが有利なのかどうなのか検討していくと

いう方向を確認をしました。 

 次に、企画政策課で議論になったのは、新庁

舎設計業務委託の変更契約に伴う増額部分につ

いての内容に伴う会社の選定方法や調査内容で

した。提案内容は、設計業者から提案によるも

のであり、現在提案されている柱頭免震構造で

設計するに当たり、大臣認定の取得が必要なこ

とから、認定取得に必要な詳細な地盤調査が必

要になり、調査費を増額する必要があるという

ものでした。 

 １点目の質疑は、調査会社の選定について出

されました。調査会社の選定については、一定

の基準をクリアしている会社のみ参入できるが、

認可を受け、事業所の中から選定という指針が

示されました。地質調査は、工学的な荷重調査

や液状化調査など内容が示され、理解すること

になりました。 

 次に、税務課での議論は、１点目は過誤納付

金が発生した原因及び対策について、詳細な説

明が求められました。法人市民税については、

予定申告を行い納付されますが、決算後の確定

申告において差額を納付または還付という法の

流れがあります。予定納付と確定申告との差に

おいて還付金が生じたため、増額補正になった

という原因が説明されました。 

 件数については、予定申告と還付との関係が

例年より多く、件数についての報告はできませ

んでした。委員会としても、実態把握という点

では必要な観点であることから、詳細な報告を

今後は求めていきたいというふうに思います。 

 次に、市民課で議論になったのは、国民健康

保険特別会計法定外繰出しの案件で、なぜ補正

にすることになったのかという理由について質

疑がありました。回答は、県からの納付金の不

足が生じたので繰り出すという説明がされまし

た。委員から要望が出されたのは、医療費の抑

制の取組みの強化、国保事業会計が法定内で国

保会計事業が賄えるようにして取り組んでいく

必要があると提案もされました。 

 次に、教育委員会の教育総務課では、災害復

旧費の降灰除去対策について、条件を満たさず

対応できなかった件について、委員からは、子

供たちの安全などを考えたら、市単独でもやる

べきではないかという提案がされました。担当

課は、今後の方向として、財政課とも協議しな

がら単独でできないか検討していくという方向

も示されました。 

 学校教育課では、部活の生徒が大会に出場す

る際の負担金について、どのような基準で決め

ているのかという質疑でした。 

 次に、税務課より税務課所管の歳入に係る補

正予算についての説明がされました。市民税等

についてどうなったのかについて、その原因の

説明がありました。説明後の質疑では、個人税

の課税問題について意見がありました。課税に

ついて補足しないという業務について、問題提

起がありました。回答としては、現状としては

難しい部分があるが、今後考えていく必要があ

るという問題意識は明らかにされました。 
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 次に、財政課より財政課所管の地方債歳入全

款について、歳入に係る予算について説明があ

りました。説明後の質疑では、社会福祉寄附金

について意見が出されました。質疑の内容は、

判例等では問題ないと本会議でも説明があった

このような問題について、市が寄附金として受

け取るのは問題ではないかという意見が出され

ました。担当課の説明は、市を予算上通すのは、

本人の希望がありこのような処置をしたという

説明でありました。 

 ここで、各所管関係の審査が終わり、所管費

目及び歳入全款について異議はないかと諮った

ところ、結果、賛成多数で議案第10号平成30年

度一般会計補正予算（第５号）中の所管費目及

び地方債歳入全款について、原案のとおり賛成

多数で可決となりました。 

 次に、議案第11号平成30年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）案について説

明を受け、審査しましたが、意見はなく、原案

のとおり可決しました。 

 次に、議案第12号平成30年度垂水市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）案について

説明を受け、審査しましたが、意見はなく、原

案のとおり可決をいたしました。 

 以上で、総務文教委員会所管の審査報告を終

わります。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

ありませんね。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第10号から議案第17

号までの議案８件を、各委員長の報告のとおり

決することにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第10号から議案第17号までの議案８

件については、各委員長の報告のとおり決定い

たしました。 

   △平成31年度各会計予算案に対する質

疑・一般質問 

○議長（池山節夫）  日程第10、ただいまから

平成31年度各会計予算案に対する質疑及び一般

質問を行います。 

 １回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑及び再質問は質問席からお願いいたします。 

 なお、本日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。また、質問

回数については制限なしといたします。また、

いずれも初回の発言時間を20分以内に制限しま

すので、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可いたします。 

 最初に、４番、川越信男議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。 

 2019年、平成最後の議会をトップバッターで

登壇させていただきありがとうございます。１

月の市長選を皮切りに、地方統一選挙、参議院

選挙と何かと慌ただしい年であります。元気に

新しい年号に向けて頑張ってまいりたいと思う

ところであります。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました順に質問いたします。

明快な答弁をお願いいたします。 

 まず、最初に、市長の市政運営についてお聞

きいたします。 

 １月20日、市長選挙が行われましたが、結果

として尾脇市長が３期目の当選を果たされまし
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た。選挙戦において、尾脇市長はこれまでの２

期８年間、取組んでこられた元気な垂水づくり

を目指し、安心への挑戦、経済への挑戦、未来

への挑戦を継続して進めるとともに、６次産業

と観光振興などに取組み、交流人口増加にも力

を注いでいくことや、子育て支援や高齢者に対

する支援など、新たな政策を市民に訴えてこら

れました。 

 また、これまで地道に積み上げ、築いてこら

れた国や県の職員との人脈や太いパイプを生か

しながら、３期目はさらに成果を出していくと

いう決意も述べられております。 

 そこで、３期目の市政運営にかける思いと、

特に重点的に取組んでいかれる施策等について

伺います。 

 ２番目に、職員採用について伺います。 

 平成17年度に策定した定員適正化計画により、

285名から50名削減して235名であると認識して

おりますが、現在の職員数と過去３年間の職員

採用状況についてお聞きいたします。 

 ３番目は、新庁舎整備について伺います。 

 市長選の焦点になった新庁舎建設については、

当選後の新聞報道を見ると、市民の生命と財産

を守る責任から、市民の皆様に丁寧に説明しな

がら、いち早く安全に建て替えを進めていくと

いう考えを示されているようでございます。 

 12月議会後の全員協議会で、設計業務のスケ

ジュールが示されましたが、市民や職員の安心

安全のためにも、今後も計画どおりに進められ

ていくことと思います。 

 それでは、まず新庁舎建設について、現在の

進捗状況についてお聞きいたします。 

 最後に、青少年海外派遣事業「夢の翼」につ

いて伺います。 

 去る１月24日の南日本新聞に、市制施行60周

年を記念した青少年海外派遣事業「夢の翼」の

出発式の様子が、写真つきで紹介されておりま

した。本事業は、１月22日から25日までの３泊

４日の日程で実施されたとのことでありました

が、香港での研修内容などのような研修はどの

ようなものであったのか伺いまして、１回目の

質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  川越議員のご質問でござ

います市政運営に当たり、３期目の思いと取組

みにつきましてお答えをいたします。 

 本定例会議の冒頭でも挨拶をさせていただい

ておりますけれども、去る１月の市長選挙にお

きまして、第17代目の垂水市長として再び市政

を担わせていただくこととなりました。これま

での２期８年間のまちづくりへの実績を評価い

ただき、市民の皆様の温かいご支援と多くの厚

いご支持を賜りまして、引き続き市政を担わせ

ていただくこととなりました。まことに光栄な

ことであり、改めて課せられた使命の大きさと

重責を厳粛に受け止め、身の引き締まる思いで

ございます。 

 これまでの２期８年間では、垂水市の発展、

市民の皆様の幸福の実現を政治理念に掲げ、元

気な垂水づくりのために、経済、安心、未来へ

の挑戦といたしまして、６次産業化と観光振興、

防災対策などの安心安全なまちづくり、健康長

寿と子育て支援などの政策に取り組んでまいり

ました。 

 平成最後の年を迎え、新たな時代の幕開けと

なる記念すべき年に、３期目の市政のかじ取り

を担わせていただけることから、これからの４

年間ではさらに実りある成果を出し、元気な垂

水のまちづくりを推進してまいりたいと考えて

おります。 

 そのために、これまで以上に市民の皆様との

対話を重視し、積極的な情報発信と説明責任を

果たしてまいりたいと考えております。 

 また、あらゆる場面で率先して行動し、勇気

を持って改革に取組むとともに、これまで培っ

た国や県とのパイプを生かした市政運営を進め

てまいります。 
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 以上、私の市政運営に対する思いと取組みを

述べさせていただきました。 

○総務課長（森山博之）  おはようございます。 

 それでは、川越議員ご質問の現在の職員数と

過去３年間の職員採用状況についてお答えをい

たします。 

 平成28年度に策定をいたしました新行政改革

大綱において、当面の間235名という職員数を

維持する方針に基づき、職員の採用試験を実施

してまいりました。しかしながら、平成30年度

での職員数は228名で、定数に対しまして７名

の不足を生じているのが現状でございます。こ

の職員不足の対応につきましては、14名の再任

用職員を充てて対処しているところでございま

す。 

 職員の採用状況につきましては、平成28年度

は、55名の受験者のうち、一般事務職４名、土

木技師２名及び保健師１名の計７名を採用いた

しました。平成29年度は、52名の受験者のうち、

一般事務職７名、建築技師１名、保健師１名及

び消防職１名の計10名を採用いたしました。平

成30年度は、48名の受験者のうち、一般事務職

13名、土木技師２名及び消防職１名の計16名に

採用通知を送付したところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。 

 川越議員のご質問でございます。 

 新庁舎の現在の進捗状況につきましてお答え

をいたします。 

 新庁舎建設基本設計実施設計業務のスケジ

ュールにつきましては、昨年12月議会閉会後の

全員協議会でお示ししているとおり、２月７日

に先行調査の施工計画の確認を行い、３月４日

からボーリング調査が開始される予定でござい

ます。 

 なお、先ほど地盤調査詳細調査費の補正予算

の議決をいただきましたことから、早急に設計

変更審査会を開催し、詳細な地盤調査に関する

変更契約を行いたいと考えております。 

 そのほかの業務進捗状況でございますが、建

物の規模や機能、平面計画を検討するため、12

月下旬から庁内の業務内容や重機類などの調査

を実施し、また11月から12月にかけて開催した

庁舎建設を考える市民ワークショップの結果を

分析しているとの報告を受けているところでご

ざいます。 

 また、市民ワークショップにつきましては、

非常に多くの意見や要望があり、大変有意義で

ございましたことから、市民スペースがどのよ

うな場になるとよいのかを考える場づくりワー

クショップの開催を計画しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  おはようござい

ます。 

 川越議員の香港での研修内容はどのようなも

のであったかのご質問にお答えいたします。 

 垂水香港間の移動の関係で、研修は２日目と

３日目が中心でございました。 

 特に２日目は、「結ぶ絆」「学ぶ・ふれ合

う」のテーマのもと、香港の王肇枝中学での交

流研修を行いました。歓迎レセプションでは、

派遣生徒10名が垂水市の観光名所や特産品、垂

水中央中学校の特色ある教育活動などを紹介す

るプレゼンテーションを、相手校の生徒や教職

員約800人の前で英語で堂々と行いました。中

でも、道の駅たるみずやブリ、カンパチなど、

垂水の観光名所や特産品のクイズに対する香港

の生徒の反応がとてもよく、相手校の校長先生

からもナイスプレゼンテーションとお褒めの言

葉をいただいたとのことでございます。 

 その後、生徒たちは英語による数学と理科の

授業に参加いたしました。数学の授業では、垂

水中央中の生徒、相手校の生徒がそれぞれ教室

の前の黒板に出て、連立方程式を解き、正解を
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導き出しましたが、その解き方の違いがお互い

の大きな刺激になったと聞いております。 

 また、理科の授業におきましては、相手校の

生徒とともに実験に取り組み、英語で積極的に

話し合う姿も見られたとのことでございます。 

 授業の後は、ランチをともにし、その後、相

手校の生徒と２人１組で学校周辺の史跡を散策

いたしました。 

 学校を去る際には、互いに別れを惜しむ姿が

見られ、この日のテーマであった「結ぶ絆」

「学ぶ・ふれ合う」の目的を十分に達成するこ

とができたとのことでございます。 

 ３日目は、感動体験、見る・聞く・触れる・

感じるのテーマのもと、文化歴史学習を行いま

した。２階建て路面電車の乗車体験、博物館に

おけるアヘン戦争やイギリス統治下における香

港などの歴史学習、英語による買い物体験、

100万ドルと言われる夜景の鑑賞など、香港を

五感で味わい、この日のテーマどおり貴重な感

動体験になったとのことでございます。 

 ４日間の研修におきまして、香港でもトップ

レベルにある中学校との交流、また香港を五感

で味わう体験活動は、派遣生徒にとりまして、

英語を学ぶ意義を肌で感じるとともに、国際感

覚を養うきっかけになったことと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 それでは、これから一問一答でお願いします。 

 １番目の市長の市政運営の思いと、特に重点

的に取り組んでいかれる施策等について伺いま

したが、垂水市民は、３期目の市長にこれまで

以上に大きな期待を寄せています。市長が当選

後に話された、魅力ある垂水を前進させるため

にも、市民の声に耳を傾け、市民に寄り添った

市民のための市政運営を進めていただきたいと

の要望を添えて、この件は終わります。 

 ２番目の職員採用についてでありますが、適

正化計画に基づく235名が確保できていない状

況であるようですが、新庁舎建設や国体の開催、

元気プロジェクトなど、業務量が増えている状

況ではないかと思います。また、災害復旧事業

など、突発的に発生する業務にも対応していか

なければならない状況があります。 

 それらに加え、昨年は特に病気休暇を取得し

た職員が少なくなかったように感じております。 

 こうした現状をどのように分析し、職員採用

に反映させたのか伺います。 

○総務課長（森山博之）  川越議員のご質問に

お答えをいたします。 

 議員ご指摘のとおり、本市独自の取組みであ

りますたるみず元気プロジェクト並びに新庁舎

建設、国民体育大会の推進などのほか、近年で

はマイナンバー、地方創生、ふるさと納税、地

域包括ケア、福祉法人の監査事務や行政不服審

査法による審理手続等の新たな国の政策及び権

限移譲に係ります業務も担っております。 

 このように、新たな政策や社会情勢の変化に

伴い、業務量も増加傾向にありますことや、災

害復旧事業への対応として、今年度11名の退職

者に対し、土木技術者２名を含みます16名に採

用通知を送付したところでございます。 

 また、職員の病気休暇取得に係ります対策に

つきましては、全職員を対象にストレスチェッ

クを実施し、それぞれ職場内の状況を所属長が

把握するとともに、常に健康で意欲を持って働

ける職場環境づくりに取り組んでおります。 

 加えまして、新たに今年度採用職員を対象に、

大隅青少年自然の家におきまして、コミュニ

ケーション能力の向上と協調性を養う目的で、

２日間の研修を予定いたしております。 

 さらには、平成30年度から採用試験問題が３

種類に改編されたことに伴い、試験内容を検討

した結果、従来の教養試験とは異なり、判断力、

数的推理、文章理解や資料解釈に関する能力な

ど、論理的思考力を重視した試験を採用し、実
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施したところでございます。 

 平成31年４月の職員見込み数は、早期退職希

望者がおりますことから、新規採用職員を加え

ましても235名の定員にわずかに満たないもの

の、19名の再任用職員を充てて、効率的な業務

の遂行に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 ３回目の土木技術者及び保健師の現状につい

てでありますが、これまでに大規模な台風や豪

雨災害が発生するたびに、災害復旧事務にかか

わる職員を緊急に配置するなど、継続して実施

している道路改良事業や振興会要望等に係る発

注もあり、技術者が不足しているのではないか

と感じております。 

 また、保健課で実施しております元気プロジ

ェクト事業では、多くの市民の皆様が参加して

いただき、健康に対する意識の向上が図られ、

着実に成果があらわれている一方で、職員への

負担もあるのではないかと考えております。 

 そこで、土木課長と保健課長にその現状につ

いて伺います。 

○土木課長（東 弘幸）  川越議員ご質問の土

木技術者の現状についてお答えいたします。 

 土木係が所管いたします主な事業は、各振興

会から出されております要望に対応した単独工

事や道路改良工事、交通安全対策工事、都市公

園事業、災害復旧事業、降灰除去事業、橋梁長

寿命化対策事業など、多岐にわたりさまざまな

事業を実施しております。また、他所管からの

依頼による事業の実施も担っております。 

 それでは、過去３年間の発注件数と発注額に

つきましてご説明申し上げます。 

 平成28年度でございますが、先ほどご説明い

たしました各事業の発注件数が79件、発注額が

５億7,200万円、平成29年度が97件、16億2,000

万円、平成30年度が77件、11億3,400万円とな

っております。 

 加えまして、平成24年度より国の重要施策で

あります橋梁長寿命化計画を策定し、補修工事

を実施しております。さらには、平成24年度に

発生しました笹子トンネルの天井板落下事故を

受け、国は平成25年度を社会資本メンテナンス

元年と位置づけ、同様の事故が発生しないよう、

橋梁のみならずトンネルや大型構造物、道路舗

装や道路法面に加え、河川構造物など公共施設

の全てにおいて個別施設計画を作成し、さまざ

まな施設の長寿命化を図るよう制度化されてお

ります。 

 このようなことから、今後、土木行政に係り

ます事業につきましては、事業量が増えると同

時に業務量も増えるのではないかと推測してお

ります。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  川越議員の保健師の

現状についてのご質問にお答えいたします。 

 本市の保健師は、正規職員７名、嘱託職員３

名の計10名が在籍し、それぞれ所掌する業務に

従事しております。 

 保健師の業務は多岐にわたっており、健康増

進法による各種がん検診事業や母子保健法に基

づく母子健診や未熟児養育事業、その他介護保

険法、予防接種法、児童福祉法、精神保健法、

生活保護法などの法律に基づく業務を担ってお

り、いずれの業務も高い専門性を必要としてお

ります。 

 また、先ほど申されました市長の重要施策の

一つであり、本市のスーパーバイザーにご就任

いただきました鹿児島大学病院の副病院長の大

石充先生のご教授をいただきながら実施いたし

ておりますたるみず元気プロジェクトも、本年

度から本格的に実施されており、今後も継続的

に市民の皆様の健康増進や予防、個別支援など

を図ってまいることとなります。 

 本事業は、これまで実施してまいりましたさ

まざまな業務に加え、新たな事業として導入し
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ているもので、特にボリュームの大きい事業で

ございます。 

 管内の保健師の雇用の状況につきましては、

保健師の採用が確実でないことから、保健師に

かわるより専門性に特化した職種の雇用を行い、

効果を得ているようでございます。特に、精神

疾患や認知症、虐待、ＤＶ、生活保護世帯など

と個別にかかわり、より高くマネジメントでき

る精神保健福祉士や社会福祉士、特定保健指導

では保健師より食事や運動などの日常生活指導

が期待できる管理栄養士を複数採用している市

町村がほとんどでございます。 

 本市にありましては、現在、専門分野以外で

の業務負担軽減措置として、一般職員並びに臨

時職員で対応しているのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  市長、土木課長と保健課長の

答弁、現状を伺いましたが、担当課長の答弁を

聞かれて、今後どのような採用を考えておられ

るかお聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  職員の採用状況につきま

しては、先ほど総務課長が答弁したとおりでご

ざいます。 

 繰り返しになりますけれども、地方創生やふ

るさと納税などの新たな業務に加えて、本市独

自の取組みでありますたるみず元気プロジェク

トあるいは新庁舎建設、国体の開催など業務量

が増加しており、さらには国あるいは県からの

権限移譲による業務があることも認識をしてお

ります。 

 また、先ほど土木課長から現状について答弁

がありましたけれども、過去３年間の状況から

もわかりますとおり、事業費が増加するととも

に業務量も増えておりまして、今後は、新庁舎

建設並びに国体に向けての施設改修など、さら

に業務量が増加をいたします。 

 また、保健課における業務につきましても、

元気プロジェクトは私の政策の大きな柱であり、

そのほかにも国保の特定健診や安全衛生業務、

相談業務など業務量も増加傾向にあります。 

 これらのことから、土木技師においては、今

年度２名に採用通知を送付いたしました。来年

度の採用についても、さらに検討したいと考え

ております。 

 また、保健師の採用につきましては、当初の

採用試験において応募者がなかったことから、

改めて本年１月に実施することとして２次募集

を行いましたけれども、応募がございませんで

した。保健師の採用につきましては、どの自治

体でも苦慮している状況があるようでございま

す。このことを受け、来年度、保健師の採用試

験につきましては、早期に必要な人材を確保す

るようあらゆる手段を検討して対策を講じ、で

きるだけ早く採用試験を前倒しを実施をして採

用できるように努力をしていきたいというふう

に思っております。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 市長の政策実施における職員の役割は、非常

に大きいものがあります。ぜひとも前向きに対

応してください。 

 次に、新庁舎建設についての２回目に入りま

す。 

 庁舎建設ワークショップですが、多くの意見

や要望が集まり有意義なものだったと思います。

次に、場づくり、ワークショップとして開催予

定とのことですが、どのようなワークショップ

になるのか、伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員のご質

問でございます市民ワークショップにつきまし

て、お答えをいたします。 

 前回のワークショップでございますが、今回

の新庁舎づくりをきっかけに垂水市のまちづく

りにつながる「場づくり・人づくり・コトづく

り」のヒントにするために、参加者が、垂水市

の今と昔のよかった点について考え、意見を出

し合っていただきました。 
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 場づくりである新庁舎に対しましては、相談

窓口の充実、キッズスペースの設置、高齢者に

配慮した設計、市民にも利用できるスペースの

設置など、利用者目線の要望を多数いただいた

ところでございます。こういったことから、新

庁舎の市民スペースがどのような場になればよ

いかをテーマに、３月23日、３月30日、４月６

日の３回、積上げ型のワークショップとして、

定員30名で開催をする計画でございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 参加される市民の方は、貴重な時間を見つけ

てワークショップに参加されるわけですから、

ぜひとも今後の庁舎活用につなげ、市民のため

の庁舎になるよう努めていただきたいと思いま

す。 

 次に、市民への周知策について伺います。 

 これまで市民への情報提供については、広報

誌や市民説明会で行われています。これまでの

取組みにおいては、市民説明会でも設計事業者

の方と直接やりとりできる時間を設けるなどし

て、疑問や不安点の解消に努めているものと思

っております。 

 市長は、当選後のインタビューで一人でも多

くの市民に理解してもらえるよう、丁寧に説明

していくと決意を述べられておりますが、例え

ば、車座座談会のように、直接市民と話を重ね

る取組みも必要ではないかと思いますが、いか

がお考えでしょうか。市長に伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  川越議員のご質問であり

ます市民への周知策につきましてお答えいたし

ます。 

 新庁舎建設につきましては、市民の生命と財

産を守るという私の使命がありますので、しっ

かりと進めていきたいという思いに変わりはご

ざいません。しかしながら強引に進めるという

ことではなくて、より一層多くの市民の皆様に

ご理解をいただけるよう、丁寧に説明をしてい

きたいと思っております。 

 川越議員からご提案いただきました市民との

直接対話ができる「車座座談会」ということで

ありますけれども、私も実際に選挙戦を通じて

多くの市民の皆様と庁舎問題について話をする

ことができましたけれども、間違った情報が流

れたり誤解をされている点もありました。 

 やはり、直接対話することで疑問点や不安点

が解消できたケースがございましたことから、

川越議員からご提案をいただいております車座

座談会のような形式につきまして、担当課に実

施するように指示をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  新庁舎整備においては、市民

の理解をいただき、後世に残す立派な新庁舎建

設を進める上で、車座座談会の実施に向けて計

画されているとのことで、市民に場所の問題、

建設費用の問題と理解していただけるよう、し

っかり進めていただきたいと思います。 

 それでは、最後の……。 

○議長（池山節夫）  川越議員。すみません。

答弁漏れがあったみたいです。次の質問は……。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の質問

でございます市民への周知策につきまして、私

からもお答えさせていただきます。 

 川越議員からご提案いただきました車座座談

会は、市長の指示もございましたことから実施

要領を作成し、広報３月号で案内することとい

たしております。 

 この車座座談会でございますが、新庁舎建設

に興味のある５名から10名程度の市民グループ

を対象に、開催するものといたしております。

開催日時と場所につきましては、グループの代

表者と企画政策課、庁舎建設係と調整を行いた

いと考えているところでございます。 

 そのほかの周知策でございますけれども基本

設計案に対する市民説明会は、５月を予定して
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おります。あわせて、パブリックコメントの案

内も行う予定でございます。 

 このように広報誌やホームページなど広報媒

体の活用や車座座談会を活用して、一人でも多

くの市民の皆様の理解が深まるよう取組みを進

めてまいりたいと考えております。 

○川越信男議員  申しわけありませんでした。 

 それでは、最後の青少年海外派遣事業「夢の

翼」について２回目の質問に入ります。 

 １回目で香港での研修内容について伺いまし

た。非常に充実した内容に受け取りました。参

加した中学生にとっても貴重な経験になったも

のと思いますが、本事業を実施してどのような

成果があり、また課題としてどのようなことが

挙げられるか、同行された教育長に伺います。 

○教育長（坂元裕人）  川越議員の本事業の成

果と課題についてのご質問にお答えいたします。

まず、成果につきましてお話させていただきま

す。 

 ４日間の研修を終え、市民館到着後に帰着式

を行った際の生徒の感想を紹介いたします。 

 最も多かった感想は、「完璧な英語ではなく

ても理解してもらえてうれしかった」「英語力

をもっと高めて将来ほかの国にも行ってみた

い」というものでした。 

 そのほか「香港の生徒の皆さんが優しく接し

てくれた。自分ももっと積極的に行動していき

たい」「香港は、土地の狭さから高層マンショ

ンでの生活が当たり前であることや数学の問題

の解き方も日本とは違うことなど驚きや発見が

多かった」「海外の文化や習慣をもっと知りた

い」といった前向きな感想が聞かれ、中には研

修の感想を全て英語で述べてくれた生徒もおり

ました。 

 この派遣研修が単なる体験活動に終わらず、

それがさらなる学びのきっかけとなり、これか

らの生活に生かそうとする強い思いが感じられ、

うれしく思うことでございました。 

 また、延べ10日間の事前研修により作成した、

垂水を紹介するプレゼンテーションを英語で

堂々と話す中学生の姿、緊張の中にも笑顔で香

港の生徒と交流する様子、そして挨拶や立ち居

振る舞いなどの道徳性の高さなど、子供たちの

姿に頼もしさを感じますとともに、日本の教育

のすばらしさを改めて実感する機会にもなった

ところでございます。 

 一方、課題といたしましては、本事業に参加

した10名の生徒のものだけに終わらせることな

く、ほかの子供たちにいかに還元していくかと

いう点に尽きるかと思っております。 

 香港に派遣した10名の子供たちは、研修内容

をまとめたプレゼンテーションを作成いたしま

した。そして、本日、中学校におきまして研修

報告会を実施し、全ての子供たちに日本と香港

の生活様式や文化の違いなどを知らせるととも

に、実体験を通した英語の必要性について伝え

たところでございます。 

 さらに、３月６日には、垂水中央中学校のＰ

ＴＡ総会、また垂水経済同友クラブの例会にお

きまして、10名の子供たちによる研修報告の機

会を設定いただいております。 

 今後も、児童生徒を含めた一人でも多くの市

民の皆様に、本研修のすばらしさを紹介する場

の設定につきまして、検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 垂水中央中学校の生徒や市民への還元といっ

た課題については、ＰＴＡ等のさまざまな研修

の場を活用するなどして、しっかり対応をして

いただきたいと思います。 

 最後に、今後の展開について、教育長の考え

を伺います。 

○教育長（坂元裕人）  ありがとうございます。 

 本事業の今後の展望についてのご質問にお答

えいたします。 



－48－ 

 今回、研修に参加した子供たちの保護者の

方々にもアンケートを実施し、全員の方が「参

加させてとてもよかった」「本事業は意義があ

る」と回答してくださいました。 

 また、子供を参加させた感想として、「中学

校２年生という時期に香港の文化を学べたこと

で、英語のコミュニケーションを体験できたこ

とがとても貴重だと思う」「異国の地で英語に

よる授業体験し、同年代の子供たちと接するこ

とに意義があると思う」「英語はもちろんであ

るが、広東語などの中国語にも興味を持てたよ

うだ。将来、垂水に少しでも恩返しができるよ

うに頑張っていくと思う」などの言葉をいただ

いているところでございます。 

 これまで申し上げてまいりましたように、青

少年海外派遣事業「夢の翼」は、みずみずしい

感受性を持つ若い時期に、外国の自然や歴史、

文化、人々の暮らしに触れる直接体験を行うこ

とで、国際感覚を養い、英語力向上への意欲を

高めるまたとない機会であると考えております。 

 さらには、国際的な視野を持った将来の垂水

を背負って立つ人材の育成に、大きく寄与する

ものであるとの意を強くしております。許され

るものであれば、今後も本事業を継続、展開し、

垂水の子供たちの夢や可能性を大きく広げたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 百聞は一見にしかず、若い時期に海外へ行き、

見聞を広め刺激を受け、これからの人生を歩ん

でいく上で貴重な経験になると思います。未来

への投資であり国際社会で活躍できる人材育成、

将来への垂水を背負って立つ人材の育成につな

がるよう、継続して取り組んでいただきたいと

要望いたします。 

 最後に、森山総務課長、田之上議会事務局長

が最後の議会で、３月末で定年退職となられま

すが、本当にご苦労さまでした。再任用される

とのことですが、今までの経験を生かされて若

い職員の潤滑油となって市民のために頑張って

ください。 

 また、私たちも市議会議員として任期最後の

議会となりましたが、新たな気持ちで４月を迎

え、一生懸命頑張ってまいりたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（池山節夫）  ここで、暫時休憩します。

次は、10時40分から再開いたします。 

     午前10時31分休憩 

 

     午前10時40分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、３番、堀内貴志議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  おはようございます。やはり

この言葉を言わないと。垂水の稔り生む風の堀

内貴志でございます。 

 きょうの質問、私にとって32回目の一般質問

になり、いよいよ２期目の任期中の最後の質問、

また、平成の時代の最後の一般質問になりまし

た。感慨深いものがありますが、市民を代表し

てしっかりと訴えてまいりますので、本日もご

答弁をよろしくお願いいたします。 

 さて、いよいよあす、ベトナムにおいて２度

目の米朝首脳会談が行われることに伴い、北朝

鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、きょう昼から

ハノイ入りするとの報道もある中で、アメリカ

のトランプ大統領は、非核化に向けた動きが進

展する可能性を強調しています。全世界が注目

をする２度目の米朝首脳会談ですが、非核化に

向けてさらなる進展があることを期待したいと

思います。 

 また、北東アジア地域の平和と安定に向けて、

大きく動いてほしいと思いますし、そして、日
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本にとって、拉致問題が解決に向けて大きく前

進することを心から祈願して、本日の質問に入

っていきたいと思います。 

 まず、１つ目は、温泉を生かしたまちづくり

についてお尋ねをいたします。 

 鹿児島県観光サイトの「どんどんかごしまの

旅」というホームページを見ますと、鹿児島県

は、100の温泉地と温泉の源泉数2,700カ所以上

あり、源泉数では大分に次いで全国２位、１日

に２億2,500万リットル以上もの温泉が湧出す

る全国屈指の温泉王国であると記載があります。

そして、旅行の目的に温泉を希望する観光客も

多く、依然として温泉の人気は非常に高いもの

があります。きっと、この議場の中にも温泉で

疲れを癒やしたいと思う方も多くいらっしゃる

のではないかと思います。 

 かつて、垂水市は、温泉地としてにぎやかな

時代もありました。しかし、今ではどうでしょ

うか。私は、26年ぶりにＵターンして14年が過

ぎましたが、この間にも温泉施設として廃止ま

たは閉鎖されたところもあり、温泉地として下

降の一途をたどっているように思います。垂水

市にはすばらしい温泉源があるにもかかわらず、

全くまちづくりに生かされていない。それどこ

ろか、今後、数年の間に温泉の入浴施設がなく

なるのではないかという危機感さえもあります。 

 私は、垂水の貴重な温泉、資源である温泉を

何とか活性化させたい。行政として何かできる

手だてはないのか、考えるべきときに来ている

のではないかと思っています。まずは、本市の

温泉の実情と必要性について、水産商工観光課

長にお尋ねをいたします。 

 さらに、垂水市スーパーバイザーに委嘱され

た鹿児島大学医学部の大石充教授は、その特別

講演の中で、温泉プールで水中歩行、温泉プー

ルを生かした健康維持などと、温泉を活用した

健康長寿について説明をされました。そして、

昨年度から、たるみず元気プロジェクトが始ま

りましたが、この事業は、健康長寿のための全

国的なモデルケースになると注目をされていま

す。健康長寿のための観点から温泉事業の必要

性について、保健課長にお尋ねをいたします。 

 大きな２つ目は、子育て支援対策についてお

尋ねいたします。 

 先週の火曜日である２月19日、鹿児島県議会

が開会し、2019年度一般会計当初予算として、

最大規模、過去最大の額となる予算案が上程さ

れました。三反園知事は、その施政方針の演説

の中で、子育て支援の関係において、安心して

子供を産み育てるには切れ目ない支援が重要だ

と、子育て支援の重要性を訴えておられます。 

 本市においては、子育て支援の充実を人口減

少対策の重点プログラムとして位置づけ、「子

どもも親も心豊かに育ち地域の育む子育てネッ

トワークのまち垂水」の理念のもとに、垂水市

子ども・子育て支援事業計画を策定し、市長自

ら先頭に立って、子育て支援センターの拡充、

ファミリーサポートセンター事業の立ち上げ、

中学生までの医療費の無料化などなど、さまざ

まな事業に取り組んでこられたと思います。 

 私自身、やはり子供を産み育てやすい社会の

実現ということは一番重要なことであると思っ

ていますし、この一般質問の場においても、た

びたび子育て支援に関して取り上げて、その思

いを訴えてまいりました。そこで、今回も子育

て支援について２つの項目を上げて質問します

が、内容は、さきの市長選挙において、選挙公

報に掲載されていた項目から選択をさせていた

だきました。 

 １つ目は、病児・病後児保育制度の新設につ

いてであります。 

 この病児・病後児保育に関しては、私は平成

26年の第１回定例会の中で、子育て支援の経済

的な不安解消の取組みとしてテーマを上げた中

で、病児・病後児の保育の必要性について訴え、

その実現に向けて回答を求めた経緯があります。
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そのときの担当課長は、「受入れ施設が必要で

あり、今後、医療機関等々実施できるか検討し

ていく」などと答弁され、そして、26年第２回

定例会において、垂水市に、市内に、病中・病

後・病児保育所の早期開設を求める陳情書が採

択をされております。 

 その後に、同僚議員である方もたびたび質問

されていますが、一昨年前の平成29年第４回定

例会の中では、産業厚生委員会の所管事項調査

において、高知県高知市で病児・病後児保育事

業について研修されてきたことから、川越議員

と梅木議員が質問をされています。行政当局も、

病児・病後児保育の市内での施設開設に向けて

一生懸命に取り組んでいるようですが、なかな

か実現に向いて動いていないのが現状のようで

す。 

 そんな中で、さきの市長選挙において、市長

公約の中に病児・病後児保育制度の新設という

項目が目にとまりました。ぜひとも実現してほ

しい事業でありますが、まずは、病児・病後児

保育の現状とこれまでの取組み状況について福

祉課長にお尋ねいたします。 

 ２つ目は、病児・病後児保育制度の新設と同

様、高校生までの医療費の無料化についての記

載があったので質問します。 

 市長の２期８年の実績の一つに、中学生まで

の医療費の無料化があります。子育て世代にと

っては、子供たちを経済的に安心して医療受診

させることができるということで、大変感謝さ

れている事業であると思います。今回は、医療

費の無料化を高校生まで拡大するということを

約束されていますが、現在実施している中学生

までの医療費の無料化に対する年間負担額、高

校生までの医療費の無料化の拡大について、他

の自治体の取組みの状況、本市で実施する場合

の対象となる人員と年間見込み額の３点につい

て、福祉課長にお尋ねをいたします。 

 大きな３つ目は、歴史文化資料館の必要性に

ついて質問いたします。 

 今月の５日に、ＫＴＳ鹿児島テレビの開局50

周年記念ドラマとして、「前田正名～竜馬が託

した男～」が放映されました。このドラマの主

人公前田正名は、鹿児島県生まれであり、明治

維新の時代に活躍をされ、特に殖産興業を推進

して、道路整備や河川改修に尽力した人物であ

りますが、どうも垂水市の豪商と深いつながり

があった人でもあり、市内のある家から直筆の

手紙が多数出てきています。このことは、史談

会の川崎あさ子さんに情報提供していただき、

今月発行した市議会だよりにも紹介させていた

だきました。 

 また、先日の土日に垂水土人形展が開催され

ましたが、会場には、この前田正名、西郷隆盛、

勝海舟、東郷平八郎など、歴史上で名を連ねる

方々の直筆の掛け軸が飾られていました。全て

市内の個人宅で保管されているものばかりです。

改めて、市内には多くの貴重な資料が残ってい

るのだというふうに感じました。 

 私は、歴史文化資料館の必要性については、

議員に当選した年の平成23年の第４回定例会、

そして24年第３回、平成28年第４回と訴え続け

ていましたが、どうしても前に進まない状況が

あります。しかしながら、少しずつでも前に進

めなければならない重要な課題でもあります。 

 この歴史民族資料館の建設促進については、

平成９年第４回定例会でそのための陳情書が採

択され、さらに平成28年第４回定例会において

も同様の嘆願書が採択をされています。その後

の取組み状況についてお尋ねをいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  おはようご

ざいます。堀内議員のご質問でございます。本

市の温泉の実情についてお答えいたします。 

 現在、宿泊施設を伴う温泉が４施設、温泉入

浴のみの施設が６施設の合計10カ所の温泉入浴

施設がございます。そして、過去10年間におき
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まして、４事業者の方が温泉事業より撤退され

ております。 

 これまでのところ、温泉を活用した具体的な

温泉のまちとしての取組みについては、平成28

年度より千本イチョウ祭り期間中のイベントと

して、温泉割引キャンペーンを実施しておりま

す。観光協会で企画されまして、市内観光協会

加盟の温泉事業者に、千本イチョウを訪れた旨

を伝えますと、100円から150円を入浴料から割

り引きされて利用することができます。３カ年

で合計871名の方にご利用いただいております。 

 また、スポーツ合宿誘致活動においても、本

市の温泉は人気があり、年々合宿団体も増加し

ている状況でございます。県外からの合宿団体

には、宿泊施設以外の温泉の入浴券を配布する

など、ＰＲと利用促進に努めているところでご

ざいます。 

 なお、例年11月開催の産業祭では、抽選くじ

の商品として温泉入浴券を準備し、市民の方に

も喜んでいただいているところでございます。 

 また、市内には、温泉水を製造・販売される

事業者が９社ございまして、今や垂水を代表す

る事業の一つにもなっていると思います。垂水

市における温泉は、単に入浴だけに限らず、温

泉水として飲用に活用され、鹿児島を代表する

焼酎の仕込み水としてなど、また、災害等の被

災地への救援物資として贈られるなど、大変裾

野の広い産業に発展していると思われます。 

 このようなことから、本市の観光と産業の観

点からも、温泉は大変重要な資源であると認識

しており、今後も関係団体との連携とご協力に

より有効活用を図り、さらなる交流人口の増加

のために役立てていけるよう努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  堀内議員のご質問は、

健康長寿温泉プールの必要性についてというご

質問として、答弁させていただきたいと思いま

す。 

 温泉プールの必要性につきましては、平成29

年第２回定例会において堀内議員からご質問を

いただいております。その際に答弁しておりま

すとおり、健康づくりや身体機能の維持や向上

を目的としました医療における効果として申し

上げますと、温泉施設を利用した水中歩行等の

水中運動の有効性を、さきに申されたように、

大石教授の講演の中で語られており、特に第２

の心臓であると言われる足の筋力維持が全身の

血行代謝の促進につながり、循環器機能の維持

につながるとの観点でお話されております。浮

力により骨や関節に負担をかけない水中運動は、

筋力が衰えたり、腰、膝などの関節痛のある高

齢者にとっては、通常の運動と比較した場合、

痛みを抑えることや全身の筋力をバランスよく

鍛えられるなど、健康長寿のための手段として

非常に有効なものだと認識いたしており、健康

長寿に特化して申し上げれば、温泉プールの存

在は、高齢者を含めた市民の健康増進に資する

ものであると考えております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（榎園雅司）  おはようございます。

堀内議員のご質問でございます。病児・病後児

保育制度につきましてお答えいたします。 

 本市における病児・病後児保育につきまして

は、平成20年度から事業を開始しております。

事業開始当時は、市内の医療機関での実施が困

難なこともあり、鹿屋市と霧島市が実施してお

ります小児科を利用させていただくという形態

で事業を開始し、これまで経過しているところ

でございます。 

 ここ５年間の利用実績でございますが、延べ

人数で申し上げますと、平成25年度が10人、26

年度が９人、27年度が５人、28年度が７人、29

年度が12人となっております。ちなみに平成30

年度は、１月末現在で延べ６人の児童が利用し

ております。利用時期は、インフルエンザ等の
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感染症が流行する冬場の利用がほとんどであり、

利用者は大部分が未就学児となっております。 

 この病児・病後児保育に係る保育料、いわゆ

る利用者負担額については、全額、市が負担し

ているところでございますが、やはり受入れ先

の施設が市内にないことから、病気の子供を隣

の鹿屋市の医療機関まで預けに行かなければな

らないといった、不便な状況となっております。

子供が突発的に病気になったとき、仕事を休む

ことなく安心して働ける環境を本市においても

整備していくことが必要であることから、一刻

も早い時期での市内事業者の開設が必要と考え

ております。 

 このことから、福祉課としましても、鹿屋市

の施設を視察に行き、また、市内の小児科医と

何度も検討を重ねてきたところでございますが、

いつ病気の子供が利用するかわからない中で、

常時保育士を確保しなければならないといった、

職員配置の面から同意していただくことに至ら

ず、現在のところ見通しが立たない状況となっ

ております。 

 子育てアンケートを実施しましても、この病

児・病後児保育につきましては、保護者の皆様

のニーズが高いものがございますので、市内に

おける施設の設置については、最優先課題とし

て捉え、引き続き検討を進めていきたいと考え

ております。 

 次に、高校生までの医療費無料化につきまし

てお答えいたします。 

 まず、子ども医療費の現在の状況についてご

説明いたします。 

 現在、本市の子ども医療費の対象者は、15歳

に達する日以降の最初の３月31日までの間にあ

る者としておりますので、中学校３年生までを

医療費助成の対象としているところでございま

す。 

 受給実績でございますが、利用者数は、平成

27年度が延べ5,823人、28年度が8,354人、29年

度が7,803人となっています。 

 また、助成額は、平成27年度が2,240万円、

28年度が2,550万円、29年度が2,290万円となっ

ています。財源は、過疎債を充当しているとこ

ろでございます。 

 この子ども医療費助成に係る県内の状況につ

きましては、県内19市のうち７市が、対象者を

18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間

にある者と、高校生まで受給対象拡大しており

ます。 

 現在、第２期垂水市子ども・子育て支援事業

計画の策定に係る子育てアンケートを実施し、

集計作業を行っているところでございますが、

未就学児及び就学児の保護者ともに、医療費助

成金の支給年齢を拡大してほしいとのニーズが

高い状況となっております。このことから、本

市の状況で対象を高校３年生までに拡大した場

合、どれだけの財政負担が生じるか検証を行っ

たところ、概算ではございますが、350万円程

度の財政負担が生じるようでございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  堀内議員ご質問

の歴史文化資料館建設を求める請願書の採択を

受けてからの取組み状況についてお答えいたし

ます。 

 本件につきましては、まずは、文化財の保存

及び活用を適正に行うために設置されました、

垂水市文化財保護審議会において、報告及び意

見交換を行いました。その場において、社会教

育課からは、議会での請願採択の件と、堀内議

員一般質問で議会答弁させていただいた、将来

的に必ず取り組まなければならない重要課題で

あり、新庁舎移転を含めた既存施設の活用につ

いての内容や、管理運営に係る維持費用への議

会及び市民の理解が必要とされること、また、

他市類似施設の入館者の低迷や運営に苦慮され

ている状況等を説明させていただきました。 

 そこで、委員の方からは、社会教育課の説明
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を受けて、今後は、施設ができるまでは、所有

する個人に文化財の重要性を説き、散逸しない

ように努めていくことが重要というご意見や、

また、保存だけでなく活用も大事なので、イベ

ント等にあわせて、いろいろな歴史・文化の周

知事業を展開していきたいとのご意見をいただ

きました。 

 これにより、文化財保護審議会も、年１回開

催を年２回開催することになり、年度当初の会

で、上記の課題解決のため、計画を社会教育課

とともに協議し、年間の活動に生かしておりま

す。あわせて、社会教育課では、図書館等で行

うイベントや特別展示等にあわせて、新たな資

料の展示や整理を行う際には、将来の系統立っ

た資料展示を見据えた展示の工夫や、文化財保

護の啓発活動に取り組んでいるところでござい

ます。 

 今後は、文化財関連施設の設置が一歩でも前

に進みますように、施設の概要や管理運営のあ

り方、展示内容の精選、市民等への理解促進な

どの事前に整理しておくべき諸課題について、

文化財保護審議会のご助言をいただきながら、

今後も継続的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 それでは、温泉を生かしたまちづくり、この

一つのテーマから質問に入らせていただきます。 

 今、答弁の中で、いわゆる観光振興、健康維

持、健康長寿の観点からは、なくてはならない

事業であるというふうに私は捉えましたが、そ

れでよろしいですよね。そして、今、温泉事業、

もう４事業所が撤退しとるという状況はありま

す。なぜ、この温泉事業が活性化していない現

状があるのか、その問題点は何なのか。なぜ、

温泉事業から次々に撤退して、もしくは閉鎖し

ていったのか。よく調査研究して対策を講じな

ければならないときに来てるのではないかなと

いうふうに思います。温泉事業の活性化のため

に、行政として何か施策、対策講じる必要があ

るのではないかと思っています。 

 そこで、私は、平成25年第２回の一般質問の

中で、過去３年間の入湯税について尋ねたこと

があります。そして、徴収した入湯税を温泉事

業の活性化に特化して利用できないかと質問し

たことはありますが、そのときの担当課長、財

政課長は、温泉事業に特化して利用できるが、

入湯税も一般財源に算入されて、目的税として

一般財源の中から各事業に分配されるというこ

とで、多くは温泉事業のためには利用されず、

ほかの面で利用されるということであります。 

 そこで、入湯税について、過去５年間の徴収

税額について教えていただきたいと思います。

そして、徴収した税額、入湯税は目的税であり

ますけれども、何に使われているのか教えてい

ただきたいと思います。 

 さらにもう一点、さきの市長選挙において、

私は中央地区を歩く機会が多くありました。そ

のときに気づいたことですが、あらゆる場所に

新しい賃貸住宅が建設されて、街の景観が少し

変わってきていることに気がつきました。非常

にいいことだと思います。この事業は企画政策

課が立案して、担当は税務課かな、ですが、こ

の民間資金活用集合住宅建設促進事業というも

のですけれども、この事業が影響、効果を得た

ものだというふうに思っております。この事業、

何とか温泉事業の活性化のために活用できない

かと思いますので、この事業の検証をした上で、

中央地区にこの集合住宅何件できたのか、人口

減対策としての一定の効果は得られているのか、

この点についてお尋ねをいたします。 

○財政課長（和泉洋一）  堀内議員の入湯税の

過去５年間の実績とその使途についてのご質問

にお答えいたします。 

 入湯税は、地方税法第701条の規定により、

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防
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施設並びに観光の振興に要する費用に充てるた

めに課税するものとされております。垂水市に

おいては、地方税法に基づく垂水市税条例の規

定により、宿泊を伴う鉱泉浴場の入湯に対して、

１日１人150円を課税しており、過去５年間の

実績は、平成25年度が４事業所で219万4,200円、

平成26年度が４事業所で185万6,850円、平成27

年度が５事業所で263万4,450円、平成28年度が

５事業所で344万550円、平成29年度が３事業所

で379万3,650円、平成30年度につきましては、

１月末現在で、３事業所で331万6,800円となっ

ております。 

 一方、入湯税を充当すべき事業については、

毎年決算時において主要な施策の成果説明書の

中で報告しておりますが、環境衛生施設の整備、

消防施設等の整備、観光施設等の整備、観光振

興などに充当いたしております。 

 以上でございます。 

○税務課長（港 裕幸）  堀内議員のご質問で

ございます、民間資金活用集合住宅建設促進条

例に基づく実績につきましてお答えいたします。 

 民間資金活用集合住宅建設促進条例に基づく

集合住宅の減免につきましては、平成30年度８

事業者、９カ所の住宅で実施しております。 

 なお、平成31年につきましては、平成30年の

新築家屋調査により、新たに５事業者、５カ所

の減免開始対象見込み物件を把握しており、４

月以降に申請していただくよう先日通知を行っ

たところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  まず、入湯税、毎年200万か

ら300万を超える金額が集まっているというこ

とです。私、思うんですけど、この温泉客から、

入浴客から、宿泊する入浴客からいただいた税

金、少なくとも、この額ぐらいは毎年温泉事業

に生かされてほしいなと思います。今聞くと、

環境衛生施設だとか消防施設だとか、観光振興、

観光振興は一部温泉に含まれることもあります

けど、直接的に温泉事業には特化されていない。

その項目の中に、温泉源の維持というのもあっ

たんですけど、課長話されなかったですけど、

これもあると思うんです。ということは温泉事

業にも活用できるんではないかなと思います。

何とかこれをこの温泉施設の活性化のために利

用できないかなというふうに私は思っとるとこ

ろであります。 

 それと、民間資金活用集合住宅の促進事業に

ついてですけども、実績について８事業所、平

成30年が、平成31年が５事業所、効果を得とる

かどうかというのは答えようないと思いますけ

れども、私は効果を得てると思うんです。街の

景観は新しくなっている、間違いなく。定住の

関係でも多くの人が入ってきていると、そうい

うふうに思います。一定の効果を得られている

というふうで私は理解をしております。 

 だからこそ、この２つの項目、例えばの話、

温泉事業のこと一生懸命考えていただいて、ど

うしたら活性化するということを考えていただ

いて、例えばその入湯税について、この温泉事

業所の活性のために使うというふうなことが必

要ではないかなというふうに思います。 

 そこで、質問しますが、まず、現在、温泉事

業を経営している人に対して、温泉事業活性化

のための助成金の新設、何に使うかというと、

温泉施設の改修だったり広報だったり、要は温

泉源、やっぱりメンテナンスが必要だと思うん

です。そのために使うために、助成金の新設は

できないものか。もう一つは、その民間資金活

用集合住宅促進事業、これをまねて、まねてと

いうか、これを利用して、要は、新しく温泉事

業立ち上げる方々に対して減免税措置はできな

いのかと。これは新しい事業で、私が例えばの

話で提案しましたけれども、この点についてど

ういうふうに考えておられるか質問したいと思

います。 

○財政課長（和泉洋一）  堀内議員の入湯税を
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温泉事業活性化のための助成基金等に活用でき

ないかについてのご質問にお答えいたします。 

 入湯税は目的税ですので、温泉事業活性化に

特化した事業に活用することは可能であると考

えられます。しかしながら、公金の支出につき

ましては、まず、公益性があるかどうか、２番

目に、市長の政策に一致しているかどうか、３

番目に、費用対効果はどうか、４番目に、財源

及び今後の市財政へ与える影響はどうか、５番

目に、ほかの事業、他部門とのバランスはどう

か等々、さまざまな角度から検討した上で、最

終的に市長がご判断いただく、されるものとい

うふうに考えられます。 

 議員ご提案の温泉事業活性化のための助成金

等への入湯税の活用につきましても、今後、先

ほど申し上げましたような観点から、実施が可

能かどうかの検討を十分にさせていただくとい

うことになろうかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  利用するためには、その目的

に合致しなければいけないということで、５項

目ぐらい話されました。一つ一つ確認しとった

ら、全て当てはまるんじゃないかなと私は思い

ます。最終的には、市長の判断ということです

ので、ぜひともそれは市長に判断していただき

たいと思いますけど。 

 企画政策課長、民間資金活用集合住宅建設促

進事業、企画立案されて、今、私は効果得てる

と思いますけれども、温泉事業に関しても、何

らかの業者の後押しが必要だと思います。この

促進事業、これをまねてというか、これのよう

な提案、企画のほうで検討できないか、その点

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  新たな制度創設

ということでございますので、必要性等十分に

勘案しながら検討の余地はあると思いますので、

今後、調整、調査検討させていただきたいと考

えます。（発言する者あり） 

○堀内貴志議員  道の駅のはまびら、ここ温泉

事業撤退しとるんです、１事業。あそこも何と

かしなければいけないということでありますの

で、ぜひとも、早急に、前向きに検討していた

だきたい、（発言する者あり）それを思います。 

 あと、その助成金の関係、多分財政課長がお

っしゃられたのは、個別の事業所には支援はで

きないということですので、例えば観光協会に、

温泉事業に特化して活性化のために助成金を出

すだとか、あとは、垂水市にないことは１つあ

るんですね。宿泊者組合もない、温泉組合もな

いんです。４から５事業所あると思います。組

合の設立をも兼ねて、設立した上で、その事業

所に支援する、これはできないことはないと思

いますので、ぜひ前向きに検討していただきた

いと思います。 

 最後は、市長にお尋ねします。 

 今、財政課長も答弁されました。最終的には

市長の決断だということであります。今の状況

見ていますと、温泉事業、私は衰退する一方だ

と思います。非常に危機感を持っています。今、

例えばの話で助成金の新設だとか徴収税額の減

免措置だとか訴えました。温泉事業は、垂水市

の貴重な資源であると思っています。その温泉

事業、温泉を生かしたまちづくりが垂水市には

求められるのではないかなと思います。市長は、

垂水市の温泉をどのようにまちづくりに反映す

るのか、温泉事業の活性化についてどのように

考えているのかお尋ねをいたします。 

 そして、もう一点、市長は市長選挙の際、選

挙公報の中で、先ほど保健課長が話されました

けれども、健康増進、健康支援、高齢者支援の

関係で、健康長寿、温泉プールの新設検討とい

う項目はあります。私は、これは目にとまりま

した。どういうふうに検討されるのか、その点

についてお聞きしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  堀内議員の温泉を生かし

たまちづくりについてのご質問にお答えをいた
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します。 

 去る１月の市長選挙におきまして、17代目の

垂水市長として三たび市政を担わせていただく

ということになりました。まことに光栄である

と同時に、改めて課せられた使命の大きさと責

任の重さを痛感しているところでございます。

３期目であるこれからの４年間では、さらに実

りある成果を出して、元気な垂水のまちづくり

を進めていくということでございます。 

 その中で、議員ご質問の温泉を生かしたまち

づくりについてにつきましても、私が今回の市

長選で公約としております健康支援、稼ぐ力の

向上、交流人口などと深い関連がございますの

で、市民に負託を受けたこの４年間で、先ほど

の視点とリンクして、公約の実現に向けて努力

をしていきたいというふうに思います。 

 具体的に、今お話がありました健康長寿温泉

プールについてのご質問に、私の現段階での思

いということでお話をさせていただきたいと思

いますが、大変幸運なことに、平成29年４月に

鹿児島大学病院副病院長であられます大石充教

授を、元気な垂水づくりの実現のための本市

スーパーバイザーへお迎えをして、垂水市民が

元気で、生涯を通じた健康長寿や子育て支援の

充実などのさまざまなご助言をいただいている

ところでございます。 

 その原点となりますのは、日本が抱える少子

高齢化であり、本市の状況は、国や県の平均を

はるかに上回るものであり、それらを止められ

ないまでも、元気で長生きできるよう何らかの

アプローチが必要なことから、まずは、市民の

皆様の健康チェックを担うたるみず元気プロジ

ェクトを本年度から本格的に実施をいたしまし

た。この取組みは、議員もご存じのとおり、大

変好評で、内容につきましてここで申し上げま

せんけれども、自分自身の体調を把握し、ご自

分により健康のための取組みを実践するための

もので、全国に先駆けた取組みであると自負を

しているところでございます。 

 健康長寿プロジェクトの中で重要なポイント

は２つ、食事と運動です。食事に関しては、カ

ンパチやブリがアジ、サバの数倍認知症予防効

果があり、今後、６次化の新たな視点としてそ

の推進をする上でも重要であること。また、運

動に関しましては、予防を重視する視点からも、

一つには多目的グラウンドを活用した施策、あ

るいはもう一つ、温泉プールを生かした取組み

が重要であることも示されております。温泉

プールにつきましては、一昨年４月の、大石先

生をスーパーバイザーにお迎えした委嘱式後の

記念講演会で、先ほど保健課長が申したとおり、

水中運動の有効性を熱く語られ、その効果は非

常に高いものであると認識いたしており、たる

みず元気プロジェクトなどの健康長寿の取組み

を進める上で有効であると考えております。 

 これまでも、小中学生を対象としたプール設

置のご要望もありましたけれども、当時の対象

者として約60名程度にとどまっておりました。

しかしながら、今回検討を進める健康長寿温泉

プール新設の中身は、全ての垂水市民を対象と

したものです。一般の方々にとっては、健康増

進・維持の視点から、例えばスポーツジムのよ

うな活用もできるのではないかと考えておりま

す。また、けが等により体調不良の方々にとっ

ては、リハビリ施設のような活用等、多くの対

象者に多目的に利用できる可能性があると考え

ております。 

 また、財源に関しましても、新たに設置を検

討する施設でございますので、私といたしまし

ては、さきの定例会でも申し上げましたとおり、

民間のアイデアやスーパーバイザーの大石教授

の知見をいただき、産学官民連携をしながら、

できる限り民間からのご支援を受けた施設建設、

維持運営ができないかを考えているところでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、慎重な協議が必要
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でありますので、今後、議員の先生方にもご提

案をしながら進めてまいりたいというふうに考

えております。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 この温泉事業、垂水の地域資源の一つがこの

温泉であります。いろいろ聞きましたけれども、

温泉事業が下降線と私は思っております。大変

危機感を持っていると。今、行政の後押しが必

要なときなんです。そのためには、助成金だと

か、いろんな事業を考えていただきたい、その

ように思います。 

 そして、今、市長が話されましたとおり、た

るみず元気プロジェクト、これは全国的にも健

康長寿のための新しいモデルケースとなるもの

であると思いますし、そのためには地域資源で

ある温泉事業を生かした取組み、これは重要な

ことだと思います。ぜひとも、この健康長寿の

観点からも、この地域資源である温泉を生かし

た取組みを前向きに検討していただきたいとい

うことを要望いたしまして、次の質問に入りた

いと思います。 

 次は、子育て支援の関係であります。 

 まずは、病児・病後児保育の関係、やはりさ

まざまな問題があると思います。 

 一つは、運営した際の採算性。少子高齢化が

進む中で、垂水市の実績を見ると利用者が少な

い。聞きましたけど10人前後ですよね、年間10

人前後。施設が立ち上がれば、利用される方も

多くなってくると思います。その点からも、運

営上厳しいのではないかなと思います。 

 ２つ目は、あと小児科医院、ドクター、看護

師、保育士、人材確保が困難という問題もあり

ますでしょう。それでも、子育て支援の重要性

を鑑みれば、この市内、垂水市においても必要

な施設であるということは、間違いないところ

であります。そのような状況の中でどうしても

考えていかなければいけない事業であると思い

ます。その点、市長、公約の中に掲げておられ

ますけど、どのように実施していくのか、その

方向性を教えていただきたいと思います。 

 あと、高校生までの医療費無料化についてで

あります。 

 私は、26年第１回の定例会の中で、高校生ま

での医療費の拡大ではなくて、やはり子育て世

代の経済的な負担の軽減という観点で、これは

教育費の負担ですけれども、学校給食費の減免

措置を訴えたことがあります。私は、高校生の

医療費の無料化も大切ですけれども、経済的な

負担を考えると、その子育て世代の給食費の負

担というのは年額相当な額になると思いますの

で、その点を強く訴えましたけども、市長の中

では、給食費の軽減措置よりも高校生までの医

療費の無料化の拡大のほうが重要だったんだと

いうふうに思ったところであります。 

 まあ、給食費の軽減措置については、引き続

き私は訴えてまいりますけれども、ただ、任期

が、今回、一般質問最後になりますので、再選

した暁には、必ずこれは担当課のほうには質問

させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 そして、この高校生までの医療費の無料化に

ついて、財源の確保と実施時期について教えて

いただきたいと思います。 

○議長（池山節夫）  答弁はどなたに求めます

か。 

○堀内貴志議員  市長に。 

○市長（尾脇雅弥）  病児・病後児保育制度に

つきましてお答えをいたします。 

 これまでの公約として、３つの挑戦と３つの

柱を掲げており、このうち、未来への挑戦の中

の一つの柱として、子育て環境の充実と応援を

掲げ、積極的に子育て支援策の充実と事業展開

を推進してきたところでございます。特に、少

子高齢化が進む本市にとって、安心して子供を

産み育てる環境づくり、また、子育てしやすい

まちづくりの実現に向けた子育て支援の充実は
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重要課題であることから、引き続き、３期目に

おいても、積極的かつ重点的に取り組んでいき

たいと考えております。特に、住民の視点に立

った仕事と子育ての両立支援と、子育て世代の

経済的な負担軽減のサービス充実について、引

き続き拡充していく所存でございます。 

 病児・病後児保育制度につきましては、先ほ

ど課長が答弁をいたしましたとおり、保護者の

皆様が真に必要とされている事業であり、優先

的に実現すべき課題というふうに考えておりま

す。現在のところ、早急な見通しが立っていな

い状況ではございますが、今後、早い段階で実

現できるよう努力してまいる所存であり、少な

くとも幾つかの医療機関と調整を、今、進めて

おります。垂水市内における病児・病後児保育

制度を任期中にしっかりと形にしていきたいと

考えているところでございます。 

 引き続き、高校生までの医療費の無料化につ

きましてお答えをいたします。 

 現在、中学校３年生までの医療費を無料とし

て、市が全額負担をしているところでございま

すけれども、先ほど課長が答弁いたしましたよ

うに、子育て世代の経済的な負担軽減を図る観

点から、無料化の対象を高校３年生まで引き上

げようとするものでございます。このことにつ

いては、既に担当課に検討を指示しております。

実施するに当たり、鹿児島県国民健康保険団体

連合会との調整や、条例等の制度改正、住民や

医療機関への周知やシステム改修、また、財源

の確保など各種の調整を行う必要がございます

が、実現に向けて取組んでまいる所存でござい

ます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 病児・病後児保育の関係についても、高校生

までの医療費の拡大についても、実施する方向

で検討するということで、子育て世代にとって

は、経済的な負担の軽減につながるいい施策で

あると思いますので、ぜひ前向きに取り組んで

いただきたいと思います。 

 最後、もう一つ、担当課長にお聞きいたしま

す。 

 先ほど、高校生までの医療費の無料化につい

て本市で実施する場合に、見込み額について話

されたと思います。もう一回、ちょっと350万

というふうに聞いたと思いますけど、その点を

ちょっと確認したいと思います。 

○福祉課長（榎園雅司）  先ほどお答えいたし

ましたとおり、概算で350万円を試算しており

ます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  １点、素朴な質問です。先ほ

ど、中学生までの医療費の無料化について、年

間ですると大体2,000万ちょっと超えるぐらい、

中学３年生までは。だけど、高校生になると極

端に少なくなるんですけど、その見積もりはど

ういう算出だったんでしょうか。それだけ１点

確認して終わりたいと思います。（発言する者

あり） 

○福祉課長（榎園雅司）  お答えいたします。 

 中学校３年生の児童数から計算をして、児童

数、中学校３年生の医療費の数字から計算をし

ております。 

 以上です。 

○堀内貴志議員  算出して、もう極端に医療費

が少なくなるのでちょっと疑問に思ったんです

けど。これ、私ネットで拾い出したんですよ。

これは静岡県ですか、どっかの行政、県として

高校生の医療費の無料化を達成したところがあ

る。そのときの知事の答弁がこんなこと言って

います。高校生になると、幼児よりも病気しな

くなるし、保険に入っていることが多いと。だ

から、県の負担はそこまで膨らまないというふ

うに。多分これも算出しての金額だったのでは

ないかなというふうに理解しておりますので、

その点は、後日また、個々にお尋ねをしたいと
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思いますが、副市長、何かありますか、どうぞ。 

○副市長（長濱重光）  先ほど福祉課長が高校

生無料化にした場合に350万程度ということを

申し上げましたけれども、その2,400万という

数字はゼロ歳から中学校３年生までの金額はそ

うでありますので、高校生３年間におきまして

はその程度見込んでいるということでございま

す。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  よく理解できました。それに

あわせて、どっかの知事が話されているとおり、

高校生になるとそんなに病気にかからなくなる

よと。これも算出の金額350万ということであ

れば、市長決裁で即できるんではないかなと思

いますので、早急に実施してほしいと。そして、

子育て世代の経済的な負担を少しでも軽減する

ように取り組んでいただきたいと思います。 

 続いて、３つ目の質問、歴史文化資料館の必

要性についてであります。 

 先日、垂水土人形展２日間、今回、期間短く

て２日間でしたけど、見に行かれた方手を挙げ

てみてください。はい、ありがとうございます。

あそこ見て私もびっくりしました。西郷隆盛、

東郷平八郎、勝海舟の掛け軸が飾ってある。そ

れもさわれる位置で、指紋もつくような位置で。

あんな貴重なやつが身近で見られるというのは

ありがたいことですけれども、ああいう保管、

保存、展示の仕方でいいのかなというのも疑問

にあります。100年以上ずっと残していただき

たい。 

 それを提供された方、全て個人の方。聞いて

みたんです。そしたら、やっぱり私たちは高齢

になり、保存に不安を感じていると、できれば

市のほうで預かって大切に保管してほしい、こ

れが切なる思いであるということでありました。

多分、個人所有で持っておられる方、貴重な資

料だということは十分認識した上で、やはりそ

の責任の重さを感じているものだと思います。

多くの資料、個人が所有しているものでありま

す。それも、今、持っておられる方が全て高齢

者の方。今、持っておられる方は、その価値も

十分知って、先祖代々継がれてきたものだと思

います。 

 この資料について、今後も、さらに10年、20

年、100年、200年、300年、後世に伝えなけれ

ばならない資料であると思います。そうすると、

どうしても保管の方法が問題になってくると。

普通に保管しとっただけでも、自然劣化のおそ

れがあります。少しでも自然劣化を防ぐことが

重要になってくる。 

 また、せっかく市内にあるのに、第三者に渡

ったり、市外に出て喪失することも考えられる。

そういったことを考えると、少しでも劣化、散

逸を防止するための対策を講じなければならな

いと思っておりますが、この点について担当課

長はどのように思われるのか教えてください。 

○社会教育課長（野嶋正人）  堀内議員ご質問

の本市に存在する貴重な資料の保存と散逸、損

失防止のための具体的な対策についてお答えい

たします。 

 社会教育課では、昨年３月に民間による文化

財展示施設である垂水文行館が閉館するとの情

報を得ましたので、早速関係者の方々のご理解

を得て、展示物を垂水市文化会館に移転、展示

いたしました。 

 また、昨年、平成30年４月より、文化財コー

ディネーターとして１名を雇用し、垂水市の文

化財の紹介や展示、市制60周年記念事業で開催

された「なんでも鑑定団」の際に発見された新

たな資料の整理、あわせて、市民の方々からの

問い合わせへの対応や相談業務、また、市外の

方々への文化財の紹介や解説等を行っていただ

いており、大変好評いただいているところでご

ざいます。 

 次に、文化財保護審議委員の皆様にも、垂水

市内を５地区に分け、社会教育課職員による点
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検とは別に、それぞれの地区で文化財の巡視や

保護活動を行っていただいております。その結

果として、昨年度は、それまで民間で所蔵され

ていた前田正名や高崎正風の貴重なる文書であ

る川畑賢矩家文書の存在を新たに明らかにしま

すとともに、垂水市の指定文化財に指定し、あ

わせて、垂水市教育委員会にご寄託いただくこ

とにより、資料の散逸を防ぎ管理することとな

り、その一部は垂水市文化会館で展示いたして

おります。 

 また、ことし３月に新たに垂水市指定文化財

に認定予定の渡璋氏所有の垂水人形につきまし

ては、昭和30年代以降に途絶え、平成元年に旧

来の技法により復活した垂水人形のもとになっ

た型枠の原型でありまして、垂水人形復活に尽

力された先生方が他界され、継承への手がかり

が必要なこの時期を捉えての指定でございまし

て、指定後は所有者の申し出により、教育委員

会のほうでお預かりして保管に努めるものでご

ざいます。 

 このように、今後も垂水市文化財保護審議会

や文化財コーディネーターのご協力をいただき

ながら、散逸防止の啓発活動や文化財の保存・

活用に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 最後、教育長、資料館建設について、直接教

育長から話を聞いたことはありませんので、今

回、教育長にお聞きします。 

 歴史、まず、この垂水市には重要な文化財、

資料がたくさん実在します。まずは、保管する

場所が一番大切ではないかなというふうに思っ

ています。そして、この歴史民俗資料館の建設

促進については、過去平成９年と平成28年、議

会でも採択をされているんだということがあり

ます。その点踏まえて、教育長の考えをお聞か

せ願いたいと思います。 

○教育長（坂元裕人）  ありがとうございます。 

 歴史と文化のまち垂水市にとりまして、この

歴史文化資料館の必要性は重々認識しておると

ころでございます。とはいえ、やはり財源とい

うところを念頭に置きますと、非常に厳しいも

のがございます。しかしながら、１歩でも２歩

でも前に進めていかなければなりませんので、

先ほど課長が答弁しましたとおり、いい方向で

進めて、今後、丁寧に慎重に対応してまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 市長、３期目スタートしました。選挙戦で、

国や県との太いパイプ、２期８年の実績をア

ピールされておられました。やるべきことはた

くさんあろうかと思いますが、市民の要望を一

つ一つしっかりとかなえて、元気な垂水づくり

のために邁進してほしいということを、エール

を送りまして、きょうの質問を終わりたいと思

います。 

 ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  次に、14番、川畑三郎議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  この冬は暖冬で、桜島の冠雪

もありません。３月を迎えようとしている今日、

花の便りもあちこち聞かれるようになりました。

野山に行きますと、ウグイスの鳴き声も聞こえ

ます。春を感じる季節となりました。 

 市長選挙から早いもので１カ月を過ぎました。

尾脇市長は、見事３選されました。３人の立候

補者は、垂水市の発展を思われ出馬されたこと

に、心から敬意を表したいと思います。２人の

方々も今後、側面から垂水市のためにご指導を

願うものであります。 

 それでは、先日通告いたしておりました案件

について質問いたします。 

 まず、最初に、中山間地域総合整備事業につ

いて。 
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 この事業は、平成25年度から取り組まれた県

の事業で、農道整備、用排水路整備や農業用集

落道など、農業の振興を図るもので、垂水市内

全域に事業が導入されております。事業の内容

について、詳しく説明をお願いいたします。 

 次に、漁業振興について。 

 昨年12月議会において、垂水市漁協、牛根漁

協に対する事業の支援をお願いいたしました。

30年度もそれぞれの事業に支援していただいて、

大変喜ばれていると考えます。31年度の両漁協

に対する事業の支援についてお伺いいたします。 

 地区公民館主事の待遇改善について。 

 地区公民館の活動は、元気のある地域づくり

の中心としてさまざまな分野でその役割を果た

しており、その中でも活動の中心として主事の

役割は年を追うごとに増大しております。本来

であれば、地区公民館の管理や運営が中心であ

りましたが、時代の要請とともに福祉や保健の

分野、また、防災や小学校との連携事業など事

業が増大し、最近では、地域づくりのもととな

る地域振興計画の策定や事業内容など夜の会合

も多く、大変であります。 

 特に、地域によって時期は異なりますが、敬

老会、運動会、文化祭、12月には正月行事等の

準備など休日も返上され、頑張っていただいて

おり、主事の使命感や責任感に裏打ちされた熱

意の表れであり、努力をされている姿に心から

感謝をするものであります。 

 このような中にあって、主事の勤務は月16日

程度となっておりますが、先ほどの仕事の分野

の拡大とともに、いずれも18日以上勤務されて

いるのが現状であります。そのご苦労に応える

ためにも幾ばくの報酬の値上げが必要ではない

でしょうか。また、現在、主事には社会保険は

ついておらず、安心して仕事をしていただくた

めにも、福利厚生面での改善が必要と考えます

が、教育委員会の考えをお聞かせください。 

 １月20日投票の市長選挙で、三つ巴の戦いで

当選された市長に、心から祝福をいたします。

垂水市の発展と市民の幸福のため、３期目も大

いに頑張っていただきたいと思っています。 

 午前一番に川越議員からこの件についても質

問がありましたが、市長の３選の抱負について

お願いし、私の１回目の質問を終わります。 

○農林課長（楠木雅己）  川畑議員のご質問で

ございます中山間地域総合整備事業につきまし

てお答えいたします。 

 県の事業であります中山間地域総合整備事業

についてでありますが、平成25年度から取り組

んでおり、農業用の用排水路整備、農道整備、

区画整理等の生産基盤整備と、農業用集落道、

農業集落排水、情報無線施設、地域防災設備等

の生活環境基盤整備を総合的に行える事業であ

りまして、活力ある農業の振興を図り、安全で

安心して生活できるまちづくりを目的としてお

ります。 

 県の総事業費は約７億4,000万円で、平成33

年度完成を目指しており、垂水市内における事

業の区域は、農村災害対策整備事業を導入して

いた柊原地区を除く垂水市内全域となっており

ます。 

 本市の平成30年度事業におきましては、事業

費7,000万円で、市負担金は生産基盤整備負担

率15％、生活環境基盤整備負担率20％の計

1,257万5,000円となっております。 

 なお、主な工事につきましては、海潟・飛岡

地区の圃場整備の監事業務、工事の補完工と新

城・田平集落排水路整備工事等を行っておりま

す。また、次年度工事へ向けての測量設計業務

委託も数件行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  川畑議員の

ご質問でございます平成31年度における垂水・

牛根両漁協への支援につきましてお答えいたし

ます。 

 まず、垂水市漁協への支援の内容についてで
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ございますが、本年度は11の事業を対象にしま

して、歳出予算ベースで総額約１億6,000万円

の当初予算額を計上させていただいております。

主な内訳としましては、海潟漁港防波堤及び高

潮対策などのハード整備事業に約4,900万円、

経営安定に係る事業費に約１億300万円、その

他の水産振興に係る事業費として約800万円を

計上させていただきました。 

 現在、水産庁をはじめ、森山先生からの支援

をいただきながら、カンパチの海外輸出による

販路拡大に向けた取組みに力を入れているとこ

ろでございます。来月３月末には、香港並びに

中国本土に約1,000店舗展開される大手飲食チ

ェーンの代表の方々がカンパチの養殖現場の視

察に見えられる予定となっておりますので、県

ＰＲ課と連携して、商談成立によって次年度以

降の輸出が実現できるように、全力でサポート

させていただきたいと考えております。 

 次に、牛根漁協への支援の内容についてでご

ざいますが、９つの事業を対象に、同じく歳出

予算ベースで約３億2,200万円の当初予算額を

計上させていただきました。主な内訳としまし

ては、県営事業の牛根麓漁港整備に係る負担金

や係留施設工事等、ハード整備に係る事業費に

約２億2,000万円、経営安定に係る事業費に約

１億円、その他の水産振興に係る事業費として

約200万円を計上させていただきました。 

 特に、ブリの北米向け輸出額が年々増加して

いることなどから、生産能力の効率化を図る上

でも、牛根麓漁港の整備促進に向けた取組みに

努めてまいりたいと考えております。 

 なお、両漁協への支援内容における事業費の

差につきましては、主にハード整備に係る事業

内容により、工事費等が年度ごとに大きく異な

ることによるものでございます。 

 水産業は、垂水市経済の根幹をなす基幹産業

でありますことから、今後も各事業の進捗状況

を注視して、さまざまな課題をはじめ、各事業

ごとの優先順位など、問題点の整理を行いまし

て、垂水・牛根両漁協と情報を共有し、漁業者

の方々の生産性の向上や収益の改善に努めたい

と考えています。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  川畑議員のご質

問についてお答えいたします。 

 まずは、議員ご指摘のとおり、地区公民館主

事の皆様の業務が多忙であり、業務や責任が増

大しておりますことは十分に認識いたしており

まして、労苦をいとわず尽力されておりますこ

とに、この場をお借りいたしまして、心から感

謝申し上げたいと存じます。 

 さて、社会教育課では、この１年間、地区公

民館連絡協議会の場で、地区公民館主事の待遇

改善について、勤務実態の調査結果や他市の状

況等を参考にしながら、継続して協議してまい

りました。そして、地区公民館連絡協議会の結

論として、１つ目に、主事が安心して仕事がで

きるように、社会保険等の福利厚生を充実させ

るべきである、２つ目に、主事の勤務内容や実

態に合わせて、また、新たに主事になる方の勤

務環境改善の一環として、報酬額を増額すべき

であるとのご要望をいただいたところです。 

 そこで、このたび、平成31年度当初予算に、

社会保険料の市側負担分と自己負担額を考慮し

た報酬の増加額を予算計上させていただいてお

りますので、ご理解の上、ご審議いただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  川畑議員のご質問でござ

います市政運営に当たり、３期目の抱負につき

ましてお答えをいたします。 

 川越議員のご質問でも答弁申し上げましたと

おり、これまで２期８年間では、垂水市の発展

と垂水市民の皆様の幸福の実現を政治理念に掲

げて、元気な垂水づくりのため、経済、安心、

未来への挑戦といたしまして、６次産業化と観
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光振興、防災対策などの安心安全なまちづくり、

健康長寿と子育て支援などの政策に取り組んで

まいりました。 

 ３期目の市政運営では、さらに実りある成果

を出し、元気な垂水のまちづくりを推進してま

いりたいと考えております。そのために、これ

まで以上に市民の皆様との対話を重視し、積極

的な情報発信と説明責任を果たしてまいりたい

と考えております。また、あらゆる場面で率先

して行動し、勇気を持って改革に取り組んでま

いります。 

 さらには、これまでの２期８年間の市長経験、

その過程で培ってまいりました国や県、近隣市

長との信頼関係や連携、協力関係は、私の最も

誇るべき財産であるとともに、最大の強みであ

ると自負しております。私は、これまでの経験

を財産に、今後４年間の行政運営において最大

限に生かしてまいる所存でございます。 

 以上、私の市政運営に対する抱負を述べさせ

ていただきました。 

○川畑三郎議員  それでは、順を追って質問い

たしたいと思います。一問一答式でよろしくお

願いします。 

 まず、最初に、中山間地域総合整備事業につ

いて、今、課長のほうで説明がありました。今

年度は新城の田平地区と海潟の飛岡地区、この

農道、水路の整備なんですけれども、今、30年

度で海潟の飛岡をやってもらっております。大

変地域の皆さん方喜ばれておりますけれども、

全体を舗装する、水路全部整備するという結果

ではないわけです。範囲が広いから、一括には

私もできないと思いますけれども、業者に聞い

てみますと、県の方がまた次年度もやるんだと、

あんしゃ心配しちゃあんなと、もうそれ信頼し

て待ってくださいということで、我々もそうい

う状況でおったんですけれども、今度のあの打

ち合わせの事業の中で一部、全部できないよう

な話をお聞きしたんですけれども、我々として

は、せっかくだから一括にしてできなくても、

年次的にまたやっていただきたいなという気が

するわけです。この件について、今の飛岡の現

状はそういうことですので、今後の飛岡の舗装、

水路の整備は引き続きやっていただけるのかど

うか、お願いいたします。 

○農林課長（楠木雅己）  飛岡地区の圃場整備

の農道水路等の今後の整備についてお答えいた

します。 

 飛岡地区の圃場整備の工事は、平成30年度で

当初計画での圃場の整備、道路水路等の整備は

ほぼ完了となります。道路の舗装等につきまし

ては、主な幹線道路のみとなっており、道路の

舗装や水路等の追加工事がどうしても必要と思

われる箇所につきましては、県と相談し、事実

上可能な限り対応していく考えでおります。 

 飛岡団地内において、砂利舗装で工事を終え

る農道もあり、地元の要望に十分応えることが

できない部分もございますが、今後、より利便

性が図れるように、県に対し、県単事業や何ら

かの事業等で舗装ができないか、要望してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  打ち合わせのときに一部そう

いうお答えいただいたんですけれど、これは、

事業は県の事業ですから、市の事業でないのは、

ないから強く押せないんですけれども、今おっ

しゃったように、県単事業もあるということで、

余り最近市のほうでも県単事業取り入れていな

い状況ですよね。昔は、もう県単事業、県単事

業と言うて、何線も舗装を取り入れたりした話

を聞いたんですけれども、今後、せっかくこう

いう状況で、途中でやめるというのはなかなか

でしょうから、そこら辺も市のほう、県のほう

もそういうことで県単やら取り入れてもらうよ

うに、市でするわけですけれども、市のほうで

単独事業でもできるところはやっていただきた

いと。これはもうそういうことで、そんだけし
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か言えないので、強くは言えません。そういう

ことでひとつ、課長の時代にまた引き続き、31

年度も県のほうにもお願いして、できるように

お願いして終わりたいと思います。 

 次に、漁業振興についてです。 

 これ、12月議会にもお願いして事業名を聞い

たわけですけれども、12月の議会で両漁協から

支援の要望のほうが議会に陳情が出まして、そ

れ、採択されたという状況もありますので、そ

こもしっかりと見据えていただいて、援助して

いただきたいと。 

 特に、漁協のほうからお願いが出ているのは、

種子島周辺漁業対策事業、これは金額が大きい

ので、補助をするのも金額が張るわけですけれ

ども、係留、牛根がことし係留施設でその事業

導入していますよね。垂水市が去年、この事業

で係留施設を取り入れたということで、幾分と

市のほうでも援助をしてくださいと、議会との

懇談会でもそういうことは両漁協にも出ました

ので、そして陳情も出たということで、私も12

月にしたんですけれども、ことしもその事業が、

予算化されているので、そこら辺でこの事業に

ついての援助は幾分できないのかということを

お尋ねするところです。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  川畑議員の

ご質問でございます種子島周辺漁業対策事業へ

の市の支援につきましてお答えさせていただき

ます。 

 種子島周辺漁業対策事業は、ＪＡＸＡから

70％、それに県が５％補助して実施する事業で

ございます。さらに市が上乗せの補助をできな

いかと要請されているものでございますけれど

も、ＪＡＸＡ・県合わせて75％の補助は、他の

補助事業と比較しましても高い補助率であると

いうふうに思っております。 

 確かに、事業費自体が大きいことから漁協の

負担額も多いということは、重々理解している

ところでございます。しかしながら、農業分野

をはじめとして、現在、他の所管課が取り組ん

でおります各種補助事業との整合性も、全庁的

に検討させていただかなければと考えておりま

すことから、現時点で、市が一律に上乗せを行

う支援を始めることは難しいというふうに考え

ております。 

 現在のところ、特に垂水市漁協が種子島周辺

漁業対策事業における喫緊の課題として挙げて

おられるのが、ＥＵ・ＨＡＣＣＰ取得に向けて、

加工場など建屋や加工施設の改修費用を種子島

周辺漁業対策事業にて採択いただき、事業実施

したい意向を持っておられます。事業採択に向

けた新たな取組みなどを盛り込んだ計画書作成

や現地精査と、県をはじめとした採択関係先へ

の働きかけなどを、まずは最優先に、垂水市漁

協と連携して取り組み、支援してまいりたいと

考えております。 

 今後も両漁協とともに取り組んでおります各

種事業におきまして、優先順位などを十分に協

議し、水産業従事者のために広く影響するよう

な事業であるかどうかなどを両漁協と意見交換

を行いながら、生産者の方々の負担軽減に向け

た取り組みについて検討を重ねてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  今、お話がありましたとおり、

農業分野でも補助を出し、荒廃対策事業もしま

すと、75％が国、県であると、市は出していな

いと。一部若い農業者には出しているというよ

うなことで、これは僕が思うと、個人的な方に

対する補助ですよね。今度もこの牛根漁協、垂

水市漁協においては、まあ大変ですよ、大きな

事業する中でのその事業取り入れるわけだから。

幾分、今の現状は、牛根漁協、垂水市漁協は、

市政にも大きく、僕は応援していると思うんで

す、いろんなことで。だからやっぱりそこを考

えたときに、幾分そういうので援助、僕はして

もいいんじゃないかなと思います。これは課長
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一人ではできないから財政課長もでしょうけど、

やっぱり市長とか副市長、こういう官房の中で

は話をして、また漁協とも話して、幾分そうい

うことで、私はやってもいいんじゃないかと思

いますので、これはもう要望としてやっておき

ますので、市長、副市長よろしくお願いします。 

 それで、公民館主事の待遇改善について、今、

社会教育課長のほうでいい答弁をいただきまし

た。今回の当初予算で盛り込まれているという

ことで、一番、公民館の、地区公民館の中でこ

れを、この面を、福利厚生の面、どうしてもや

っていただきたいという要望が、みんなでこの

議会にも来たのかな、市長にも教育委員会にも

来たと思うんです。それでいただいてやっても

らったと、大変僕はありがたいなと思います。 

 地区公民館を取り巻く状況を考えてみますと、

地区公民館の館長や主事で構成する地区公民館

連絡協議会の場では、主事の新たななり手がい

ないとか、後継者育成に大変苦労しているとい

う話が出ております。皆さんもご承知だと思い

ますけれども、若い主事さんをという声があっ

たりするんですけども、なかなかなり手がいな

いという面もあります。そういうことで報酬や

福利厚生のほうでさらなる充実ができないもの

かと議論があるところですけれども、今後のそ

の方向性についてひとつお伺いいたしたいと思

います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  川畑議員のご質

問についてお答えいたします。 

 先ほど答弁いたしました地区公民館連絡協議

会の協議の場で、今後の主事の勤務環境につき

ましては、例えば、主事のなり手がいないので、

業務改善や地域に奉仕しようという、その高い

気持ちに応えることができるような環境を整え

てほしいとか、高齢者の方だけでなく、誰でも

努めていただけるような報酬や福利厚生に改善

してほしい、また、地域や行政に主事の業務に

ついて内容を十分に理解してもらい、後継者の

育成や確保に配慮していただく必要がある、な

どの提言をいただいたところです。 

 今後の状況を見てみますと、平成32年度から

は、会計年度任用職員制度の導入により、任用

制度と勤務体系が変わるなど、さまざまな変化

への対応が予想されております。 

 そこで、社会教育課といたしましては、今後

の制度改正の動向を見きわめつつ、地区公民館

連絡協議会からの提言を尊重しながら、勤務環

境の改善に努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。 

 今後、臨時職員等の制度が大きく変わること

で、財政的にも厳しい面があるとは思いますが、

今後の地区公民館や主事の担う役割を十分に認

識していただいて、改善が進んでいきますよう

に、これは要望しておきます。 

 私も役をしている中で、こういう面が地区公

民館の協議会で出ております。一致団結して要

望しよう、陳情しようということになったりし

ておりますので、ことしはこういう予算がつい

て、大変みんな喜んでいるんじゃないかと思い

ますので、ありがとうございました。 

 次に、市長の市政運営についてでございます。 

 ３期目の抱負を聞きましたけれども、ありふ

れた抱負でなかなか難しいんですけれども、僕

もこの市長選挙で、三つ巴で市長が当選された

と。それはその過程も難儀や苦労をして市長も

当選されたと思います。それに他の２人も一生

懸命、僕は、だったと思うんですけれども、市

長がああいう結果が出たということは、市長で

ないといかんのかなという垂水市民の思いです

から、これをやっぱり胸に焼きつけて、今後新

しい垂水市の発展のために、また、若い市長で

すから自信を持って、僕はやっていっていただ

きたいと思います。 

 ひとつ、我々も陰ながら応援はいたしますの

で、職員一緒にみんなで垂水市のために頑張っ
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てください。 

 終わります。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、13時15分から再開いたします。 

     午後０時４分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、２番、梅木勇議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［梅木勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  午後から１番目の登壇となり

ましたが、よろしくお願い申し上げます。 

 平成最後の年となります平成31年度がスター

トし、１月は５日に文化会館にて162人が対象

となる成人式があり、新成人者を祝いました。

６日には、恒例の消防出初式がキララドームで

行われ、整然とした隊列入場の後、消防庁長官

表彰の永年勤続功労賞、垂水市長表彰の勤続15

年賞、内助の功など、49名に栄えある表彰があ

りました。 

 20日に行われた市長選挙では、尾脇市長が３

期目の当選を果たされ、今後４年間の垂水市政

のかじ取りを負託され、これまで築き上げられ

た成果を拡充、さらに伸ばし、課題、問題に積

極的に対処され、垂水市の活性化、発展にご尽

力いただきますよう、大きく期待いたします。 

 先日、23日の新聞にビッグなニュースとして、

地球から３億4,000万キロ離れた小惑星リュウ

グウに探査機はやぶさ２が着陸し、資料採取の

ため表面の岩を砕く金属弾も無事発射とあり、

2005年に小惑星イトカワへ着陸した初号機に続

く快挙とありました。 

 また、2014年12月、種子島宇宙センターから

打ち上げられ４年余りの飛行を経て、無事に着

陸したことは、日本の遠隔操作技術の高さを示

す快挙であるともありましたが、宇宙航空研究

開発機構の記者会見では、本日、人類の手が新

しい星に届きましたと報告されています。探査

機はやぶさ２の着陸を喜び、日本の技術を誇り

たいと思います。 

 このような出来事、ニュース等があり、はや

２カ月が過ぎようとしていますが、ことしも市

民の皆様が健康で幸福な年でありますようご祈

念申し上げます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、ご答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、１問目、３期目の抱負について質問い

たします。 

 この件につきましては、午前中の２人の議員

で３期目の抱負について話がありましたが、私

は具体的に第１次産業の抱負について質問いた

します。 

 本市は、錦江湾に浮かぶ雄大な桜島、東に高

隈連山を臨み、錦江湾に面した風光明媚で気候

も温暖なまちであります。このような自然環境

のもと、営々と農業、漁業が営まれてきていま

す。農業は米づくりをはじめ、キヌサヤエンド

ウ、サヤインゲンなど、野菜類、牛根地区のビ

ワやミカン類等の栽培、畜産では、肥育、子牛

の生産が行われ、林業もあります。漁業では、

カンパチ、ブリの養殖、近年ではカキの養殖も

始まり、一本釣りの方々も多数おられます。こ

れら、本市の基幹産業であります農業、畜産、

林業、漁業など第１次産業についての抱負をお

聞かせください。 

 ２問目に空き家対策について質問いたします。 

 高齢化、人口減少が進む中、子供も少なく、

空き家も至るところに存在し目につきます。市

では、移住促進の施策も取り組まれ、関連して

空き家対策も進められていますが、空き家対策

各種事業の予算額、執行率など実績をお聞かせ

ください。 
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 ３問目に、猿ヶ城森の駅について質問いたし

ます。 

 森の駅については、平成28年度から指定管理

者制度を導入し、指定管理者による３年間の運

営がなされてきたが、本年３月末日をもって終

了することに伴い、募集が行われたが応募がな

く、４月からは以前に戻り市直営になりますが、

４月からの直営について1,923万2,000円の予算

が計上されているが、予算の支出やスタッフ、

運営方針をお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  梅木議員のご質問でござ

います第１次産業の水産業、農畜産業振興の具

体的な構想につきましてお答えをいたします。 

 まず、水産業につきましては、燃料等の高騰

や雇用の確保など、他業種と同様のさまざまな

課題はありますが、最大の強みは後継者の確保

とその育成に恵まれているということでござい

ます。 

 水産業の５年後、10年後の将来展望を考える

上でも、大変力強い状況であると認識しており

ますことから、垂水、牛根両漁協への支援を柱

として取り組んでまいります。 

 特に、近年は国内マーケットが縮小傾向にあ

る中で、早くから海外輸出への転換を図られて

いた牛根漁協のブリは、現在、生産量の６割以

上を主に寿司ネタとして、グローバル・オーシ

ャン・ワークス様が北米向けに輸出し、北米で

流通しているブリの国内の約７割のシェアを垂

水産で占めているまでになり、40億円を超える

売り上げを計上するところまで成長させていた

だいております。ブリの輸出に関しては、今後

もこれまで以上に需要が見込め、供給不足との

情報が入っておりますので、さらなる伸び代が

期待できるものと考えております。この生産体

制の強化と一層の効率化を図るためにも、牛根

麓漁港のハード面の整備促進が喫緊の課題であ

ることを認識しておりますことから、財源の確

保も含めて、関係先への要望等を積極的に働き

かけてまいります。 

 垂水市漁協におきましては、年々前倒しをし

て経営改善が進んでおり、牛根漁業協同様同様、

先細る国内需要からの脱却を図ろうと、東南ア

ジアを中心とした海外輸出の強化に取り組んで

おられます。現在のところ、大規模な商談の獲

得はできておりませんが、水産庁をはじめとし

た国や県の海外展開をうまく活用した販路の確

保に、積極的に人員を投入して活動されており

ますので、極力、市職員も同行させるなどの人

的支援を行っているところでございます。 

 ３月下旬には、香港からの視察団が鹿児島県

に入り、垂水市漁協のカンパチも視察されます

ので、トップセールスの絶好の機会と捉えまし

て、商談成立に向けた取り組みを支援してまい

ります。 

 あらゆる面で、アジアの成長とリンクする取

組みが必要と考えております。輸出以外の取組

みでは、牛根漁協の一本釣り会の有志が起業さ

れた養殖カキの提供が、３月中には開始される

見込みであることや、ブリの商品加工の段階で

発生する内臓系の残渣を食材として活用する取

組みが本格的に稼働し始めており、既に相当な

商談を獲得されるなど、商材としての歩どまり

を上げて、さらなる収益の向上につながる事業

者独自の取組みが、現実味を帯びてまいりまし

たので、新たな顧客獲得のための情報発信に積

極的に関与するように、所管課職員に指示した

ところでございます。 

 次に、農林、畜産業についてお答えをいたし

ます。 

 まず、これまでも取り上げてまいりました、

次世代の本市農業を担う新規就農者の確保を図

り、国や市のさまざまな支援制度を活用しなが

ら、新規就農者の経営の安定を図ってまいりま

す。そのほか、品目の枠にとらわれず、自然災

害による収入減少だけでなく、価格低下なども
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含めた収入減少を補償する仕組みとして、国が

推奨しております収入保険制度の推進にも取り

組んでまいります。また、６次産業化に取り組

む農業者に、市単独事業活用をしていただくほ

か、６次化構想をお持ちの農家の皆様に対し、

相談に対応する専門家を現地に派遣するなど、

意欲ある農業者の所得向上につながるように努

めてまいりたいと考えております。 

 畜産業におきましては、優良牛導入保留対策

をはじめとしたさまざまな補助事業や、畜産ク

ラスターを利活用した施設等の整備の推進によ

り、安定した経営はもとより、経営拡大につな

がるような施策に取り組んでまいりたいと考え

ております。また、2022年に霧島市で開催され

ます第12回全国和牛能力共進会に向けて、チー

ム肝属の一員として、垂水から優良な牛を出品

できるような体制を整えていければと考えてお

ります。 

 そのほか、畜産業の根幹を揺るがすことにな

りかねない豚コレラや鳥インフルエンザ、口蹄

疫などの防疫措置につきましても細心の注意を

図ってまいります。 

 農林水産業につきましては、本市経済を支え

る重要な基幹産業でありますことから、今後も

関係機関からの支援や協力をいただきながら、

職員と一丸になってさらなる振興のために取り

組んでまいりたいと考えております。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員のご質

問でございます、空き家対策事業の取組み、実

績等につきましてお答えをいたします。 

 企画政策課が所管いたします、空き家対策事

業は３事業ございます。 

 初めに、垂水市空き家有効活用推進事業支援

補助金について説明いたします。 

 本事業は、平成25年度より実施しております。

空き家内家財道具等処理費用に対しまして補助

金を交付する事業でございます。補助額は上限

を50万円といたしまして、家財道具撤去費用に

３分の２を乗じて得た額を補助しております。

平成29年度の実績は６件で、予算額100万円に

対しまして、執行額は20万8,000円、予算執行

率20.8％でございました。 

 次に、垂水市空き家リフォーム促進事業補助

金でございますが、平成27年度より実施をいた

しておりまして、空き家のリフォームに要する

費用に対しまして、補助金を交付する事業でご

ざいます。補助額は、工事費用20万円以上の対

象工事に対し、上限を50万円として、工事費用

の50％を補助しております。 

 平成29年度の実績は３件で、予算額750万円

に対しまして、執行額は150万円、予算執行率

は20％でございました。 

 最後に、空き家バンク移住促進事業補助金で

ございますが、平成28年度より実施しており、

垂水市へ移住される方に対しまして家賃を補助

することにより、移住の促進及び空き家の有効

活用を図ることを目的とした事業でございます。

本事業は、子供が２人以上の世帯は月額１万

5,000千円、単身世帯は月額5,000円を、それ以

外の世帯は月額１万円の家賃補助を３年間交付

するものでございます。 

 平成29年度の実績は５件で、内訳としまして

は、夫婦世帯が１件、子育て世帯が４件でござ

います。予算額130万円に対しまして執行額は

64万円、予算執行率は49.2％でございました。

いずれの事業も空き家の有効活用を図りますと

ともに、本市への移住、定住を促進することを

目的として実施いたしております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  空き家対策の土木課

の取組みと実績につきましてお答えいたします。 

 平成28年度より空き家の解体、撤去にかかる

経費の一部を助成しておりますが、景観及び住

環境の向上並びに安心安全の確保を図り、地元

の登録業者が行うことにより、地域の活性化を

図ることを目的としております。助成の内容に
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つきましては、危険空き家にかかわらず、空き

家の解体、撤去のみの場合、解体、撤去にかか

る工事費30万円以上が対象で、補助率30％、上

限30万円、また空き家の解体、撤去後の跡地に

引き続き住宅を新築される場合には、上乗せ加

算いたしまして、解体、撤去にかかる工事費の

50％、上限50万円を助成するものでございます。 

 実績といたしましては、平成28年度の解体が

33件、予算執行率92.3％、平成29年度の解体が

35件、執行率98.6％、平成30年度が２月現在で

24件、執行率94.4％となっており、この３年間

で合計92件の空き家が解体されました。まだま

だ市内には多くの空き家がございますが、解体

経費の一部を助成することは、危険な空き家等

の発生、抑制につながるものであり、有効な補

助制度であるものと認識しております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  梅木議員の

ご質問でございます、森の駅たるみずの今後の

管理運営につきましてお答えいたします。 

 平成30年12月議会で、堀内議員の質問への答

弁内容と一部重複する部分もございますが、ご

了承いただきたいと存じます。 

 現受託者であります財宝様からも、宿泊棟が

８棟と少ないことや冬場の利用者増加のための

取組みが難しいなどの報告を受けているところ

でありまして、直営に移行した場合においては、

指定管理者側で確保されておられた会員や利用

者分が減少し、それに伴う収益の減少は見込ま

なければならないと考えているところでござい

ます。 

 本年４月からの運営体制でございますが、人

員につきましては、雇用者は６人となりますが、

うち２人から３人をローテーションで常駐させ

る体制をとる予定でございます。ほかに管理作

業員が１名、夏季繁忙期のみ臨時職員２名を増

員する体制で運営を行う予定でございます。 

 今後も収益の柱となりますのは、宿泊利用料

金でありますことから、年々、着実に数字を伸

ばしてきております、スポーツ合宿や教育旅行

の体験学習での利用率の向上を図りまして、収

益の減少幅の縮小に取り組まなければならない

と考えております。 

 森の駅施設の下流側で財宝様が運営されてお

ります、猿ヶ城ラドン療養泉森の家とは、今後

も相互の施設の強みを補完していけるような関

係の構築について、現在、協議を続けていると

ころでございます。特に４月以降、宿泊される

お客様への飲食の提供につきましても、周辺施

設との連携を含めた話合いを続けているところ

でございます。 

 垂水中央運動公園内の各施設も国体に向けて

整備が進められていることは私共にとっても今

後の合宿の誘致活動において、たいへんな強み

であります。 

 市内の宿泊施設も増えて受入体制も整ってま

いりましたので、相互に連携すればまだまだ伸

び代が確保できて、森の駅の収益の柱でありま

す宿泊体験利用料金での収支の均衡を図れると

ころまで、持っていけるのではないかと考えて

いるところであります。 

 以上のようなことから、今後の基本的な運営

方針としまして、森の駅たるみすの開設当初の

目的でありました、自然に親しむ環境及び都市

間農村漁村交流の場を市民等に提供することに

より、地域の活性化及び市民等の健康の増進を

図ることを目指すために、以前の直営時の運営

体制を基本に、閑散期における収益の確保のた

めにも、一定の集客効果を残せるキャニオニン

グなどの既存の体験メニューとは別の新規体験

メニューの開発や、各種イベント開催などの企

画に努め、道の駅など、近隣施設の連携強化に

よる誘客を図りまして、交流人口の拡大に伴う

収益の確保を目指したいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 
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○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の先ほ

どのご質問で、企画政策課所管にかかわります

垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金につ

いての補助額の上限を私、先ほど50万と申しま

したけれども、５万円の誤りでございます。訂

正をいたします。申しわけございませんでした。 

○梅木 勇議員  市長の３期目の抱負について

お聞きしましたけれども、水産業については、

付加価値を高める６次産業がかなり進んでいる

なというようなふうに思っております。そこで、

今後、国や県の有効な事業を活用し、意欲的に

農業、漁業ができるような環境を構築され、第

１次産業に希望が持てる、元気が出て新規就農

者や漁業従事者が次々と生まれるよう、もうか

る、稼げる施策に取り組んでいただきたいと思

っております。 

 そこで、農業に関する部門の中で、６次産業

についての市単独の支援も行いたいというよう

な表現がありましたけれども、具体的には、農

業に対する６次化産業に対する市独自の支援と

いうのは、どんなのを思っていらっしゃるかお

聞かせください。 

○農林課長（楠木雅己）  これにつきましては、

６次化につながるような機械購入等を考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  加工施設にかかわる機械設備

ということですね。ありがとうございます。 

 やはり生産するだけではなくて、１次産業の

場合は、こうして加工をするというのが今の社

会の流れで、加工した品物を、小さい個人農家

とか、個人的には直売所、道の駅なんかを含め

た直売所がたくさんありますけれども、そうい

うレベルで楽しむ方々がたくさんいらっしゃい

ますので、そういう方々に対しての支援かなと

いうようなふうに思っております。それが、順

調にきて拡大すれば、また事業化というような

こともつながってくるでしょうけれども、とに

かく、この第１次産業の活性化が図れますよう

期待しておりますので、頑張っていただきたい

なと思います。 

 次に、新たな施策についてでございますけれ

ども、１月の市長選挙における選挙公報の公約

では、元気な市役所、元気な人、元気な産業、

元気なまちと大きく４つのテーマがあり、テー

マごとに種々、施策等が掲載されており、これ

から４年間の意気込みを感じ、我がまちのさら

なる活性化を期待するところですが、新設とし

て保育料の補助、病児・病後児保育制度、高校

生までの医療無料化、温泉入浴券制度、敬老パ

ス補助、垂水島津家祭りとお宝展、全市民だけ

の垂水のど自慢大会等が記載されておりますけ

れども、各施設がどのような実施構想なのかお

聞かせいただきたいと思います。 

 なお、病児・病後児保育制度と高校生までの

医療無料化につきましては、午前の堀内議員の

質問がありましたので割愛させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  梅木議員のご質問であり

ます３期目の抱負についての市長選の公約、保

育料の補助、病児・病後児保育制度につきまし

てお答えをいたします。 

 午前中の堀内議員のご質問において、今、申

し上げた病児・病後児保育のことについて、ま

た、高校生までの医療費のことについてはお話

をさせていただきましたし、割愛でいいという

ことでありましたので、改めてご説明させてい

ただきますが、幼児教育の無償化につきまして

は、先般、国において、ことしの10月から実施

する方向で閣議決定がなされたところでござい

ます。 

 その内容は、幼稚園、保育所、認定こども園

等を利用する３歳から５歳までの子供たちの利

用料を全額無償化とし、ゼロ歳から２歳までの

子供たちの利用料につきましては、住民税非課

税世帯を対象に無償化とすることとなっており
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ます。このゼロ歳から２歳までの子供たちのう

ち、住民税課税世帯の子供たちにかかわる利用

料が無償化の対象とならないわけでございます

が、この部分について、子育て世代への経済的

負担軽減策として、垂水市独自の補助ができる

のではないかと考えているところでございます。 

 この補助についてでございますが、どれくら

いの補助としていくかは財源等の問題もありま

すので、これから検討していくこととなります

が、多くの子育て世代が子供を安心して保育所

等に預けやすい環境をつくることが大切だと思

いますので前向きに検討していきたいと考えて

いるところでございます。また、補助の実施時

期につきましても、制度改正と各種の調整が必

要と思われますが、実施に向けて検討を急ぎた

いと考えております。 

 次に、温泉入浴補助、敬老パス補助につきま

してお答えをいたします。 

 本市におきまして、高齢化社会の到来を豊か

で明るい社会をつくり上げるための過程と考え、

安心安全で住んでよかったと思えるまちづくり

の実現に努力してまいりました。また、高齢者

の皆様方は豊富な知識や経験技能をお持ちであ

り、今まで社会においてご活躍いただいたとこ

ろであり、また今後も地域社会と多方面におい

てのご活躍を期待するものでございます。そこ

で、高齢者の皆様方が今後も心身ともども健康

で明るく楽しく生活を続けていただくために、

温泉入浴券補助、敬老パス補助について取組ん

でいきたいと考えております。現在、温泉入浴

につきましては、垂水老人憩いの家、南地区老

人憩いの家を高齢者の皆様に利用していただい

ており、憩いの家のない牛根地区においては、

道の駅入浴料金の一部を助成しているところで

ございます。 

 ３期目に当たり、さらなる高齢者福祉の充実

を目指し、温泉入浴券の補助を検討してまいり

たいと考えております。 

 また、敬老パス補助につきましては、国道沿

いの廃止代替バスが運行されているところであ

りますが、利用が低迷しているようでございま

す。このため、高齢者の経済的負担軽減を図る

とともに、外出の機会を増やしていただくこと

を目的として、敬老パス補助についても導入に

ついて検討してまいりたいと考えております。

なお、両事業につきましては、今後、対象者や

補助金額及び実施方法等について検討を進めて

まいります。 

 次に、垂水島津家祭りとお宝展についてでご

ざいますが、垂水島津家墓所はこれまで３年間

の調査を終え、現在、最終の調査報告書の作成

中であり、本年６月に垂水市ほか島津家四家墓

所のある鹿児島市、指宿市、姶良市、さつま町

の４市１町が足並みをそろえて、文化庁に国指

定文化財の具申を行おうといたしております。 

 この国指定の認定作業が順調にいきますと、

来年の４月以降に正式に国指定をいただく予定

でございまして、その暁には大きな話題となり、

垂水島津家が新たに脚光を浴び、県内外から多

くの方が訪れることが予想をされております。

このことは春を呼ぶ土人形展や垂水島津家にま

つわるお宝の特別展示、垂水島津家墓所の美化

活動など、これまで民間と行政が一体となって

取り組んできた成果でもあります。 

 そこで、私は、この国指定の機会を捉え、垂

水市を訪れていただく方々に垂水市のいろんな

よさをアピールし、ひいては、交流人口の増加

による垂水市のさらなる活性化をも目指して、

垂水市島津家祭りとお宝展を開催したいと考え

ております。また、県内では日置市の妙円寺詣

りや志布志市のお釈迦まつりなどのように、地

域の恒例行事としてにぎわいを見せている催し

物もございますので、我が垂水市においても、

この国指定の機会を生かして、関係者の知恵を

いただきながら、例えば武者行列などにより、

地域おこしにつながるようなイベントができな
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いものかと考えております。 

 次に、全市民だけののど自慢大会につきまし

ては、これまで私の任期中において元気なまち

づくりにつながるさまざまなイベントを開催を

してまいりました。その中でも、昨年の市制60

周年記念事業として開催されたＮＨＫのど自慢

は、大変な盛り上がりを見せ、市民の皆様より

好評を得ました。そこで、私の目指す元気なま

ちづくりに貢献できる新たなイベントの一つと

して、また市民の方々が楽しみ交流する場とし

て、全市民だけののど自慢大会の開催に向けて、

関係者の皆様の協力を得ながら取組んでまいり

たいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  それぞれの施策について具体

的な構想をお聞かせいただきましたけれども、

保育料については10月から始まります制度、そ

れに漏れるといいますか、かからなかったゼロ

歳から２歳までの課税世帯に対しての市の援助

をするということだろうと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それと、温泉入浴券については、先ほど、市

長も答弁されましたように、牛根地区の65歳以

上の方々に対して100円の割引をなされている

というようなことで、申請しますと、１人当た

り年間3,000円の割引券が交付されると、発行

されるというようなことでなっておるようです

が、さらに補助を進めていきたいというような

ことでしたけれど、この補助は、今、牛根地区

以外の老人憩いの家、それと新城にありますそ

ういう施設では100円で入浴ができるというよ

うなふうに聞いておりますけれども、さらなる

補助というのを具体的に、もう一声聞かせてい

ただきたいなと思っております。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどの堀内議員の中で

も少し答弁をさせていただきましたけれども、

垂水の魅力の一つとして温泉があると。いろい

ろ飲む温泉水とかも含めて、９社もあって、い

ろんな意味で事業としても展開をしているわけ

ですけれども、入るほうの温泉ということに関

して、まだまだ支援が足りない部分があるとい

うふうに思っております。特に、高齢化社会を

迎えて、元気で暮らしていただくという目的に

資するための支援というのを、今後、より具体

的に、先ほど申し上げた財源の問題も含めて検

討していくということでございます。 

○梅木 勇議員  温泉入浴券につきましては、

高齢者の方々がさらに楽しめられるような制度

にしていただきたいなと思います。敬老パスに

ついては、国道沿いの走るバスについての敬老

パスかなというようなふうに受け止めましたけ

れども、これも早めにバスの利用というような

ことも含めて実施していただきたいなと思って

おります。 

 それと垂水島津家祭りとお宝展、全市民だけ

の垂水のど自慢大会につきましては、薩摩藩島

津家御一門四家の一つで、御一門四家のうちで

１万8,000石と一番の石高を誇り、16代続いた

垂水島津家の歴史・文化に触れることができる

んでないかなと、こういうようなふうに期待し

ておりますけれども、垂水の四家、これを合わ

せて、今、国に指定を受けられるように申請し

ているというような話でございましたけれども、

これが指定の暁にはこういう祭り等が開催され

て、垂水の島津家にかかわる歴史・文化に触れ

ることができるんじゃないかなと楽しみにして

いるところでございます。 

 それとお宝展につきましても、昨年は市長も

申されましたＮＨＫのど自慢大会、それと「な

んでも鑑定団」がありましたけれども、この

「なんでも鑑定団」のように、各家庭に埋もれ

ているいろんなお宝の出品を楽しみにしており

ます。 

 これらの施策が実現されますと、さらなる子

育て、高齢者支援が充実され、歴史・文化の香

りが高まり、のど自慢の楽しみができ、住んで
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よかった、長生きしてよかったとの笑顔の光景

が見えるようになるものと思われます。ぜひ実

現されるようよろしくお願いいたします。 

 次に、空き家対策についてでございますけれ

ども、それぞれの事業の実績をお聞かせいただ

きましたが、企画政策課が行っております３つ

の事業については、執行率が２つの事業が20％

台、それと空き家バンク移住対策事業が60％程

度というようなことで、非常に利用というか、

それが低いような感じがしますけれども、空き

家はいっぱい至るところで目につくところなん

ですけれども、リフォームをしても活用ができ

ないとか、そういう空き家もたくさんあるかと

思うんですけれど、この執行率の低迷について、

どういうようなふうに思われるのか。 

 また、土木課のほうの件については、３年間

とも90％を超える執行率というようなことで、

件数的にも92件の空き家が解体されたというこ

とで、非常に目的に沿った、うまく活用されて

いるんじゃないかなと思います。企画政策課長、

すみませんけれども、ひとつよろしくお願いい

たします。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員のご質

問でございますけれども、垂水市空き家有効活

用促進事業の支援補助金及びリフォームに要す

る費用を補助しております、空き家リフォーム

促進事業補助金につきましては、ある程度の予

算を取っておくことが予算額の中では必要であ

ろうと。ほかの事業につきましては、補正での

対応も可能になってくると考えておりますけれ

ども、これにつきましては、即時の申請に対し

て即刻対応できる体制ということで、過分な予

算をいただきながら事業展開をしております。 

 ただし、予算執行につきまして、今現在、約

20％程度の執行率ということでございます。広

報等の充実、それにあわせまして、平成27年度

から事業実施をしております空き家の有効活用

促進事業支援補助金等につきましては、さらな

る制度の充実といったような問題も今後、検討

していく必要があるというふうに認識している

ところでございます。 

○梅木 勇議員  空き家が改修され空き家の利

活用の推進が図られることと、解体による撤去

が進められておりますけれども、まだまだ数多

くの空き家があり、ほんの一部でしかありませ

んので、これからも各種事業の推進に努めてい

ただきたいと思います。 

 次に、（２）の県の空き家改修補助について

でございますけれども、空き家対策については、

鹿児島県が今年度から賃貸住宅への入居が敬遠

されやすい高齢者や障がい者らの住宅を確保す

るため、空き家改修助成を始めますが、助成の

上限額はバリアフリー対策25万円、耐震化50万

円となっています。県や不動産関係団体とつく

る県居住支援協議会に加入する県内27市町村の

空き家が対象となっているが、県居住支援協議

会への存在をどのように認識しているかお聞か

せください。 

○土木課長（東 弘幸）  県居住支援協議会へ

の加入につきましてお答えいたします。 

 鹿児島県居住支援協議会につきましては、平

成24年８月８日に設立され、当初は鹿児島市の

み加入していたようでございます。その後、平

成29年10月25日に住宅セーフティーネット法が

施行され、これを受け各市町村に協議会への加

入を呼びかけた結果、先日、報道等でありまし

た27市町村が加入しているようでございます。 

 土木課におきましても、住宅政策の調査など

で協議会につきましては認識しておりましたが、

去る２月８日に県土木部建築課の技官以下４名

が、市長に県の住宅政策の説明に来られ同席い

たしました。その際、居住支援協議会への未加

入自治体への加入のお願いがありましたので、

市長より加入するよう指示を受けたところでご

ざいます。現在、加入に向け、県土木部建築課

と協議を進めているところでございます。 
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 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁からしますと、

今後、速やかに加入をされるというようなふう

に受け止めましたけど、今まで加入されてこな

かったのはなぜなのかお聞かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  今までは、最近、各

市町村に対して加入を促されたんですけども、

本市としましては、平成25年度に市営住宅の長

寿命化計画をつくっておりまして、それに基づ

きまして市営住宅、定住促進も外壁改修や建て

替えを行っておりましたので、これにつきまし

ての加入をちょっと見合わせていたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  「鹿児島県居住支援協議会と

は、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、

子どもを育成する家庭、そのほか住宅の確保に

特に配慮を要するものの民間賃貸住宅への円滑

な入居の促進に関し必要な措置について協議す

るため、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃

貸住宅を管理する事業を行う者、住宅確保要配

慮者に対し居住に係わる支援を行う団体などに

より組織された協議会です。」となっておりま

す。このような住宅確保要配慮者の入居も受け

入れ、賃貸住宅確保のためにも県居住支援協議

会に加入し、県の空き家改修補助制度を活用す

べきと考えるが、加入についてお聞かせくださ

い。 

○土木課長（東 弘幸）  改修補助を活用すべ

きではとのご質問にお答えいたします。 

 お尋ねの補助事業は、梅木議員が今、申され

ましたとおり住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改

修事業でございまして、社会資本整備総合交付

金の基幹事業に位置づけられております。事業

概要は補助対象工事がバリアフリー改修工事と

耐震改修工事となっており、通常のリフォーム

は対象となっておりません。また、入居対象者

でございますが、子育て新婚世帯、高齢者世帯、

障がい者世帯、Ｕ・Ｉ・Ｊターンによる移住者

などで月収38万7,000円以下の世帯、また低額

所得者で月収15万8,000円以下の世帯、災害な

どによる被災者世帯を対象といたしました制度

でございまして、要配慮者向けの専用賃貸住宅

として10年以上管理できるものとなっておりま

す。この補助を活用するには、議員が申されま

した鹿児島県居住支援協議会へ加入する必要が

ございますので、協議会へ加入後、登録する賃

貸住宅がありましたときには、補助の活用を積

極的に検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。ただ

いまの答弁にありましたように、県居住者支援

協議会に加入し、住宅確保要配慮者の入居を拒

まない賃貸住宅の確保につなげられるよう努め

ていただくことをお願いいたします。 

 続きまして、猿ヶ城森の駅についてでござい

ますけれども、１回目の答弁の中で、現在あり

ますコテージが８棟ということで、８棟では収

益的にちょっと棟数的に少ないというような話

もございましたけれども、この２回目について

は、指定管理者が行った運営の継承はというよ

うなことで、この３年間指定管理者はいろいろ

なアイデアを出しながら意欲的な運営がなされ、

誘客が図られ、特にめん流しや焼き肉などの飲

食部門も特色があり、夏場は盛況であったと聞

いているが、指定管理者が運営されてきた、た

だいま申し上げたような部門を引き継がれるの

かどうなのかお聞かせください。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  梅木議員の

ご質問でございます。指定管理者が行った運営

の継承につきましてお答えいたします。 

 平成28年４月から森の駅の指定管理がスター

トして以降、受託者であります財宝様による民

間の経営能力や創意工夫を生かした利用者の

方々に対するよりよいサービスの提供をはじめ

とするさまざまな取組みにより、森の駅の利用
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者が増加したことは事実であります。その一方

で、民間の経営能力をもってしても利益の創出

を図れなかったことを私どもも重々認識してい

るところであります。まずは原点に立ち返り、

宿泊型体験施設の運営体制を基本に、最低限の

人員配置による収益の確保を目指したいと考え

ております。 

 そのようなことを踏まえまして、財宝様が新

たに取り組まれた事業において、選べるめん流

し、マス釣り、焼き肉ビアガーデン、１泊２食

つきプランなどのうち、お客様からも好評で運

営コストもそれほど必要としないマス釣りにつ

きましては、継続して取り組んでいきたいと考

えているところでございます。また、財宝様に

おいて、お客様の利便性や収益効果などを考え

て設置された施設につきまして引継ぎに当たり

まして、今後の事業展開や維持管理などのコス

トなどを十分に考慮しながら、協議を続けてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 次に、来客の誘致対策についてでございます

けれども、平成27年度、直営当時と指定管理期

間の来客数と来客をどのように呼び込むのか、

誘致対策についてお聞かせください。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  梅木議員の

質問でございます。今後の来客の誘致対策につ

きましてお答えいたします。 

 今後も誘客対策については、多様化するお客

様のニーズに対応することを念頭に置きながら、

地域や年齢層などこれまでご利用くださいまし

たお客様のデータなどから、ターゲットを絞っ

た戦略的な事業展開を実施してまいりたいと考

えていることろでございます。 

 その中でも、スポーツ合宿や教育旅行の活動

拠点としての利活用により、地域の方々などと

の交流促進による観光振興が図られて、より多

くの資金が地域内に循環することで、経済の活

性化を促す取組みにしたいと考えております。 

 また、キャニオニング等のアクティビティー

は、年齢層を問わず大変人気があり、観光客か

らのニーズの高い体験型観光の目玉として、よ

り多くの誘客効果を期待できるものと考えてお

りますので、自然を生かした各種体験メニュー

の企画・開発を行いつつ、他のツーリズム、特

に垂水市漁協の漁業体験などとの連携を強化し

ながら、さらなる誘客に努めてまいりたいと考

えております。 

 現在、県観光連盟や旅行業組合、ＪＲやサン

フラワーをはじめ、大手旅行代理店との連携に

力を入れておりまして、垂水市を通過する旅行

ツアーとしての際に、森の駅での体験メニュー

をツアー行程に組み込んでいただけるように、

観光担当職員が主に関西方面に営業に伺ってい

るところであります。 

 今春、運用会予定の道の駅たるみずはまびら

のマリン施設との連携は、相互の誘客増加を図

るためには大変重要であると認識しております

ので、相互の体験メニューの情報共有などの積

極的な活用、連携を協議してまいりたいと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  誘致に対して、スポーツ合宿

を中心としたり、また地域の皆さんとの交流を

図っていけないかと。また、あるいは旅行会社

に対する案内、強めていくというようなことで

ございましたけれども、私は、森の駅に対する

私の印象はちょっと話をさせていただきたいと

思っております。 

 本城川の上流部にあり、管理棟と８棟のコ

テージが建ち、川沿いは木立となっており、上

部に刀剣山がそびえ、川は丸みを帯びた巨石、

奇石が無数に横たわり、その間を清流がせせら

ぎ、自然の情景に魅了されますが、ほかに特に

気を引くものはありません。 

 このような環境での運営は、これまでのよう
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に夏場は渓流を生かしたキャニオニングや川遊

び、木立の涼しさの中でバーベキューを楽しむ。

また、木々の若葉や緑を求めて訪れる人々は多

いでしょう。 

 夏場以外にいかに来客を誘致することが必要

だろうと思っております。 

 そこで、鹿屋市は霧島ヶ丘のバラ園があり、

四季を通じバラの花が見られます。宮崎県のえ

びの高原のコスモスは有名で、二股町にはシャ

クナゲの森もあります。我がまちの千本イチョ

ウも見物客で混雑するほど有名になりました。 

 このように、花による誘致を、誘客を考えた

らどうだろうかと思うところです。 

 例えば、管理棟やコテージ周辺に桜やブラジ

ル原産のイペーを植え、春には桜や黄色のイ

ペーの花が咲く景観をつくっていく。桜の名所

は各地にありますが、日本人古代から親しまれ

ており、桜の花見は毎年繰り返されています。

イペーの黄色い鮮やかな花は、近年急激に人気

度が上がっています。 

 時間は、これらを植えて花を咲かせるには時

間がかかりますが、これが成長し、花が咲き乱

れる光景を想像すると、必ず多くの見物客が訪

れるものと思われ、市長が言われます北の拠点、

南の拠点、中央の拠点のにぎわいが確立するこ

とになり、垂水を周遊する交流人口が増加する

のではないでしょうか。 

 かつて、八木市長は、県道南の郷線の大野原

までの道路沿いにアジサイとピラカンサスを植

えられ、景観をつくろうとされましたが、次第

になくなっています。 

 新城の宮脇海岸公園には、「垂水よかとこ 

よか温泉 人情処 花どころ」の標語の看板が

立っています。 

 このように、花による誘致対策の話をしまし

たが、今、課長も申されました、いろいろ種々

の取組みをされていくというようなことでござ

いますので、多くの人が訪れるよう、誘致対策

に力を入れていただくよう要望して、私の今回

の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩します。

次は２時15分から再開します。 

     午後２時６分休憩 

 

     午後２時15分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、11番森正勝議員の質疑及び質問を許可

いたします。 

   ［森 正勝議員登壇］ 

○森 正勝議員  皆さん、お疲れさんです。 

 ことしで議員生活20年目でございます。69回

目の一般質問になるようでございます。何回登

壇しても納得のいくことはございません、反省

ばかりです。淡々と進めてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 ３月に退職される森山総務課長、田之上議会

事務局長、長い間、ご苦労さんでした。 

心から労いの言葉を送りたいと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず、初めに、人口問題についてでございま

すけれども、総務省が本年１月31日に公表した

2018年の人口移動報告によれば、鹿児島県は転

出超過が3,680人でございました。垂水市の状

況を教えていただきたいと思います。 

 次に、口腔崩壊についてでございますが、垂

水市の小中学校の歯科健診の結果についてお聞

きします。 

 ３つ目は、垂水市農業の人手不足についてで

ございます。垂水市の農業の人手不足の状況に

ついて教えていただきたいと思います。 

 ４つ目は、牛根地区の診療所問題についてで

ございますけれども、市長のマニフェストによ

りますと牛根地区の診療所は実現すべき課題と

して挑んでいるとのことでございました。その
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後どうなったのか、見解をお願いいたします。 

 これで、最初の質問を終わります。 

○市民課長（鹿屋 勉）  森議員の人口問題に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 総務省が本年１月31日に公表した2018年の人

口移動報告における状況でございますが、垂水

市におきましては、転出超過が88人でございま

した。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  森議員の垂水市

の小中学生の歯科健診の結果についてのご質問

にお答えいたします。 

 本市の各小中学校におきましては、毎年４月

半ばから６月初めにかけて歯科健診を実施して

おります。平成29年度の本市の歯の治療が必要

な児童生徒数は、小学生が186人で、全体の

31.8％となっております。また、中学生は28人

で、全体の９．８％となっております。 

 また、健診後の治療率は、小学校が65.1％、

中学校が53.6％となっており、県の平均治療率

をやや上回っている状況でございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅巳）  森議員のご質問でご

ざいます。垂水市農業の人手不足の状況につい

てお答えいたします。 

 本市の農業は、高齢化や担い手不足により、

他業種と同様、不足している状況でございます。

このような中、認定新規就農者につきましては、

平成30年度につきましては平成31年２月時点で

６名を認定し支援を行っているところでござい

ます。 

 また、本市の農業法人等では、それぞれハ

ローワークに求人を出したり、シルバー人材セ

ンターへ依頼し、労働力不足の解消に努めてお

られるようでございます。 

 農業委員会が平成30年４月１日付で実施しま

した調査では、平成30年度雇用予定者数が14法

人におきまして、正規雇用75人、パート雇用15

人となっておりますので、この数が不足数と想

定されますが、現在の不足数につきましては把

握しておりません。 

 その他、個人の農家からも収穫時期に労働力

が不足するとの声をお聞きしておりますが、こ

ちらも正確な数字は把握できておりません。ま

た、技能実習生制度を利用して外国人労働者を

受け入れ労働力不足解消に努めておられる法人

等もあるようでございます。 

 なお、全国的には外国人労働者については、

改正入管難民法の改正で本年４月から外国人の

就労が単純労働分野に拡大されることとなって

おり、現在よりは労働力不足は解消されるので

はないかと期待しているところでございます。 

 以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  森議員の牛根地区の

医療についてのご質問にまず担当課長としてお

答えさせていただきます。 

 本市の医療体制につきましては、さきの垂水

徳洲会病院の撤退やたじつ牛根医院の閉鎖、相

良整形外科の病床の閉鎖など本市の医療は目ま

ぐるしく変化しており、さらに入院加療できる

施設は、市立病院である垂水中央病院のみの

126床となっております。 

 議員の皆様からこれまでいただきましたご質

問に対する答弁と同様に、本市医療の立て直し

は喫緊の課題であると認識いたしております。 

 先ほど、議員が申されましたマニフェストに

つきましては、後援会事務所発行の討議資料を

もとにされたと存じますが、その文中に「医療

機関の開業に向けて調整中です。牛根地区の診

療所は実現するべき課題として挑んでおりま

す。」とされており、別の討議資料では、「診

療所開設に向けて検討しています。場所は牛根

クリニック跡地」と記載されております。 

 市長の政策でございますので、私どもはそれ

に向けて取り組んでまいりますが、一番の問題

は、診療所を運営するための医師の配置、手配
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で、診療所設置に関して、その手配が最も困難

とされるものでございます。 

 開設に向けて、市長の指示のもと懸命に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  森議員の牛根地区の医療

についてのご質問について私の思いについてお

話をさせていただきます。 

 本市の医療の現状につきましては、ただいま、

保健課長が答弁したとおりでございまして、喫

緊の課題だと認識をしております。 

 特に、垂水徳洲会病院の撤退による病床の減

少や牛根地域における医療機関の閉鎖、あわせ

て、市内の医療機関の医師の高齢化など、さま

ざまな課題がございます。 

 その中で、ご質問の牛根地区の診療所の問題

については、国道が１本しかなく、牛根地区は

さきの台風災害による交通遮断など災害による

影響を受けやすい地勢的な状況もありますこと

から、早急に取り組まなくてはならない課題だ

と認識をしております。 

 牛根地区の診療所に関しましては、鹿児島大

学病院の大石教授にご相談申し上げ、クリアす

るための手段の検討をお約束をいただいており

ます。 

 現状において、さまざまな協議や調整、さま

ざまな課題の解消を図る必要がありますことか

ら、その内容につきましては控えさせていただ

きますが、この課題が早期に解決できるよう粘

り強く努力をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  一問一答方式で質問をいたし

ます。 

 人口問題についてでございますけれども、こ

こ喫緊の５年間の人口動態による人口減はどれ

くらいか、お聞きいたします。 

○市民課長（鹿屋 勉）  ここ５年間の人口減

はどのくらいか、とのご質問にお答えいたしま

す。 

 毎年、１月１日現在の人口基本台帳人口で申

し上げます。本年１月１日が１万4,885人、平

成30年１月１日が１万5,201人、平成29年１月

１日が１万5,620人、平成28年１月１日が１万

6,007人、平成27年１月１日が１万6,398人、平

成26年１月１日が１万6,702人でございます。 

 したがいまして、ここ５年間では、1,817人

の人口減となっております。 

 以上です。 

○森 正勝議員  今の数字を拝見しますと１年

間に363.4人ずつ減少しているようでございま

す。社人研の推計によれば、2040年の垂水市の

総人口8,250人と予想されております。喫緊の

人口動態を見ながら2030年の将来人口をどのく

らい予想されるかお聞きします。 

○企画政策課長（角野 毅）  森議員のご質問

でございます。 

 2030年の将来人口の予想につきまして、お答

えをいたします。 

 本市におきましては、平成27年10月に垂水市

人口ビジョンを策定しております。策定時の国

立社会保障人口問題研究所の推計値をもとに市

の独自推計を採用しており、短期的、中期的及

び長期的目標を実現することで人口減少の抑制

を図り、2030年の将来人口につきましては１万

2,396人としているところでございます。 

○森 正勝議員  私は、もう少し減少するんじ

ゃないか。１万2,396人と言われましたけれど

も、もう少し減少するんじゃないかというふう

に考えるんですが。 

 霧島市はですね、ふるさと創生総合戦略で

2060年の人口目標を13万人に掲げております。

垂水市は2060年の目標人口はどのくらいに設定

されているのか、お聞きいたします。 

 市長は、交流人口についてはよく口にされま

す。移住定住促進等の総合的な人口増対策につ

いてはどのように考えておられるのかお聞きい
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たします。 

○市長（尾脇雅弥）  森議員のご質問でござい

ます総合的な人口対策ということで、お答えを

いたします。 

 先ほど、企画政策課長が申し上げました垂水

市の人口ビジョンにおきまして、2060年の人口

を１万1,877人に維持することを目標にして垂

水市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で政

策分野ごとに４つの基本目標を掲げ、総合的な

対策を講じているところでございます。 

 国全体の人口におきましては、2008年をピー

クに減少に転じ、人口移動の面におきましても

東京一極集中の傾向が継続をしておりまして、

地方の人口流出に歯止めがかかっていない状況

でございます。 

 このような人口減少社会におきましては、地

域経済の縮小が大きな問題であると認識をして

おりますので、３つの拠点の連携などの観光振

興により、まず交流人口を増やし地域経済の活

性化を図ることが交流人口対策の一つの考え方

であり、また多くの方に垂水市を訪れていただ

き垂水市の魅力を知っていただくことで、現在

取組んでおります空き家バンク制度を中心とし

た定住促進関連事業を推進をしながら、移住定

住の促進を図ってまいります。 

 また、これまでも取り組んでおりました健康

長寿や子育て支援などの政策をさらに推進をし

て、元気な垂水のまちづくりを実践することが

転出抑制にもつながるものと考えております。 

 このような総合的な対策を講じながら、人口

減少の抑制に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、人口減少社会の大きな問題は、あらゆ

る分野においてパイが縮小するということで起

きる負の現象にあるというふうに思っておりま

す。 

 例えば、人口減少によるマーケットの縮小に

よるマイナス影響などですね、これらに対しま

して、先ほど企画政策課を中心に話がありまし

たように人口増対策を講じつつ、一方で、今あ

る交流人口の増加と、その前段として垂水に住

んでいただく前に来ていただいて好きになって

いただくということを当面目指していきたいと

いうふうに考えております。 

○森 正勝議員  国も３つの目標を掲げており

ます。 

 １つ目は、人口の維持、反転を目指す。その

ためには結婚、妊娠、出産、子育てに一貫した

支援を行って、出生率２．１を目指す。 

 ２つ目は人口の再配置、大都市圏への人口の

流動の流れを変える、若者の地方からの流出を

防ぐ。 

 ３つ目は、日本国内の人材の養成、海外の高

度人材の獲得に取り組む。 

 この３つの目標を掲げて、人口問題に取り組

まれております。 

 いろいろな対策を駆使しながら、垂水市の目

標人口でございます2060年で１万1,877人を維

持するということを目指して頑張っていかれる

ように要望をいたしておきます。 

 人口問題については終わります。 

 次に、口腔崩壊についてでございますけれど

も、垂水市の課題は何なのかお聞きします。 

○学校教育課長（明石浩久）  森議員の垂水市

の課題についてのご質問にお答えいたします。 

 本市の課題といたしましては、虫歯治療率の

一層の向上であると考えております。 

 垂水市には歯科医院が多く通院しやすい状況

にあります。また、子供も医療費助成制度によ

り治療費が全額支給されるようになっておりま

す。 

 しかしながら、虫歯治療を要する児童生徒の

約35％が治療をまだ行っていない現状がござい

ます。 

 各学校では、学級担任だけではなく養護教諭

や管理職、中学校におきましては部活動の顧問
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の協力も得ながら治療勧告を繰り返し行い、治

療率の向上に努めております。 

 全身の健康は歯の健康からと言われるとおり

日常生活の基盤は歯の健康であることについて、

今後も児童生徒や保護者への啓発を一層行いな

がら虫歯の治療率を100％に近づけてまいりた

いと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  親の仕事が忙しかったりで虫

歯の治療など必要な口の中のケアを受けさせな

いことをデンタルネグレクトというそうです。

垂水市のデンタルネグレクトによる口腔崩壊は

ないのかお聞きします。 

○学校教育課長（明石浩久）  デンタルネグレ

クトによる口腔崩壊はないのかのご質問にお答

えいたします。 

 いわゆる口腔崩壊といわれる虫歯が10本以上、

または根っこしかない未処置の歯が何本もあり

食事等に影響があるという児童生徒は報告され

ておりません。歯科健診の結果、虫歯の多い児

童が市全体で５人おりましたが、治療済みの児

童が３人、治療中の児童が２人となっておりま

す。 

 今後も歯科健診後の保護者への適時適切な治

療勧告を行わせますとともに、虫歯治療の必要

な児童生徒が放置されることがないよう、家庭

環境や保護者の養育状況にも十分気を配るよう

各学校に対して指導を行ってまいりますととも

に、治療済みカードの提出状況について見届け

を行ってまいりたいと思っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  ＮＨＫが福岡県内の小中学校

を対象に行った調査では、極端に虫歯の多い口

腔崩壊が31.6％に上がったそうです。ひとり親

や経済的困難を抱える親たちの余裕のなさだそ

うです。子供たちの歯をどうやって守るかが課

題のようでございます。 

 フッ素水を使ったうがいが効果があるとのこ

とでございます。子供たちの歯をどうやって守

るかについてお聞きいたします。 

○学校教育課長（明石浩久）  森議員の子供た

ちの歯をどうやって守るかのご質問にお答えい

たします。 

 本市の各小学校におきましては、これまでの

親子歯磨き教室や歯科医による講話の実施、歯

の健康に関するポスターの作成や掲示等を行い、

義務教育の早い段階で児童及び保護者の歯の健

康に対する意識を高める取組みを行っておりま

す。 

 また、各小中学校におきましては、ブラッシ

ング指導や歯磨きチェック、生徒会による健康

な歯の表彰などの活動に取り組んでおります。 

 こうした取組みによりまして、昨年度の垂水

中央中学校１年生の全く虫歯のない生徒の割合

が70.6％に上っており、全国平均の57.7％を大

きく上回っております。 

 また、議員のご質問にありましたフッ化物洗

口につきましては、既に実施している市町村の

効果や課題を検証しながら調査研究してまいり

たいと考えております。 

 本市の子供たちが健康な歯で生き生きと生活

できるよう、学校保健会等との連携を深めなが

ら取組みを進めてまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  口腔崩壊については、終わり

ます。 

 次に、農業の人手不足についてでございます

けれども、30年度の農業法人による雇用者が正

規の方が75人、パートが15人ということや一般

農家の人手不足を考えますと垂水市の農業の人

手不足というのは、かなり深刻なようでござい

ます。 

 こうした担い手不足への対応策として、ワー

キングホリデーという制度があるようでござい

ます。 
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 長野県の飯田市が先進地です。これについて

説明をお願いいたします。 

○農林課長（楠木雅巳）  ワーキングホリデー

飯田とはどのようなものかについてお答えいた

します。 

 長野県飯田市が取り組んでおりますワーキン

グホリデー飯田とは、農業の人手不足を解消す

るために、農業に関心がある方や農業に取り組

んでみたい方と農繁期の手助けを必要としてい

る農家を結びつける援農制度でございます。 

 具体的には、春と秋を中心に数日間、農家と

寝食をともにして農作業のお願いをし報酬はあ

りませんが、食事と宿泊を農家が提供するとい

う内容で、この仲介役を飯田市が行うというも

のでございます。 

 なお、平成30年度の参加登録者数が1,203名

で、受入れ農家は121戸であるとのことです。

また平成29年度実績は、参加者数360名で、受

入れ農家述べ数は188戸、新規就農者は10名で、

うちワーキングホリデー参加者が２名となって

おります。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  都市と農村のパートナーシッ

プ事業として、1997年から取り組まれたそうで

ございます。田舎暮らし志向のＩターンの若者

や新規就農者が増加するなど農村再生に画期的

な成果を上げているようです。 

 垂水市も導入する考えはないか、お聞きしま

す。 

○農林課長（楠木雅巳）  垂水市もこのような

取組みを導入する計画はないかについてお答え

いたします。 

 飯田市の取組みから、効果としまして、農業

の担い手不足を解消するための新規就農者の確

保や中小農家の人手不足解消及び交流人口増な

どの効果があるものと考えられます。 

 現在のところ、すぐに導入することは考えて

はおりませんが、今後受入れ農家のお考えや意

見等も聴取するとともに先進地の事例などを十

分調査をし研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  鹿児島県もですね、31年度に

ワーキングホリデー制度に予算化をしておりま

す。これらの取組みを活用しながら農業の人手

不足に取り組んでいただくようお願いいたしま

して、この問題についての質問は終わりたいと

思います。 

 牛根地区の病院問題についてでございます。 

 かなり、やる気で取り組んでおられるのは理

解いたします。医師の配置が最大のネックだと

いうことございます。大石教授と市長との相談

の内容をちょっと詳しく知りたかったんですけ

れども、これ以上突っ込むとやぶ蛇になりそう

なんで、きょうはもうこれ以上聞きません。

（発言する者あり） 

 引き出したいんですけど、きょうはここでや

めておきます。 

 大石教授と連携しながらですね、ぜひ、診療

所の設置に向けて一層の努力をお願いいたした

いと思います。 

 簡単ですけれども、私の質問は、これで終わ

ります。 

○議長（池山節夫）  次に、10番、北方貞明議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速質問に入りま

す。 

 市長選の総括について質問いたします。 

 １月20日に行われた垂水市長選について選挙

結果の総括をお聞きいたします。 

 後で、新庁舎建設については質問いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

 次に、関西かごしまファンデーについて質問

いたします。 

 ことしも、３月３日、大阪の京セラドームで
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第15回関西かごしまファンデーが開催されます。

この関西かごしまファンデーは、鹿児島県出身

で関西に在住の皆様方が楽しみにしている関西

での一大イベントでもあります。演芸、歌謡シ

ョー等や地元の郷土特産物を買い求め、交流の

場として大変盛況であると聞いております。 

 垂水市からも毎年出店され、ことしは10店舗

の業者が出店参加されると聞いております。と

ころが、ことしは様相が変わったのか、これま

で第２回から昨年の第14回まで連続して出店さ

れていた業者がことしは関西垂水会から推薦が

できないとの連絡があったとのことで大変驚い

ています。 

 これまで、このようなことは一度もなかった

と聞いています。なぜ出店できなかったのか、

出店条件等は、選定方法はどのようになってい

るか、お聞かせください。 

 未収金について、元市長の退職金及び給食費

横領に関する返納金の収納状況についてお尋ね

いたします。 

 私は、この問題は平成22年第３回定例会でも

質問しています。そのときの答弁が、元市長の

退職金返還金残高が950万円、給食費横領金の

返還金残高が2,307万8,291円であると答弁され

ています。 

 元市長退職金返還と給食費横領返還金は平成

30年度末で幾ら返還され残高は幾らになってい

るのか、また、この間の８年間で市長退職金、

給食費横領金は幾ら返還されたか、お尋ねいた

します。 

 これで１回目の質問は終わります。 

○選挙管理委員会事務局長（鹿屋 勉）  北方

議員の市長選挙についてのご質問にお答えいた

します。 

 平成31年１月20日に執行されました垂水市長

選挙でございますが、選挙人名簿登録者数１万

3,011人、当日有権者数１万2,906人で、投票者

数が9,668人、投票率は74.91％となり、前回の

市長選挙投票率で比較しますと1.92ポイントの

増でございました。 

 開票結果につきましては、投票総数9,668票

のうち、有効投票9,598票、無効投票が70票で

ございました。 

 それぞれの候補者の得票数でございますが、

立候補の届け出順に池之上誠氏3,275票、尾脇

雅弥氏4,413票、村山芳秀氏1,910票という結果

でございました。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  私にもお尋ねがありまし

たので、お答えをいたします。 

 今回、３候補がそれぞれの政策を掲げて市長

選を戦ったわけでございます。 

 市長選を戦うということは大変なことでござ

います。改めて２人の候補の方に敬意を表した

いと思います。 

 結果として、最も多くの得票をいただいた私

が公職選挙法のルールに従って３期目の当選を

果たすという結果になりました。 

 これまで同様、垂水市の発展、垂水市民の皆

様の幸福のために力を尽くしてまいりたいと考

えております。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  北方議員の

ご質問でございます。関西かごしまファンデー

出店事業者の選定についてお答えいたします。 

 関西かごしまファンデー物産観光展は、関西

鹿児島県人会総連合会が主催されるイベントで

ありまして、県内市町村事業者が出店し特産品

や農林水産物を広く関西圏に在住される鹿児島

県出身者の方々を中心に商品の販売やＰＲを行

う大イベントで、毎年約３万人の方々が来場さ

れる大変にぎやかなイベントであります。 

 当イベントへの出店については、市内の観光

協会の事業者の方々へ市観光協会や垂水市商工

会を通じて広く出店募集の案内を行っておりま

す。出店を希望される事業者の方からの出店申

込書を一旦、水産商工観光課で集約しまして、
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関西垂水会事務局へお送りして推薦をお願いし

ているところでございます。 

 推薦された事業者について水産商工観光課か

ら関西かごしまファンデー事務局へ参加申込書

をお送りして、最終的に当事務局より、出店確

認書の通知が各事業所へ届くという手続になり

ます。 

 関西垂水会へ推薦をお願いしているのは、出

店の応募要件の一つに各市町村の県人会か後援

団体等からの推薦が必須となっているためでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○総務課長（森山博之）  北方議員のご質問の

元市長の退職金返還についてお答えをいたしま

す。 

 返納対象金額は1,345万6,600円でございます

が、平成11年度から返納が開始され平成29年度

までに430万6,600円が返納されており、残額は

915万円となっております。 

 なお、当時、返済に向けて双方の弁護士を通

じて覚書を取り交わそうといたしましたが、不

調に終わり、返納完了期限並びに年度ごとの返

納金額等の取り決めはなされておりません。 

 また、返納に関する交渉につきましても、本

人と直接行っておらず、顧問弁護士を通じて連

絡をとっているのが現状でございます。 

 本年度につきましては、２月21日に顧問弁護

士を通じまして３万円が返納されましたので、

残額は912万円でございます。 

 今後も引き続き弁護士に依頼をし、完納に向

けて取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  北方議員のご質

問でございます、給食費横領に関する返納金の

収納状況につきましてお答えいたします。 

 給食費の横領事件につきまして、平成11年９

月に発覚し、横領した金額の総額は2,313万

5,083円でございます。事件発覚から今現在ま

でに19万8,792円が返還され、返還されていな

い金額は、2,293万6,291円でございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、一問一答でよろし

くお願いします。 

 今、市長までが答弁するとは思っていません

でしたけれども、総括です。市長に聞くとは言

ってなかったもんですから。 

 その前に、まず市長、１月20日の選挙で新人

２人を抑えて、見事当選されました。まずもっ

て「おめでとう」を述べさせていただきます。 

 そして、これからですね、市民に寄り添って

市民の目線で市政運営に尽力してくださるよう

重ねてお願いしておきます。 

 今回の選挙結果で現職尾脇市長が4,413票と

いう票を獲得され、まあ、有権者の５割を切る

46％ということですけれども、まあ、今言った

ように46％、過半数に達していないわけなんで

すけども、これは、私は、今回は新庁舎建設問

題で相手候補が反対また白紙撤回という形でで

すね、現職に挑まれたわけなんですけれど、そ

ういう中で46％という得票率をとられて、５割

に達しなかったということに対して、やはりこ

こに市民の不満があらわれていると思うんです

けども、このことに対して市長はどのように総

括されるか、教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  今回の選挙に関しては、

先ほどお話をしたとおり３人の候補がそれぞれ

の立場でそれぞれの考え方で議論を戦わせた結

果として、このような結果であります。 

 ２人一騎打ちということになれば必然的に５

割を超えるわけでありますし、まあ、３人であ

ると基本的に３等分がベースになると思います

し、４人になるとその数が増えていくというこ

とだと思いますけれども、先ほど申し上げまし

た公職選挙法のルールの中で、得票という点に

おきましては、最多の得票を取らせていただい

て当選をさせていただいたという、ルールにの



－84－ 

っとったかたちでの結果でありますので、まあ、

ただ、先ほどご指摘がありました、過半数は行

ってないというのは事実でありますので、その

ことに対してはですね、庁舎の問題もあったん

だろうというふうに思いますので、そのことを

しっかりと研さんをしながらですね、これから

前向きに取り組んでいきたいというふうに思っ

ているところでございます。 

○北方貞明議員  過半数を取ってなくても当選

されたのは確かに事実ですから、それはそれで

いいんです。 

 私は、やはりですね、過半数取ってないとい

うことは、庁舎問題は、片方は反対と言う、も

う片方はそしてまた白紙撤回と言っておるわけ

ですから、これが一番の焦点だったと思ってい

るんですよね。 

 だから、やはりこれは過半数は達していない

わけですから、もう一度ですよ、これを……。 

 ３選されたんですよ、今度は。正々堂々と、

横綱相撲をとるつもりでどんと構えてですよ、

46％しか取ってないわけですから、計画変更す

るような、またそういうふうな考えはないのか、

そして、今言われましたように、新庁舎問題は

終わったんだろうと思ってますというふうに僕

は聞こえたんですけど、終わっているのでしょ

うか、その辺を……。（発言する者あり） 

 僕は聞きもらしたか、新庁舎問題は終わった

んだろうと思っているというふうに聞こえたん

ですけど、そうなんですか。 

○市長（尾脇雅弥）  全くそのような発言はし

ておりません。 

○北方貞明議員  それに対しては、失礼いたし

ました。私の聞き間違いでした。 

 そういう中で現在、市長もご存じのように新

庁舎建設に対して反対運動が起こっていること

はご存じですよね。せんだっても市長のところ

に行って、その方々が市長にお会いして、これ

からも反対運動を続けていく、また運動してい

くということを市長にも言われました。 

 そういう中で市長は、これらの反対運動とい

うことがあることは、そのような方々にも納得

させるようなそういうことを考えておられると

思うんですけれども、新聞報道を読みますと、

けさ方もありましたけど丁寧な説明をしていく

と言っておられました。 

 そういう中で、車座ですか、座談会で、５人

から10人の間で積極的に出ていく、要望があっ

たら出ていくと、こういう問題ですよ。まあ、

要望ももちろん大事なことでしょうけども、自

らですよ、市民の方に納得してもらうには、自

ら出向いて、いついつはどこどこに行くからと

いうような、そういう行動は示されないのか、

お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  今、北方さんがおっしゃ

ったその反対の代表の方が来られてということ

での中身に関して、ちょっと私は違う見解を感

じております。 

 大変、北方さんも含めて３名いらっしゃった

と思いますが、まあ、非常に選挙の結果を受け

てですね、今後、今申し上げたような新庁舎問

題というのは大事な問題であって、そのことに

対してお尋ねがあって私の思いも語って、今後

そういう意味でしっかりとお互いの立場を考え

ながら、また市長の部分を話をしながら話合い

を進めていきましょうという、まあ、和やかな

というまではいきませんけれども、前向きな話

と、そういうふうに捉えておりますので、中身

はそうだったのではないかというふうに思いま

す。 

 それを踏まえて新庁舎に関してのご質問とい

うことであります。 

 新庁舎建設事業の進め方といたしましては、

事業当初から事業スケジュールを提示をして庁

内外の検討委員会や説明会、またパブリックコ

メントなど手順を踏んでまいりました。 

 現庁舎は築60年経過しており、大変危険な状
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況に変わりはありません。よって、新庁舎建設

については、市民の生命と財産を守るという私

の使命がありますので、計画どおりに基本的に

進めていきたいという思いでございます。 

 しかしながら、先ほどもお話をしましたよう

に、強引に進めるということではなくて、誤解

の部分やら間違った認識もあったように感じま

したので、より一層市民の皆様にご理解をいた

だけるように丁寧に、先ほどお話があったよう

な車座的なものも含めて、情報発信も含めて丁

寧に説明しながら前に進めていきたいという考

えでございます。 

○北方貞明議員  市長自ら出向くことはないの

かということを聞いたんですが。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどの答弁でもお話を

しました。３月の広報誌に載ると思いますけれ

ども、車座対話的なものに関しては、私自ら出

向いて話をしていくということであります。 

○北方貞明議員  まあ、そういうことで市長自

ら出向いて、車座など出ていくということです

ね。確認ですけど、そうですよね。はい。（発

言する者あり） 

 ならですよ、私が１番言いたいのは、こうい

うのはもう一度ですね、市民の方々にアンケー

ト調査をする必要があると私は思うからこうい

う質問をしているんですけども。（発言する者

あり） 

 実施するに当たりましてですよ、そう時間が

かかるものですかね、いま、当選されてすぐで

すね、この問題にかかっていただければ６月議

会までに調査結果は出るんじゃないかと思うん

ですよね。だからですね、車座も確かにいいで

す、そうした後ですよ、やはりもう一度ですね、

アンケートをするような考えはないかというこ

とはですね。 

 車座の座談会するのはですね、限られた方し

か出てこないと思うんですよ、だけど、やっぱ

り正面に出たくない、そういう方もおられると

思います。そういう方の本質が表に出てないん

ですよね。そのために、私は、アンケート調査

をしたらいいんじゃないかと言うんですよ。 

 一部の方々の意見でこれを突っ走るというこ

とになると、大変ですね、これからの垂水は大

変危険な状態に陥るんじゃないかと思ってるか

らですね、市民の皆さんの総意のもとで堂々と

その事業に向かっていかれたらいいんです。 

 私も決して庁舎反対という、これ60何年経っ

ていますから、そりゃあまあ建て替えの時期に

来ておると僕も十分認識しています。そして、

建てる暁には、立派な庁舎を建てるようにすれ

ばいいわけですから。 

 もう一度聞きますけども、市民の理解いただ

けるよう丁寧に説明されるんだったら、その後、

ぜひアンケート調査をしていただくようにです

けれども、もう一度、よくそのへんを確認いた

します。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでも、何度となく

お話はさせていただいておりますけれども、私

が平成23年の１月23日に市長に就任をさせてい

ただいて、その後、３・11の東日本大震災がご

ざいましたので、その翌年から、この庁舎の建

設に関しては検討が始まったわけであります。 

 そして、熊本震災を大きな契機として、やは

りこのままでは危ないということで、これまで

庁内委員会、あるいは外部検討委員会、そして

市民の皆様の声を聞く方法としてパブリックコ

メントという手法を用いて、その経過に関して

も、何度も説明をしながら現在に至っているわ

けでございますので、そういったことも含めて、

今回、市長選の先ほどおっしゃった争点の一つ

になったことは、そのとおりでありますので、

その結果として、私が一番支持をいただいたと

いうことも、ある側面の事実でありますから、

そういう意思ということもありますので、ただ

し先ほど申し上げました庁舎の建設というのは

非常に大事なことで、跡地利用も含めて財源の
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問題、あるいはその安全上の問題、ご心配があ

る跡地利用の問題も含めて、そういうお気持ち

であるということはよく理解をいたしますので、

そのことも当初から説明はさせていただいてお

りますけれども、まあやっとそのあたりの部分

が、落ち着いた議論ができる環境になりつつあ

るというふうに思いますので、終始一貫申し上

げていることは変わりませんけれども、そうい

うようなことを整理をしながら、慎重、丁寧に、

まあその一貫として車座対話的なものもやらせ

ていただきたいということであります。 

 アンケートということに関しては、今、お話

をしたようなとおりでございます。 

○北方貞明議員  市長、当初から変わらないと

いうことですけども、再選された、そして先ほ

ども言いましたように、私も新庁舎を建てるの

は反対していませんよ。建てることに対しては。

まあそういうことでですね、皆この反対の理由

は、大方は規模の問題、そして安全性もあると

思います。 

 あの場所は本当に皆さんが検討されて、あの

検討結果じゃ、余りよくない結果も出ていまし

たよね。だけど、市長の判断のもとでそういう、

安全性という面で、本当に安全なのか、まあこ

れからもボーリング調査して、その建物は建つ

でしょ。建物としては今の技術でいけば、海の

上でも建つと思います。極端な話ですけども、

風力発電なんかも建っているわけですから、だ

けどそこ辺へ行くまでのアクセスですかね、そ

ういうのを皆さん方心配しておられるんですよ

ね。西側から、何にも防波するような施設はあ

りません。まともに来ます。今回の冬にも、私

は２回ほど浜平の道の駅でも駐車したら、強風

で出られませんでした。海風がやんでから出た

わけですけれども、店に入ったんですけど、こ

こはもっとひどいですよ。すごいですよ。そう

いう場所ですよ。 

 まあそれで、皆さん方は安心・安全とよく言

われるのが、建物のことだけ言われるんですよ

ね。市民病院もあるじゃないか、コスモス苑も

あるじゃないか、そういうふうな。私は先ほど

言いましたように、建物は今の技術では、何も

心配してない。そういうアクセスの問題を言っ

ておるわけです。 

 それと、12月の３日でしたかね、４日でした

かね、すごい大雨が降ったときがありましたよ

ね。それがこの間、どこかのタイミングで市長

もそのときは、あそこの現場に行かれたという

ふうな、ちょっと聞いたわけですけれども、こ

れが見られたと思うんですけど、これがそのと

きの写真ですけども、Ａコープのお客さんがズ

ボンを上げて駐車場を歩いていますよね。とい

うことは、全部上がったということですよ。そ

れはわかりますよね。そういうところに、今度、

その近くに建つわけですからね。どんだけ水が

上がるかということを想像できますよね。そし

て、私はこの二十数年間で、何回もこの海岸の

ところで怖い目にあってるわけですけど、平成

５年の９月の台風でも、そのとき、これが流木

で埋まった今の港ですよ。その隣接に建つんで

すからね。この前も言ったと思いますけれども、

この流木は、写真は反対から言いますけど、こ

こはとんとこ館、ここはうどん屋さんですよ。

ここまで来ておるんですからね、この流木は。

それで、この間も言ったと思いますけど、私は

このとき、台風の目に入ったから、ここを通っ

たんです。そのときは、流木は一本もありませ

んでした。漁船が１そう、係留されていました。

それは無事でした。それで台風の目が通過して

ここへ来たら、もうこの状態でした。この状態

は、あの湾からさっと入って来たとじゃないん

ですよ、前も言ったように。あの岸壁を飛んで

来たんですよ。それでこうなったんです。今度

の建つ場所も護岸があります。もちろん、あそ

こは飛んだんだから、飛んで入ったんだから、

入りますよ。これが平成５年のときの台風です。
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市長は、そのときこの現場を見られたですか。

状況どうなんですか。 

○市長（尾脇雅弥）  平成５年は見ておりませ

ん。 

○北方貞明議員  まあ、あれですね。平成５年、

本当に実はこういう写真が残ってますね。（発

言する者あり） 

 まあ黙っておらんや、まあ黙っておらんや、

おれが言ってるんだから。（発言する者あり） 

 平成17年、18年、19年、この梅雨時もすごか

った。そして、平成28年９月20日の台風でも、

最近ですけども、すごい災害が起きました。こ

ういうような状態で、常にこういう危険にさら

される場所ですから、十分このことに留意をし

ていただきたいと思っております。 

 まあそういうことで、私は立地的に大変危険

なところに建つと思っていますから、もう一度、

市長、考えていただければと思っておるとこで

す。 

 おたくらは、安全だ、安全だと言っておられ

ますけど、私から見ると大変危険な場所と思っ

ております。そして、よく言われる言葉が、

「きょうの常識があすの非常識」という言葉も

ありますよね。そいで、まあこれが順調にこの

建設が、仮に進んだとします。だけど、着工し

た時点で、既に私は後悔をせなならんのではな

いかと思ってるんですよ。だから、このような

ことをしつこく私も聞くわけですけども、だか

らできるだけ市長も市民との対話で、先ほど言

いましたようにアンケート調査をして、少しで

も皆さんがですよ、「ああいいよと、そこはい

いところだよ」と言ったら、正々堂々と前へ進

めたらいいんですから、まあ再度何回も聞きま

すけども、アンケート調査に関しては、市長は

一貫して変わらないでしょうけども、この後、

同僚議員がまたこの問題に触れますので、その

方にお任せしまして、次のほうに入ります。

（発言する者あり） 

 次に、関西垂水会のファンデーですけども、

まあことしは３万人の入場で、大変盛況だとい

うことはわかっておりました。 

 先ほども言いましたと思うんですけど、この

鹿児島ファンデーで、第14回開催されておるわ

けですけども、そのうち、先ほども言いました

が、２回目から前回まで13回出店されておる業

者は、なぜこの関西垂水会から推薦されなかっ

たのか、最大の原因は何でしょうか。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  北方議員の

ご質問でございます、出店業者さんの選定基準

についてお答えさせていただきます。 

 先ほど、出店事業者の推薦については、関西

垂水会へ依頼していると説明申し上げましたが、

関西垂水会へ出店業者の方の選定基準について

確認しましたところ、役員会で協議をして推薦

を行っているとの回答でございました。 

 関西垂水会としては、今回は初出店の事業者

や出店回数の少ない事業者が、今後も継続して

出店していただけるように支援していきたいと

の思いから、この方々を中心に推薦を行ったと

のことでございます。 

 特に、この方々の継続した参加が必要だとの

思いを持っておられるようでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  これは、そしたら平たく言え

ば、新旧交代というような意味なんでしょうか

ね。新しいのを古いとか、そういう人たちを排

除という言葉を使ったらいいかどうかわかりま

せんけども、そういう方向にされたのか。そし

てそれに対して、本人さんにはもちろん通達さ

れたと思うんですけども、まあその人が、本当

に納得は恐らくされなかったと思うんですよね。 

 そして、その再度と言いますか、関西垂水会

へ、その推薦していただけるような要望は、役

所からとか観光課からされなかったんですか。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  こちらのほ

うも一端申請書を受けて、それをお送りした時
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点で、あちらからその推薦できないということ

が回答があった時点で、既に従来どおり、まあ

昨年並みにこちらからお送りした事業所さんに

ついて、全て承認していただきたいという旨の

お願いしたところでございます。 

 その中で、あちらからの回答があって、また

こちらのほうとして対応させていただいたのが、

関西垂水会からの推薦からもれた事業所の方々

につきましては、再度改めて、関西垂水会の推

薦のお願いを実際しました。 

 しかしながら、関西垂水会からの推薦が、早

急には困難であるというふうに今回判断いたし

ましたので、今回の場合は、他団体からの推薦

がいただけないか確認をいたしまして、垂水市

商工会の推薦をいただけるよう改めてお願いい

たしまして、事業所の方の出店規模に添えるよ

うに対応させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  私が言ったのは、商工会に依

頼する前に、もう一度でも念を押したけどだめ

だったという回答で、今、商工会にということ

ですけど、そこで市長にお伺いします。 

 今、市長もこの問題に耳を傾かれておられた

と思うんで、知っておられると思うんですけど

も、よく市長、県にパイプが太いとか、国に太

いパイプを持っているとかとよく言われます。

まあこういうことも、我が垂水の業者は、一業

者はこういうように外されたわけですから、そ

の関西垂水会でも太いパイプを持っておられる

と思いますけど、関西垂水会に対して、市長は

何か要望等はされなかったんですか。 

○市長（尾脇雅弥）  関西ファンデーが13回目

ですかね、私も（「14回」と呼ぶ者あり）途中

からの参加ということになります。 

 特に６次産業化・観光振興ということで、垂

水の食材をしっかりとＰＲして、もうかる仕組

みということでこれまでずっと続いてきたんだ

というふうに思います。まあ、何回も足を運ば

せていただいて、大変にぎわっているわけであ

りますけども、先ほど担当課長から話がありま

したように、あくまでもこれは稲盛会長を中心

として、関西の方々の対応というか、その結果

だというふうに思っております。 

 ただ、その中でこれまで出店をされた方々が、

出店できないということは本意ではありません

ので、先ほど申し上げたような商工会とか、違

う手段を通じて、同じ旅費あるいは運賃の補助、

同条件で出店できるような形になったというふ

うに伺っております。 

○北方貞明議員  関西の本部と言いますかね、

会長さんが稲盛さんですよね。そこの事務所に

問い合わせば、こちらは全て受けるよと、そん

で垂水のスペースから外されたわけですよね、

それを言ってるんです。 

 そういうことで、その出店される同業者に聞

けば、その外された方、先ほど申しました、２

回目からずっと連続で出店されています。それ

で、一番に垂水のこともわかってて、それで、

ほかの業者の方々のＰＲもして、一番貢献度は

高いんだと。だから、そういう方を外すのは、

ちょっと出店者の同業者が言うんですよ。そう

いうふうに、大変評価されておる業者です。 

 だから、そのへんを外された時点で、何で市

のほうから、このような実績もあるのに何で外

すのかと、この人がおって垂水がちょっと売り

上げとか、そういうふうな貢献されておるんだ、

全体のレベルアップしておるんだとかいうふう

な、そういうな、何でそういうことができなか

ったのか、されたができなかった、そこら辺も

ちょっとね。何でできなかったのか。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  もちろん、

そのあちらのほうから推薦ができないというよ

うな回答があったときには、もちろんこれまで

の経緯でございますとか、これまでの実績、そ

ういったところでは、大変な実績を持っていら

っしゃる事業者の方でございますので、そうい
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ったところも含めてですけども、まずは、われ

われよりも関西垂水会のほうがお付き合いも長

いですし、そういったところは実情をご存じだ

ということで、再度お願いしたところでござい

ます。 

 そういう中で、また今回のような意に沿えな

い形での回答があったというところで、われわ

れとしては、それであればほかの手段を講じな

ければならないというところで商工会の推薦を

いただいて、関西かごしまファンデーの事務局

に申込書を送らせていただいたと、それで受理

していただいたというところでございます。

（発言する者あり） 

○北方貞明議員  関西垂水会の返事がそうだっ

たということは、わかっておるんですけどね。

この間、打ち合わせの段階ですけども、「何で

外れたかと聞いてほしい」と僕は要望したら、

「外す理由を答える必要はない」というような、

これは事実なんですか。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  確かに、最

初の頃はそういった形の回答はありました。 

○北方貞明議員  まあ、そうしたら垂水のほう

では、このご判断に対しては、水産商工観光課

ではタッチできない部分があるということです

ね。そういうふうに思って、認識しますでよろ

しいですかね。（発言する者あり） 

 まあ、そうしてですよ、そういう外れ、垂水

のベースからかなり遠いところに外されたわけ

ですよね。まあ、それは一応、商工会のほうで

は確保をしていただいたから、それは、まあ商

工会側の方たちの努力だと思っておりますけど

も、商工会のほうの方々の言うには、「その業

者の方は大変貢献度が高いから、商工会として

は、ぜひ行ってもらわなくちゃならない業者だ

から推薦してあげます」と、まあそういうよう

な、商工会は温かい気持ちでそう言っておられ

ます。 

 それで先ほども言いましたように、出店業者

の中では本当に、前も言ったと思いますけど、

一番、垂水のその物販販売では貢献されておる。

そして、あらゆるところにも出向いて行ってお

られると、それでまあこういう出店できないよ

という電話一報入ったときも、東京の浅草です

か、そこで垂水の物産館ですか、物産を販売を

しておられたということで、まあそういうとこ

で、あらゆるところに出向いて垂水のことをＰ

Ｒしている業者です。先ほど何遍も言いますけ

ど、その方は、この方に商工会、垂水市観光協

会が感謝状を送ってもおかしくないぐらいの活

躍をされたというふうなことも聞いています。 

 まあ、こういうことですね、来年度はどうな

るかわかりませんけど、これで来年度は、その

本部ですか、稲盛さんが会長の、そのところは

「出店するのは誰でもいいんだから、そういう

外すということは全然考えていない」と、それ

で「ベースが欲しかったら、幾らでもつくって

あげます」というようなことも言っておられま

すと聞いております。 

 だから来年度は、そういう一人だけ、垂水、

決まったところのベースから離れてですよ、そ

ういう販売をすることがないように、やはり１

カ所でしていただければ、垂水全体のレベルア

ップになると思いますから、その辺を間違いな

くやってください、水産商工観光課長、よろし

くお願いします。（発言する者あり） 

 次に、未収金についてお尋ねいたします。総

額が、もうちょっと小さいことは省きますけど、

2300……あ、ちょっとこれはあれだったか、前

後するからちょっと待ってくださいね。 

 元市長からいきます。（発言する者あり）

1,345万円から、今、912万まで、ことしになっ

たということです。去年３万円、ちょっとすみ

ません、確認ですけど３万円だったですかね。

（発言する者あり）でしたよね。１年間ですね

これは、皆さん、１年間に３万円しか市長の退

職金返納がなされていないということですけど、
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皆さんも聞いてびっくりされると思っておりま

す。 

 まあ普通は、今、若い人たちが住宅ローンと

か、そういうので４、５万ぐらいのものは月々

払っておられると思うんですけども、今、この

一千何百万、まだ900万残っているわけで、そ

の中でたった３万円しか年間返還ができない。

本当に、これでは執行部、市長も満足されてお

るのか、この調子でいいんだろうかと。 

 そういう中で、歴代の市長は、今、この問題

が発生してから、矢野市長、水迫市長、現尾脇

市長であります。これですよ、各市長さん方々

はその当時、水迫さんと現在の尾脇市長は８年

間と思いますけども、この８年間、また矢野さ

んのほうが、何年（発言する者あり）４年か、

４年弱かもしれませんけども、幾らこの市長の

時代に返還されたか、金額だけ教えてください。 

○総務課長（森山博之）  北方議員のご質問に

お答えをいたします。 

 本案件は、平成11年度に発生をいたしており

ます。当時の市長でありました矢野市長時代に

おきましては、平成14年度までに255万6,600円

が返納されております。平成15年度から平成22

年度の水迫市長時代におきましては150万円が

返納され、平成23年度以降、現在に至ります尾

脇市長におきましては、28万円が返納されてお

ります。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  矢野時代に250万、端は切り

ますけども、水迫さんで150万、尾脇市長で28

万、８年間で。市長、大変、市長の時代になっ

たら極端にダウンしておるわけなんですけども、

今、こうして全然回収が進んでいないわけなん

ですけども、市長はこの問題に対して、今まで

どのような取組みをされてきたかお聞かせくだ

さい。 

○市長（尾脇雅弥）  私自身、この問題、事件

を知ったのは、一市民ということでありました

けど（発言する者あり）当時、一市民というこ

とでございましたけれども、その後の経緯につ

いては、市議の時代等で理解をしているところ

でございます。収納状況については、先ほど課

長の説明があったとおりでありますけれども、

覚書を交わそうとしたんですけども、覚書が取

り決めができなかったために、まあ現在、苦慮

しているという状況でございますが、一日も早

く、少しでもこの返済金をいただけるように、

法令に従って対応してまいりたいと考えており

ます。 

○北方貞明議員  市長も自分の時代になってか

ら、回収はスムーズにいってないと認識されて

おりますよね。 

 そういう中で、覚書を交わそうと思って、ま

あ相手が云々と言われましたけども、市長は市

民が市税とか国保なんかに滞納が発生すれば、

税務課をたたいて矢の催促をしていますよね。

そして、差し押さえというようなことも、今ま

でされてきたと思うんですけど、まだ市の執行

部がこういうような不正で発生したことを、余

り市長部局としては甘いんじゃないかなと、取

組みが。もうちょっと、厳しくと言うか、たっ

た年間、ことしは３万円ですよ。そういう状況

では、市民に対して市長はどのように弁解でき

ますか。その辺、そして取組み、どのようにし

たらそれを改善するか、そのへんをもうちょっ

と詳しく教えていただければありがたいです。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細は、担当課長からお

話があると思いますけれども、市税の徴収等も

差し押さえに至るまでの経緯、ルールがあるわ

けですね。その上で、ルールに従って、法令に

従って対応するということでございます。 

 この件に関しても、取り扱いに関しては、通

常だと覚書というものを交わして、それに従っ

てやるというわけですけれども、覚書がない中

では、現行、今、少額でありますけど返済とい

うことに対して、法的な対応措置が今のところ
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はないという現状でございます。 

○北方貞明議員  現状じゃ、対応策がないとい

うふうに述べられましたけども、このままでは

到底いかんというのは、誰しも認識しておると

思います。それで市民に対して、本当に説明責

任がつかないと思っておりますので、だから一

刻もこういうのを早く解決していただきたいと

思います。 

 それで、単純計算でしましてこの915万です

か、これを全部終わるとしたら何年かかると思

いますか、何年。 

○総務課長（森山博之）  北方議員のご質問に

お答えをいたします。 

 これまで、返納状況を確認をいたしましたと

ころ、平成25年度以降は３万円ずつを返納して

いただいております。まあ、この額で試算をい

たしますと、ご承知のとおり相当な年数を要す

ることになります。 

 先ほども答弁をさせていただきましたとおり、

本案件につきましては、顧問弁護士を通じて行

っております。弁護士に伺いましたところ、本

人はやや体調は崩されておられるものの、返納

される意志があり、現在の生活水準に見合った

金額を返納していただいているということでご

報告をいただいております。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○北方貞明議員  何かあった。市長が答えると。 

 今、具体的な数字は述べられませんでしたけ

ども、まあ相当ということはですよ、それこそ

想像もつかないわけなんですけども、100年以

上かかりますよね。じゃないですかね。こんな

馬鹿げた話ないですよ。もうちょっと、真剣に

取り組んでいただきたいと思います。 

 市長、これはもう要望しときますけど、本当

ですよ。質問あったら答弁してください。本腰

を入れて取り組んでいただきたい。 

○市長（尾脇雅弥）  本案件にかかわる退職金

の返戻命令書ということにつきましては、平成

11年４月の28日付で、当時の矢野市長名で当該

対象者に対して、送付をしております。覚書で

すね。本来、このような事案が発生した場合に

は、双方当事者、もしくは弁護士などの代理人

によりまして、返納すべき金額や年度ごとの返

納額、返納完了時期を定めた覚書を取り交わす

ことが求められているということがありますけ

れども、これらの定めがないという状況のため

に、返納額が一定していないということでござ

いまして、その経緯を、そのことを含めて、改

めて顧問弁護士に経緯ということで確認をしま

したところ、23年までの間に、ちょうど平成12

年の当時、年額100万円を、平成23年度までに

返納する覚書の案を、市のほうから提示をしま

した。しかしながら、返納が困難であるという

ことから、改めて年額80万円を、平成27年度ま

での間に返納する案を、本市代理人の顧問弁護

士から相手方に提案をいたしました経緯があり

ます。しかしながら、そのときは困難であると

いうことで不調に終わっております。 

 その後、相手方の弁護士から年額70万円を、

平成29年までの間に返納する案が提案をされま

したけれども、当時の判断によりまして不調と

なったということであります。 

 なお、当時の顧問弁護士は、この当時の案で

妥協しておかなければ、後が困るということの

アドバイスはいただいたようでありますけれど

も、先ほど申し上げましたように現在におきま

しては、そのときの覚書が十分成立をしており

ませんでしたので、議員ご指摘のような、気持

ちはよくわかりますし、まあ私も少しでも多く

という気持ちではありますけれども、まあルー

ル上はそういう形で対応が、今、できるのはこ

れが最大限であるという現状であります。 

○北方貞明議員  まあ、大変、難儀な仕事と思

いますけども、市民のためにも、市民に顔向け

ができるような行動、態度をとって、今、こう

いう状態だと、今こう述べられておりますけど
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も、これでは多くの市民の方が納得はいたしま

せんので、できるだけ最善を尽くして、１円で

も多く回収していただきたい。市のほうは、少

ない予算で最大の効果を上げると言っておられ

ますから、１円でも有効に使わなくてはならな

いと思っております。そういうことが、何千万

というお金が、今現在、無駄になっておるわけ

ですから、ぜひこの何年分も含めてでしたけど、

よろしくお願いいたします。市長のほうは終わ

ります。 

 すみませんけど、今度は横領事件のほうに入

らせていきます。市長のことを、重複あるいは

類似する質問になるのかもしれませんけど、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、先ほど課長にも聞きましたんです

けど、歴代の教育長さん、川井田さん、肥後さ

ん、長濱さん、坂元さんとなっておるわけです

けども、このところの額をちょっと示してくだ

さればありがたいですが。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  北方議員のご質

問でございます、歴代教育長の在任中の返還額

につきましてお答えいたします。 

 事件発覚後の歴代教育長の在任中の返還額に

つきましては、川井田前教育長が、在任期間７

年６カ月で３万6,792円、肥後前教育長が在任

期間５年６カ月で２万円、長濱前教育長が、在

任期間４年５カ月で13万2,000円、現教育長に

つきましては、在任期間１年10カ月で１万円が

返還されたところでございます。 

 なお、新教育委員会制度への移行に伴い、教

育長の任期につきましては４年から３年となっ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  今、こう聞いてみましたら、

副市長、教育長在任中は、この歴代の教育長に

したら13万でしたよね、一番多いですよね。そ

して一番多く回収されておりますけど、本当、

見るにも見られない数字だけです。本当にです

よ、2,300万ほどのお金が取られて、トータル

でしたら何ぼですかね。20万もないんですよね、

その間入ってきた。これでは先ほども言いまし

たように、大変、市民に対して失礼なことでは

ないかと思っております。何とか、これも早く、

少しでも回収していただきたいと私は思ってお

ります。 

 今まで、この方はずっとですよ、私はうわさ

聞けば鹿屋に住んでおられるとは聞いておるん

ですけども、その間違いないんでしょうかね。

交渉はどのようにされておるんですかね。ちょ

っと教育長、わかれば。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  北方議員のご質

問でございます。当事者との返還交渉につきま

してお答えいたします。 

 事件発覚後、当事者との面談や、電話及び文

書による督促を行ってきているところでござい

ます。本件については、教育総務課が直接対応

しており、文書や電話による面談の実施につい

て複数回通知するとともに、自宅への訪問など

を行っておりますが、今年度につきましては、

直接の面談に至っていないところでございます。 

 このような状況について、その都度教育長へ

報告し、当事者との合意文書の返還金額に戻せ

ないかなどの交渉を進めるよう、指示を受けて

いるところでございます。今後も文書や電話、

自宅への訪問など面談の機会の確保と、定期的

な返還及び返還額の増額などを粘り強く取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  粘り強くしていただきたいん

ですけども、交渉に行くには普段の業務をおい

て行かれるわけですよね。それには、先ほどの

教育長にはあれですけど、１万円回収してくる

ぐらいやったら、おたくらが１日動けば、１万

円以上の経費がかかると思うんですよね。ちょ

っとバランスが全然おかしいような気がしてい

まして、何とかならないのかなと残念でなりま
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せん。そういうことで、一層努力をしてくださ

いとしか言いようがないのかなと思って、質問

するほうも本当、残念でなりません。まあそう

いうことでありますから、できるだけ回収を早

めに進めるような、何かもっといいアイデアな

いのかなと思っております。 

 そこで私は思うんですが、この給食問題も、

私は学校教育委員会というのは、教育を専任に

する部署だと思っております。今の、こういう

お金の取り立て、これはですよ、そういうのや

ったら専門業者に任すとか、そういうふうにな

さったほうがいいんじゃないかと思います。私

はそう思うんですが教育長、これは、私、間違

っとるでしょうか。教育長の考え聞かせてくだ

さい。（「簡単に、もう時間ないから」と呼ぶ

者あり） 

○教育長（坂元裕人）  本案件は、教育委員会

で発生した事案であるということで、やはり教

育委員会で対応すべきものと考えておりますの

で、今後も、また市長部局とも連携をしながら

取り組んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  私はいつも、今、言われまし

たように、市長部局に頼むのは一番いいんじゃ

ないかと思っているんですよね。だから、その

ような方向でお願いをしていったらどうですか。

副市長は、教育委員会の委員でありましたけど

も、その辺の副市長として、教育委員会がこれ

はする事案じゃないと認識されておったら、私

のほうで引き受けますがというようなことはで

きないでしょうか、副市長、最後に質問いたし

ます。 

○副市長（長濱重光）  教育長が発言いたしま

したことを、尊重いたしたいと思います。

（「副市長、ごめん」と呼ぶ者あり）そしてこ

れには、私４年（「時間です」と呼ぶ者あり）

の中で、あと１点だけ。27年の２月に合意書を

交わしていました、顧問弁護士にお願いをして。

それによりますと、２カ月に１回、３万円ずつ、

月１万5,000円ずつ支払うということで合意が

なされていますので、まあそういうことは、教

育委員会には指導主事と行政職員がおりますが、

行政職員がいる以上、そういうふうなところの

仕事というのは、教育委員会においても十分僕

はできるというふうに認識いたしております。

その合意文書に基づきまして、教育委員会にお

いて、今後、努力されるものと期待していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  時間です。 

 ここで暫時休憩いたします。次は、３時55分

から再開いたします。 

     午後３時42分休憩 

 

     午後３時55分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、８番、持留良一議員の質疑及び質問を

許可いたします。持留議員。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、予算質疑一般質問

を行っていきます。 

 冒頭、市長に就任に当たりましては、改めて

地方自治の本旨に立って、住民の命と暮らしを

守る立場で市政運営に当たられるよう、強く要

望をしたいと思います。 

 最初の一般質問は、選挙と結果について２つ

の論点について質問いたします。 

 １つ目は、選挙制度の基本原則と問題意識に

ついて、市長の見解を伺います。 

 選挙後、地元紙の「記者の目」というコラム

欄には、「何のための一票」という記事が掲載

されていました。さらに「地方選挙を顧みて」

という記事にも、選挙についての問題提起がさ

れていたと考えます。市長もご覧になったと思

いますが、これらの内容は、本来あるべき選挙
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とは何か、改めて問うているのではないでしょ

うか。 

 そこでお聞きしますが、選挙制度の基本原則

とは何か伺います。基本原則の中で、特に投票

の自由についてどうだったのか、新聞記事や自

身の選挙を通じて、どのような見解をお持ちか

伺います。 

 ２点目は、新庁舎建設予定地問題について、

選挙結果から見えてきた問題と認識について伺

います。 

 １点目は、新庁舎建設予定地問題については、

単純数値の結果から判断すると、計画予定地は

反対が多数であったと考えますが、どのように

受け止められているのか見解を伺います。 

 ２つ目は、沖縄名護市辺野古新規建設の埋め

立ての賛否を問う県民投票についての考えをお

聞きします。結果は出ましたが、この根本問題

は、これまで何度も選挙を通じて示されてきた

民意を無視して、埋め立てを強行する安倍政権

の姿勢は、県民・国民の思いに逆行するものと

言わざるを得ません。今回、改めて憲法が保障

する地方自治の本旨に基づき、沖縄の皆さんの

真の民意が明確に示されたというふうに考えま

すが、見解を伺います。 

 ３つ目は本題になりますが、選挙結果や住民

自治の本旨から問われているのは、予定地につ

いて賛否を問うことではないでしょうか。私た

ちは、昨年市民アンケートを実施しましたが、

新庁舎問題については「市民アンケートを実施

すべき」の声が82％もありました。このことか

らも、市民の大多数はアンケート実施を望み、

計画の再考を求めています。市長の市政の基本

運営は、市民の合意と参加及び理解で進める、

だったと思います。 

 さらに、重要なのは住民自治の本旨は住民の

意思と責任に基づいて行政を行うというのが原

則だということです。この住民自治の本旨に基

づいて取り組まれてきたのか、大いに疑問です。

さらに、民主主義という手順を本当に踏んでい

るのが問われている問題であることからも、改

めてこれらの観点も含めて、市民アンケートの

考えをお聞きをしたいと思います。 

 次に、公約問題と関連する課題について実現

に向けての取組みと財源保障について伺います。 

 今回の選挙公約で注目したのは、子育て支援

策と高齢者対策でした。これの施策については、

子育て中のお母さんたちや高齢者からも、生活

を支援する政策を要望されていました。私も、

何度もこれらの内容については提案してきまし

たが、財政難を理由に実現に至っていませんで

した。今、市民生活の現状を見たら、この２つ

の柱が必要不可欠なものであることは明らかで

す。ご存じのとおり、統計不正が発覚して、厚

生労働省も実質収入がマイナスと認めました。

実際は、働く人たちの賃金が落ち込んでいたの

です。さらに深刻化する高齢者世帯の貧困と不

安の増大の大きな要因の一つが低年金です。垂

水市の国民年金受給の平均は５万4,000円、こ

れで誰が見ても生活水準を維持できるものでは

ありません。このことからも、安心して子育て

ができる環境、高齢者の暮らしを政策的に支え、

生きがいと尊厳保障をする政治が、さらに求め

られているのではないでしょうか。 

 そこで伺いますが、先ほど３人の議員が確か

この問題について言われたと思いますので、ダ

ブルところは、ぜひ回答のほうで割愛していた

だきたいというふうに思います。そのほかのと

ころで、私は特に、陳情を採択されている給食

費の負担軽減策も必要な政策と考えますが、市

長の見解を伺います。 

 また、高齢者対策では、何よりも重要なのは

私は交通弱者対策や介護保険料や利用料の負担

軽減など、生活を支える施策が求められている

ということです。市長も当然、この公約で自分

ではないとお考えだと思いますが、見解を伺い

ます。これらの公約実現に向けて、財源問題に
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ついてどのようにお考えなのか、お聞きをした

いというふうに思います。 

 次に、児童虐待防止対策について問います。 

 今、虐待防止対策として、関係機関の情報の

共有と連携のあり方など、各分野での真剣な取

組みが急務となっている中、本市の実態や課題

について議論し、方向性を明らかにしていきた

いと思います。児童虐待防止法の制定から20年

近くが経過する中、対策は取られてきています

が、依然多くの子供が虐待被害に遭い、小さな

命が奪われています。現実は、余りにも深刻で

す。悲劇を断ち切るためにも、各分野での真剣

な取り組みが急務となっていると考えます。 

 そこで４点を質問し、現状や対策について考

えてみたいと思います。 

 １点目は、2017年度児童相談所が対応した件

数は、全国で13万3,778件、鹿児島県では818件、

増加率は全国で１位という状況でした。増加の

理由及び本市の状況と取組み上の課題について

伺います。 

 ２点目は、各機関で関係機関でつくっている

要保護児童対策地域協議会の開催内容及びそれ

に基づく取組み、さらに関係者から市町村の対

応力の底上げが必要と指摘をされていますが、

どのように受け止め、取り組んでいるのか伺い

ます。 

 ３点目は、事件で問題になった個人情報の取

り扱いについて、認識の共有は問題ないか伺い

ます。 

 ４点目は、教育委員会や児童相談所、弁護士

等、各分野との取組みや連携のあり方、課題や

取組みの方向の改善が必要ないのか伺います。 

 次に、学童保育の基準問題について問います。 

 学童保育の職員配置数や資格の基準を、国が

事実上廃止する方針を打ち出しました。今、こ

のことについて、地方議会で反対意見書が可決

されるなど、基準を維持すべきの声が広がって

います。現状の基準は、学識経験者、自治体、

学童指導員など、さまざまな立場での関係者が

厚生労働省の社会保障審議会児童部の専門委員

会で議論を積み重ね、学童保育の質の確保、授

業内容の向上のために不十分な点を残しながら

も確保されたものです。指導員２人の配置は、

子供同士のいさかい、けが、災害など緊急時対

応など、安全・安心、質の確保の観点から最低

限の基準です。これらから見ても、市として放

課後の安心へ責任を果たすべきものと考えます。 

 そこで、以下の点について問います。 

 １点目は、安心・安全な場所を保障するため

には、専門性を持った指導員の複数配置が不可

欠です。国に対して従うべき基準は堅持すべき

と、強く働きかけるべきではないでしょうか。 

 ２点目は、職員不足の問題は、低賃金など労

働環境の改善が必要で、指導員の社会的地位を

高めることではないでしょうか。認識と今後の

対応、処遇改善の方法の方針はあるのか伺いま

す。 

 ３点目は、これらのことからも、本市として

は放課後の安心への責任を果たすために、現状

の基準を厳守すべきと考えますが、見解を伺い

ます。 

 最後は、予算質疑で、国民健康保険特別会計

予算について伺います。２点の点から質問をい

たします。 

 １点目は、日本共産党は、昨年11月高過ぎる

国保税引き下げ、住民と医療保険制度を守りま

すの政策を提案しました。この政策の重点は、

１兆円の公費負担増によって国保税を協会けん

ぽ並みの保険料に引き下げるという、住民負担

の抜本的軽減策を打ち出したことにあります。

簡潔で結構ですので、この政策についての感想

を伺います。 

 ２点目は、以前、議論した国保税均等割の負

担軽減問題の対策を、子育て支援の観点からも

均等割の軽減策が必要ではないかと問うたもの

でした。均等割、平等割、いわゆる応益割には、
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低所得者向けの法定減額の仕組みがあります。 

 その中で、世帯、特に子供の数が多いほど国

保税が引き上がる均等割には、「まるで人頭税

だ」「子育て支援に逆行する」という批判が噴

出し、全国知事会など地方団体も子供に係る均

等割保険税措置の導入を強く求めています。こ

の問題では、昨年６月議会でも議論し、市長は

「子育て支援の関係からも検討が必要ではない

か」という旨の回答をされています。所得のな

い子供まで、重たい国保税をかけるべきでしょ

うか。市長の姿勢が問われていると考えます。

子育て支援の観点からも、子供が多い世帯に、

減免制度の導入検討を強く改めて求めたいと思

います。さらに、対象者はどのくらいか、財政

的な負担は、そして全国の取り組んでいる事例

内容を教えてください。 

 不十分であったら、再質問を行います。 

○選挙管理委員会事務局長（鹿屋 勉）  選挙

の結果についての質問でございますが、選挙の

基本原則というご質問でございますので、私の

ほうからお答えいたします。 

 選挙の基本原則といたしましては、財産や納

税額、性別等で選挙権、被選挙権が制限されな

いとする普通選挙、１人１票とする平等選挙、

選挙の公正を保持し、投票の秘密を守るため無

記名投票とする秘密選挙、有権者が直接地方公

共団体の長や議会の議員を選挙する直接選挙、

選挙人の自由な意思によって行われる自由選挙

がございます。いずれも、日本国憲法や現行の

選挙制度で保障されているものでございまして、

公平公正な選挙は民主主義の根幹をなすもので

ございますので、選挙管理委員会といたしまし

て、今後も引き続き、適正な執行管理、選挙の

啓発に努めてまいります。 

 そして、投票の自由は守られたかについても

お尋ねでございました。選挙人が投票する、し

ないを含めまして、投票の自由は先ほどもお答

えしましたとおり、現行の選挙制度の中で保障

されていることでございます。この投票の自由

が、他人の不当な干渉等により阻害されること

はあってはならないことであり、今回の市長選

挙におきましても、有権者の方は、それぞれご

自分の意思で投票いただいたものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員のご質問であり

ます、新庁舎建設予定地の選挙結果から見えて

きた問題と認識についてお答えをいたします。 

 今回の市長選挙の結果につきましては、最も

多くの得票をいただきましたが、多くのご意見

もいただきましたことから、今回の選挙結果を

謙虚に受けとめ、これまでの経験と人脈を生か

し、しっかりと職責を果たしてまいりたいと考

えております。 

 新庁舎建設事業でございますが、当初から候

補地選定の考え方やプロセスが重要であると考

え、議会や市民の皆様に対して、情報提供を行

いながら事業を進めてまいりました。 

 しかしながら、今回の市長選挙を通じて見え

てきた課題は、新庁舎建設に関する我々の思い、

情報が正しく伝わっていないこともあると感じ

たところでございます。こういったことから、

さきの川越議員の答弁でも触れましたけれども、

１人でも多くの市民の皆様に理解していただけ

るよう、車座座談会などの取組みを始めていく

予定でございます。 

 今後も、より一層丁寧な説明に努め、新庁舎

建設事業を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、子育て支援につきましては、堀

内議員、梅木議員の質問におきましてお答えを

いたしましたので、省略をさせていただいて、

給食費の負担軽減についてお答えをいたします。 

 本市の学校給食センターでは、可能な限り垂

水の農水産物を活用した給食を提供しており、

県内各地から赴任された先生方から、垂水の給

食は大変おいしいとうれしい評価をいただいて
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いるところでございます。 

 議員ご質問の給食費の負担軽減につきまして

は、平成29年12月の第４回定例会におきまして、

小中学校給食費の負担軽減を求める請願が採択

されたことを受けまして、教育委員会におきま

して他市町村の状況や、補助をする場合の必要

経費等について検討を進めているところでござ

います。 

 まず、他市町村の状況につきましては、平成

30年５月現在で、全ての児童生徒の給食費を全

額補助している市町村が県下で４市町村あり、

一部補助をしている市町が県下で５市町ござい

ます。 

 本市の学校給食費につきましては、小学生が

月額4,000円で年間４万4,000円、中学生が月額

4,750円で年間５万2,500円となっており、全額

を食材費に当てております。 

 次に、一部補助を行う場合の必要経費でござ

いますが、例えば３割補助の場合は、年間約

1,260万円、２割補助の場合は、年間約840万円

が必要となります。また、小学生のみを無償化

した場合は、年間約2,600万円、中学生のみを

無償化した場合、年間約1,500万円の経費が必

要となります。 

 保護者による給食費の納入率は、過去５年間

いずれも99％以上であることや、給食費の補助

額は一般財源からの経常経費となることも踏ま

えながら、今後も教育委員会におきまして、対

象者を全児童生徒とするのか、一部とするのか、

補助の金額や割合をどうするのか、または補助

を食材等とするのかなど、具体的な内容につい

て、実現の可能性を慎重に検討していくものと

考えております。 

 以上でございます。 

 次に、高齢者対策につきまして、お答えをい

たします。梅木議員の回答と重複いたしますの

で、概要については省略をして、高齢者対策は

十分なのかの視点でお答えをいたします。 

 高齢者の方々につきましては、福祉課におい

て在宅福祉における経済的負担軽減を目的に、

日常生活に支障のある65歳以上の在宅高齢者を

対象とした訪問給食事業、同じく65歳以上の在

宅高齢者を対象とした紙おむつ給付事業などの

各種事業や、在宅寝たきり高齢者の介護者に対

して、老人介護手当などの各種施策を実施して

いるところでございます。また、老人クラブや

シルバー人材センターを支援することで、高齢

者の方々が元気に生きがいをもって過ごしてい

ただく手助けをしているところでございます。 

 さらに、本年度から保健課を中心に本格実施

しております垂水元気プロジェクトにつきまし

ては、市民の皆様の健康に対する意識の高さに

より、参加総数1,151名中、1,027名約89％の60

歳以上の方の参加を得ることができました。こ

の取り組みは、本市の介護給付費の軽減、医療

費の抑制につながるものと考えております。 

 今回、新たに温泉入浴券補助及び敬老パス補

助を掲げましたが、この事業の実施により経済

的負担軽減はもとより、健康増進、仲間づくり、

生きがい等につながり、より充実した生活を送

っていただけるものと考えています。 

 高齢者福祉の充実については、高齢化が進む

本市にとりまして、重要な課題の一つでござい

ます。まずは公約としております新規事業に向

けて、取組みを担当課に指示いたしましたが、

先ほど説明したように、現在実施中の多くの事

業につきましても、さらなる充実に向けて、簡

素でより効果的な取組みを進めていく所存でご

ざいます。 

 以上でございます。 

 高齢者公約実現のための財源保障についてお

答えをいたします。 

 平成31年度一般会計当初予算の説明で申した

ように、本年度は各事業の成果に重点を置き、

予算の質を高めることで財政運営の健全化を図

りつつ、優先する事業を定めて予算編成を行っ
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たところでございます。 

 また、国におきましては、財政健全化への着

実な取り組みを進める一方、成長志向の財政政

策を組み合わせ、めりはりのきいた予算編成と

するとともに、国及び地方においては、引き続

き歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直し

を推進するとされております。 

 本市の財政状況は、今までの財政改革による

成果で、現在、健全に保たれているところでご

ざいます。市役所新庁舎建設事業がスタートし、

今後の財政支出が予想されるところではありま

すが、真に必要な事業につきましては、優先し

て取り組み、元気な垂水、市民の安心に向け各

事業を展開していく所存でございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（榎園雅司）  持留議員のご質問で

ございます。児童虐待防止対策につきましてお

答えいたします。 

 新聞でも記事になっておりましたが、平成29

年度に全国の児童相談所が児童虐待の相談や通

告を受けて対応した件数が、13万3,778件と過

去最多になったと掲載されておりました。 

 その中でも、鹿児島県内の児童相談所が対応

した件数は818件で、前年度からの伸びが全国

で最も高かったとのことでございました。 

 内容によりますと、特に心理的虐待がふえて

きており、配偶者間の暴力によって子供がスト

レスを受ける面前ＤＶにより、警察からの通告

が増加してきているとのことでございます。 

 次に、本市の状況でございますが、虐待件数

で申し上げますと、平成25年度が６件、26年度

が12件、27年度が16件、28年度が19件、29年度

が16件となっております。 

 虐待の内容としましては、そのほとんどがネ

グレクトであり、続いて身体的虐待となってい

ます。この虐待にかかる相談・対応につきまし

ては、家庭児童相談員及び福祉課職員で対応し

ているところでございますが、近年の傾向とし

て、核家族化をはじめとした家族形態の変化や、

家庭環境の多様化、親の意識の変化等に伴い、

以前と比べましても問題は複雑化、また困難化

していることから、その対応が難しく長期的な

支援が必要な状況となってきております。 

 このことから課題としては、児童虐待に対す

る機能強化や専門性の強化が必要であると考え

ております。 

 次に、要保護児童対策地域協議会についてで

ございますが、この要保護児童対策地域協議会

は設置することが法定化されておりますので、

本市においても設置し、毎年、代表者会議を開

催しております。委員は、大隅児童相談所や大

隅地域振興局、肝属郡医師会、児童福祉施設、

市内小中学校、保育所等、警察署、教育委員会

の代表者や民生児童委員、人権擁護委員と多岐

の職種にわたる20名の委員で構成しており、会

議では活動報告や事例報告を行い、それぞれの

立場からどのような支援ができるか意見をいた

だきながら、認識を深めているところでござい

ます。 

 この会議のほか、緊急な個別案件等について

は、迅速に対応する必要がありますことから、

案件に応じ、関係機関で集まり対応していると

ころでございます。例えば、保育所等の職員や

小中学校職員、教育委員会職員、保健師、大隅

児童相談所職員、児童福祉施設職員等で個別

ケース会議を適宜開催し、情報の共有をはじめ、

対応策について協議を行っているところでござ

います。 

 議員から対応力の引き上げについて質問がご

ざいましたが、児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件

も後を絶たないことから、国は昨年７月に子供

の安全確保を最優先とし、児童虐待防止対策の

強化を総合的に取り組むための道筋を示す児童

虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策を取

りまとめ、さらに昨年12月には、児童相談所や
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市町村の体制と専門性強化を進めるための児童

虐待防止対策体制総合強化プランを示しており

ます。このプランにおいて、市町村における相

談体制を強化するため、子供とその家庭、妊産

婦を対象とした地域の実情の把握、相談対応、

調査、継続的支援等を行う子ども・家庭総合支

援拠点を、2022年までに全市町村に設置するこ

とが示されたところでございます。 

 このことから本市においても、子ども・家庭

総合支援拠点の体制整備を、今後、検討してい

く必要があると考えているところでございます。 

 次に、個人情報の取扱いにつきましてお答え

いたします。 

 児童虐待の案件等において、個人情報の取扱

いや保護については、慎重に対応しなければな

らないものと考えております。 

 本市においても、垂水市個人情報保護条例の

第14条で開示義務について定めておりますが、

第５号において、代理人が本人にかわって開示

請求をした場合において、開示することが当該

本人の利益に反すると認められるときは、開示

できないよう規定されています。特に、児童虐

待については、今回の事件のように、代理人が

虐待の加害者であることも考えられますので、

十分に気をつけなければならないものと考えて

います。 

 本市においては、これまでこのような個人情

報の開示請求はありませんが、もしあった場合

は個別に対応するのではなく、関係部署、機関

と十分に協議し、後にどのような影響があるか

などを慎重に考え対応していくことが必要であ

ると思います。 

 次に、福祉課における連携についてご説明い

たします。児童虐待につきましては、早期発見

及び早期対応に努めることが必要となりますの

で、各種部署、機関からの情報収集を行い、ま

た連携して共有するようにしています。 

 虐待の情報につきましては、乳幼児の場合は、

保健課の保健師及び母子保健推進委員が子育て

中の保護者をサポートするため、乳児家庭全戸

訪問事業を実施しているほか、保健師及び家庭

児童相談員が定期的に保育所等を訪問しており

ます。 

 また、小中学校児童については、教育委員会

からの情報を初め、家庭児童相談員が定期的に

小中学校を訪問しておりますので、その中で虐

待の疑いのある児童が確認された場合、その

ケースに応じ、関係部署及び関係機関でケース

会議を行い、情報を共有した上で必要な支援に

ついて対応するようにしています。 

 児童虐待については、対応が困難なケースが

多く、緊急性を要するものでもございますので、

今後も関係機関と連携を密にしながら、慎重に

対応していきたいと考えております。 

○学校教育課長（明石浩久）  持留議員の児童

虐待防止対策について、取組みや連携のあり方

についてのご質問にお答えいたします。 

 県内外において、児童虐待による保護者の逮

捕事案が続発している現状を、教育委員会とい

たしましても大変重く受け止めますとともに、

事案発生時には、迅速かつ適切な対応がなされ

るよう、2月14日に開催しました管理職研修会

におきましても、改めて確認を行ったところで

ございます。 

 各小中学校におきましては、子供の表情や体

の状況、服装や所持品等に異常はないかなど、

きめ細やかな観察を行うとともに、定期的に教

育相談やアンケート調査を実施するなど、早期

発見に努めております。 

 また、虐待を受けていると思われる場合は、

速やかに教育委員会への報告並びに児童相談所

への通告を行っております。さらに、虐待が疑

われる事案が発生した場合は、早い段階で児童

相談所、市福祉課、教育委員会で委嘱しており

ますスクールソーシャルワーカー、校長、教頭、

担任、教育委員会職員によるケース会議を行い、
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状況の確認、対応等について協議を行う体制と

なっております。 

 特に、学校と児童相談所との連携につきまし

ては、児童虐待に限らず、問題行動等への対応

も含めて不可欠なものとなっております。児童

虐待は、子供のかけがえのない命にかかわる重

要な問題でありますことから、今後も早期発見

に努めるとともに児童生徒を守りぬく姿勢を堅

持し、関係機関との連携を緊密に図ってまいる

所存でございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（榎園雅司）  次に、学童保育の基

準問題につきましてお答えいたします。議員か

らありましたとおり、放課後児童健全育成事業

にかかる地方分権提案として、放課後児童クラ

ブの職員配置基準が、従うべき基準から参酌す

べき基準とすることが、昨年12月に閣議決定さ

れました。 

 現行の厚生労働省令で定める放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準では、支

援員の数は支援の単位ごとに２人以上とし、そ

のうち１人は保育士や社会福祉士等の一定の基

準を満たし、かつ都道府県が実施する認定資格

研修を受講した放課後児童支援員を配置するよ

うに定められておりますが、今回の改正で、こ

の基準を参酌基準として、今後市町村の裁量で

支援員の数を決定できるようになります。 

 この見直しの背景は、地方３団体から人材不

足の解消策として、地域の実情等を踏まえた柔

軟な対応ができるようにと提案があったことに

起因するものとなっています。 

 そこで、本市の状況についてご説明しますと、

現在市内には４つの児童クラブがございますが、

運用に関しては児童の安全確保を第一に考え、

現行の基準を遵守し、場合によっては基準以上

の支援員を配置するように各児童クラブに周知

し、徹底しているところでございます。子供を

預かる上で、突発的な緊急対応や特別な対応や

配慮が求められることもありますので、支援員

の資質向上を目的に、県が実施する放課後児童

支援員の認定資格研修を受講するように働きか

けており、資格を取得する支援員も増加してき

ております。その他、県のほうで、より専門的

な研修・実習をしておりますので、適宜受講を

していただくようお願いしているところでござ

います。 

 また、議員から労働環境の改善についての質

問がございましたが、支援員の処遇改善につき

ましては、研修を受講した放課後児童支援員に

つきまして、キャリアアップ処遇改善事業とし

て、経験年数と研修実績等に応じた手当を支給

するようになっておりますので、本市におきま

しても、多くの支援員の賃金改善が図られてき

ております。 

 現国会で、児童福祉法の改正により、国の基

準として従うべき基準が参酌すべき基準と改め

られようとしておりますが、本市としましては、

先ほども申し上げましたが、子供の安全確保を

第一に考え、保護者が子供を安心して預けやす

い環境を維持していくことが必要であると思い

ますので、現行の基準を遵守していく方向で考

えています。 

 以上でございます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  初めに、国保政策に

かかる日本共産党の政策提言についての感想を

求められた質問につきましてお答えいたします。 

 日本共産党の政策提言にありますとおり、国

民健康保険は低所得者の加入者が多いために、

所得に占める保険料の負担割合が高いといった

構造的な課題を抱えております。また、均等割

の負担につきましても、被用者保険、社会保険

等の保険料負担にはないことから、被用者保険

との保険料額に差を生じている要因の一つとな

っております。日本共産党の政策提言と同様に、

この構造的な問題を解決し、国保制度を持続可

能とするためには国庫負担の増額しかありませ
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んので、引き続き、全国市長会などを通じて、

国保の国庫負担の増額を要望してまいります。 

 次に、子供が多い世帯に、減免制度の検討・

導入をとのご質問でございますが、本市の子供

がいる世帯の状況は、平成30年分算定時点で、

国保世帯2,655世帯のうち、18歳以下の子供が

いる世帯は143世帯でございます。143世帯のう

ち、均等割、平等割に対し、７割、５割、２割

の軽減を受けている世帯は97世帯で、現行制度

の中で、約68％の世帯が税の軽減措置を受けて

おります。18歳以下の減免制度を導入した場合

の影響額でございますが、軽減後の額で申し上

げますが、第２子以降、全額減免した場合216

万6,000円、第３子以降を全額減免した場合74

万8,000円の影響となります。 

 そこで、子供が多い世帯の減免制度の導入で

ございますが、全国では、18歳以下の３人目以

降全額減免や、５割減免などを実施している保

険者もあるようでございますが、本件において

は、鹿屋市が平成31年度より実施するようでご

ざいます。 

 鹿屋市の減免の内容でございますが、18歳以

下の第３子以降を対象に均等割を全額免除する

もので1,000万円の影響があるようでございま

す。しかしながら、この減免措置は、国県支出

金の算定外となりますので、減免した分は全て

保険者の負担となり、他の世帯の負担増につな

がることになります。 

 子供が多い世帯に対する負担軽減につきまし

ては、少子化社会に対応するため重要であると

認識しておりますが、本市のような法定外繰り

入れにより赤字を補痾している保険者は、現時

点では、減免などの支援策は独自の減免措置で

はなく、国等が行う少子化対策の中で、別途検

討するのが適当ではないかと考えております。 

 以上です。 

○持留良一議員  不十分なとこについて再質問

を行っていきたいと思います。 

 残念ながら、沖縄名護市のこの賛否を問うこ

とについては考え方が示されませんでしたが、

示す意向がなかったのかどうなのか、私はその

ことを非常に疑問に思うんですが、改めて私は

この問題へ問われたのが民意だったと思うんで

すよね、民意のあり方。結果として、沖縄はそ

の民意をちゃんと表したんだということになろ

うかと思います。 

 大事なのは、やっぱりこの民意がどうなのか

ということが、何よりも私たちはこの問題では

重要だろうというふうに思うんですが、その前

に、選挙問題について若干議論したいと思うん

ですが、市長もこの南日本新聞のコラムをご覧

になったと思うんですが、「何のための一票」

ご覧になったかどうか、まず、最初にお聞きし

ます。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細までは覚えておりま

せんけども、目にした記憶はございます。 

○持留良一議員  一問一答でお願いしたいんで

すけども、私たち、今、取り巻く状況の中で、

本来であれば、やっぱりその先ほど原則は言わ

れたんですけども、投票の自由の原則、これは

本当に守られるべきであり、公選法の25条にも

そのことはしっかり明記をされているというふ

うに思うんですが、実態として、まだそういう

問題が、記者のさまざま聞いた市民の間からも

そういうのが聞こえてきたという、昔、組織ぐ

るみとか企業抱えとか、さまざまなそういう集

団的な形で、いわゆる投票の自由が守られてな

かったという点がありました。 

 当然、民主主義がさまざまな形で発展する中

で、そのあたりは徐々に解決はしてきていると

思いますけども、こういう形で書かれること自

体が、どうなのかなということを思うんですよ。

だから、その点について市長にお聞きをしたい

と思います。どうでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細を細かく把握してお

りませんので、よければ説明していただきたい
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と思います。 

○持留良一議員  要は、投票先をこの新聞によ

ると政策で選ばないとか、さまざまな形で書い

てある。して、いろんなことがささやかれたん

だと、いわゆる地縁、血縁だとか、無理やり投

票させているとか、投票先をチェックしている

とかという、さまざまなことが書いてあるわけ

ですよ。果たして、これで本当に投票の自由が

守られたのかなというふうに思うわけなんです

よ。 

 そういう意味で、これ後で選管にもお聞きし

ますけども、こういうことが書いてありますね。

一般的な、どの自治体にもありますけれども、

選挙にとって一番大切なことです。いわゆる投

票の自由です。全ての選挙人が、自分自身の判

断でもっとも信頼をおけると思う人たちに投票

することです。そのためには、誰に投票したか、

誰にも知られることがないようにすることが必

要ですと。これが、いわゆる投票の自由だとい

うことなんですよね。そうなってくると、さま

ざまやっぱり今の垂水市は、まだそういう問題

があるんだということがこの新聞記者は書いて

いると。そして、また「市長選を顧みて」とい

う中でも、支持を取りつけた企業などの組織を

固める一方だとか、いわゆるそういう中で働く

人たちは、どうしても組織の関係で自分がある

程度拘束されてしまうということが出てくると

思うんですよね。これは、まあ、ある意味想像

の域を超えないんですけども、しかし実態とし

てはそういうことがあるのではないか、だから

こそこの選挙に当たっては、この基本原則、特

に投票の自由の原則というのは、徹底されなき

ゃならないというふうに思うんですね。その点

について、選管はこの問題をどう選挙前に徹底

されたのか、この点についてはどうだったでし

ょうか。 

○選挙管理委員会事務局長（鹿屋 勉）  選挙

の自由のことにつきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、憲法にもしっかり明記をされて

いることでございます。その中にも投票の自由

ということは、議員がおっしゃるように、基本

原則として保障されているものでございますの

で、議員がおっしゃるような阻害されるような

ことはなかったというふうに、選挙管理委員会

としては認識しているところでございます。 

○持留良一議員  でも、やっぱりこういう形で、

新聞でコラムで書かれるということ自体、やっ

ぱりそれは批判として受けとめなきゃならない

というふうに思います。だから、そういう点で

は、きちっとこの基本原則、どう守っていくの

か、自由な選挙をどう保障していくのか、その

ことを今後やっぱり重要な柱として、こういう

ことが書かれないように、新聞紙上に書かれな

いように、ぜひ取り組んでいっていただきたい

と思います。そのことは、要望しておきたいと

いうふうに思います。 

 次に、新庁舎問題についての選挙結果が見え

たことを改めて問いたいというふうに思います。

市長、住民自治の本旨とは何でしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  正確には申し上げられま

せんけれども、住民が市政の中心であるという

意味合いだと思います。 

○持留良一議員  そういう意味で、非常に重要

な視点・観点だというふうに思うんですね。こ

んなふうに書かれています。地方における行政

を行う場合には、その自治体の住民の意思、民

意ですね、と責任に基づいて行政を行うという

原則、この原則です。この原則がないと、本当

に行政運営というのはやっていけないし、住民

自治の本旨に立った市政運営はできないという

ことを指摘していると思うんですが、市長はこ

の新庁舎建設問題については、そのプロセスが

しっかり守られたと、民意が反映しているとい

う認識でしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  新庁舎の問題に関しては、

何度も話をしていますけれども、まずこの状態
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を何とかしなければいけない。生命・財産をし

っかり守っていく。60年近く経っているこの状

態を、いち早く解消する。そういうプロセスに

おいて、これまで申し上げましたように、庁内

検討委員会を重ね、外部委員会を重ね、パブリ

ックコメントという方法で皆さんの民意を問う

て、あるいはその市民の皆さんに市議会の先生

方にも、さまざま適宜報告をしてきたわけであ

りますので、その結果を踏まえて、今回も、市

長選もそれだけではありませんけれども、新庁

舎の問題も争点の一つだったというふうに思い

ますので、結果として、一番多い得票をいただ

いたということも、民意の一つだというふうに

考えます。 

○持留良一議員  ちょっと、あの市長、勘違い

されているんじゃないですか。パブリックコメ

ントは、民意の反映ですか。これはあくまでも、

賛成、反対の意見を寄せてもらうというのがパ

ブリックコメントですよ。どうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  民意を問う手法の一つと

してという意味合いであります。間違っていた

と思いますので訂正します。 

○持留良一議員  手法じゃないんですよ。書か

れた計画に対して、意見はありませんかという

ことを問うわけですよ。だからパブリックコメ

ントという形で、この間、皆さんもいろんな計

画をパブリックコメントでされていますよね。

それを問うものは一つもなかったはずです、意

見をくださいということだったと思うんですよ。

だから、私は大事なのは住民自治ですよと、住

民の何よりも意思、民意に基づいてそれが行わ

れる。責任に基づいて行政を行うという、ここ

ですよ。じゃあ、今までそのところはないわけ

ですから、この計画には民意は反映されてない

んじゃないですか、そう思われませんか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどから申し上げたよ

うに、議員の先生方も市民の代表として、皆様

方にその状況に応じてしっかりと説明をしてき

ていると。で、今、申し上げたような経過を踏

まえて、しっかりと手順を踏んでやっておりま

すので、その結果として今回、選挙ということ

でありますので、そのように理解をしておりま

す。 

○持留良一議員  選挙結果は言われますけれど

も、選挙結果は、先ほど北方さんが言われたみ

たいに、単純な数字ですけども反対が多かった

わけですよ。私たちの独自にとったアンケート

でも69％が「ノー」という回答なんです。そし

て何よりも、「市民アンケートを実施すべき」

が82％もあったんですよ。声は何なのか、やっ

ぱりこれはきちんと民意として反映させるべき

じゃないかというのがあるわけです。 

 ここに奄美新庁舎建設基本計画というのがあ

りますが、この中では、やっぱり市民アンケー

ト、その後、パブリックコメントという形で意

見を踏まえて、基本構想策定時、市長に答申い

たしますというようになっているんですよ。こ

こもう、市民アンケートとパブリックコメント

は使い分けているわけですよ。して、これは世

論調ですけども、これはやっぱり町民アンケー

トをやりますという形でなっているんです。こ

れが民主主義であり、住民自治である民意が反

映される計画ではないんですか。そうでなけれ

ば、この計画というのは、まさに今後、説明と

か責任と言われますけれども、ある意味、そう

いう民意が反映されてないのを市民に押しつけ

ることになるんじゃないですか。私たちも、こ

の市民アンケートで出た結果は問いませんよ。

それは、市民が決めることだから。（「そう

だ」と呼ぶ者あり）何ひとつ私は問うことはあ

りません。しかし、今回のこの計画、今までの

中の内容において、そのことが民意が反映され

てない。反映されてないのは私たちは理解もで

きないし、なおかつ、それを進めるという立場

でもありません。やはり、ここには住民自治で

ある民意が反映されてこそ、初めて民主主義で
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あり住民自治である。このことがきちっとされ

ないと問題じゃないですか。ましてや、市民ア

ンケートをとることが怖いですか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど、持留議員も独自

で、多分、共産党さんの新聞関係でとられたん

だと思いますけれども、まあどれだけのそれが

民意と、数字をおっしゃいましたけれども、そ

れが全市民の民意の中でどれぐらいの支持だと

いうことは明確にないわけでありますから、

我々も先ほど申し上げたような手順の中で、加

えて、それぞれの住民説明会とか、あらゆるこ

とを重ねて手順を踏んでやってきたわけであり

ますから、手法の一つとして、そういう形で

ルールに乗っかってやって、その結果として現

在があるわけであります。また、今後に関して

も、先ほど担当課長が申し上げたような手順を

踏んで、しっかりとやっていきますということ

でありますので、その方向で進めていくという

ことでございます。 

○持留良一議員  この問題は最後にしますけど、

私たちのアンケートが絶対だとは言ってないで

すよ。これは、あくまでも参考としてこういう

のがありましたよと。それを今度の選挙結果も

含めて、そういうことを裏づけるようなデータ

が、やっぱり２つ出てきましたよと。大事なの

は、さっき言ったとおり住民の民意、反映され

た、そういう内容においてやるべきじゃないか

ということを言っているわけですよ。でなけれ

ば、この問題というのは、今後さまざまな問題

でいろんなことを巻き起こしてしまう可能性が

あると思うんですよ。本当に、住民自治が大事

だという立場であれば、それに民意に基づいた

取り組み、計画、事業をやっていくべきだとい

うふうに、特にこれは、100年のそういう大き

な事業だと市長も言われています。それだけ市

民にとっても重要だし、ある意味、数字から見

たら市を２分するような問題ですよね、数字か

ら見てもね。そうなってきたときには、やっぱ

り大事なのは、民意がどれだけ反映された計画

なのか、このことじゃないでしょうか。改めて

最後にこのことを市長に問います。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど申し上げたような

形で、我々は、我々の手順に従って、正しく行

ってまいったということでありますし、今後に

関しては、先ほどから申し上げておりますよう

に、車座対話等を通じて、そのことについてし

っかりと説明をするということでございます。

（発言する者あり） 

○持留良一議員  結局はこれは、かみ合わない

という問題じゃないと思うんですよ。さっき言

ったとおり、民主主義、住民自治の問題である

ということで、本当に民意が反映されているの

か、その意思に基づいた、責任を持って行政を

やるという中身なのか、市長から先ほどから説

明されると、本当に責任はどうなんだというこ

とが厳しく問われると思うんですよ。 

 だからこそ、私は、今回改めてこの住民自治

だという、本旨に立った立場での問題を提起し

て、その角度から、今のこの計画に対してどう

なんだということを提起しているわけです。こ

のことは、やはり重要な問題でもありますので、

そのことを指摘して、次の問題に移りたいと思

います。 

 公約問題について、今回、さまざま市長は提

案をされて、私たちはこの間何度も幾度となく

提案したけども、最後の大きな砦は財政問題と

いうことで、できないということは、繰り返し、

この問題では子育て支援、高齢者対策を言われ

てきました。 

 今回、私がこう提起した大きな背景には、先

ほど言いましたとおり、実質賃金はマイナスだ

ということで賃金が下がっている。で、高齢者

の生活実態も年金が削減されている。この共通

しているのは、生活が大変だと、もう自分たち

の力で限界にきていると、先ほど国保税の問題

が出ましたけども、負担がもう限界だというよ
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うなことが、全国自治会も主張しています。だ

からこそ、こういう負担が必要だということを

言っているわけなんですよね。 

 その中で、今回、大きな問題として、給食費

の負担の軽減と高齢者対策、これで十分かとい

うことを提起をさせていただいたんですが、特

にあの給食負担の問題、１人4,000円ですよね。

じゃあ３人、４人だったらどうなるんだという

問題も出てきます。先ほど言ったとおり、鹿屋

市は第３子からでしたかね。そんな形でやって

いると、全国もそういう形でいろんな事例があ

るわけなんですけど、そもそもこの学校の経費、

給食費も含めて、本来は無償が原則ではないん

でしょうか。学校教育課長どうでしょうか。 

○学校教育課長（明石浩久）  教科書等につき

ましては、学校教育の無償化ということで進め

られているところですが、給食費につきまして

は、その食材費につきまして、徴収をさせてい

ただいているところでございます。 

 先ほど議員のほうから、例えば第３子以降と

か第２子以降とかいうような言葉もいただいた

ところですけれども、第３子以降につきまして、

本市に今年度179人の児童生徒がおります。そ

うしたときに、およそ１年間にかかる経費が

830万円ほどというようなことになります。ま

た、１人1,000円ずつ毎月補助したにしても、

約1,000万円の経費がかかると、これが将来に

わたっての経常経費ということになりますこと

から、やはり慎重に検討してまいらなければな

らないというふうに思っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  本来であれば、国がこの問題

についてはきちっと対策をとって保障するよう

な中身なんですけど、どうしても今、現状の中

では、自治体が取り組まざるを得ないという問

題が、現状として生まれてきています。 

 その中で、県内でも、あちこち全額補助だと

か、一部負担とか出てきています。そうなって

くると、この問題で、重要な点は何なのかとい

うことです。今、定住対策、さまざま、今、き

ょう午前中もね、人口問題対策とかいろいろ議

論がありましたけども、施策的にどう充実させ

ていくのか、子育て支援、充実させていきます

よ、移住対策にしても家賃補助きちっとやって

いきますよという形で、そういう土壌はつくっ

ていくんですけども、こういう負担の問題で、

特に多子世帯になるとね、いっぱい負担が増え

る中で、やっぱりこれも重要な課題ではないか

というふうに思うんですが、市長の認識はどう

でしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員のご指摘をいた

だいて、議会の先生方もさまざまなご意見がご

ざいます。そうするべきだという方もいらっし

ゃれば、そうではないというご意見もあります。

その辺を最大限考慮して、どういう状況だと成

り立つのかということを検討をさせているとい

う先ほどの答弁でありますので、そのような状

況だとご理解いただきたい。 

○持留良一議員  これ、全会一致で請願も採択

されていますので、ぜひ市長そういう方向で、

この問題は取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

 次に、児童虐待防止対策について、あ、高齢

者対策ありましたね、ごめんなさい。高齢者対

策があったんですけども、この問題で、私さま

ざま、市長はこの間の取組みも確かにそうだと

思うんですよ。給食問題、介護手当、いろいろ

充実をさせて市長も取り組んでいらっしゃるの

は、私も否定はいたしません。 

 しかし、それよりも実態の生活として困って

いるのは負担の問題、特に介護保険料だとか後

期高齢者だとか、こういうあたり負担がもう身

近に直接来るわけなんですよね。ほかの物とい

うのは、それに類さなければそういう形での関

係が出てこないと、また、それに類さないと補
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助が受けられないという関係が成り立ってきま

す。そうなってきたときに、高齢者全般にわた

るのは、そういう負担の問題がどうしても出て

くると思うんですよ。 

 先ほども言いましたとおり、年金は５万

4,000円です。これからいろいろ差し引かれて

いきます。手元に残るのは４万か弱です。本当

にそれで生活維持ができると思いますか、市長

どうぞ。 

○市長（尾脇雅弥）  この問題は、少子高齢化

という大きなものが抱える問題があるわけであ

ります。そういった中で、持留議員がおっしゃ

る気持ちは、私も福祉に携わった人間としてそ

うだと思いますけれども、ただやっぱり財源と

いうものが必要になってまいりますので、その

状況をどう見出していくのか。あるいはかかる

経費を、社会保障費、伸びているこの社会費を

どうやって抑制をしていくのかというのが、あ

る意味健康プロジェクトの目的でありますので、

まあそういう問題を長期的な視点でやりながら、

ただ足元に、困っておられる方がいらっしゃる

という問題をどう解決をしていくかということ

でありますので、その辺のところを、今、検討

中ということでございます。 

○持留良一議員  これは、実態も十分把握され

ていると思いますので、それに必要な施策を、

ぜひ今後取り組んでいただきたいと思います。 

 児童虐待防止対策について伺いますが、先ほ

どの点から見て、２つの点がどうも見えない部

分が出てきたんですよ。要は保健師さんとか、

それから先生方、それからさまざまな形で、今、

市内のそういうところに目配りができていると

思うんですが、この中でその谷間に埋もれる実

態はないのか。 

 それともう一つ、各分野との連携ですけども、

どうしても最後は法的な対応というのが求めら

れる部分があると思うんですが、弁護士との連

携というのはきちっとできているのか。万が一

のときの連携はできているのか、この２点につ

いてどうでしょうか。 

○福祉課長（榎園雅司）  持留議員の相談の谷

間にいらっしゃる方、現在、保健課のほうで保

健師、母子保健推進員が巡回をしたり、また福

祉課のほうでは、民生委員等が適宜訪問をして

おりますので、そういった方がないように十分

な配慮をしたいと考えております。 

○持留良一議員  明石市が、市内全体の子供に

会う取組みと、今、先ほど本市も、子供たちの

訪問ということがありましたけども、スマイル

100％プロジェクトということで保健師らが家

庭訪問して、警察とか児童相談所とかも連携し

ながらやっているということが出てきているん

ですよね。 

 特に私、保健師の重要な役割があるんじゃな

いかなと、というのは、いろんな子供たちが生

まれた時点から入学する前まで、保健師さんと

いうのはかかわっていく状況がありますよね。

そんなとき一番その前線で、また予防だとか発

見だとか、また連携だとかいうことをやってい

ると思うんですが、そのあたりについては、福

祉課と保健課との連携というのはできているの

かどうなのか。 

○保健課長（橘圭一郎）  今の議員のご質問で

ございますが、保健師のほうも私どものほうで

いるのが、６名、７名いるんですが、そのうち

で精神保健、あと、母子保健とかいうところで、

３人ちょっと所掌として割り当てております。

その方々が、福祉の児童障がい係と、また地域

福祉、あと、生活保護、その辺とうまく連携を

取りながらやっていると。 

 ただどうしても、その保健師にかかるボリ

ュームとか割合が高いものですから、ちょっと、

いろいろと難儀はされているかなと思っており

ますが、連携としましては、うまくやっている

ほうだとは思っております。 

 以上でございます。 
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○持留良一議員  そういう実態であれば、私も

本当にうれしいなというふうに思うんですが、

しかし、実態としては、保健師さんの仕事も本

当多岐にわたる、事務も多い。じゃ、それだけ

の地域に出て行ける余裕、時間、体制があるの

かという点については、若干疑問があるんです

けども、その点についてはどうなんでしょうか。 

○保健課長（橘圭一郎）  確かにおっしゃると

おり、川越議員の質問の中でもございましたよ

うに、今の保健師の部分につきましては、本当、

不足していると。 

 ことし、また定年退職を迎える方もいらっし

ゃったりしまして、ボリューム的には若干その

保健師の活用という部分で、ちょっと難しいと

ころがあると。 

 今、市長も副市長、総務課のほうも、鋭意、

保健師の雇用について、採用について一生懸命

努力されておられますので、私どももそれに向

けて後ろからでも、また前からでも、ちょっと

走ってまいりたいと思っております。今後も、

相当数の保健に携わるような職を確保してまい

りたいと思っておりますので、どうぞ先生方も

よろしくお願いいたします。 

○持留良一議員  時間もありませんので、もう

若干まとめますけども、やはり大事なのは、も

う１点大事なのはあると思うんですよね。いわ

ゆる人権教育、虐待防止の啓発の重要性、ここ

のとこが先ほどの中で欠けていましたので、や

っぱりこのあたり、教育委員会も含めてしっか

りと取り組んでいただきたいと思います。ソー

シャルワーカーのことが出ましたけども、南日

本新聞でも、担い手不足、財源不足は課題だと

いう指摘もあります。本当に、今、こういう状

況の中で、子供たちのいわゆる防止、発見、対

策ということが取れるのかと一抹の不安があり

ますので、ぜひそのあたりは、人員の対策とい

うのは、ぜひ確保していただきたいと思います。 

 学童保育については先ほど言われたとおり、

そういう方向で頑張るということで、ぜひ私た

ちも応援していきたいと思いますので、取り組

んでいただきたいというふうに思います。 

 最後、国保の均等割の問題ですけれども、市

長にお聞きしますけども、所得のない子供まで

こんな重たい国保税をかけるということについ

てはどうでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  負担のないほうがいいと

いうふうには思いますけれども、先ほど担当課

長が申し上げたように、減免をしたということ

になりますと、それ以外の方々の負担増につな

がるというのはご理解いただけると思いますの

で、その辺を本来であれば、国策でしっかりと

対応していただくということになると思います

けれども、法定外繰入れも含めて、そういった

状況の中でさらに減免ということは、現段階に

おいては難しいと思いますので、先ほど担当課

長が申し上げたような、別途検討するという形

になると思います。 

○持留良一議員  ぜひ、この問題、大変重要な

子育て支援の観点、負担の軽減ということも含

めて重要な点ですので、ぜひ今後も、引き続き

取り組んでいただき、私たちも国のほうに、均

等割の廃止、国庫負担を１兆円という、先ほど

提案もされましたけど、そういう形で取り組ん

でいきたいというふうに思います。 

 今回は、住民自治の問題含めて、あらゆる角

度から市政の問題を問いただしましたけども、

大事なのはやっぱり住民の自治の本旨、この立

場に立って行政はあるんだと、そういう立場で

責任を持って運営していくんだということを指

摘をして、私の質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  本日は、以上で終了いた

します。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  次は、明日、午前９時30

分から本会議を開き、質疑及び一般質問を続行

いたします。 
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   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日は、これをもちまし

て、散会いたします。 

     午後４時55分散会 
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平成31年２月27日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △平成31年度各会計予算案に対する質

疑・一般質問 

○議長（池山節夫）  日程第１、昨日に引き続

き、平成31年度各会計予算案に対する質疑及び

一般質問を続行いたします。 

 それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可いたします。 

 最初に、５番、感王寺耕造議員の質疑及び質

問を許可いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、おはようございま

す。それでは、議長の許可をいただきましたの

で、早速質問に入らさせていただきます。 

 １番目の論点ですが、昨日、北方議員、持留

議員も質問なさいましたけども、重複するとこ

ろもありますが、大事な問題ですので、重ねて

質問いたします。 

 今回の市長選挙の一番の争点は、新庁舎の建

設問題でありました。防災拠点となり得る場所

なのか、将来人口に見合った規模なのか、建設

費が高過ぎるのではないか、まちづくりを形成

できる場所なのか、行政手続に問題はなかった

のかが争点になったと考えております。 

 尾脇市長は、前回から700票余り減らして、

得票率は46％、池之上、村山氏の得票合計を

772票下回りました。民意は、いま一度立ち止

まり、計画の見直し、市民アンケートの実施を

求めているのではないかと考えますが、市長の

答弁を求めます。 

 次に、市長の公約の１つである健康長寿、温

泉プールの必要性について、市長の見解を求め

ます。 

 昨日の答弁で、スーパーバイザーの大石充先

生の助言を受け、元気な垂水づくりを進めるた

め、温泉プールとたるみず元気プロジェクトを

並行して行うというコンセプトと、温泉の効能

については少しだけ理解いたしました。 

 しかしながら、市民が本当に必要としている

施設なのか、財源はどうするのか、維持費、イ

ンストラクター、看護師の確保、集客のための

費用等、建設費と合わせると多大な財政出動が

かかるのではないかと懸念しております。市長

の明確な答弁を求めます。 

 次に、垂水市地方卸売市場について、農林課

長に伺います。 

 現在、垂水大同青果さんに運営をいただいて

おります。卸売場使用料、加工施設使用料、倉

庫使用料、冷蔵庫使用料、買受人控室使用料、

関連商品売り場使用料については100％減免、

現在、業者事務所使用料のみ30％減免の118万

7,280円の負担をいただいております。 

 しかしながら、市内外の農業従事者の激減に

より、集荷量は当然激減しております。業者事

務所使用料のさらなる減免の上乗せ100％減免

は、垂水地方卸売市場条例上可能なのか、可能

であればその考えはないのか、答弁ください。 

 また、集荷量確保の対策として、垂水大同青

果へ市が補助金を支給し、その全額を大量出荷

者に対し出荷奨励金として支給する考えはない

のか、答弁ください。 

 次に、新規就農者への支援策について、農林

課長に伺います。 

 現在、新規就農者の支援策として、国庫補助

で農業次世代人材投資事業、準備型で年間150

万円、２年以内、経営開始型で年間150万円、

５年以内、最長５年間の交付、またこの事業に

該当しない人には、尾脇市長の計らいで、市単
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独事業として新規就農者支援給付事業として、

年間36万円を３年間を限度として支給し、就農

３年後には30万円を支給する制度ができており

ます。 

 しかしながら、市外からの移住・就農を募集

する仕組み、現場での栽培技術、経営管理能力

の習得を図るサポート体制ができていないため、

新規就農者はそれほど増えておりません。２点

について、今後の対応を答弁ください。 

 次に、鳥獣害対策について、農林課長に答弁

を求めます。 

 過去３年間の捕獲実績、鳥獣害別の市・県ご

との報奨金については、資料をいただきました

ので、了解いたしました。 

 捕獲数を増やすため、また狩猟者の方々の労

に報いるため、市単独分の増額はできないのか、

答弁ください。 

 次に、市道・農道法面の除草及び養生につい

て、土木課長、農林課長に伺います。 

 本来、市が実施すべきと考えますが、見解を

求めます。現在まで、各地域とも自助・共助の

考えのもとにやってまいりましたが、もう限界

であります。70歳、80歳の方々が構成員の大多

数を占めており、いつ事故が起こるのか、下手

をすれば死亡事故が起こるのではないかと、い

つも危惧しております。 

 市で全て対応できないのであれば、建設機械、

除草アタッチメントの市費購入による各地区へ

の貸与、購入助成措置が必要だと考えますが、

見解を伺います。 

 次に、建設残土について、土木課長に質問い

たします。 

 市道柊原新城線に隣接する無許可の建設残土

が原因で、小谷地区の田への耕地災害が発生し

ております。今後、このような事故がないよう

に防止するため、建設残土に関する条例制定が

必要と考えますが、見解をお聞かせください。 

 最後に、垂水市乳児用品等購入助成事業につ

いて、福祉課長に伺います。 

 ティッシュ、ごみ袋、肌着等、対象商品を拡

大していただきたい。また、オーガニック由来

の商品を使いたいが、品揃えがないとのご意見

を子育ての方々からご意見いただきました。こ

れについて見解を求めます。 

 事業の中身については、私は全て理解してい

るつもりですので、その答弁は要りません。方

向性とか、そういう部分を具体的にお示しいた

だきたいと思っております。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員のご質問にお

答えをいたします。 

 まずは、選挙のことについてでありますけれ

ども、今、感王寺議員がおっしゃった考え方と

いうのは、池之上候補を推薦をされた感王寺議

員の立場としてはそのとおりだというふうに思

います。 

 ただ、私の立場で申し上げますと、この４年

間で約1,000名近い有権者が数が減っておりま

すので、そういう意味では総数は減ると。前回、

一騎打ちということもありまして、支持率が

50％を超えたわけですけれども、ただ212票と

いう僅差であったことも事実でありますし、今

回、そういう意味においては1,100票を超える

差がついたということにおいては、そういうこ

とだというふうに思います。 

 また、２位、３位と一緒になればというお話

もきのうから出ておりますけども、我々の分析

の中では、それでももっとそういう場合は差が

開いていくというデータもありましたので、そ

の辺が見解の相違ではあるというふうに思いま

す。 

 その上で、市長選を振り返って、庁舎のお話

をさせていただきます。 

 選挙結果を受けての庁舎建設ということでご

ざいますけれども、きのうの北方議員のご質問

にもお答えをいたしましたけれども、新庁舎建
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設事業の進め方としては、事業当初から事業ス

ケジュールを提示をして、庁内外の検討委員会

や説明会、またパブリックコメントなど、手順

を踏んでまいりました。 

 現庁舎は築60年経過しておりまして、大変危

険な状況に変わりはないわけであります。その

ことはご理解をいただいているというふうに思

います。 

 これまで、今、申し上げたような形で、手順

を踏んで進めていることがございますし、外部

委員会におきましては、商工会などの代表を加

えて、専門的に鹿児島大学の先生等も交えて、

安全上の観点からもいろいろ協議をしていただ

いたわけであります。 

 大きくは４つ、安全性、コスト、利便性、ま

ちづくりという視点を持って、Ｃ案ということ

に総合的に判断をしたわけでありますけれども、

それをもって住民説明会を実施をして、さまざ

まなご意見を取り入れて、事業を進めてまいっ

たということであります。場所だけをとって判

断をするというのは、そういう意味では違うの

ではないかというふうに私のほうは思っている

わけであります。 

 選挙結果を受けまして、いろんな意味で、さ

らに安全性を高めるために、柱頭免震のための

再度の調査費、あるいは市民の皆さんのご意見

をお伺いするためのワークショップとか基本計

画とか、さらには座談会などを今後進めながら、

そういった問題に対して前向きに解決をして進

めていきたいというふうに思っているところで

ございます。 

 次に、健康長寿の温泉プールについてのご質

問にお答えをいたします。 

 昨日の堀内議員の質問で、お話をさせていた

だきました。そのことについては、一部理解は

するところはあるということでございました。 

 垂水市スーパーバイザーをお願いをいたしま

した鹿児島大学病院の副病院長の大石先生の講

演の際にもございましたとおり、水中運動の有

効性は非常に高いものがあると、きのう、保健

課長が答弁いたしましたように、浮力を利用し

た水中歩行等の水中運動は、腰や膝に負担をか

けず、高齢者にも取り入れやすいので、第二の

心臓と言われる足の筋力維持が全身に血行等、

代謝の促進や循環機能の維持につながり、健康

長寿に取り組んでおり、本市の政策につながる

ということで、きのう、お話をさせていただき

ました。 

 ただ、今お話があったような人的な配置、あ

るいは財源の問題をどうするかという意味にお

いて、ご心配があるのはそのとおりだというふ

うに思いますので、それはこれから協議をしな

がらではありますけれども、きのう、お話をさ

せていただいたポイントとしては、これまでは

小中学生を対象とした約60名程度が対象であっ

たわけですけれども、今回は全市民の健康とい

う形で、予防に力を入れていくという視点から、

そういう意味では投資対効果があるというふう

に考えておりますし、どの程度、人的なもの、

あるいは財源的なものをかけるかによって、そ

の負担というのは変わってまいりますし、でき

るだけ民間もこの事業に賛同していただいて、

民間の投資を呼び込むような仕組みができれば

いいというふうに思っておりますので、それは

これから協議を重ねて、今、幾つか調整はして

おりますけれども、そういう形である程度その

辺の形ができ上がれば、議員の先生方にご提示

をしていくということになると思います。 

○農林課長（楠木雅己）  おはようございます。

感王寺議員のご質問でございます垂水大同青果

への使用料減免措置の拡大はできないのかにつ

いてお答えいたします。 

 本市の公設卸売市場は、垂水大同青果株式会

社を卸売業者といたしまして、競り売り等の業

務を行っております。平成８年度をピークに取

扱量の減少傾向が続いており、議員ご質問のと
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おり、垂水市地方卸売市場条例及び規則に基づ

き、卸売り場、加工施設、倉庫、冷蔵庫などの

各施設使用料は、平成15年度以降、各使用料の

一部または全部の減免措置、あるいは免除を継

続して行っております。 

 ご質問の業者の事務所使用料につきましては、

平成23年度から平成26年度までの間は20％の減

免措置を行い、平成27年度から平成30年度現在

まで30％の減免措置を継続中でございます。 

 減免の行為につきましては、同条例第59条の

規定に基づきまして、毎年度、卸売業者より減

免申請書が提出され、市場運営審議会の審査承

認をいただいているものでございますが、この

減免幅に関し、条例または規則の中には制限等

を定めた規定はなく、卸売市場法による制限あ

るいは上限設定等を定めた条文もないようでご

ざいます。 

 先ほども申し上げましたとおり、取扱量の減

少など厳しい経営環境にあって、卸売業者にお

いては日頃の経営努力もしていただいておりま

すが、使用料の支払い可能額をもとに、毎年度、

減免申請書を提出しておられるところでござい

ます。 

 なお、ご承知のとおり、公設卸売市場は特別

会計による運営を行っており、その財源となる

べきものが施設使用料であります。 

 なお、各施設の老朽化等に伴う施設の維持管

理費用をはじめ、市場の機能を果たしていくた

めにも使用料の確保は必要なことなどから、今

後も歳入確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

 続きまして、垂水大同青果への補助金の考え

はについてお答えいたします。 

 先ほども答弁いたしましたように、各施設の

使用料につきましては、卸売業者から提出され

た減免申請書に対し、一部または全部を減免措

置、あるいは免除を行っているところでござい

ます。ただし、一部の施設使用料につきまして

は、今年度も納めていただいております。 

 このような中、卸売業者におきましては、確

かに経営環境が厳しさを増す中にあっても経営

努力を積み重ね、日頃から出荷者となってくだ

さる農業者の確保に努めておられます。 

 そのような中、農林課といたしまして、公設

市場の機能を維持していくためにもどうすれば

よいのか、また公設市場の卸売業者に対するふ

さわしい補助のあり方について検討してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

 次に、大量出荷農家に対して、出荷奨励金の

考えはについてお答えいたします。 

 垂水市地方卸売市場条例第51条には、市長の

承認を受け、卸売業者が出荷者に対し出荷奨励

金を支出する仕組みの規定が定められておりま

す。市場の取扱量の減少傾向に歯どめをかけ、

取扱品目の安定的供給の確保を図るため、ある

いは生産者が公設市場を出荷先として選択する

ときの判断材料の１つとしては有効に働く対策

ではないかと考えております。特に、市場に取

扱品目を大量に出荷される農業者にとっては、

魅力を感じていただけるものと考えられます。 

 しかし、一方で、先ほど申しましたとおり、

特別会計の運営の中で、財源の１つである施設

使用料に対し大幅な減免等の措置を行っている

現状では、直ちに出荷奨励金を支出することは

難しいと考えております。さらに、同条例同条

第３項の中で、卸売業者の財務の健全性を損な

うおそれがあるときは、市長は出荷奨励金の承

認をしてはならないとの考えを定めてございま

す。 

 いずれにしましても、財源の確保が課題とな

りますことに加え、財源が伴う政策として、さ

まざまな観点から検討を必要とする事項である

と考えられますことから、現状を踏まえますと、

出荷奨励金を直ちに行うことは難しいと考えて
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おります。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（池山節夫）  答弁を短くということで

す。 

○農林課長（楠木雅己）  次に、新規就農者へ

の支援についての質問にお答えいたします。 

 議員ご質問の市外からの就農希望者を募集す

る取組みにつきましては、農林課では現在のと

ころ行っておりませんが、就農を希望される方

の就農相談には随時応じているところでござい

ます。 

 平成29年度から今年度にかけまして、本市で

の就農を目的とした市外出身の青年への対応事

例について申し上げます。 

 当青年は、鹿児島県立農業大学校の社会人枠

の研修を修了後、本市で園芸作物による就農を

希望した青年でございます。青年は、打ち合わ

せのため、本人の友人とともに複数回、農林課

を訪れ、農林課では手続等の支援を行いました。 

 そのほか、住居等につきましても、市営住宅

や空き家バンク制度の登録物件を複数紹介した

ほか、就農の舞台となる農地につきまして、農

業委員会とも連携し、支援をしているところで

ございます。 

 市外出身の就農希望者に対しましては、この

ような形で支援を行っておりますが、就農計画

の作成支援事業の導入以外にも、優良農地を借

り入れる手続や事業を伴う場合の住居探しなど、

支援を行うべき範囲が広く、また農業体験の有

無をはじめ、個々により異なる対応が必要にな

る場合も多く起こるものと考えております。 

 したがいまして、今後の対策としましては、

市外出身者の就農希望者がありましたら、就農

相談に応じ、または本人の就農に対する思いの

強さを確認しながら、本人とともに考えて、一

つ一つ進めていくことが必要であるというふう

に考えております。 

 なお、一方、経営面や技術面の指導につきま

しては、指導体制の整備等が必要でありますが、

市単独では難しいことから、市農林技術協会な

どを活用し、ＪＡ垂水支所や大隅地域振興局な

ど関係機関と連携し、課題が解決されるよう進

めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、新規就農者育成のサポート体制

についての質問にお答えいたします。 

 現在、行っている取組みといたしましては、

県のほうで組織している指導農業士会により、

新規就農者への巡回訪問を実施していただいて

おります。指導農業士は、すぐれた農業経営を

実践し、青年農業者の育成に対する熱意と指導

力のある農業者として、知事から認定された

方々でございます。平成30年度につきましては、

平成29年度に本市の認定新規就農者となった２

名に対し、昨年の９月26日にそれぞれ現場を訪

問いたしております。 

 訪問対象の２名のうち、１人は大野地区でサ

ツマイモの栽培を始めたばかりの市外出身者で

ありますが、圃場の様子を見られた指導農業者

から把握し得る当面の管理や技術面の助言を受

け、本人からも就農に至った経緯や、なぜ垂水

市での就農だったのかというところにつきまし

ても説明があり、お互いの交流が図られたとこ

ろでございます。 

 また、大隅地域振興局を会場とし、農業経営

や土壌肥料、農作業安全など、農業に関する基

礎的な知識を身につけることを目的とした研修

や、簿記記帳を通じて経営管理能力を高めるた

めの研修が毎年度複数回開催されており、市内

認定新規農業者に対して案内しているところで

ございます。 

 さらに、平成29年度以降の農業次世代人材投

資事業の交付対象者に対しましては、関係機関

を含めてサポート体制を構築し、定期的に指導

を行っていることとされており、市農林技術協

会の枠組みを活用して、その体制構築について

確認を行ったところでございます。 
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 このように、新規就農者へのサポート体制に

つきましては、市独自のサポート以外でも、単

独でできること以外にも関係機関と連携し対応

することにより育成が図られますことから、今

後とも連携を強め、取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

 続きまして、鳥獣害対策につきまして、報奨

金における市単独分を引き上げる考えはないか

の質問にお答えいたします。 

 市単独分の報奨金についてでございますが、

補助金については、イノシシの１頭当たりの単

価は市・県を合わせて１万3,000円でございま

すが、このうち県補助金分の単価が本年度より

8,000円から7,000円に減額となったため、市単

独分の単価を5,000円から6,000円へ増額したと

ころでございます。また、アナグマの市単独分

の単価につきましては、2,000円から4,000円へ

増額したところでございます。 

 報奨金の増額につきましては、捕獲の状況や

他市町の動向等を注視しながら、今後も検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  感王寺議員ご質問の

市道及び法面の養生につきましてお答えいたし

ます。 

 市道の除草作業につきましては、議員ご指摘

のとおりでございますが、６月議会でも回答い

たしましたとおり、土木課管理の市道は369路

線、222キロ、河川につきましては22の数を管

理しております。市道につきまして、除草の対

象となります路線は市街地を除く路線となり、

交通量の多い路線、また集落に通ずる重要な路

線を重点的に実施しておりますが、市民の皆様

に満足していただけるような対応ができていな

いのが実情でございます。 

 高齢化により、地域での活動が困難になる状

況におきましては、除草回数や対象路線を増や

すなどの対策をとりつつ、環境整備班での除草

機械のリースや、除草機械を保有する建設業者

へ依頼し実施するなど、なるべく市民の皆様の

ご要望にお応えできるよう努めてまいります。 

 また、法面の養生についてでございますが、

道路改良等で道路の法面が高く長い箇所がござ

いますが、除草につきましては、交通に支障の

ある部分のみ実施しております。 

 議員が申されます浜平大都線小谷地区の道路

法面もかなり高く長い法面でございますが、こ

れまでも地元で取り組んでいただきまして、パ

トロールなどで通るたび、申しわけない気持ち

でいるところでございます。 

 地域の高齢化も進み、肩かけ式の除草機械で

の作業は危険を伴いますので、経費の面で全面

対応することは難しいかもしれませんが、田ん

ぼの耕作者や地域住民に草が繁茂することで迷

惑とならぬよう、今後の課題といたしまして、

どのような対応が最適なのか、しっかりと検討

してまいります。 

 次に、除草アタッチメントの購入や各地区へ

の貸与につきましてお答えいたします。 

 除草機械の購入につきましては、感王寺議員

や川菷議員より以前からご質問をいただいてお

ります。また、昨年の６月議会で篠原議員より、

きれいなまちづくりについてのご質問で、ポイ

捨てを減らすにはまず道路の除草をしっかりす

べきとのご指摘を受けました。その際、環境整

備班で除草機械の重機をリースし、対応する旨

の回答をいたしました。 

 除草機械の重機での作業は、従来の肩かけ式

草刈り機では作業が難しい、高いところから垂

れ下がった竹や暖竹の伐採につきましてもかな

りの範囲で作業ができており、除草機械での作

業は作業効率の面からも有効であったと判断し

ております。 

 除草機械の購入につきましては、アタッチメ

ントと重機、それを運ぶ運搬車両を購入した場

合とアタッチメントのみ購入した場合とでは約
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５分の１程度の費用で済み、さらにリースで比

較しますと、全てリースした場合と、アタッチ

メントを購入し、重機本体のみリースした場合

とでは３分の１程度で済むようでございます。 

 アタッチメントを購入し貸与した場合、これ

までよりも少ない労力で環境整備ができ、費用

の面でもメリットもあるようでございますが、

事故の発生など、検証しなければならないこと

も多くございますので、関係課と協議し、検討

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 続きまして、建設残土についてのご質問にお

答えいたします。 

 建設残土の条例につきましては、土木課が整

備しました上野台地の建設残土処分場につきま

して、平成13年６月に条例を制定しております。 

 議員ご指摘の建設残土処分場は、平成７年度

から残土の受入れを開始し、計画書では平成12

年度で完了となっている、民間が開発しました

建設残土処分場でございます。 

 このような山地の森林内での開発を行う場合

は、農林水産省が制定します森林法第10条にお

いて、林地開発許可を受けなければなりません。

この建設残土処分場につきましても、森林開発

許可申請を行い、残土受入れを始めております

が、下流域には土砂の流出を防止する沈砂池や

必要な施設も設けられており、最終的に県の検

査を受け、完了しているようでございます。 

 開発行為を行う場合は、建築物を目的とした

開発は都市計画法の開発許可申請を行い、また

森林であれば森林法の林地開発許可を行わなけ

ればならないと、各法律で定められております。 

 また、本市に対しましては、垂水市傾斜地に

おける土木工事の規制に関する条例に基づき届

出をする必要がございますが、法令の規定によ

り許可・認可を受けて行う工事はこの条例の規

定を適用しないとなっておりますので、当時、

土木課への届出はなかったようでございます。 

 この条例の目的は、標高400メートルまでの

傾斜地や山地での土木工事を規制することによ

り、法面の崩落や水量の閉塞、または土石の流

出による被害を防除することを目的とし、さま

ざまな施設の設置を義務づけております。 

 このようなことから、現段階で直ちに新たな

条例制定は考えておりませんが、今後、同様の

条例制定の事例が他市町村にないか、調査、研

究してまいりたいと考えております。 

 議員ご指摘の箇所は、民間が開発した残土処

分場の道路を隔てた場所であり、当時、土砂を

投入したのであれば不法投棄となり問題がござ

いますが、既に開発も終了し、土砂を投入した

事実があるのか、今となっては検証することも

困難でございます。 

 議員よりご指摘を受け、私も現場に行きまし

たが、山が崩壊することで土砂が流出し、下流

域の農地に堆積していることを確認いたしまし

た。相当量の土砂が堆積しており、耕作者もお

困りだと思いますので、関係課と協議し、土砂

流出防止など何らかの対策はできないか、県へ

の要望も念頭に置き、検討したいと思っており

ます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○議長（池山節夫）  農道についての、いいで

すか。いいそうです。 

○福祉課長（榎園雅司）  おはようございます。

感王寺議員のご質問でございます。乳児用品等

購入助成事業につきましてお答えいたします。 

 事業の中身につきましては、省略させていた

だきます。 

 昨年４月からこの事業を開始し、２月20日現

在で、平成29年度出生者69人、平成30年度出生

者69人の保護者に助成券を交付しておりますが、

利用状況もよく、窓口や子育てアンケート、ま

た子ども・子育て会議で好評の言葉をいただい

ているところでございます。 

 ただ、この事業につきましては開始したばか
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りで、今後、改良の余地はあると思われますの

で、市民の皆さんが利用しやすいように、適宜

見直しを行っていくことが必要と考えていると

ころでございます。 

 その中で、対象となる乳児用品の拡大の考え

はとのご質問でございますが、購入できる乳児

用品につきましては、福祉課としましても子育

て世代のニーズに合わせて見直しをしていく必

要があると考えております。 

 先ほど、議員から肌着、衣類といったことが

ありましたが、福祉課におきましても、乳幼児

用の肌着やガーゼ、スタイ等の衣類も加えたほ

うがよいのではないかといった検討を進めてい

るところでございました。 

 ただ、先ほどお聞きしましたごみ袋、ティッ

シュにつきましては、乳児用品ではなく日用品

であることから、対象にしづらい面もございま

すので、現在のところ、乳児用品に限り対象と

させていただいているところでございます。 

 次に、オーガニック由来の商品希望に対して

の対策はについてでございますが、この助成事

業は子育て世帯の負担軽減を図ることが目的で

あり、日常的に使用する乳児用品等の購入を助

成することを趣旨としておりますので、一般的

に市内の指定取扱店で購入できる乳児用品等を

対象としているところでございます。 

 以上のことから、お求めのオーガニック関連

用品が市内の指定取扱店で販売された場合は、

対象関連商品の範囲内であれば、特に助成券を

ご利用いただいても構わないものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  お願いがあるんですけども、

何のための打ち合わせしたのかと感じるんです

ね、いつも毎回毎回。私の言わんとしたことは、

だいたいわかっているじゃないですか、担当課

長さんたちが。修辞法は要らないですから、事

業の中身の説明は要らんと言ったでしょう。打

ち合わせする気も失せます。短く答弁ください、

要点を絞ってですね。 

 それでは、一問一答方式に基づいて再質問い

たします。 

 まず、市長選挙を顧みてということですけれ

ども、新庁舎建設であります。 

 それは、市長、私も新庁舎建設問題が選挙の

ワンイシューだとは思っておりません。市長の

２期８年間の実績であるとか、あなたの公約と

か、そういう部分も評価されて当選なさったん

ですよ。それは十分わかっておりますし、私が

別に池之上誠を応援して落ちたから文句を言っ

ているわけじゃないんですよ。 

 ただ、この問題についてはですね、50年、

100年の計の部分で、大切な問題なんですよね、

はっきり言いましてですね。 

 それで、選挙分析をやりたくないんですけど

も、前回が200票差でした。垂水市の選挙を私

は30年近くやっています、若僧の小僧の頃から

ですね。大変厳しい選挙戦ですね、みんなずっ

とそうでした。現職の市長は、あらゆる企業と

か団体とか、推薦をもらえるわけですよ。その

中で、前回の200票差、今回も772票差、46％し

かとっていないということは、私は民意の表れ

だと考えております。 

 この点については議論の余地はない、議論し

ませんけども、ただ本当に思うんですけども、

市長はきちっと説明してきたと言われるんです

ね。確かに、庁内の委員会をつくって、外部委

員会もつくりましたと、住民説明会もしました

と、ワークショップもしましたと、そういう部

分をお話しされたんですけども、果たしてそれ

が適切な行政手続をしたのかしないのかという

部分が不透明なんですよね。だから、反対運動

が私は起こっているんだと思います。 

 具体的に言いますと、外部委員会の部分で、

この部分でまず１万平米という部分を決められ

ました。１万平米という部分と、あと土地開発



－118－ 

公社の持ち物でありますから、比較的すぐ時間

を置かずにできるというお話でした。 

 ただ、その説明を受けたときは、多分、名前

は言いませんけど、某企業さんとの契約はまだ

生きていたはずなんですよ。そういったような

部分の説明を外部検討委員会でなされば、どう

してもポイント制として向こうしかないんです

よ。私も、私の仲間たちも、まず場所ありきだ

ったんじゃないかという部分で思っているわけ

です。まず、この部分を説明を求めますから。 

 あと、もう一点、肝心な部分が安全性なんで

すよね。確かに、どこでも建ちますよ、建物は

どこでも建ちますよ。海の中でも建ちますよ。

ただ、防災拠点となり得るのかということなん

ですよね。確かに、防波堤はあります。でも、

港内の部分の防波堤はないわけですよ。そう考

えますと、排水されたときについては、都市計

画上、ほかの部分もありますから、きちっとや

っていただかないといけないという部分はわか

りますけども、諸々の部分でものすごくお金が

かかる場所だと私は思います。一旦事故があっ

たら、これは将来に禍根を残しますよ。私はそ

う思っております。 

 この２点について、答弁を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  足らざるは担当課長が答

弁をいたしますけれども、基本的にありきでは

ないかということは、全くそういうことではあ

りません。明確に申し上げます。 

 安全上の問題等々で、不安なところのご指摘

もあるわけですけども、先ほど申し上げました

安全性やら、いろいろ総合的に判断をして、専

門的な見地をもって、そこの案というふうにし

たわけでありますので、いろんな見方はあると

思いますけれども、私の立場で明確に今の質問

に対しては全くそういうことはありませんので、

より早く安全な建物をそういう環境を整えて進

めていくというのが現状でございます。 

○感王寺耕造議員  議論がかみ合わんわけです

けども、選挙結果を振り返って、市長はきちっ

と住民の皆様に説明責任を果たしていくという

ことなんですね。車座座談会を開くということ

なんですけど、座談会だけでは民意の酌み上げ

というのができないでしょう。職員の皆さんも、

市長も副市長も、市民のためにお仕事をなさる

わけでしょう。この部分で民意を酌み取れます

か。実際に、反対運動が2,000名超なんですよ。

市長選があって止まっていましたけど、まだま

だ増えていきますよ。ここで、いま一度、立ち

どまる勇気がないんですか。 

 実際上、資料をいただいたんですけど、近江

八幡市の部分、この分は選挙結果を受けて、こ

れは選挙結果を受けてだったんですけど、場所

の部分、規模の部分で反対した市長が通りまし

た。その部分で、建設に着手していたんですけ

ど、見直したという地域もあるんですよ。そう

いうような英断が私は市長に欲しいと思うんで

すけども、その辺について答弁ください。 

○市長（尾脇雅弥）  それぞれの考え方で選挙

を戦って、結果としていろんな考え方がありま

すけれども、そのことで当選をしたというのが

事実であります。 

 ただ、それだけではなくて、いろんな複合的

な要素もありますので、新庁舎に関しては、公

選法のルールにのっとって私は当選をいたしま

したけれども、感王寺さんのご指摘である、例

えば単純に２番目と３番目を足した場合は半分

いかないじゃないかと。 

 先ほど申し上げたように、私としては考え方

としては先ほど申し上げたようなことがありま

すけれども、ただそのことを踏まえて、より慎

重に丁寧に話は聞きながら、また説明もしなが

らやっていくという基本的な姿勢でございます

ので、そのことは変わらないということであり

ます。 

○感王寺耕造議員  先ほどからずっと答弁をい

ただいているんですけど、言いわけにしか私に
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は聞こえないんですよね。実際上、住民説明会

の部分に、市の職員を何名動員しましたか。半

分以上は動員しちゃったじゃないですか。ここ

で今きちんと立ち止まって、市民アンケートと

か実施すればまずいわけですか。 

 きのう、持留さんも聞かれたんですけども、

答弁がなかったんですけど、市民アンケートを

実施して、すぐですよ、やれば、市長が考えて、

一月もかからない。その部分でゴーサインが出

れば、私も何も言いませんよ。100年の計です

よ。市長の英断を見せてくださいよ。 

○市長（尾脇雅弥）  今、市役所職員を動員し

てというようなお話がありましたけれども、全

くそういうことではございませんので、また同

時に市役所職員も市民であります。そのことも

よくご理解をいただいて、対応していただきた

いと。 

○感王寺耕造議員  ほかの市外在住の職員も来

ているんですよ、はっきり言ってね、名前は言

えないけどね。まあいいですわ。 

 市民アンケートを実施なさらないのであれば、

また反対運動に火がつくでしょう。住民投票条

例まで持っていくしかないんですか、市民リ

コールまで持っていくしかないんですか、この

点については議論して埒が明きませんので、こ

のへんでやめておきます。 

 次に、市長公約です。 

 健康長寿、温泉プール、答弁いただきました。

確かに、あればいいという方もおられるでしょ

うけども、本当ここに民意があるのかという部

分も私は思うんです。それは、財源の問題もあ

りますし、当然、全年齢を対象にとおっしゃい

ますけども、ご高齢の方が果たしてその場所に

行って運動できるのかという部分もあります。 

 そしてまた、50代、60代の壮年の方々は、鹿

屋市に健康プラザがありますよ。実際、行って

いらっしゃる方がいます。そしてまた、子供た

ちについては、プールに行っている子たちもい

ますよね。そういう部分で健康づくりをやって

おります。 

 実際上、アザレアさん、旧の部分で温泉プー

ルがありましたよ。すぐ撤退なさった。維持費

も莫大だということで、利用者もいないという

中で、そういう部分があったわけですよ。派手

なことはいいですから、そのへんの部分をどう

思われているのか、お聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  中身が十分ご理解いただ

いていないんだと思いますけれども、きのうも

申し上げましたが、今、感王寺さんのご指摘に

あったように、これまでも要望はあったわけで

すね。 

 ただ、一部、あればいいのはそのとおりなん

ですけど、投資対効果も含めてなかなか難しい

ということで成り立たなかったわけですけれど

も、今回は全市民、ある意味対象になるわけで

ありますし、収益性という意味では市外からも

来ていただけると、そういうような要望も今回

たくさん私のほうにもいただいた。 

 その結果として、コスト面も考えて、それが

成り立つような形で、産学官民連携の形ができ

ないかということで、まだ明確にいついつこう

やるという話ではなくて、そういうことがあっ

て、市民ニーズに応えて、健康になっていくと

いうことはそのとおりだと思いますので、あと

財源的な問題も含めて、今すぐやるということ

ではなくて、できるだけ手出しは少ない形で、

その趣旨に賛同していただいた民間の方々の投

資を呼び込むような形で、できることを一番の

目標に進めていくということであります。 

○感王寺耕造議員  今の答弁をお聞きして思っ

たんですが、産学官ということですね。言葉は

きれいなんですけど、場所は決まっているんで

すかね。今のお言葉を聞いて僕が思い浮かべた

のは、道の駅たるみずはまびらのほうにつくら

れるんじゃないのと、またＰＦＩ事業でという

ような感じも思っているんですよ。 
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 尾脇市長、私ども、向こうのほうができ上が

ったから、尾脇市長もお招きしました。私は副

会長ですけど、相談を受けて、どこで忘年会を

するやということで、あそこを使わせていただ

きましたよ。市長もお招きしました。 

 その中で、市長は、民間の篤志家の方が独自

の資金を出して建てるとおっしゃった。覚えて

いらっしゃいますか。まさか、あそこに温泉

プールをつくるんじゃないでしょうね、一緒に。 

○市長（尾脇雅弥）  推察ということですけど

も、全くそれは違います。道の駅に関しては、

たるみずはまびらに関しては、これから民間エ

リアということで、グランドオープンというこ

とでありますので、温泉プールに関しては、私

の中で幾つか候補地を考えていることはありま

すけれども、道の駅たるみずはまびらではあり

ません。 

○感王寺耕造議員  市長のところにはそういう

要望が届いていると、私どものところには、そ

ういう部分は要りませんと、生活に根づいた事

業をやっていただきたいという声もいただいて

います。これから計画を担当課の部分できちっ

となさるんでしょうから、その場合は、庁舎問

題であるとか、道の駅はまびらのようにすった

もんだじゃなくて、全て納得の上でできるよう

な形に、行政手続を踏んでいただきたいと思っ

ております。 

 市民の皆さんの声をよくお聞きして、こうい

う事業を進めるときには、お金がかかる事業を

進めるときは市民アンケートを実施して、必要

なのか、必要でないのかという部分から出発し

ていただかないとと思いますので、その辺は要

望にして終わります。 

 また、垂水市地方卸売市場ですけども、お手

元に資料を配付してあります。市長、副市長の

ところにも届いていると思うんですね。 

 年々再々、取扱高が減っております。この市

場については、大きく２つの意味があったと思

っております。まず、市民の胃袋を満たす役割、

あと１つが転送の部分、そういう部分の市場で

ありました。 

 ところが、資料を見ていただくとわかると思

うんですけど、卵とか加工品、花卉、あとその

辺については、昔は小さいお店、地場の商店街

がありました。青果とか、いろいろ売っている

ところが、そういうところが壊滅したものです

から、そういった垂水市内の小売店に売るとい

う部分も激減しているわけです。 

 野菜についても見ていただければ、平成25年

度と29年度を比較してください。ほぼ半減とい

う状態なんですね。半減という状況です。農林

課長の答弁では、市場の維持、修繕云々、積み

立てという部分で、私の提案した部分について

は可能であるけども、ちょっと難しいという部

分なんですよ。 

 ただ、大同青果さんが手を引いたら、この市

場は成り立たなくなるんですよね。それは事実

でしょう。誰も引き受けたがらないですよ、儲

からん仕事を。この部分について、今後どうす

るのかという部分も含めて、援助策というやつ

を私は図らなならんと思います。私がさっき質

問した部分の２点について、市長の考えを問い

ます。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的な考え方は同じで

あります。人口減少社会の中で、取り扱う量が

減っていく、だけれども成り立つためには経営

の部分をしっかりサポートしなければいけない

というのはそのとおりでございますので、ただ

具体的に今どうということは、今ご質問いただ

きましたので、明確な答えはないわけでありま

すけれども、これから生産者の声を聞き、ある

いは我々の立場も鑑みて、どういう方法がある

のかというのは解決をしなければならない課題

であることはそのとおりでありますから、また

ご意見を頂戴しながら形にしていきたいという

ふうに思います。 
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○感王寺耕造議員  了解いたしました。 

 市場審議会、１回しか開いていなかったです

から、２回、３回、４回開いて、この問題の方

向性についてどう考えるのかですね。大同青果

さんがきちっと引き受けていただくために、ど

ういう部分が必要なのか、それとも地方卸売市

場は要らないのかという議論まで含めて、きち

っと市長が先頭に立ってやってください。要望

にして終わります。 

 新規就農者対策です。 

 この部分については、市長もいろいろ防災営

農の新規の認定農業者について10％のかさ上げ

とか、就農支援資金の部分も市単独でつくって

いただきました。それについては評価いたしま

す。 

 ただ、さっきの農林課長の答弁を聞いていた

んですけども、私が思うのは、今、３.11から

若い人たちの考え方が変わっているんですよ。

もうお金は要らないんだと、風光明媚なところ

で子育てをしたいということで、実際、私も県

内外から若い子たちを入れております。また、

10アールつくって、小麦とかつくってケーキを

つくったりしています。いろんなパターンでみ

んな頑張ってくれているんですけども、そうい

った部分で、結局、他人任せなんですよ、私が

思うに。農林課長、他人任せだと思うんですよ。

これは打ち合わせしたでしょう。 

 まず、市外からの移住・就農を募集する仕組

みが、積極的にやっていないんですよね。いろ

んな機会を捉えて、これをきちっとやっていた

だくということと、あと新規就農者のサポート

体制というやつが全くできていないんです。さ

っき、指導農業士とか、いろいろありましたけ

ど、振興局とかありましたけど、私も若いとき

は30から35まで指導農業士をやっていました。

一番若い指導農業士でした。 

 ただ、私より以上の規模の若手の農家とか、

経営感覚にすぐれた人たちが出てきたものです

から、私は指導できないからおろさせてくださ

いという部分があったんです。だから、結局、

私が言いたいのは、そういったサポート体制を

他人任せ、振興局、指導農業士という部分に他

人任せにするのではなく、市が単独でできない

かということです。 

 志布志市が農業公社を持っております。その

部分で、毎年、２年、３年研修して、６家族、

７家族がずっと自営しているんですよ。そうい

うサポート体制があります。公益財団法人みた

いな大きい部分ではなくていいですから、例え

ば園芸プラス水稲、露地野菜、タマネギとかい

う部分の類型のパターンをつくって、こういう

形でやれば大体この部分の収益がありますよと、

まず市でハウスをつくって、人材は農協の技術

職とかいますよ。そういう部分を呼びますから、

そういう部分で実地で勉強させて、その後、市

がまた防災営農等を活用して、自営に結びつけ

ていくという方法もいろいろあると思うんです

よ。ちょっと乱暴な質問になりましたけど、そ

の点について、きちっとした体制をつくれるの

か、つくれないのか、市長の答弁を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  今、感王寺さんお考えの

部分に関しては、私も違うとは思わないわけで

あります。垂水市の宝は何かと言えば、農林水

産、畜産業ということで、農業、水産業、ある

いは畜産業の分野に関してはだいぶ将来が見え

ているのかなと思いますけれども、農業分野に

おいてはなかなか今ご指摘の部分があるという

ことだと思います。 

 市役所の職員においても、これまでどおりの

待つということではなくて、積極的に営業的な

要素も含めてやっていくというのができるとい

いというふうに思います。仕事の力点の置き具

合だと思いますけれども、ただ言いわけをする

わけではありませんけれども、合併できなくな

って、職員数も減って、また国からの権限移譲

もあって、１人の仕事量というのは相当増えて
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いますので、そういった意味におきまして、現

行の中で頑張れというのはなかなか酷な部分も

ありますので、かといって課題というのは解決

をしなければいけないということもそのとおり

でありますから、先ほどの答えと重複をいたし

ますけれども、現場の皆さんと、また専門的な

皆さんと我々の立場を交えて、そういう形で、

待ってもなかなか発展にはつながらないという

のはそのとおりでありますから、どういう方法

があって、どういう形で進めていけばいいのか

というのは、これからしっかりと連携して、確

認をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○感王寺耕造議員  市長は６次産業化と言われ

ます。漁業の部分には進んでいますね。農業の

部分でも、大野原とか、焼き芋をペースト状に

したりとか、市内の業者さんが自分独自のクッ

キーとかスープとかをつくっていらっしゃいま

すね。それは市長の努力のたまものだと思って

いるんですね。 

 ただ、１次産業がなければ６次産業は進みま

せんので、新規就農者を入れんことには、私も

今度59になりました、来年は60です。私が死ん

だら、親族の田んぼはどうなるんだろうと思っ

ています。誰もつくる人が出ないだろうなと思

ったりするんですね。維持できない状態です。 

 きちっとしたサポート体制、招き入れる体制、

サポート体制を予算も安価な部分で結構です。

人的な部分も、職員を使わなくても、臨時職員

の部分で対応できますので、その部分について

はよろしく検討ください。 

 次に、鳥獣害対策です。 

 単価の部分、この部分についてはまず見てい

ただいて、捕獲数を上げなければ防除できない

という段階になっております。この部分につい

てどう思われるのか、上げる考えがあるのか、

市の単価の部分。 

○市長（尾脇雅弥）  単価を上げることによっ

て、成果が上がるということであれば、１つの

考えだというふうに思います。ただ、対象者が

少なくなっておりますので、後継者の育成をし

やすい環境、免許、資格も含めてですね、その

ことをつくっていくというのも大事なことだと

いうふうに思っています。 

○感王寺耕造議員  今、市長が言われたように、

指導者の方々が39人しかいない状態ですね。こ

の人たちの部分をどう対処していくのかという

部分が、新規の育成の部分が大事だと思ってい

ます。 

 あと、わなの問題なんですけども、箱わなの

部分が幾つあったのかな、市が持っている部分

もあれば、ちょっと時間がないのでごめんなさ

い、乱暴な質問になりますが、市が持っている

部分もあれば、また狩猟者の方々が持っている

部分もあるんですよ。わなについては、全額市

で揃えてあげるべきじゃないんですか。それを

市長。 

○市長（尾脇雅弥）  単価がどれぐらいするの

かわかりませんけれども、その財源も見ながら、

当然市がフォローしても大丈夫だという投資対

効果が見出せるようであれば、程度の問題もあ

りますけれども、何らかの支援はしていくとい

うふうに考えております。 

○感王寺耕造議員  今、柊原の部分で、篠原議

員のところから柳田實義さんのところまで、猿

の巣がいっぱいあるんですよ。どうかしてもら

わにゃいけないんですよね。それで、私は要望

を受けたんですよ。こういった猿の箱わながあ

るんですよね。この部分でとって、どうにか処

理していただきたいという部分があります。い

ろいろな問題があるのは、打ち合わせの中でわ

かっていますので、大体つくるのに４、50万ぐ

らいかかるそうです。このへんの部分について、

一応農林課長とは打ち合わせしていますので、

市長は後で副市長も交えて意見を聞いていただ

いて、対処してください。 



－123－ 

 あと、広域の部分で取り組む必要もあると思

うんですよね。広域の部分で、どうやって捕獲

していくのかという部分。例えば、どうやって

焼却するのかとか、ジビエの部分をどうするの

かと、イノシシなんか特に、そういう部分をど

うするのか。熊本は生体市場もありますし、処

理施設もあります。その部分は、若い市長です

から期待していますので、よろしくお願いしま

す。 

 除草については了解しました。前向きな意見

で、刈っていただけるということで判断いたし

ますので、よろしくお願いします。 

 建設残土についても、私もここの部分は市に

届出もない、林地開発の届出もないということ

で、責任の所在云々という部分は思っておりま

せん。ただ、今後このようなことがないように、

きちっと気をつけていただきたいということと、

一番いいのは条例の制定だと思っていますので、

その辺は調査研究して頑張ってください。 

 ただ、土木課長、あそこはあれ以上えぐられ

たら、道路がなくなっちゃいますよ、早急に何

らかの対応をしないと。試算の部分は、耕地の

ほうで農林課長のほうでやってきていただいて

いますので、要望はね、あそこをせんと道路を

通れませんよ。道路は何本あってもいいんです

から、その部分はきちっと対処してください。 

 最後になります。乳児用品等購入費というこ

とで、始まって１年間ということで、これから

いろいろニーズの見直し、意見を聞いてという

ことで、明確な答弁をいただきましてありがと

うございます。 

 ただ、１点だけ、ごみ袋、ティッシュという

部分、日用品だという判断なんですけど、確か

に日用品と捉まえる捉まえ方もありますけども、

お母さんから聞いた部分は、お尻拭きのティッ

シュ、あれがありますね。あれは高いんだと、

高いから、一応コットンティッシュとか、そう

いうもので拭いてから、最後にウエットティッ

シュでやるんですと、子育てでお金が要ります

からということなんですよ。 

 そしてまた、ごみ袋についても、おむつの部

分の処理で大量の部分が必要ですということな

んですよ。その辺についてもよく考えて、よく

声を聞いていただいて、対処をしていただきた

いと思っております。 

○議長（池山節夫）  間もなく時間です。 

○感王寺耕造議員  あと、オーガニックの食べ

物、その辺についても品揃えがないということ

ですので、対象業者さんとよく話し合いながら、

品揃えをやっていただきたいと思っております。 

 早口で申しわけございませんでした。１時間

与えていただいて、ありがとうございます。こ

れで、私の質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、10時45分から再開いたします。 

     午前10時32分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、12番、川菷達志議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［川菷達志議員登壇］ 

○川萇達志議員  ちょっと風邪を引いておりま

して、なかなか声が出にくいので、どうかよろ

しくお願いをします。 

 市長、３度目の当選、おめでとうございます。

向こう４年間、イバラの道が続くんでしょうけ

れども、しっかりとかじ取りをしていただきた

いと思います。 

 市長、私は、今まであなたが出される議案に

ついて、主なところは全て質問してきました。

ところが、今回、庁舎の問題については１回も

言っていないんです。このことを今、深く後悔

をしております。今の場所に、思ったときに言

いたかったんですけれども、あえて言いません
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でした。そのことを後悔しています。 

 普通、家をつくる、建物を建てるときには、

昔から風水とか、日当たりがいいとか、一番条

件のいいところに建てるはずであります。今の

ところは、地盤も軟弱、それから台風、津波、

北西の風等々言われております。なぜ、あそこ

につくっちゃいけないということを言わなかっ

たのかな。 

 そのことで、今、垂水は分断が起きつつあり

ます。きのう、３名の方が庁舎問題で質問をさ

れました。もともと垂水は、二階堂、橋口、両

派の大きな派閥が市民一人一人に至るまで分か

れておりました。水迫市政になって、分断がな

くなりつつあるなという気持ちでいました。あ

なたが庁舎問題の場所で、あえて争点にされた

のかもわかりませんけれども、そのことが分断

を生みつつある。だから、言わなかったことに

ついて後悔しているんであります。 

 あなたの仕事は、庁舎をつくることじゃあり

ません。まず、しなきゃいけないのは、市民の

分断をさせちゃいけないということであります。

幸いに、車座、いろんなことを通してやってい

かれるというふうに聞いております。あなたが

今すべきは、庁舎を進めることじゃなく、分断

の溝を埋めることだと私は思います。ぜひ、こ

のことは肝に銘じていただきたいと思います。 

 それでは、通告に従い質問をします。 

 まず、タイムレコーダーの設置場所、この質

問は、まだほかから庁舎内にカードを押しに来

る方がいらっしゃいます。時間の無駄です。働

き方改革を言われる中で、なぜ各職場に置かな

いのか、このことも前、私は質問をしておりま

す。あなたたちがどういう答弁をしたかも覚え

ております。庁舎をつくるのに何十億もかけて、

今いる職員が時間と精神的に負担なんですよ。

何でこれができない、こんな簡単なことが。何

百万もかかるものでもないし。 

 そのほか、総務課長に質問をしましたけれど

も、限られた時間ですので、市長、このことに

ついてあなたの見解をまずお伺いをします。 

 それから、人口減に伴う諸問題ですけれども、

今、垂水は毎年300から400減っています、人口

が。きのう、森さんの中でも、死亡者とは別に

88名という数字が出ました。なぜ、この質問か

といいますと、各課で５年後、10年後にはこれ

だけ減る、だからこういう政策をしなきゃいけ

ない課題があると思うんです。そのことを知る

ために、私は資料の請求をいたしました。ここ

に各テーブルに１個ずつあると思うんですけれ

ども、目を通してください。 

 もう一つ言いたいことは、これもいただいた

資料ですけれども、人口ピラミッドです。今、

大体300から400亡くなっている、これだけ減っ

ているんです、今。ところが、将来、26年、27

年、ここあたりは200人台なんです。28、29は

100人台です、減るのが。今、人口が一番多い

のは、私たちの65から70の世代のはずなんです。

これを見てみますと、90代が20年ですから470

名、それから50代で490名、ということはずっ

と50代以下は大変少ない、90代がこれだけいる

んですから。この方たちが毎年減っていきます、

必ず。今よりも多くならないといけないんです、

資料として。 

 なぜ、こういうことを言うかといいますと、

人口が全て政策の基礎になります。そうならな

いとおかしいんです。そうしたときに、政策は

変わってくるはずなんです。ところが、これを

見てみますと、垂水市独自で見たやつと、資料

があるでしょう、見てください。それから、社

人研で推定したら、こんなに違うんです。市長、

なぜこんな数字になるのか、お伺いをします。 

 それと、個別具体的に入りますけれども、き

のう、川畑先輩の質問の中で、公民館主事の待

遇改善がされます。大変いいことです、なり手

がない中で。ただ、私は、今それよりも大変な

のは各振興会長のことであります。私の集落で
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は、24軒あります。そのうち半数が独居老人で

す。入院される方もいらっしゃいます。振興会

では、私が一番年下です。夫婦いる。そうする

ときに、振興会長は、昔は70になったらしない

ということでした。ことしは75歳の人が「おま

えも忙しでおいがしっくるっで」ということで

す。来年、私がしなければなりません。そうし

たときに、高齢化する中で、ここで何で手を打

たないのかなと、市民課長、このことについて、

あなたの担当ですので、お聞かせをいただきた

いと思います。 

 それから、中央地区の地区公民館のことです。

これも、最初出たときには、かなり人口が多か

ったんです。どんどん減ってきて、待ち望んで

いる方がいっぱいいらっしゃいます。私も頼ま

れたんですけれども、地区外ですから、北方さ

んとか持留さん、梅木さんもそうです。地元の

議員の方に言ってくださいと、ずっと言い続け

てきました。 

 庁舎建設に当たり、地区公民館の建設問題に

ついて、担当課、教育長、何か話がありました

か。とりあえず、この件については、市長と市

民課長、教育長にお伺いをします。 

 それから、資料作成依頼ですけれども、耳が

痛いんでしょうけども、聞いてください。 

 私は、12月議会で、道の駅はまびらで採用さ

れた人は、市内の企業から何人いますかという

ことを企画政策課に聞きました。２、３日後に

行ってみますと、出せませんということでした。

ああ、そうかと、私は何も言わずに、その後、

質問もしておりません。なぜかといいますと、

企画政策課で心の病になった子がいました。私

がそれを強要することによって、その職員が板

挟みになっちゃいかんと思ったから、あえて質

問しなかったんです。 

 今回、この資料を私は議会事務局を通じてお

願いをしました。午前中にお願いしました。夕

方になってもうんともすんともない。そこで、

どうなっているのと聞いたら、これもなかなか

簡単な資料ですよ、なかなか出せないというこ

とでしたので、副市長、これでいいのと、何で

隠すのと言ったら、副市長はすぐ出してくれま

した。私たちは、別に皆さん方の足を引っ張る

んではないんだ。正しい資料で、知識で、あな

たたちに質問したい。 

 それと、もう一点、開会本会議で感王寺議員

が、鹿屋との地域連携の質問をされました。私

も勉強不足で全然わからずに、ああ、そうかと

いうことで、関連の質問をしました。これもな

かなか確たる答弁がありませんでした。それで、

休憩時間に課長のところへ行って、担当はどこ

と、これも確たる返事がなかった。ちょっとこ

れはおかしいやって、何も難しいことを言って

いない。お互いにお互いが正確な情報のもとに

やり合うのが議会なんだろうと思っている。 

 私に、こういう資料の作成調査能力がないか

らお願いをしているんです。このこと、副市長、

あなたもお手伝いしたからわかっていますね、

経緯について。間違っているか、間違っていな

いか、そのことでまず質問をします。 

 以上で１回目を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  川菷議員のタイムレコー

ダー各課設置の検討についてお答えをいたしま

す。 

 タイムレコーダーの設置につきましては、平

成25年６月議会におきまして議員からのご指摘

がありまして、平成27年10月に設置をいたしま

した。設置箇所につきましては、本庁本館及び

新館に５台、牛根・新城支所並びに環境セン

ター、市民館、消防本部等出先機関に11台の計

16台を設置いたしました。 

 設置後の活用につきましては、厳密で勤怠管

理ができ、労働時間の記録が正確に把握できる

ほか、登庁及び退庁時間帯等の証明を必要とす

る場合に活用が可能であります。 

 議員ご指摘の各課に細部に設置するというこ
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とにつきましては（発言する者あり）、今申し

上げたような箇所に設置をしておりますけれど

も、今後、再度ご指摘を受けて、今すぐはちょ

っと答えを持っておりませんので、確認をして、

今申し上げたような成果がございますので、そ

のような形で前向きに対応できるところは対応

したいというふうに思っております。 

 それから、社人研の人口ビジョンの差異とい

うことでございますけれども、垂水市人口ビジ

ョンにつきましては、昨日、担当課長の答弁と

重複をいたしますけれども、策定時の国立社会

保障・人口問題研究所の推計値をもとに、人口

移動の均衡化や若年・子育て世代の移住促進な

ど、人口減少対策を講じることで得られる目標

値でございます。現在のところ、そういうこと

でございます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  川菷議員の人口減に

伴う諸課題のご質問でございます。うち、振興

会に係る事柄につきましてお答えいたします。 

 議員が、ご自分の振興会を例えとして挙げら

れたとおり、人口減少や高齢化の進展により、

役員のなり手がいない、集落内の清掃作業が難

しくなってきたなどの話を伺う機会も増えてお

ります。振興会組織の維持となりますと、まず

合併による対応が考えられますが、合併となり

ますと、振興会の成り立ちやこれまでの歴史、

住民の方々の深い思いなど、さまざまな要因が

あるようでございまして、なかなか話が進まな

いのが現状のようでございます。実際、平成22

年に牛根地区で３つの振興会が合併して、牛根

麓振興会となって以来、振興会の合併はござい

ません。 

 議員ご承知のとおり、振興会は地縁に基づき、

設立から運営まで住民自ら自主自立の団体でご

ざいます。法律的な根拠はなく、任意の団体で

はございますが、住民の触れ合い、共同生活等

を通じて、地域を住みやすくするために、さま

ざまな活動を行っておられまして、行政を進め

る上でも中心的な役割を担っていただいている

と認識しております。 

 そのような認識の上で、振興会長の皆様には、

行政と地域をつなぐ役割として行政事務委託契

約を結びまして、公文書、広報紙、その他通知

文書等の配布や、各種調査・報告等の取りまと

め、各種行事、その他周知事項の伝達、地域の

方々から市への連絡事項、要望等の取りまとめ

と伝達など、各種の行政事務をお願いしている

ところでございます。 

 議員が指摘される人口減の影響が顕著となり、

このような体制が維持できない状況となれば、

これにかわる方法を検討していかなければなら

ないと考えます。 

 なお、合併となりますと、振興会は任意の団

体でございまして、行政側から統廃合を強制す

ることはできず、あくまでも住民が主体的に進

めるべきものでございますので、市としまして

は振興会合併の際の補助的な制度としまして補

助金交付要綱を整備し、振興会の合併を検討さ

れる際の支援策としているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育長（坂元裕人）  新庁舎を建設するに当

たり、垂水地区公民館を庁舎内につくる考えは

なかったのかというご質問でございますけれど

も、そのような考えはございませんでした。こ

のたびの新庁舎の建設の移転に伴う教育委員会

移転後の市民館の活用策の一環として、検討す

る必要があると考えております。今後、そうい

う方向で検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○副市長（長濱重光）  ご質問の資料提供の確

認ですよね。答弁いたします。 

 川菷議員のほうから先ほどご説明がありまし

たように、議会事務局のほうにこれまでの５年

間の各年度の実績と、それから向こう10年間の

各年度ごとの人口推計について、資料提供があ

ったというふうに理解しております。そのこと
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を議会事務局が企画政策課のほうに要請いたし

ましたところ、企画政策課のほうは総合基本計

画等に人口ビジョンを採用しているので、向こ

う５年間ごとのほうは提示できます。資料提供

できますけれども、各年度ごとの推計はできま

せんという回答をしたということで、それを受

けて私のほうに川菷議員から直接お電話をいた

だきました。 

 私がそのとき申し上げましたのは、５年おき

の推計があれば、それを勘案すれば何かできる

のではないかなということを電話で回答し、そ

して後日、それをお持ちしたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  タイムレコーダーなんだけれ

ども、土木課長、環境整備班、あそこにありま

すか、タイムレコーダー、多分あそこがないん

ですよ。あの人たちは、朝早く来ている、ここ

に。あの人たち、帰りは何時に押しているって

話。ここが気づかないのがおかしいんです。職

員だけあって、あの人たちはない。ここがあな

た方の鈍いところ、あえて申します。ぜひ、早

急にこれはつけてください、お願いです。人に

優しい執行部であってほしいと思います。市長、

どうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  今、ご指摘があったよう

な意見を受けて、いろんなところに設置をした

というところまではご理解いただいていると思

いますけれども、もっと言うと、そういうとこ

ろもあるよというのは当然察して、対応できれ

ばよかったことだというふうに思いますので、

直接ご指導いただきましたので、そのほかもな

いかということを含めて、設置の方向で進めて

いきたいと思います。 

○川萇達志議員  久しぶりに、前向きな回答を

いただきました。市長、できる回答はすぐその

場でする。大事なことです。ここが信頼関係に

もつながります。あなたでないと、判断できな

いんです。職員じゃなく、あなたが判断して、

できることはすぐする。今の姿勢は大変好感が

持てました。 

 それで、まず振興会の件ですけれども、統合

だけじゃないんです。負担軽減策もあるんです。

それから、振興会長の手当をよくするというの

もあります。何らかの対策を打たないことには、

集落が崩壊します。私も隣の集落に何とか合併

の方向で考えてくれんかと言っています。とこ

ろが、金の問題やら、いろんなことで前へ進ま

ない。 

 多分、私の集落と隣の脇田一の集落は、私た

ちの世代はものすごく仲がいいんです。ＰＴＡ

のときも、一緒に行動しました。その仲間が今

いっぱいいるんです。それでも難しいんですよ。

私の集落では、75歳の人が「しょうがねで、お

前も議員やっで、忙しで、１年は俺がすっで」

と言ってくれたから助かった。本来なら順番で

いくと私なんです、３回目の。ここは私の集落

で聞きましたけれども、私よりひどいところが

まだあるかもしれない。 

 合併、そうおっしゃるけれども、できなくな

ったらどうしますか。振興会長というのは、共

済組合も農協も配り物をします。これを配るの

は、昔は班長さんたちが配りよったんです。と

ころが、班長さんたちもお年寄りでいない。振

興会長が配っています、今、私の集落は。多か

れ少なかれ、みんなそうなります。今から、そ

のことについて備えていかないとどうするの。

何で私がそのことを言わなきゃいけないの。 

 この問題は大変大きな問題ですよ。地域が確

実に崩壊します。あなたたちが幾ら文書を持っ

ていっても、配り手がおらん。そこまで真剣に

お考えですか。副市長、このことでどう思われ

ますか。 

○副市長（長濱重光）  議員おっしゃいますよ

うに、この振興会というのは、市民生活におい

て、またその地域において、健全な運営をする
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上でも大切な必要なことだと思っております。

今、ご指摘がありましたこと、１つずつ、もう

一回立ち止まって、どこに課題があるのか、今

後に向かってどうすればいいのか、そのへんの

ところを真剣に検討していきたいというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  また、市長に耳の痛い話です

けれども、市長は私の質問に、川菷議員のおっ

しゃるとおりですという答弁を何回もされてい

ます。そのことも前に進んでいないのかな、報

告すらありません。どうか、言いっ放し、やり

っ放しじゃなく、真剣に受け止めてください、

市長、お願いします。答弁は要りません。多分

わかってくれたと思いますので。 

 それから、中央地区のこのことです。別に、

私は新庁舎と言っていない。これと同じタイミ

ングで、なぜ考えなかったかと話したんです。

私は、一人でこういうことをいっぱい考えてい

ます。あなたたちは自分たちの担当課のことだ

けでいいんですよ。 

 例えば、農林課長、あなたのところで何をど

う考えるのかわからんけども、堆肥センター、

どうなりますか。多分、考えていると思うんで

すよ。保健課長、この前、委員会で老健が

7,200万、一般会計から繰出をする。30何年ま

で続きますと。一般会計、これはみんなが平等

に使う金です。本来ならば、特会に入れたらい

けない。まだ、税収は減っていくんですよ。そ

ういったことが各課にあるんですよ。水道課だ

って、水道課は何かありますか、これ。 

○水道課長（園田昌幸）  ただいま、問題があ

るかということだと思いますが、水道課のほう

も特別会計につきましては、簡易水道がありま

すので、実際、繰り入れていただいている状況

であります。 

○川萇達志議員  あなたのところの水道事業の

計画を今立てているでしょう、５年後、10年後。

これも大変な金がかかるんですよ。私は、一人

でこういうことを考えていますよ、心配だなっ

て。全部聞きたいんです、本当は。 

 市長、何でこういう質問をしたかというと、

以前、あなたの活動方針かな、年間の施政方針

のことにも私は触れたことがあるんです。十年

一日、変わらないよねって。こういった意見を

施政方針に盛り込んでくださいよ。皆さん方が

多分原案をつくるんだろうから、そのことを入

れてくださいという質問なんです。そうしない

と、課題が明らかにならないんですよ、各課の

課題が。ぜひ、次の施政方針にはそのことを入

れていただきたい。それがまた皆さん方が共通

の課題になっていくんです。垂水市の大きな課

題になっていく。 

 市長、応援しているんですよ、垂水のために。

皆さん方が役所の職員でよかったなと、そう思

えるようにという応援をするんです。まだ、み

んな聞きたいんだけれども、市長、どうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  同じようになりますけれ

ども、本当にそう思っておりますので、基本的

な考え方は川菷議員がおっしゃるとおりだとい

うふうに理解をしています。 

 ただ、現状においての社会背景ですね、少子

高齢化、人口減少社会、合併ができなくなって、

行財政改革をやりながら、職員数も減らしてと

いう背景があることもご理解はいただいている

と思うんですね。当時つくったものが古くなっ

たりとかして、維持管理がいろんな分野にわた

ってかかるという中で、ただいまご指摘があっ

たことを、だからといって放置するわけにはい

かないので、そこを財源も担保しながら、効率

的にやっていくということだというふうに思い

ます。 

 まちづくりの全体図の中で総合計画というの

があって、そのことでお示しをしておりますけ

れども、さらに地域ごとには地域振興計画とか、

それを具体的に振興会レベルにおいてはそれぞ
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れ課題があると思います。 

 先ほど申し上げたような合併統合も含めてで

すね、ただそこにできない理由もあったりしま

すから、そのことはどうやったら解消していく

のかということをやりながら、また分野ごとに

おいては、水道とかいろんな課において課題が

ありますから、そこを縦軸だけではなくて、ま

ちづくりの全体的なこととしてしっかりと連携

をして、このまま放置はできませんので、ポイ

ントを絞りながら、しっかりと公約の中で、あ

る意味、総体的に言うことではなくて、もっと

具体的にピンポイントで示しながら、具体的に

詰めていきなさいということだと思いますので、

そのような形でやっていきたいというふうに思

っております。 

○川萇達志議員  ありがとうございます。ぜひ、

そういった方向で、一番大事なのは各課の課長

さん方ですよ。市長は、垂水市の森羅万象、あ

らゆることに対応しなきゃいけない。森山先生

のところにも行かにゃいかん、いろんな会議が

ある。皆さん方が皆さん方の課題をしっかりと

市長に伝えることです。あとは市長が判断され

ることですから。 

 自分たちの課題をいかに市長に伝えるか、あ

とは市長が響くか響かないかは我々が判断しま

す。当然のことです。市民が判断します。ただ

し、それにはあなた方がどういう報告書を市長

に上げるか。繰り返し言いますけれども、この

ことは課長として一番大事なことだろうと思い

ます。このことについては、答弁は要りません。

よろしくお願いをしたいと思います。 

 ３点目ですけれども、企画政策課長、ほとん

どあなたのところです、おわかりのように、私

が資料の提出を求めたのは。あなたの姿を部下

が見ているんだよ。議会や議員が、議会事務局

だったら、最大限早く速やかに出す。先ほど言

いましたけれども、同じ課題を持って答弁をし

ないと、すれ違うので何も意味がない。私は、

ご存じのとおり、資料を持っていないんです、

ほとんど。自分の頭で考える中で、皆さんにど

うやって理解していただこうか、それこそ真剣

勝負なんですよ。大して打ち合わせはしていな

いけれども、私の質問で困った方がいらっしゃ

いますか。 

 ただし、私は、ある課長が私を見ていて、川

菷さん、議席で何かぶつぶつ言うわと、よく見

てくれました。私は、ほかの方の質問中で失礼

だけれども、俺の質問のときはあれを言おう、

これを言おうって、言っているんです。それだ

け自分の質問に真剣に考えています。 

 ここで、何で資料を出してくれないのかなっ

て、企画政策課長、何かありますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  議員からのお言

葉でございますが、非常に私といたしましては

心持ちがよろしくございません。資料の提出に

つきましては、我々のできる範囲で資料提出を

行っております。ただし、そのことが議会事務

局職員を通じて資料収集をなさっておったとい

うことで、議会事務局職員からどのような回答

をいただかれたか、私は認知しておりませんけ

れども、私が議会答弁の打ち合わせのお電話を

させていただいたときに、川菷議員からは一方

的なお怒りがありました。私としては非常にわ

けのわからないお怒りであったので、１つずつ

解決をさせていただきたく、調査をさせていた

だきました。 

 １件目、私の職員分から回答、企画政策課の

職員に対しまして、新規採用職員の道の駅の従

業員の前職はどうだという質問をされたそうで

ございます。それに対しましてうちの担当職員

は、個人情報が非常に混ざっていることであり、

なお採用されたのが垂水未来創造商社であると

いったようなことを含めて、即答ができないと

いう旨をお伝えしております。そのことにつき

ましては……（発言する者あり） 

 今の質問は、資料作成依頼にあったものにつ
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いての対応、各課の対応についてお答えをして

いるところでございます。 

○川萇達志議員  課長、ちょっと待って。プラ

イバシーの話を言ったけれども、私は別に名前

を出せとか、企業を出せとは言っていない。何

人という数字を聞いたんです。当然でしょう。

名前とか、個人情報を私が聞くはずはない。 

○議長（池山節夫）  川菷議員、再度質問を、

企画政策課長、一旦座ってください。川菷議員、

また再度質問をきちっと。 

○川萇達志議員  プライバシーのことを聞くは

ずがない。私が聞きたかったのは、垂水の企業

から何人入っていますかと。何でかというと、

ご承知のように、私は民業圧迫にならんように

せいよと、人員採用で。100人ぐらい採用しま

す。私は最初に言ったんです、そんなに人が要

るかって。だから、新しく開業してすぐに興味

があった、聞かなきゃいけないと。だから、人

数だけ教えてくれと。それでも出なかったから、

私の今の立場です。プライバシーを、私もばか

じゃないから、どこの企業とか、絶対求めてい

ない。それこそ、今の発言は私を冒涜する。ど

うですか。一方的に怒っていない。 

○企画政策課長（角野 毅）  川菷議員のお言

葉でございますが、人数を調べるためには、ま

ず向こうのほうにお願いをいたしまして、向こ

うの出されております履歴書等についての内容

を確認させていただく必要がございます。多分、

担当職員としては、そのことがあったので、そ

の調査ができていないということをお伝えした

ということでありますので、それについては

我々としても調査をするようなお願いをして、

個人名を出すわけでもないですし、会社名を出

すわけでもないので、資料提供いただけないか

ということでお願いはしております。 

 ただ、私が一番問題になると思っております

ことは、川菷議員の資料作成の調査依頼という

ことで、議会事務局職員を介して我々のほうに

資料請求をされてきております。そのことにつ

いては、我々としてはできる最善の対応をして

いるつもりでございます。 

 ただ、そのことが川菷議員の求められている

数字と合致しない、そのときにはどういう対応

をするべきか、そういう細かい打ち合わせがで

きないわけでございます。どのような返事を議

会事務局職員が川菷議員のほうに報告したか、

そういったところまで我々は把握できません。

今回についても、どのような報告をしたのか、

確認をさせていただきました。そうすると、川

菷議員が私に言われるような回答ではございま

せんでした。 

 また、川菷議員からは、資料提供がなかった

ことについて、副市長のお電話をいただいたと

いうことでございますけれども、なぜ私のほう

に連絡をしていただけないのか、非常に不思議

でございます。我々のほうも、誠心誠意、この

ことについては対応するつもりでありますので、

今後はそのような対応をしていただけると、議

員が所望される資料の提出ができていくのでは

ないかと考えておりますので、よろしくお願い

をいたします。 

○川萇達志議員  私は、一般質問の前にお願い

した、２、３日前、人数の話はね。２、３日待

っていて、これを出すのは何というんだ、通告

書の前の日に言ったんですよ。あなたがそこも

違っている。２、３日あれば、調べられるだろ

うと。何百人もという数字じゃないから、そう

いう考えでした。これはきょうのはすれ違いで

すから、これで終わりますけれども、市長、鹿

屋との地域連携協定の窓口はどこですか、担当

課は。 

○市長（尾脇雅弥）  窓口は企画政策課でござ

います。 

○川萇達志議員  企画政策課長は、そのときに

範囲が多くてということをおっしゃった。その

ときは、農林課長も隣にいたんですよ。範囲が
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広かろうが何だろうが、私は質問の内容という

のは、地域連携協定の中で垂水市は金を出して

いる部分がある。必要でないところはという話

だったでしょう。ほかにはないかという質問を

したんです。それを教えてくれと。ほかの質問

は一切していない。これ以上、企画政策課長、

あなたとやってもしようがない。お互いに不愉

快な思いをするから、これで終わりますけれど

も、どうか私の真意を推しはかってください。 

 非常にまだ言いたいことはあるんだろう、私

もまだ言いたいことがある。何であのとき答え

てくれなかったのかなと、こういうことで２、

３回も私のほうから続くと、私はあなたはいつ

も、あなたが来れば、私は必ずこうだよと言っ

たよね。あなたが来たときに、嫌な思いをさせ

たことはないです。茶を飲む片で、頼むぞとい

うことを言った。 

 あえて、さっき言ったけれども、皆さん方も

一緒だ。部下はあなたたちの姿を見ている。誠

心誠意やっていると思うけれども、私はそうい

う印象を受けたということです。このことも、

ただお願いだけです、あとは。 

 私ごとで恐縮ですけれども、今議会が私にと

って最後の議会になります。市長以下、皆さん

方、大変お世話になりました。こういうがさつ

な私ですけれども、よく耐えてくださいました。

感謝をします。 

 先ほどから私が言っていることは、垂水の全

体と将来のことについてしか質問はしておりま

せん。きょうもそうです。どうか、そういう観

点で頑張っていただきたいと思います。お世話

になりました。 

 それから、議員の皆さん方、本当にお世話に

なりました。こういうがさつな私ですけれども、

迷惑をかけたと思っております。４月には厳し

い戦いがあるようです。皆さん方が正々堂々と

選挙運動をされて、全員が高い得票で当選を目

指してください。楽しみにしております。本当

にありがとうございました。 

 それから、議会事務局、ありがとう。松元さ

ん、前田さん、聞いていらっしゃる、当然だけ

れども、あの方々にも感謝をしているところで

す。私が初当選したときに、これからは議会事

務局の皆さん方にお世話になりますと申し上げ

た記憶があります。そのときに、牛根の森和治

さんだったかな、当時、課長補佐だった。「川

菷さん、心配しやんなと、何でん言ってきやん

せ」と言われたこと、しっかりと覚えています。

議会事務局の仕事は、議員が、議会が仕事がし

やすいような環境づくりが大事だと。どっちの

側に立つんじゃなく、議員が仕事がしやすいよ

うな仕事を今までよりもしていただきたい。 

 先ほど、特定できるような話で、情報公開の

ことで職員のことを言いましたけれども、その

ときも私は言いました。ちょっと叱りはしたけ

れども、出ませんでしたではだめなんだよと、

出ない理由を聞いてこんやって、これから多分

彼はそのことを覚えていてくれるんだろうと思

います。これを覚えていてくれれば、必ずいい

職員になっていくんだろうと思います。エール

を送ります。しっかりと頼むよ。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（池山節夫）  次に、13番、篠原炳則議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［篠原炳則議員登壇］ 

○篠原炮則議員  お疲れさまでございます。突

然の川菷議員の勇退といいますか、というよう

に聞こえたわけですけれども、友達として、同

僚として、本当寂しく残念に思っております。

また、後でゆっくりお話をしたいと思います。 

 午後からじゃないかと思っておったんですけ

れども、慌てておりますが、今回は多くの園児

のお父さん、お母さん、また児童生徒のお父さ

ん、お母さんと話す機会がございまして、多く

の要望を受けたわけですけれども、３点ほど質



－132－ 

問をさせていただきます。 

 市民の多くの皆さんが私に言われたことは、

垂水市は財政的に余裕があるんですねと、借金

も減ったと、貯金も増えたというようなことで、

ぜひ市民サービスをしていただきたいというご

要望でございました。ぜひ、市長、財政課長、

どんどん金を市民のために出していただきたい

と思います。 

 先ほどからお聞きして思ったわけですけれど

も、毎回、議会のたびに多くの議員の方が執行

部に対してご質問、またはご提言をされるわけ

ですけれども、これをどういうふうに生かされ

ているのか、各課で検証をされているのか、そ

こら辺を全員に聞きたいわけですけれども、噂

によると総務課長が最後の議会だとお聞きして

おりますので、代表して総務課長、議会の質問、

質疑、どういうふうに検証されているのか。検

証せんと、議員がここで何をお願いしても質問

をしても前には行かないと思っております。ぜ

ひ、そこを答えていただきたいと思います。 

 それじゃ、まず今回、平成30年度一般会計補

正予算の中の第５号で、垂水中央中学校が各種

大会に出場されるということで、補助金が53万

8,000円計上されておりますけれども、どうい

う大会に出場されるのか、また教えていただき

たいと思います。 

 次に、不登校の生徒や、登校しているが教室

に入れない生徒がいるとお聞きしておりますが、

それらの人数と原因、またいじめについてもお

答えいただきたいと思います。 

 また、先ほど聞いた不登校、いじめの生徒の

対処、指導はどのようになっているのか、お尋

ねをいたします。 

 次に、県立垂水高校のエアコン設置の現状に

ついてをお尋ねいたします。 

 多くの教室があると思いますけれども、校長

室、職員室、特別室、会議室とか、普通教室と

かあると思いますけれども、設置の現状をお尋

ねをいたします。 

 次に、商店街の街路灯の設置についてをお聞

きをいたします。 

 垂水の中心街を通ります国道220号沿いの特

に幹部派出所交差点から下宮神社交差点の先ま

では、夜間も街路灯に明るく照らし出されてい

て、ドライバーの方や歩行者の方など、特に冬

場の日没が早い時期は学校からの帰宅する子供

たちも安心して通行していると思っております。

それだからこそ、商店街の方々も日々商売に励

むことができ、市民の方も安心して買い物など

ができていると思われます。 

 そういった市民にとって大切な施設でありま

す街路灯の維持管理をされております中心街の

通り会の方から、年々通り会の商店が減って、

電気料や修繕費の負担がきつくなっているとい

うようなお話を聞いておりますが、現在設置さ

れている国道沿いの街路灯がどのような経緯で

設置されたのか、どのような事業で導入された

のか、また年間の維持管理費用や、それに対し

て市や商工会から助成がなされているのか、お

尋ねいたしまして、１回目の質問とさせていた

だきます。 

○議長（池山節夫）  篠原議員に申し上げます。

先ほどの議員からの質問について、各課でどの

ように検証しているのかというのは通告外でご

ざいます。よろしいですか。総務課長、答えま

すか。 

○総務課長（森山博之）  先ほど議長が申され

たとおり、質問通告は受けておりませんが、た

だし私の記憶の範疇で答弁をさせていただく無

礼をご容赦いただければと思います。 

 本案件につきましては、篠原議員並びに川菷

議員から、議員からの質疑に対する答弁の重み

という案件で、回答を当時の総務課長がいたし

た記憶がございます。平成27年だったと記憶を

いたしておりますが、それ以降、データ管理に

より検討をいたします。あるいは、実施に向け
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て調査研究してまいりますという案件につきま

しては、全て所管課でそのデータを管理をし、

実施されたものにつきましては、所属長が異動

になった場合でも引き継ぎができるようシステ

ムを構築いたしております。 

 そうしたことから、議員の先生方へ答弁をし

た案件等につきましては、所属長が異動になっ

ても進行管理ができるというふうに理解をいた

しておりますし、それぞれ所属課長がそのよう

に案件として実行できなかった部分については

鋭意努力をし、実行に向けて推進をしていると

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  篠原議員の中学

校の現状についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、今回の補正予算につきまして、議員が

おっしゃってくださったように、中学校各種大

会出場補助金53万8,000円を計上させていただ

きました。数年来、県のトップレベルにありま

す男女ソフトテニス部の九州大会出場、また男

子ソフトテニス部の全国大会出場、さらに今年

度は水泳競技におきまして、男子生徒１人が九

州大会、全国大会に出場しましたことから、交

通費や宿泊費の補助をお願いするものでござい

ます。 

 こうした生徒の活躍は、学校、保護者、地域

に元気と活気を大いに与えてくれるものである

と、大変うれしく思っているところでございま

す。 

 次に、中学校の不登校の状況につきましては、

１月末現在で８人となっており、その中で小学

校から不登校、不登校傾向が継続している生徒

が３人おります。中学校では、担任や養護教諭、

スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問や、

本人、保護者との相談活動を通して、再登校に

向けた働きかけを行っております。 

 また、家庭環境に課題があると思われた場合

につきましては、家庭児童相談員などの福祉関

係者を含めたケース会議等を開き、多方面から

の支援を試みております。こうした取組みによ

りまして、昨年度、不登校であった４人につき

ましては出席日数が大きく増加するなど、改善

が図られているところでございます。 

 また、いじめの状況につきましては、今年度

５件の報告がありました。内容は、悪口を言わ

れる、無視される、軽く叩かれたりするといっ

たものでございます。学校は、いじめは必ずあ

るとの認識に立ち、１件でも多くのいじめを発

見し、解決するよう、情報共有しながら組織的

な対応を進めているところでございます。 

 また、教室に入れない子どもへの対応につき

まして、不登校の要因といたしましては、家庭

環境に起因するものや人間関係づくりに起因す

るものが多くなっております。また、中には病

気やその他の理由等によりまして、朝起きられ

ず、思うように登校できなかったり、友達や先

生との接触を避けたりするケースもございます。

そうした子供たちにつきましては、本人や保護

者の要望を十分に聞きながら、場合によっては

相談室などへの別室登校を行っております。 

 中学校では、相談室を２部屋準備し、１部屋

は限られた人数であれば先生や友達と一緒に学

習することのできる生徒用に、またもう１部屋

は友達や先生との接触を避けたい生徒が学習を

行うために使われております。現在、別室登校

の生徒が２人おります。 

 不登校や別室登校の生徒に対しましては、積

極的な働きかけを行ったほうがよいのか、少し

距離を置いて見守ったほうがよいのか、生徒一

人一人の状況をきめ細やかに見きわめながら対

応を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  篠原議員のご質

問でございます、垂水高校のエアコン設置につ

きましてお答えいたします。 

 議員ご承知のとおり、県立高校施設等の整備
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につきましては、鹿児島県教育委員会学校施設

課が所管しているところでございます。県教委

にお聞きしましたところ、県立高校のエアコン

設置方針としては、校長室、職員室、事務室、

保健室、図書室、進路指導室、パソコン室など

については県費で設置するが、普通教室につい

ては設置しないとのことでありました。 

 垂水高校のエアコンの設置につきましては、

このような県教委の方針のもと、特別教室等へ

は設置されておりますが、普通教室への設置は

されていないところでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  篠原議員の

ご質問でございます街路灯設置についてお答え

いたします。 

 市内には、本町通り会、南本町通り会、上町

通り会の３通り会の商店街がございますが、今

回お尋ねの街路灯については、本町・南本町通

り会は平成10年度から２カ年にわたり国と県の

補助事業を導入され、上町通り会は平成11年度

に市の補助事業を活用して、既存の老朽化した

街路灯の建て替えの整備をされております。 

 設置後は、各通り会で電気料や修繕などの維

持管理を行っていただいております。平成25年

度に、商店街まちづくり事業補助金を活用して、

事業費約547万円で128基の街路灯のＬＥＤ化を

行い、電気料の負担軽減に取り組まれたところ

でございます。 

 維持管理費用は、平成29年度の実績で、３通

り会全体、年間約55万円を負担されております

が、市から商工会への運営費補助金の中から、

毎年度、商工会から合計30万円が３通り会へ助

成されているところであります。残りの維持管

理費用は、通り会をはじめ、各商店で負担され

ているところでございますが、近年、商店数の

減少により、個々の商店の負担が増えていると、

商工会を通じてお聞きしたところでございます。 

 商店街の街路灯は、明るい街としての市全体

のイメージアップの効果のほか、買い物客や通

学路に使う子供たちの安心感や安全性の確保と

いった防犯対策的な役割もありますことから、

市民生活にとっても重要な施設であることは認

識しております。 

 今後、商工会をはじめ、関係先と現有予算の

配分等について協議を重ねまして、通り会と各

商店の負担軽減につながる取組みを考えてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  先ほど、総務課長に突然質問

して、申しわけございませんでしたけれども、

議員の皆さんは垂水市の発展を願い、また市民

の幸せを願って質問をしているわけですから、

ぜひ毎回検証されておれば、たまには議員の皆

さんに質問の結果がこうでしたよとかありそう

なものですけれども、余りないんですよね。だ

から、一般質問にしろ、質疑にしろ、委員会に

しろ、やれやれ終わったという感じではいけな

いと思うので、ぜひ議会で質問なんかがあった

場合は検証されて、ぜひ市民のために役立てて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 それでは、お尋ねをいたします。 

 なぜ、そういうことを、さっきいじめ、不登

校を聞いたかといいますと、不登校が８人いら

っしゃると、いじめが５件でしたっけ、原因は

本人とか友達、またいじめ問題、また家庭環境

もあるんじゃなかろうかと、さまざまであると

思っておりますけれども、その他に学校側に原

因があるような中学校の事例が耳に入ってきた

ものですから、お尋ねをしたわけでございます。 

 というのが、教師からの気分的な指導や不当

なプレッシャーや知識不足による指導の誤り等

によって、チック症の症状が出ている生徒がい

ると。私は、チック症というものを初めて知っ

たんですけれども、ちょっと調べさせていただ

きました。それはそれで申し上げませんけれど
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も、その生徒の場合、日常の生活中、食事中や

テレビを見ているときなど、本人の意思にかか

わらず、いきなりがくがくと震え出すこともあ

ると、また朝もベッドの中でがくがくと震えて

いることもあるということであります。 

 とにかく、学校へ行くが、校舎に入る途中で

涙を流し始めたり、教科書やプリントを破り始

めたり、午前中は何とか学校に行くんですけれ

ども、教室以外で過ごすのがやっとで、昼食も

食べずに帰ってくるというようなことが１年以

上続いているとお聞きしております。 

 本人も立ち直ろうと、教室以外で自習を行っ

ているそうですけれども、学校側からの行事日

程や連絡事項、テストの範囲等も、学校側が本

人に渡し忘れていることが何度もあったという

ことでございます。そんなことが重なると、本

人は立ち直ろうとしても疎外感を感じ、自分は

必要ない人間だと思ってしまうんじゃないかと

いうようなことで、ますます学校や人間不信に

なってしまう。 

 先生方も人間なので、忙しくて忘れられるこ

ともあるでしょうけれども、何回となくあると、

ちょっとまずいんじゃなかろうかと、教育の前

に生徒に対しての思いやりが大事じゃないかと

思っております。 

 カウンセラーやフリースクール等の紹介もあ

ったと聞いておりますけれども、それで済むよ

うな問題ではないと思っております。学校側も

しっかりと反省や検証を行い、改善しなければ、

今後もこういう例が起こり得ることと思われま

すけれども、このような生徒がいること、また

この状況を教育委員会は把握し、内容や原因を

学校側から聞いているのか、お尋ねをいたしま

す。 

○学校教育課長（明石浩久）  議員のご質問に

お答えいたします。 

 学校からの不登校等の報告につきましては、

その状況等について定期的に報告がなされてお

り、教育委員会といたしましても実態の把握に

努めているところでございます。 

 先ほど申し上げましたように、特に病気やそ

の他の理由等の要因で、不登校や別室登校とな

っている子供たちへの対応につきましては、繊

細さと十分な配慮が求められますことから、学

校のほうも言葉が足りなかったことや支援が不

十分であったことにより、子供さんや保護者が

心を痛めている状況があれば、率直にお詫びを

したいということでございました。 

 教育委員会といたしましても、今後も生徒指

導主任等研修会や生活指導連絡協議会、夏休み

期間中に開催します子供理解のための研修会等

を通して、先生方の不登校等の子供たちへの対

応力の一層の向上に努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  そういうことは周りからお聞

きしておりますけれども、学校から報告として、

信用しなくちゃならないわけですけれども、そ

ういう報告があったといたしましても、先生方

は組織でございますので、次の就任先とか出世

に影響があるんじゃないかということで、生徒

の側に立たずに、先生のほうに立ってしまうと

いうようなことはないのか、お尋ねをいたしま

す。 

○学校教育課長（明石浩久）  先生の側に立っ

てのというご質問でございました。 

 私もそうでございましたけれども、不登校と

か、そういう登校できない子供たち、教室に入

れない子供たちがおりましたら、本当に毎日そ

のことを考えて、対応するような状況でござい

ます。夢にまで出てきたこともございました。

そういう生徒を常に中心に据えて、子供たちを

中心に据えて対応していくということにつきま

しては当然のことでございますので、また改め

て学校のほうにも指導してまいりたいと思って

おります。 
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 以上でございます。 

○篠原炮則議員  今の課長の答弁を聞いたわけ

ですけれど、かねがね校長先生もされたご本人

ですので、頑張っていらっしゃることは重々わ

かっております。また、課長と教育長は、市民

の安全・安心、児童生徒の安心・安全のために、

よく交通整理などの立哨をされていることには

本当感謝申し上げたいと思います。立哨をしっ

おいやっで、選挙に出られるのかねと思ったら、

選挙は。もし、教育長、時間があれば、またよ

ろしく子供たちを守っていただきたいと思いま

す。 

 この生徒のケース以外にも、教師について多

くの保護者からのいろいろお聞きしているわけ

ですけれども、小学校を含めて、せっかくの機

会なので、幾つかお尋ねをいたしますので、思

いを聞かせていただきたいと思います。 

 まず１点目に、家庭訪問で、３年生の担任に

もかかわらず、高校のことは何もわからないと、

肝心の進学以外の話だけされる先生がいらっし

ゃると、こういうのに対してどう思われるのか、

お尋ねいたします。 

○学校教育課長（明石浩久）  今、議員のお話

をお聞きして、現状がどうだったのかというと

ころが十分把握できないところでございますけ

れど、もしそういうことがあるのであれば、や

はり改善していかなければならないというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  ぜひ、そこら辺も検証してい

ただきたいと思います。 

 ２番目に、保護者と面談日を約束していたに

もかかわらず、保護者が指定日時に学校に行っ

てみると担任が部活でいないと、約束が約束に

なっていないこともあったそうですけれども、

こういうお話を聞いて、どう思われるのか。 

○学校教育課長（明石浩久）  そのことにつき

ましては、報告を受けております。大変申しわ

けないことであったということで、保護者のほ

うにもお詫びをしたということでございますが、

日常的に起こっていることではないとは思いま

すけれども、そこらあたりについて、また改め

て学校のほうにもしっかりと話をしていきたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  よろしくお願いします。 

 教育長にも一つぐらい聞きたいと思いますけ

れども、担任が進学の件で翌日返事をくれと言

っておきながら、保護者が連絡を入れると、担

任は２日間出張で不在だったというようなこと

もあったそうですけれども、こういう事例があ

った場合どうされるのか。 

○教育長（坂元裕人）  今、篠原議員のこれま

での事例等を含めまして、教師の不適切な指導

のために、子供を含めて保護者、非常に迷惑を

おかけしている部分があるなということを改め

て感じます。 

 そういう意味で、いま一度、研修の場を持っ

たり、また実際に現場へ出かけてみて、現場の

様子を見ながら、また具体的な指導も必要かな

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  よくわかるわけですけれども、

多くの父兄から要望があったものですからお聞

きするわけですけれども、もう一つお尋ねしま

すけれども、そのときの気分で言うことをころ

ころと変える方がいらっしゃると。ある教科が

好きだった生徒が、どんどんその教科が嫌いに

なった子がいるというようなことがあったそう

ですけれども、そういうことに対してどう思わ

れるか。 

○教育長（坂元裕人）  教育のプロである以上、

その教科を好きにさせるというのは、それは中

学校の教師としては生命線だと思います。そう

いう意味で、また改めてそういう教師としての

プライドを持った子供への指導というものをま
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た徹底してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  よろしくお願いいたします。 

 市長、教育も行政も一緒だと思うんですけれ

ども、不在のため、後で伝えておきますと言っ

ても、その方に伝わっていないというようなこ

とも学校であったということですけれども、そ

ういうことに対して市長はどう思われるか。 

○市長（尾脇雅弥）  当事者同士がやり取りを

するということが一番正確なんだと思いますけ

れども、ご不在の場合に介して伝えると、介し

たからよく伝わらなかったよということではよ

ろしくないわけでありますので、しっかりとそ

こは仕組みとして、そういうありようをできる

だけ構築したいと思いますし、先ほど議員さん

のご質問のこともございましたけれども、ご質

問を受けて、今現在は副市長が取りまとめて、

各課と調整をしながら、そのことはちゃんと私

のほうに報告は来ているんですけれども、お返

しという部分ではまだないということでありま

すから、その辺の体制をどこまでやるかという

のはありますけれども、二元代表制の中である

べき姿というのは、これからお互いに協議をし

ながら求めていければというふうに思っており

ます。 

○篠原炮則議員  何で市長に聞いたかといいま

すと、行政も同じだと、垂水市立中学校ですの

で、関心も持って、そっちのほうも頑張ってい

ただきたいと思います。 

 それと、それぞれの子の指導法があると思う

んですけれども、ある方が自分の教え方以外を

否定されるという方もいらっしゃるそうですけ

れども、副市長、どう思われるか。 

○副市長（長濱重光）  まず、総じてですけれ

ども、学校というところは子供たちが楽しく行

ける、そしてまた保護者にとって安心して預け

られる、行かせる場、そういう場でないといけ

ないと思います。そういう中では、子供たちと

教師との信頼関係、そしてまた教師と管理職と

の信頼関係が当然そこにはないといけないとい

うふうに思っているところです。 

 指導のあり方につきましては、いろんな立場

で、褒めるだけじゃなくて、厳しい指摘という

のも当然必要なことでありますし、そのことは

否定はいたしません。ただ、一人一人は教師の

プロでありますので、そこのところの尊厳であ

りますとか、教師としての資質というのはある

程度認めながら、指導を行っていくということ

が大事だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  いろいろお聞きしたわけです

けれども、一つ一つで聞くと大したことはない

ように思われるわけですけれども、保護者、特

に進学を目の前に控えた３年生の保護者からし

たら、それでは済まされないというご意見でご

ざいます。また、保護者が学校側に言っても何

度も繰り返されており、改善されている様子が

ないようであります。 

 もちろん、親身になってくれるよい先生もお

り、全ての先生がおかしいというわけではない

ですけれども、話を聞く限りでは、一部の先生

に、もしかしたら不適当な方がいらっしゃるの

ではなかろうかと思うようなこともありました。 

 子供たちを、外国に行って、生徒たちの見識

を広めるのもよいことでしょうけれども、市長、

ぜひ垂水の未来を担ってくれる子供たちを教育

する我慢をちゃんと教育指導することも大事じ

ゃなかろうかと思っております。12時が鳴りま

したので、答弁は要りませんけど、よろしくお

願いをいたします。 

 課長にもう一点、お尋ねをいたしますが、課

長も校長を、先ほど申し上げましたとおり、し

ていらっしゃったわけですけれども、きちんと

指導されていると思いますけれども、今挙げた

のは中学校の事例ですけれども、小学校も含め

て教師の資質の再検証、再確認をしていただき
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たいと思うわけですが、お答えをお願いいたし

ます。 

○学校教育課長（明石浩久）  今、議員のほう

からご指摘いただきましたことにつきましては、

各学校での確認、検証等、管理職研修会等を通

じて指導してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  最後は教育長にお尋ねをいた

します。 

 垂水でただ１つの中学校ですけれども、今話

したようなことは一部の教師、一部の生徒のこ

となのかわかりませんが、またこういう事例を

月１回ですか、教育委員会などで問題にして、

いろいろ協議されたことがあるのかないのか、

お尋ねいたします。 

○教育長（坂元裕人）  議員の質問にお答えい

たします。 

 定例教育委員会の場で、一応会自体を閉じた

後に、委員研究会という場がございます。そう

いう中で、いじめ、不登校、問題行動等、全部

学校から上がってきたものを検証しながら、具

体的にご質問等を委員の皆様方からいただいて、

それに我々当局のほうから回答していく場面が

あったり、逆に委員さんのほうから、こういう

ふうにしたらいいんじゃないかとアドバイスを

いただいたり、ご意見をいただいたりしながら、

そういう協議の場も設けております。 

 そういう場もまた生かしながら、議員ご指摘

のことにも真摯に対応してまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  よくわかりましたけれども、

委員会で、学校側からいいこと、悪いこと、相

談があるものか、お尋ねいたします。 

○教育長（坂元裕人）  学校側から、委員さん

方もまた一部情報を、保護者からこういう話を

聞いたんですがみたいな感じで出る場合もござ

います。したがいまして、双方そういう委員研

究会の場で話題になることがございます。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  市長にももう一点お聞きいた

しますけれども、選挙公報で、子育て支援、学

力向上を上げられていらっしゃるわけですけれ

ども、小学生、中学生に限って、支援、学力向

上についてお考えがあれば、教えていただきた

いと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  教育の範囲は大変広うご

ざいますので、いろんな考え方があると思いま

すが、私自身は、人生いろんなことがあるので、

例えば大変な状況があっても、またそこを乗り

越えて頑張っていく力を持った子供たちを育て

たいというのが思いであります。 

 ただ、教育的なテクニカル的な部分に関して

は、特に教育長を中心として現場の声を聞いて

おられると思いますので、それらの要望をあっ

たときに、今のご意見も含めてしっかりと中身

を把握して、しっかりと予算立てをするとか、

政策的に支援をしていくということになろうか

と思います。 

○篠原炮則議員  いろいろお尋ねし、いろいろ

答えをいただいたわけですけれども、冒頭、お

聞きしました中学校のテニス、水泳で活躍され

ているということですので、いろんな面で中学

校が活性化するよう、小学校も含めて活性化し

ますようお願いしまして、この件は終わります。 

 次に、垂水高校のエアコン設置についてです

けれども、これについて特別教室、校長室をは

じめ、普通教室、生徒が授業するところだけが

設置されていないとお聞きしているわけですけ

れども、何でお聞きしたかといいますと、これ

も父兄の方から、去年ですか、熱中症、具合が

悪くなった方がいらっしゃるということで、ぜ

ひ県立ではあるけれども、垂水市が支援できな

かったら県のほうにぜひお願いしてくださいと

いう要望でありましたので、質問をさせていた

だきました。 
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 なんで、もう一回聞きますけれども、普通教

室は県のほうでは付けんのか。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  県立高校の普通

教室への設置につきましては、県のほうとして

は、先ほどご答弁しましたように、設置はしな

いという方針ではございました。これにつきま

しては、県下の県立高校の設置状況につきまし

ては、普通教室のエアコンが設置している学校

等がございますが、その設置につきましては、

ＰＴＡや同窓会等の費用によりエアコンが設置

されている状況でございまして、その維持費等

につきましてもＰＴＡ、同窓会等での負担がさ

れているとのことでございます。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  課長の言葉を聞いていると、

なかなか世の中おかしいなと思います。といい

ますのは、子供たちが体調を悪くしたりするこ

とによって、今、垂水高校はエアコンも付いて

いないと、進学はあそこにはしないというよう

なことになると、まずいんじゃなかろうかと思

っております。 

 先ほど課長のほうからあったように、ＰＴＡ

とか同窓会で設置されている学校が多いという

答弁でございましたけれども、市長、卒業生と

して一肌脱いでもらえんでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  エアコンの設置の現状に

ついては、今、担当課長が申し上げたような状

況であるということは理解をしております。本

来、篠原議員が言われたように、県立ですから、

県がまずはしっかりと設置するというのが筋な

んですね。 

 ただ、財源なのか何なのかわかりませんけれ

ども、普通教室には設置をされていないという

現状がありますので、先ほど篠原議員が言われ

たみたいに、何らかのアプローチをするべきで

はないかということも私自身も思いましたので、

地元選出の県議の先生、あるいはご縁がありま

したので、個人名を出していいかどうかわかり

ませんけれども、公明党の成尾先生を介して、

そのような要望をしております。 

 実際に、昨年の９月議会に、成尾先生のほう

からは一般質問をしていただきまして、例えば

降灰のひどい垂水高校のエアコン設置のことに

ついては、国の補助金を活用して設置が可能で

あるという旨の県の答弁もあるということであ

りますので、まずは本筋ということをしっかり

とお願いをしながら、それが叶わない場合に、

例えば同窓会とか、市がどうするかというのは、

教育の環境づくりの問題でありますので、まず

はしっかりとそのことを申し上げながら、特に

昨年の夏は、私も垂水高校でいろいろイベント

を開始したときに大変暑うございましたので、

こういった中で落ち着いて勉強ができるかと言

えば、なかなか厳しいというふうに思いますの

で、大きくは財源の問題だと思いますけれども、

その辺のところをしっかりと手順を踏んでお願

いをして、対策を講じてまいりたいというふう

に思います。 

○篠原炮則議員  県議の先生やらお願いされた

ということで、姿勢は認めたいと思いますけれ

ども、もし県のほうがノーと言ったら、市のほ

うで設置できないか。 

 また、課長、１学年に６クラスあった場合、

どのぐらいの予算が要るのか、お尋ねいたしま

す。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  エアコンの設置

につきましては、それぞれの金額等が出てくる

かとは思いますが、通常のエアコンにつきまし

ては大体１台20万円程度というところもありま

して、その部屋の状況にもよります。ですから、

２台設置する場合240万程度、例えばかかると

いうこともございます。 

 ただ、それでいいのかということになります

ので、実際、金額的な部分につきましては、公

共単価であったり、そういったこと等も出てき

ますことから、はっきりとした金額については
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申し上げることは、すみません、できないとこ

ろでございます。 

○市長（尾脇雅弥）  例えば、これまでも垂水

高校さんのほうからいろんなご要望がありまし

て、同窓会として、例えば体育館の時計の設置、

意外と20万ぐらいするんですね。 

 前回、こういうクーラーのご要望もありまし

たので、現状は今お話をしたとおりであります

けれども、あるべきか、ないほうがいいのかと

いうことになれば、当然あったほうがいいわけ

でありますけれども、先ほど担当課長が概算を

申し上げましたが、非常に単価が高うございま

すので、これを例えば県に求めていきますけれ

ども、それが難しい場合に、これまで垂水高校

の支援という形で、相当な市からのサポートと

いうこともやっておりますし、あるいは同窓会

ということも含めてどうあるべきか、これはい

ずれにいたしましても、同窓会は別としても、

こういう市の財源を使うとなると、議会の先生

方のご理解も必要ということでありますので、

今のご意見は前向きな提案ということで受け止

めて、またどういう方法があるのか、検討した

いというふうに思います。 

○篠原炮則議員  ぜひ、課長、小学校、中学校

はエアコンがついているわけですから、ある程

度の単価はわかると思います。私は業者に聞い

たんですが、やっぱり努力してやらんにゃいか

んやろうねというようなことで、大体今言うよ

うに、小学校、中学校はついているわけですよ

ね。だから、ある程度の単価はわかると思いま

すので、同窓生とかＰＴＡとか、市長が卒業生

ですので、音頭をとって頑張られると思います

ので、これぐらい要りますよと言っていただけ

たら助かりますので、よろしくお願いをいたし

ます。これは終わります。 

 それでは、次の街路灯について、商工観光課

長にお願いをいたします。 

 先ほど課長から、商工会への運営補助金の予

算配分等について、関係先等を含めて協議を重

ねていくというような回答があったわけですけ

れども、そもそも毎年度、予算立てを行う際に、

各通り会や商店の方々に予算配分等の内訳的な

ことが説明されていれば、助成金が出されてい

ないわけではございませんので、今回のような

個別の要望とか、声を上げられるようなことは

ないと思います。 

 通り会の代表の方や会計の方も、年に代わら

れたりしているものですから、そういったもの

が、課長が説明されたようなことが引き継がれ

ていないというようなこともあるようでござい

ます。 

 せっかく予算措置されているのですから、ど

のような項目が助成されているのか、わからな

くなったりすると思いますので、そのあたりの

説明や意見交換がされて、予算編成に反映され

ているのか、確認をされているのかどうかをお

聞かせいただきたいと思います。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  篠原議員の

ご質問でございます予算編成に当たり説明や要

望が反映されているのかについてお答えいたし

ます。 

 毎年度、年度当初に、商工会会長が市長を訪

ねられて、前年度の運営状況の報告が行われ、

その際に各事業費などの支援を盛り込まれた要

望書を提出されております。10月以降の新年度

予算編成時に、要望書の内容を基本に、追加事

項等を商工会事務局と私どもとで、前年度の活

動実績等も精査しまして予算要求内容に盛り込

んで、予算折衝を行っているところでございま

す。 

 商工会から、内部構成の団体、組織等への助

成金、交付金につきまして、例年どおりの予算

配分ができているものに対しては、先方から求

められなければ、特別内容等について説明を行

っていないとのことでございました。 

 篠原議員が申されるとおり、年数が経過しま
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すと、お互いの担当者も代わって、当初予算配

分された目的や意義なども伝えられず、わから

なくなってしまったりしますので、事業内容の

精査の際には、当初の目的などが理解されてい

るのかどうかなど、相互に確認していく必要が

あることなどを商工会事務局と私どもも改めて

認識したところでありまして、各通り会をはじ

め、商店の方々に丁寧に説明し、理解していた

だいて、少しでも負担軽減につながる取組みに

改善してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  商工会を通じて、商店街、い

ろいろやり取りしながら、通り会のほうに助成

金を流していらっしゃるように聞こえたわけで

すけれども、やっぱり商工会を通したほうがい

いのか、３つの通り会にそれぞれ助成金をやっ

たほうが会員もわかりやすくて、ありがたさが

わかるんじゃないかと思いますけれども、その

件についてお尋ねいたします。 

○水産商工観光課長（二川隆志）  やはり成果

物の助成金ないし交付金が認知されていないの

であれば、その目的趣旨が直接伝わるのが一番

いい方法だというふうには思います。ですので、

篠原議員がおっしゃられるとおり、助成金のあ

り方についてですけれども、そのことについて

は最大の効果を発揮するということと、それぞ

れの事務の簡素化につながるというところをま

た検討しながら、商工会、通り会の方々のご意

見をいただきながら、また検討してまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  垂水の交流施設も大事でしょ

うけれども、商店街を何とかせんと、活気を含

めてないと思うんですよね。昼間、まばらにお

客さんがいらっしゃいますけれども、私、この

質問をするに当たって、改めて車で夜走ってみ

たんですけれども、人影はございません。 

 そういう中で、市長、ちょっとお尋ねします

けれども、商店街を活気づけるためにはどうい

う施策、お考えがあるか、お聞かせいただきた

いと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  今回は、街路灯からのご

質問でありますけれども、当然明るいというこ

とは大事でありますから、それに関しては、た

だいま課長が答弁したような方向で進めさせて

いただきます。 

 まち全体の商工会をどうしていくかという話、

大事なことであります。私も、垂水市長として、

商店街の活性化というのは当然のこととして考

えているところでございます。財源ベースで言

いますと、予算という点では、近年、むしろア

ップしているというのが現状でございます。 

 例えば、一例を申し上げますと、プレミアム

商品券なんかにしても、期間限定の商品であり

ましたけれども、大変投資対効果という意味で

好評でありましたので、市の独自の判断でその

ことは継続をしておりますし、それ以外にもい

ろんなご要望に関しても、商工会の会長さんを

はじめ、ご要望がありますから、できるだけそ

れは形にするようにしていくということで、話

をしているところでございます。 

 ただ、これまでと違いますのは、人口減少社

会でございますので、フェース・ツー・フェー

スのお客さんというのは限界があると思うんで

すよね。例えば、大きなパイを増やすという意

味で、２つの拠点の道の駅をつくって、200万

人を実現をして、そことどうリンクしていくか

というのも１つでありますし、また例えばお酒

なんかの販売をされておられるところは、ふる

さと応援基金なんかを活用していくと、その中

で何千万という売上げがあったり、いろんな方

策はあると思いますので、我々は最大限のサ

ポーターでありますけれども、同時に商店街の

皆さんというのは当事者でありますので、まず

はそのご意見、やっぱり商売ですから、損をし

ないで儲けて、後継者ができればいいというの
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が基本的なお考えだと思いますけれども、既存

の延長線上になかなかそういうことは難しいの

でありますので、私が申し上げたような形のも

のを組み合わせながら、人口減少をカバーして、

交流人口でありますとか、インターネット、あ

るいはふるさと応援基金のツールを使いながら

広げていくということが１つあるのではないか

と考えております。 

○篠原炮則議員  ぜひ、交流施設も大事でしょ

うけれども、商店街も大事にしていただきたい

と思います。 

 交流人口が、200万人来ようが、300万人来よ

うが、税務課長、税収が上がったとき、初めて

効果があったと私は思うんですよね。だから、

ぜひその辺も検討して、頑張っていただきたい

と思います。税収が上がらず、突っ込むことば

かりしたって、何にもならんと思うんですよね。 

 これで終わりますけれども、市長、きのうは

結果的に私が当選されたというようなお言葉を

２、３回聞きましたけれども、ぜひ、市長です

ので、自信を持って仕事をしていただきたいと。

それと、議会の皆さんを含め、市民の皆さんに

耳を傾けてくださいとお願いいたします。 

 最後に、委員会に出席してくださいとお願い

いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、平成31年度各会

計予算案に対する質疑及び一般質問を終わりま

す。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第18号から議案第28号までの議案11件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第18号から議案第28号までの議案11

件については、いずれも所管の各常任委員会に

それぞれ付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  明28日から３月７日まで

は、議事の都合により、休会といたします。次

の本会議は、３月８日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後０時22分散会 
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平成31年３月８日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、休会明けの、本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（池山節夫）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。監査委員か

ら、平成31年１月分の出納検査結果報告及び平

成30年度定期監査の結果、並びに平成30年度財

政援助団体の監査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから、ご了

承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

   △議案第１号、議案第３号～議案第９号、 

    議案第18号～議案第29号、陳情第16号 

    一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第２、議案第１号、

日程第３、議案第３号から日程第９、議案第９

号までの議案及び日程第10、議案第18号から日

程第21、議案第29号までの議案20件、並びに日

程第22、陳情第16号の陳情１件を、一括議題と

いたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第１号 垂水市道の駅たるみずはまびら本

体施設の公共施設等運営権にかかわる実

施方針に関する条例 案 

議案第３号 垂水市市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第４号 行財政財産の目的外使用料条例の

一部を改正する条例 案 

議案第５号垂水市市税条例等の一部を改正する

例 案 

議案第６号 垂水市介護給付費準備基金条例の

一部を改正する条例 案 

議案第７号 垂水市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 案 

議案第８号 垂水市水道の布設工事監督者及び

水道技術管理者に関する条例の一部を改

正する条例 案 

議案第９号 鹿屋市との間において締結した、

大隅定住自立圏形成協定の変更について 

議案第18号 平成31年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第19号 平成31年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第20号 平成31年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第21号 平成31年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第22号 平成31年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第23号 平成31年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第24号 平成31年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第25号 平成31年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第26号 平成31年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第27号 平成31年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第28号 平成31年度垂水市水道事業会計予

算 案 

議案第29号 平成30年度垂水市病院事業会計補

正予算（第２号） 案 

陳情第16号 消費税増税の中止を求める意見書

提出について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（池山節夫）  ここで各委員長の審査報

告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長堀添國尚議員。 

   ［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］ 

○産業厚生委員長（堀添國尚）  おはようござ

います。 

 産業厚生委員会審査結果を報告いたします。 

 去る２月15日、２月26日及び27日の本会議に

おいて、産業厚生常任委員会付託となりました

各案件について、２月28日に委員会を開き、審

査いたしましたので、その結果報告をいたしま

す。 

 最初に議案第６号、垂水市介護給付費準備基

金条例の一部を改正する条例案については、質

疑もなく、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号、垂水市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案については、既存の保育園

と家庭的保育事業との違いは何かとの質問があ

り、家庭内で５人以下の子供を対象としており、

主に都市部で待機児童解消のために実施されて

いる事業であるとの回答がありました。審議の

後、本案の採決を行ったところ、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第８号、垂水市水道の布設工事監

督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を

改正する条例案については、特段、質問もなく、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第29号、平成30年度垂水市病院事

業会計補正予算第２号案については、垂水中央

病院の収益不足を補う今回の補正について、見

通しの甘さを指摘する意見や、特別会計への繰

出が財政を圧迫しているとの意見など、さまざ

ま出され、病院事業会計への繰出は、地方交付

税措置額を全て充てている。今回の補正は、若

干見通しが甘かったが、インフルエンザの蔓延

がなく、徳洲会病院撤退の影響が平準化された

などの要因もあるとの答弁がありました。 

 状況としては、救急医療が大幅に減ったのか、

外来や入院が大幅に減ったのかとの質問に対し

ては、救急医療自体は地方交付税の総務省に出

している繰出基準の中に載っており、別である。

外来、入院とも10％ほど減るという見込みで、

今回の補正額を算出したとの回答がありました。

審議の後、本案の採決を行ったところ、原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第18号、平成31年度垂水市一般会

計予算案中の福祉課の所管費目については、社

会福祉協議会の運営補助金の関連で、経営状況

についての質問があり、平成21年度から毎年、

基金を取り崩して収支のバランスを取っており、

昨年３月末の基金残高が4,400万ほどであると

の答弁がありました。市からの補助金について

は、提出資料を十分検討する要望も出されまし

た。 

 また、一般質問でも出た、乳幼児用品等購入

助成事業についての対象品目の拡大等について

の質問や、バス借上げ料補助金や、市のマイク

ロバスの稼働率についての質問があり、対象品

目の拡大については、前向きに検討中である。

市のマイクロバスが１台になったことにより、

民間バスの借上げ料を処置しているが、空いて

いるときには市のバスを活用するように検討す

るとの回答がありました。 

 次に、保健課の所管費目について説明があり、

大隅広域夜間急病センターの利用状況はどうか、

輪番制病院は垂水にもあるのかとの質問があり、

夜間救急の利用状況はだいぶ少ない。輪番制病

院は垂水中央病院である、との答弁がありまし

た。 

 次に、生活環境課の所管費目については、浄

化槽設置整備補助金や資源ごみ回収活動補助金

に関する質問があり、浄化槽は96基分、資源ご

み回収の補助単価については、議決後に要綱を

改正し、全種類を５円に増額する予定であると

の答弁がありました。そのほかにも、市営墓地



－146－ 

や、高峠の最終処分場の現状、浄化槽の普及率、

し尿処理場の放水量と透視度、海岸漂着物の対

応などについて、活発な質疑が交わされました。 

 次に、農業委員会の所管費目について説明が

あり、特段、質疑がありませんでした。 

 次に、農林課の所管費目については、鳥獣害

対策について、実施隊員の活動内容や、個人で

の箱わな設置に関する質問があり、農林課、生

活環境課等の職員と、猟友会員３名で組織され

ており、鳥獣の追っ払いや、見回り、猟友会員

にあっては、駆除活動まで行っている。個人で

箱わなを設置するには、わな免許の取得と、市

からの捕獲許可が必要となるとの答弁がありま

した。各農家の箱わな提供を検討してもらいた

いとの要望も出されました。 

 また、中山間地域等直接支払交付金について、

農家の高齢化、後継者不足を考えたときに、こ

の事業そのものが成り立たなくなっているとい

う課題があるので、県との打ち合わせや、国へ

の進達をして、制度の見直しをする努力をして

ほしいとの要望もありました。 

 次に、水産商工観光課の所管費目については、

人工種苗購入助成事業の補助割合はどのくらい

か。ブリについてはどんな状況かとの質問に対

し、１匹154円のうち、25円を助成している。

ブリは今年度、テスト種苗として無償で出して

おり、31年度は初出荷の予定であるとの回答が

ありました。また、ツーリズム推進事業補助金、

ジオパーク推進協議会負担金の内容についても

質問があり、ツーリズム推進事業については、

教育旅行に対するバス運行費の助成で、１回５

万円である。負担金は、日本ジオパークの申請、

認定事業ジオガイドの要請、６年生向けの副読

本の増刷などの事業に要するものであるとの答

弁がありました。 

 次に、土木課の所管費目について説明があり、

中之平住宅の建て替え移転補償や、ロードス

イーパーのリース料、児童広場の遊具や噴水、

空き家解体撤去事業、建築物耐震化促進補助金

等について、活発な意見が交わされました。 

 審議の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第22号、平成31年度垂水市介護保

険特別会計予算案については、特段、質疑はあ

りませんでしたが、垂水市内の介護支援施設や

認定者、介護ボランティアの状況の確認等があ

りました。審議の後、本案の採決を行ったとこ

ろ、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第23号、平成31年度垂水市老人保

健施設の特別会計予算案について説明があり、

特段、質問もなく、原案のとおり可決されまし

た。 

 議案第24号、平成31年度垂水市病院事業会計

予算案については、29年度、30年度に対して、

どの程度の見通しで予算組みをしたのかという

質問があり、29年度までの料金収受代行制から、

30年度に利用料金制へ移行した関係で、総額と

しては29年度の10％ほどにしかならない。30年

度並みで組んでいる、との回答がありました。

審議の後、本案の採決を行ったところ、原案の

とおり可決されました。 

 議案第25号、平成31年度垂水市漁業集落排水

処理施設特別会計予算案については、特段、質

問もなく、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第26号、平成31年度垂水市地方卸

売市場特別会計予算案については、取扱い量の

推移の確認があり、その他、特段、質疑はあり

ませんでしたが、市場の今後のあり方を検討す

べきとの意見がありました。 

 議案第27号、平成31年度垂水市簡易水道事業

特別会計予算案及び議案第28号、平成31年度垂

水市水道事業会計予算案については、特段、質

疑もなく、いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

 最後に、水道施設の耐震化の推進に対する支

援の充実、強化等を求める意見書案について審
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査し、採決を行ったところ、原案のとおり可決

され、意見書案を提出することになりました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  次に、総務文教委員長持

留良一議員。 

   ［総務文教委員長持留良一議員登壇］ 

○総務文教委員長（持留良一）  おはようござ

います。 

 それでは、総務文教委員会審査の結果を報告

いたします。 

 去る２月15日及び２月21日の本会議において、

総務文教委員会付託となりました各案件につい

て、３月４日に委員会を開き、審査をいたしま

したので、その審査の過程における質疑と結果

を報告いたします。 

 最初の審査は、議案第１号、垂水市道の駅た

るみずはまびら本体施設の公共施設等運営権に

係る実施方針に関する条例案でした。公共施設

等運営権とは、利用料金の徴収を行う公共施設

について、施設の所有権を有したまま、施設の

運営権を民間事業者に設定するものです。自治

体は、条例に従って実施方針を定めることによ

り、運営権を設定することができるとなってい

ます。これらを踏まえ、大きな二つの点につい

て、質疑がありました。 

 １点目は、利用料金の設定については、妥当

な価格設定の方法について疑問が出され、設定

の額によっては、根拠や基準に沿って価格が決

定されたかを点検することになっているという

説明がされました。もう１点は、抵当権の設定

について質疑があり、公共施設等運営権は抵当

権が設定できるが、第三者への譲渡については、

事前にできないような契約を取り交わすことに

なっているという説明がありました。 

 さまざまな角度からの質疑があり、審査の結

果、異議なしということで、原案のとおり可決

となりました。 

 次に、議案第９号、鹿屋市との間において締

結した大隅定住自立圏形成協定の変更について

の審査を行いました。委員から、大隅圏域で構

築されている図書館ネットワークに入る理由や、

根拠について質疑が出され、回答としてコスト

削減が可能になることや、圏域全体で貸出可能

な蔵書が増えることになり、結果、市民にとっ

て有益になるということが示されました。審査

の結果、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号、垂水市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて審査を行いました。内容は、国家公務員

の措置等を踏まえ、超過勤務命令を行う上限を

定めることを可能にするものでした。委員から

は、超過勤務のあり方と、その後の措置につい

て質疑があり、今後の対応として、振替休日な

ど、改善を図っていくという方向が示されまし

た。審査の結果、条例案は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第４号、行政財産の目的外使用料

条例の一部を改正する条例案を議題として、審

査しました。審査は質疑がなく、原案のとおり

可決されました。 

 次に、第５号、垂水市税条例等の一部を改正

する条例案について、審査しました。説明後、

質疑に入り、影響は、市民より市の税収に出て

くるのではないかという具体的な数字も挙げて、

説明がありました。質疑はなく、審査の結果、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第18号、平成31年度垂水市一般会

計予算案中の所管費目及び歳入全款について、

審査しました。主なものについての審査の経過

と結果について、報告をいたします。 

 総務課所管費目では、防災無線の備品購入の

額と内容について質疑があり、防災無線卓の使

用年数が25年を経過し、今後、継続的な放送が

不可能になるおそれがあることから、全面交換

するという説明がありました。さらに委員から、

もう１点は、運転免許証返納に関する予算案に
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ついて、交通弱者対策の十分さについて、質疑

がありました。現在、福祉課において、実現に

向けて検討がされている旨の回答がありました。 

 企画政策課所管費目で、議論になったのは、

新庁舎建設設計事業についてでした。特に、地

質調査について、活断層等の調査の必要性が求

められました。担当課からは、現計画での建設

方法では、必要となる国の認定を受ける調査で

もあることから、地震の揺れなど、地質上の調

査も行い、安全性が担保できていると考えてい

るとの見解が説明されました。冠水対策につい

て、土木課と協議をしていく方針であることも

説明がありました。さらに、住民からの意見を

基本設計等へどう反映していくのかという質疑

があり、今後のスケジュールの中で意見が反映

できるように、作業を進めていくという回答が

ありました。 

 市民課所管費目では、障がい者の参政権の保

障の予算について質疑があり、点字や音声デー

タについて、市議選では具体的な対応ができて

いないことが説明されたことから、必要な対策

が要望されました。 

 財政課所管費目では、老朽化した旧教職員住

宅の解体費用と、その内容について質疑があり、

特に解体費用が高いのではないかという意見が

出されました。方法として、公共単価で歳出し

ているため、高くなっているが、入札結果にお

いて、市場単価に近づくのではないかという回

答がありました。さらに委員からは、市場単価

との関係で、予算計上のあり方も必要ではない

かと質疑がありました。市場単価の考え方につ

いては、今後、検討課題とすることになり、説

明については理解することにいたしました。 

 さらに、閉校中学校の今後の財産のあり方に

ついて、提案も含めて意見が出され、教職員住

宅等については、これまで取り組んでいるが、

さらに教育委員会としても協議を進めていくと

いう旨の回答がありました。 

 税務課所管費目では、会場借上げの改善が必

要ではないかと提案があり、調査する旨の回答

が示されました。 

 消防本部所管費目では、市民が安心して暮ら

せるためには、救急救命士の育成と必要性につ

いて、もっと必要ではないかと、予算のあり方

についての意見がありました。消防としては、

救急救命士育成研修所へ毎年、行くことができ

るように予算を確保するため、財政課と協議し

ていきたいとの回答がありました。 

 次に、教育委員会の審査で、最初に教育総務

課所管費目について、審査しました。ここでも

教職員住宅など、財産管理のあり方について質

疑がありました。 

 学校教育課所管費目では、英語教育の必要体

制の予算について、子供たちの立場からも不十

分ではないかという質疑がありました。市内の

小学校は２人体制で、年間200日勤務し、質の

向上に努めているとの内容が報告されました。

さらに、いじめ問題調査委員会の開催のあり方

について、もっと必要に応じて開催すべきと意

見がありました。回答としては、必要性があれ

ば予算化していく方針であるとの方向も示され

ました。 

 社会教育課所管費目では、文化会館の運用に

ついて質疑があり、現状と対策の必要性につい

て質疑がありました。文化団体への支援、育成

の観点から、稼働率が高まっているものの、経

費面については、努力しているところであり、

これらを踏まえて、文化活動を推進していきた

いと回答がありました。 

 次に、歳入全款について、審査に入りました。 

 最初は、税務課所管の歳入にかかわる予算案

について、説明がありました。市税等について

は、増額になったことについて、給与所得者の

所得割が増えたことや、食品製造業、農業関連

の業種が復興中であったことから、前年費

1.5％増の予算計上になったと報告がありまし
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た。 

 次に、財政課より、財政課所管の地方債歳入

にかかわる予算についての説明がありました。

大きな論点はありませんでしたが、繰越財源の

計上のあり方について質疑があり、正確な数字

を見込むのは難しいこともあり、当初予算では

抑制的に計上している。６月の本予算を想定し

て、今回計上しているとの回答がありました。

ほかに質疑がなかったので、歳入全款について

の審査を終了いたしました。 

 ここで、各所管関係の審査が終わり、所管費

目及び歳入全款について、原案のとおり決する

ことに異議はないかと諮ったところ、異議なし

となりました。よって、議案第18号、平成31年

度垂水市一般会計予算案中の所管費目及び地方

債歳入全款については、原案のとおり可決とな

りました。 

 次に、各特別会計予算についての質疑に移り

ました。 

 最初は、議案第19号、平成31年度垂水市国民

健康保険特別会計予算案を審査いたしました。

議案の説明後の審査では、県への納付金の増額

について質疑がありました。増額の要因として、

団塊の世代の方々が70歳に到達することと、70

歳から給付割合が７割給付から８割給付になり、

１割が増額するためであるとの説明がありまし

た。 

 さらに、一般会計からの法定外繰入の増額に

ついて説明が求められ、要因として、県への納

付金が増えたことと、歳入での被保険者数が減

り、税収が減ることによる対応であるとの説明

がされました。また、健康ポイント事業と医療

費の検証についての質問がありました。回答は、

昨年からの事業であり、すぐに結果は出ないも

のと考えて、また昨年は151名が商品券と交換

している。予算では、400万円を計上している

が、今後、ＰＲとして事業に取り組みたいとの

方針が示されました。 

 その後、意見もなく、異議はないかと諮った

ところ、異議なしとなり、議案第19号、平成31

年度垂水市国民健康保険特別会計予算案につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号、平成31年度垂水市後期高

齢者医療特別会計予算案について、審査いたし

ました。説明後、意見を求めたところ、別段、

意見もなく、議案については、原案のとおり決

することに異議はないかと諮り、異議なしとな

り、議案第20号、平成31年度垂水市後期高齢者

医療特別会計予算案については、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第21号、平成31年度垂水市交通災

害共済特別会計予算について、審査しました。

説明後、意見を求めたところ、別段、意見もな

く、議案について、原案のとおり決することに

異議はないかと諮ったところ、異議なしとなり、

議案第21号、平成31年度垂水市交通災害共済特

別会計予算案については、原案のとおり可決さ

れました。 

 最後の審査は、陳情第16号、消費税増税の中

止を求める意見書提出についての陳情書でした。

最初、賛成・反対それぞれの立場から意見を出

してもらい、論点を明らかにして、審査を進め

ました。意見として、制度が所得配分の機能を

果たすものになっていない。さらに、ポイント

制も問題ではないか。弱小企業ほど影響を被る

と考える。反対ではなく、趣旨はわかるが、国

が決定していることについて、反対の意見書を

出すというのはどうかと考える。また、結論は

出さずに、継続審査ではどうかという意見もあ

りました。さらに、国のことを考えると、やむ

を得ないと考える。社会保障の財源確保のため

に必要であり、消費税は上げるしかないと思う。

陳情は不採択という意見もありました。 

 審議も尽くされたので、採択することに異議

はないかと諮ったところ、異議ありの声があり

ましたので、挙手によって、採択することにし
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ました。結果、賛成多数で、採択となりました。

意見書についても、賛成多数で可決されました。 

 以上で、総務文教委員会へ付託となった議案

の審査についての報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対して、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。議案第

１号、議案第３号から議案第９号までの議案、

及び議案第18号から議案第29号までの議案20件

については、各委員長の報告のとおり決するこ

とに、ご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号、議案第３号から第９号

までの議案、及び議案第18号から議案第29号ま

での議案20件については、各委員長の報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、陳情をお諮りいたします。陳情第16号

を、委員長の報告のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情第16号は、採択とすることに決

定いたしました。 

   △議案第30号上程 

○議長（池山節夫）  日程第23、議案第30号、

和解及び損害賠償の額を定めることについて、

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○総務課長（森山博之）  議案第30号、和解及

び賠償の額を定めることについて、ご説明を申

し上げます。 

 個人情報漏えいに関し、和解及び損害賠償の

額を定めることについて、地方自治法第96条第

１項第12号及び第13号の規定により、議決を求

めるものでございます。 

 それでは、内容をご説明いたします。 

 平成30年８月30日付で、個人情報を漏えいし

た事実に対し、懲戒処分を行った事案について、

平成30年９月21日に、相手方の代理人弁護士か

ら、個人情報漏えいによる精神的苦痛を受けた

ことによる損害賠償の請求があったことから、

40万円の損害賠償を支払い、和解しようとする

ものでございます。 

 なお、損害賠償額の一部は、市が加入してお

ります全国市長会市民総合賠償保険で賄うこと

といたしております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして、全

員協議会を開きますので、ただいまの議案を持

って、ご参集願います。 

     午前10時30分休憩 

 

     午前10時50分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど、議題といたしました議案に対し、こ

れから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○持留良一議員  全員協議会で、いろいろやり

とりもあったんですけども、時間が制限された

関係でわからない点が若干ありましたので、そ

の点について、教えていただきたいというふう

に、そうでなければ、これを理解することが難

しいなと思ったもんですから、質問したいと思
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います。 

 １点目は、これは、いわゆる弁護士双方での

調整によって、結果としてこういう金額が決ま

ったということが言われたんですけども、本来、

これは市を訴える中身だったのか、それとも個

人を訴える中身だったのか。そこによって、全

然違ってくるような気がすると思うんですが、

この案件がなぜこういう形に至って、そしてま

た結果として、その互いの弁護士同士が話し合

うという、テーブルについたのかが、これが１

点わからなかったということと、あと、先ほど、

30万円は保険のほうで出ますよと。10万円のほ

うは国家賠償法の手続をとってやりますよとい

うことになりますと、そこのところが、根拠が

出てくるわけですよね。この国家賠償を求める

ための根拠が、しっかりと出てこないと。 

 例えば、これが行政が基本として訴えられた

んですよという中身になると、そのことが手続

上、そういうふうになっていくのかなというふ

うに思ったりしたんですけども、ここのところ

がわからない。というのは、結果として、この

最大の論点は、市民が負担しなきゃならないも

のなのかどうなのかというところに論点が移る

んです、最終的には。だからそこの部分を、ち

ょっとわかりづらかったものですから、わかり

やすく、もう１回説明していただければと思い

ます。 

○総務課長（森山博之）  まず、国家賠償法で

ございますけれども、国または公共団体の公権

力の行使に当たる公務員が、その職務を行うに

ついて、故意、または過失によって、違法に他

人に損害を与えたときは、国または地方公共団

体がこれを賠償する責任に任ずるというような

根拠に基づきまして、今回の案件について、双

方の弁護士と示談の交渉をさせていただいたと

いうことでございます。 

 それと、本来、これが民間でありますれば、

当人同士の示談ということにもなるんでしょう

けれども、先ほど、国家賠償法に基づく説明を

させていただいたとおり、弁護士のほうから垂

水市について、損害賠償の請求があったという

ことでございます。 

 金額につきましては、先ほど、全員協議会で

ご説明をしたとおりの経緯でございます。それ

と、その保険による分でございますけれども、

全員協議会で説明をしたとおり、今議会の議決

をもって額が確定をいたしますので、その後、

請求ということになりますので、保険の内容を

精査したところ、おおむね30万を限度として支

払うことができるというふうになっております

ので、ただし、保険を除く残った10万円につき

ましては、当該職員に請求をするということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

○北方貞明議員  持留議員のあれとちょっと重

複するかもしれませんけれども、40万のうち30

万が保険でと、そして説明では、弁護士の手付

金が１万円、そして交渉費が６万4,000円と、

７万4,000円が一般会計から出すと思いますけ

ども、それに対して、市長の監督責任はどのよ

うになっているか。市長の責任はどうされるか、

ちょっとお伺いします。 

○総務課長（森山博之）  本案件につきます、

特別職であります市長の責任等については、問

うものではないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  ありませんね、質疑なし

と認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 
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 お諮りいたします。第30号について、原案の

とおり決することに、ご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって議案第30号については、原案のとおり

可決されました。 

   △議案第31号上程 

○議長（池山節夫）  日程第24、議案第31号、

垂水市監査委員の選任についてを議題といたし

ます。 

 説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第31号、垂水市監査

委員の選任について、ご説明を申し上げます。 

 現在、監査委員であります岩元悦郎氏が、平

成31年３月31日をもって任期満了となりますこ

とから、新たに、篠原輝義氏を監査委員として

選任しようとするものでございます。選任しよ

うとする篠原輝義氏の住所は、垂水市市木18番

地、生年月日は、昭和32年３月16日、委員の任

期は４年でございます。 

 なお、この議案の上程は、地方自治法第196

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める

ものでございます。 

 ご同意をいただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして、全

員協議会を開きますので、ただいまの議案を持

って、ご参集願います。 

     午前10時56分休憩 

 

     午前11時２分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第31号について、同

意することにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって議案第31号については、同意すること

に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   △意見書案第12号及び意見書案第13号一 

    括上程 

○議長（池山節夫）  日程第25、意見書案第12

号及び日程第26、意見書案第13号の、意見書案

２件を一括議題といたします。案分は配布いた

したとおりでありますので、朗読を省略いたし

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第12号  

意見書案第13号  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  お諮りいたします。ただ

いまの意見書案については、提出者の説明及び

委員会付託を省略いたしたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、いずれもそのように決定いたしまし

た。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 まず意見書案第12号を原案のとおり決するこ

とに、ご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 
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 よって意見書案第12号は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、意見書案第13号を原案のとおり決する

ことに、ご異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって意見書案第13号は、原案のとおり可決

されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここで、私のほうから一言ご挨拶を申し上げ

たいと思いますので、副議長と交代いたします。 

   ［副議長、議長席に着席］ 

○副議長（川越信男）  しばらくの間、会議の

進行を務めさせていただきます。 

 ここで、議長から挨拶のための発言の申し出

がありましたので、これを許可いたします。 

   △議長挨拶 

   ［議長池山節夫登壇］ 

○議長（池山節夫）  去る２月15日から本日ま

で22日間にわたり、議員各位におかれましては、

時節柄、何かとご多忙中にもかかわらず、本会

議、委員会を通じ、熱心に議案等の審査をして

いただき、そして本日をもって、平成31年度予

算を含む本定例会に上程された、全ての議案の

成立を見ましたことを、議長としまして、厚く

御礼申し上げます。 

 さて、時の流れはまことに早いもので、前回

の選挙から既に４年という月日が経ってしまい

ました。私どもの任期は来月29日までで、あと

１カ月半程度を残しておりますが、特に緊急な

案件のない限り、今任期中にお互いがこの席で

顔を合わせるのは、本日が最後になろうかと存

じます。この４年間、各位におかれましては、

議員としての政治活動を通じ、本市発展と市民

生活の向上、福祉増進のために懸命に努力、精

進をされましたことに対しまして、改めまして

衷心より感謝の意を表します。 

 私、未熟者の議長ではございましたけれども、

職責を全うすることができましたことは、ひと

えに議員各位のご支援とご協力の賜物でござい

ます。心から厚く感謝申し上げます。 

 時に、来月はいよいよ市民の審判を仰がなけ

ればならない、私どもの選挙でございます。今

回は女性の立候補も取り沙汰されており、注目

もされる選挙となりますが、再選を期して出馬

される各位には、全員揃って、この席で再び顔

を合わせることができますように、ご健闘を心

から祈念申し上げます。 

 また、議員各位の中には、今期限りで勇退さ

れる方もあるやに聞き及んでおります。先日、

川菷議員が勇退を表明をされました。今後とも、

公私ともにわたり、ご厚情を賜りますとともに、

ご健勝を心からお祈り申し上げます。 

 次に、執行部の皆様に一言申し上げます。過

去４年間、議会運営に対しましてご協力をいた

だきましたことに、心から深く御礼申し上げま

す。私どもは、議員としての立場から、さまざ

まな問題提起をし、また相当、手厳しい議論も

行いまして、時として礼を失することもあった

かと思いますが、これも全て、市民の生活や福

祉の向上と、市の発展を願う、その一念からの

言動でありましたことをご理解の上、ご了承を

お願い申し上げたいと存じます。また、３月末

で定年を迎えられます森山総務課長、田之上議

会事務局長におかれましては、長い間本当にご

苦労様でございました。 

 今日、国、県、地方とも大変厳しい激動の時

代に突入しておりますが、各位におかれまして

は、今後ともご自重、ご自愛の上、公僕精神に

徹せられまして、市民の幸せと本市の発展のた

めにお励みくださいますよう、心からお願いを

申し上げます。 

 以上をもって、私の挨拶といたします。皆様、

本当にありがとうございました。（拍手） 

○副議長（川越信男）  それでは、終わりまし

たので、議長と交代させていただきます。あり
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がとうございました。 

   ［議長、議長席に着席］ 

○議長（池山節夫）  この際、市長から発言を

求められておりますので、これを許可いたしま

す。 

   △市長挨拶 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  市議会は、緊急な案件が

ない限り、本日をもって任期最後の議会になろ

うかと思います。 

 議長から、発言のお許しをいただきましたの

で、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様方におかれましては、４年間にわ

たる議員活動を通じて、市政発展にご尽力を賜

り、衷心より、敬意と感謝の意を表する次第で

ございます。 

 川菷議員におかれましては、今期限りでご勇

退されるとのことでございますが、６期24年も

の長きにわたり、市政の発展にご尽力をいただ

きましたことに、敬意と感謝を申し上げます。

これからも健康にご留意をされまして、市政発

展のためにお力添えを賜りますよう、よろしく

お願いを申し上げます。 

 また引き続き、ご出馬される方におかれまし

ては、ご健闘いただき、めでたくご当選になり、

再びこの議場でお目にかかれますよう、心から

お待ち申し上げております。 

 人口減少や高齢化が進む中で、地方交付税や

税収の減少による財源確保など、本市の抱える

中長期的な課題は山積みいたしておりますが、

これらの課題を一つ一つ解決し、一層の市政の

飛躍を果たすためには、市議会と市執行行政が

一丸となって取り組んでいく必要がございます。

そのためには、議会運営に堪能な皆様方が必要

とされております。ぜひ頑張って、当選をして

いただきたいと願う次第でございます。 

 私自身３期目である、これからの４年間では、

さらに実りある成果を出し、元気な垂水のまち

づくりを目指しまして、先頭に立ち、職員の力

を結集して、行政の運営に当たってまいりたい

と考えております。 

 最後に、くれぐれも健康に留意くださいます

よう、お願いを申し上げまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

 ４年間、お疲れさまでございました。ありが

とうございました。 

○議長（池山節夫）  これで、本定例会に付議

されました案件は、全部議了いたしました。 

   △閉会 

○議長（池山節夫）  これをもちまして、平成

31年第１回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前11時12分閉会 
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